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（2）諸手続きについて･････････････････････････････････････････････････････････････････263
（3）遵守事項・注意事項について ････････････････････････････････････････････････････263
（4）キャンパス内の施設の利用について･････････････････････････････････････････････264
（5）その他 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････266
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・国際人間科学部教員名簿 ･････････････････････････････････････････････････････････････270
・神戸大学キャンパスマップ（六甲台地区） ･･･････････････････････････････････････････276 
・鶴甲第一キャンパス配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････277
・鶴甲第二キャンパス配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････284
・附属学校配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････284



沿　革　略　史
平成 29 年（2017 年）4月，国際文化学部と発達科学部を再編統合し，国際人間科学部を
設置しました。
○国際文化学部・国際文化学研究科 ○発達科学部・人間発達環境学研究科

年　月 沿　革 年　月 沿　革

大正12年（1923年）官立姫路高等学校設置 明治7年（1874年） 兵庫県師範伝習所設
置

昭和24年（1949年）神戸教養課程設置 昭和24年（1949年）

兵庫師範学校と兵庫
青年師範学校を統合
し，神戸大学教育学
部設置

昭和38年（1963年）神戸大学教養部設置 昭和56年（1981年）
神戸大学大学院教育
学研究科修士課程設
置

平成4年（1992年）
神戸大学教養部を改
組し，神戸大学国際
文化学部設置

平成4年（1992年）
神戸大学教育学部を
改組し，神戸大学発
達科学部設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成17年（2005年）神戸大学国際文化学部改組 平成17年（2005年）神戸大学発達科学部改組

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院国際文化学研究科
設置

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院人間発達環境学研
究科設置

平成29年（2017年） 神戸大学国際文化学部と発達科学部を再編統合し，神戸大学国
際人間科学部を設置



日

4 5 6 入学式 7 8 9 10

① ① ① ① ①

① ① ① ① ①

② ② ② ② ②

② ② ② ② ②

③ ③ ③ ③

③ ③ ③ ③

1

③ ④

③ ④

④ ④ ④ ④ ⑤

④ ④ ④ ④ ⑤

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑦

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑦

⑦

⑦

⑦ ⑦ ⑦ ⑧

⑦ ⑦ ⑦ ⑧

⑧ ⑧ ⑧ ⑧

⑧ ⑧ ⑧ ⑧

① ① ① ① ①

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨

② ② ② ② ②

⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩

③ ③ ③

⑪ ⑪ ⑪

③ ③

⑪ ⑪

④ ④ ④ ④ ④

⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑬ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬

木木⑥⑥ 金金⑥⑥ ⑥

木木⑭⑭ 金金⑭⑭ ⑭

⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦

⑭ ⑭ ⑮ ⑮ ⑮

⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ⑧

⑮ ⑮ ⑯ ⑯ ⑯

⑧ ⑧

⑯ ⑯

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

注）

<月別授業日数表（授業・定期試験期間を含む）>

【1Q】 【前期】
計

月 月 16
火 火 16
水 水 16
木 木 16
金 金 16
計 計 80

【2Q】

月

火

水

木

金

計

授業時間及び時間割（1時限あたり90分授業）

1 限：　8:50 ～ 10:20

2 限：10:40 ～ 12:10

昼休み

3 限：13:20 ～ 14:50

4 限：15:10 ～ 16:40

5 限：17:00 ～ 18:30

6 限：18:50 ～ 20:20

3 4 3 5 1
14 18 21 20 7

3 3 5 4 1
2 4 4 5 1

６月 ７月 ８月

3 4 4 3 2
3 3 5 3 2

8 9 10 11 予備日 12 13 14

30 31

1 2 3 4 5 6 7
・・88//99((月月))  授授業業・・定定期期試試験験実実施施日日（（88//88((日日))「「山山のの日日」」のの振振替替休休日日））

16 17

18 19 20 21 22 海の日 23
スポーツ

の日 24

2 3

4 5 6 7 8 9 10

7月

1

11 12 13 14 15

25 26 27 28 29

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

6月

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 予備日 12

13 14 15 16 17 18 19

20

5月

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

・・44//1100((土土))  TTOOEEFFLL--IITTPP試試験験((11年年次次))  

・・44//2266((月月))～～55//66((木木))  11QQ履履修修取取消消期期間間

2

9

16

23

30

8

15

22

29

31

・・55//77((金金))～～1144((金金))  22QQ基基礎礎教教養養科科目目・・総総合合教教養養科科目目等等抽抽選選登登録録

11

18

25 26 27 28 29 30

1 2

17

24

13 14 15 16

19 20 21 22 23

3 3 2 8
3 3 2

8
2

8
3 4 1 8

14 18 8 40

8

13 20 7 40
2 5 1 8

６月 ７月 ８月 計

3 3 2 8
3 3 2 8

2 5 1

4 1 8

・9/30(木）前期終了

○数字は授業回数を示す。（例：①＝１回目）
上段はクォーター開講科目、下段はセメスター開講科目

４月 ５月 ６月 計

3 4 1

４月 ５月

・・66//44((金金))～～1100((木木））  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((11QQ))

・・66//1144((月月))  22QQ授授業業開開始始

・・88//44((水水))～～1100((火火））  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((22QQ))

・・88//1111((水水))　　授授業業・・定定期期試試験験期期間間((22QQのの８８回回目目))のの予予備備日日  ((※※１１))

・・99//99((木木))    11QQ・・22QQ成成績績発発表表

・・99//99((木木))～～1133((月月))33QQ・・44QQ基基礎礎教教養養科科目目・・総総合合教教養養科科目目等等抽抽選選登登録録

・・66//1111（（金金））  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((11QQのの８８回回目目))のの予予備備日日　　  ((※※１１))

・・66//2288((月月))～～77//44((日日))  22QQ履履修修取取消消期期間間

・・77//2200((火火))  金金曜曜日日のの授授業業実実施施日日

・7/22(木) 「海の日」

4 2 8

・9/20(月) 「敬老の日」　・9/23(木) 「秋分の日」

・・99//2277((月月))～～1100//1144((木木))  33QQ・・44QQ履履修修登登録録

3

令令和和33((22002211))年年度度  授授業業及及びび教教務務関関係係予予定定表表（（国国際際人人間間科科学学部部））

前　期

月 火 水 木 金 土 行　　　　　事

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症がが国国内内でで拡拡大大ししてていいるる現現況況にに鑑鑑みみ、、
今今後後日日程程変変更更のの可可能能性性ががあありりまますす。。

9月

８月

・・66月月下下旬旬～～77月月初初旬旬  教教免免ガガイイダダンンスス

((※※１１))授授業業・・定定期期試試験験期期間間にに気気象象警警報報のの発発表表等等にによよりり
休休講講・・試試験験中中止止ととななっったた場場合合のの補補講講・・試試験験実実施施日日

・・33//1166((火火))～～1199((金金))  11QQ基基礎礎教教養養科科目目・・総総合合教教養養科科目目等等抽抽選選登登録録（（２２年年次次以以上上））

・・44//22  ((金金))1133：：0000～～2233（（金金））  11QQ・・22QQ履履修修登登録録

・・44//1122((月月))  11QQ授授業業開開始始　　

・4/29(木) 「昭和の日」

・5/3(月)  「憲法記念日」　・5/4(火)  「みどりの日」

・5/5(水)  「こどもの日」　　

・・55//2200((木木))  卒卒業業研研究究届届提提出出期期限限

・・77//1199((月月))  木木曜曜日日のの授授業業実実施施日日

・・77//2200((火火))  卒卒業業論論文文提提出出期期限限（（99月月卒卒業業予予定定者者））

・7/23(金) 「スポーツの日」

3
・4/1(木) 前期開始

・・44//66((火火))入入学学式式，，  新新入入生生ガガイイダダンンスス（（学学科科別別））

4月
12



日 土

① 2

①

① ① ① ① ②

① ① ① ① ②

② ② ② ② ③

② ② ② ② ③

③ ③ ③ ③ ④

③ ③ ③ ③ ④

④ ④ ④ ④ ⑤

④ ④ ④ ④ ⑤

31

⑤ ⑤ ⑤ 水水⑤⑤

⑤ ⑤ ⑤ 水水⑤⑤ ・・1111//55((金金))  水水曜曜日日のの授授業業実実施施日日

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦

⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦

⑧ ⑧ ⑧

⑧ ⑧ ⑧

⑧ ⑧

⑧ ⑧

① ①

⑨ ⑨

① ① ① ② ②

⑨ ⑨ ⑨ ⑩ ⑩

② ② ② ③ ③

⑩ ⑩ ⑩ ⑪ ⑪

③ ③ ③ ④ ④

⑪ ⑪ ⑪ ⑫ ⑫

④

⑫

1

⑤

⑬

④ ④ ⑤ ・1/10(月) 「成人の日」

⑫ ⑫ ⑫

⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥

⑬ ⑬ ⑬ ⑭ ⑭

⑥ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦

⑭ ⑭ ⑭ ⑮ ⑮

⑦

⑮

⑦ ⑦ ⑧ ⑧

⑮ ⑮ ⑯ ⑯

⑧ ⑧ ⑧ ・2/11(金） 「ᘓ国記念の日」

⑯ ⑯ ⑯ ・2/23(水） 「ኳⓚㄌ生日」

13 14 15 16 17 18 19 ・・22//1144((月月))  TTOOEEFFLL--IITTPP試試験験（（11年年次次））予予定定

20 21 22 23 24 25 26

27 28

1 2 3 4 5 ・・33//1166((水水))  33QQ・・44QQ成成績績発発表表

6 7 8 9 10 11 12 ・3/21(月) 「分の日」

13 14 15 16 17 18 19 ・・33月月下下旬旬　　次次年年度度㻯㻯㻭㻭PPไไ㐺㐺⏝⏝㝖㝖እእ者者ỴỴ定定

20 21 22 23 24 25 26 ・・33//2255((金金))  学学記記授授式式

27 28 29 30 31 ・3/31(木) 後期終了

<月別授業日数表（授業・定期試験期間を含む）>

【3Q】 【後期】
計

月 月 16
火 火 16
水 水 16
木 木 16
金 金 16
計 計 80

【4Q】

月
火
水
木
金
計

3

2

注１）

4 限：15:10 ～ 16:40
5 限：17:00 ～ 18:30
6 限：18:50 ～ 20:20

○数字は授業回数を示す。（例：①＝１回目）
上段はクォーター開講科目、下段はセメスター開講科目

授業時間及び時間割（1時限あたり90分授業）
1 限：　8:50 ～ 10:20
2 限：10:40 ～ 12:10

昼休み
3 限：13:20 ～ 14:50

21 19 18 15 7
5 3 4 3 1
4 4 4

・1/15(土) 1/16(日) 大学入学ඹ㏻䝔ス䝖

・・11//2200((木木))  卒卒業業論論文文提提出出期期限限（（33月月卒卒業業予予定定者者））

・11/3(水) 「文の日」 

・・1111//2222（（月月））授授業業予予備備日日  ((※※２２))，，卒卒業業研研究究届届提提出出期期限限

・11/23（火） 「ປ感ㅰの日」

・・1111//2244((水水))～～3300((火火))  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((33QQ))

・・1122//11((水水))　　授授業業・・定定期期試試験験期期間間((33QQのの８８回回目目))のの予予備備日日　　  ((※※１１))

4 4 4 3 1

・・22//33((木木))～～99((水水))  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((44QQ))

・・22//1100((木木))  授授業業・・定定期期試試験験期期間間((４４QQのの８８回回目目))のの予予備備日日  ((※※１１))

((※※１１))授授業業・・定定期期試試験験期期間間にに気気象象警警報報のの発発表表等等にによよりり休休講講・・試試
験験中中止止ととななっったた場場合合のの補補講講・・試試験験実実施施日日

((※※２２))気気象象警警報報のの発発表表等等にによよりり休休講講ととななっったた場場合合のの補補講講実実施施
日日

１䠌月 １１月 １２月 １月 ２月

行　　　　　事
・・99//2277((月月))～～1100//1144((木木))  33QQ・・44QQ履履修修登登録録

・・1100//11((金金))  後後期期開開始始，，33QQ授授業業開開始始

・・1100//1155((金金))～～2211((木木))  33QQ履履修修取取消消期期間間

2 3 4 5

16 17 18

20

28 29

18 19

9

16

23

30

・・1122//22((木木))  44QQ授授業業開開始始

・・1122//1166((木木))～～2222((水水))  44QQ履履修修取取消消期期間間

・・11//1144((金金))  大大学学入入学学ඹඹ㏻㏻䝔䝔スス䝖䝖‽‽備備（（休休講講））

7 8 9 10 予備日 11 126

1

30 31

29

15

22

23 24 25 26 27 28

13 14 休休講講

16 17 18 19 20 21

9 10 11 12

30 31

2 3 4 5 6 7 8

23 24 25

予備日 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

29 30

12月

1

12 13 14 15

26 27 28 29

11月 16 17

28

19 20 21 22

21 22
（授業）
予備日 23 24 25 26 27

6

7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5

14 15

19 20 21 22

25 26 27

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 15 7 40

8
8
8

4 3 1
4 8

8

233
3 1

33

4
１䠌月

5
21

１２月
4

4
4

4

計

火

4
１１月

令令和和33((22002211))年年度度  授授業業及及びび教教務務関関係係予予定定表表（（国国際際人人間間科科学学部部））

1月

金木水

後　期

月

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症がが国国内内でで拡拡大大ししてていいるる現現況況にに鑑鑑みみ、、
今今後後日日程程変変更更のの可可能能性性ががあありりまますす。。

2月

3月

18

10月

1

3

10

17

24

84
4

8

8

8

4

2

２月１月

3

13

8
19 40

計

1
4 4 3 3 2
4 4 3 3









１　神戸大学 学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学は，開放的で国際性に富む固有の文化の下，「真摯・自由・協同」の精神を発
揮し，個性輝く人間性豊かな指導的人材の育成を通して，学問の発展，人類の幸福，地球
環境の保全及び世界の平和に貢献することを目指している。
　この目標達成に向け，本学では，教育課程を通じて授与する学位に関して，学部及び大
学院において国際的に卓越した教育を保証するため，以下に示した 2つの方針に従って当
該学位を授与する。
　・ 学部あるいは研究科に所定の期間在学し，卒業並びに修了に必要な単位を修得し，当

該学部あるいは研究科が定める審査に合格する。
　・ 卒業あるいは修了までに，本学学生が，それぞれの課程を通じて身につけるべき能力

を次のとおりとする。

「人間性」 
　 　豊かな教養と高い倫理性をそなえ，知性，理性及び感性が調和し，自立した社会人と
して行動できるようになるため，次の２つの能力を身につける。

　　・様々な場面において，状況を適切に把握し主体的に判断する力
　　・専門性や価値観を異にする人々と協働して課題解決にあたるチームワーク力
　
「創造性」 
　 　伝統的な思考や方法を批判的に継承し，自ら課題を設定して創造的に解決できるよう
になるため，次の２つの能力を身につける。

　　・他の学問分野の基本的なものの考え方を学び，自らの専門分野との違いを理解する力
　　・能動的に学び，新たな発想を生み出す力

「国際性」 
　 　多様な価値観を尊重し，多文化社会のより深い理解に努め，優れたコミュニケーショ
ン能力を発揮できるようになるため，次の２つの能力を身につける。

　　・複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力
　　・文化，思想，価値観の多様性を受容し，地球的課題を理解する力

「専門性」 
　 　それぞれの職業や学問分野において指導的役割を担えるように，学士課程にあっては，
幅広い知識とそれを基盤とした専門的能力を，また大学院の各教育課程にあっては，深
い学識と高度で卓越した専門的能力を身につける。

　 　それぞれの課程で身につける専門的能力は各学部・研究科が定める。
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２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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・グローバル文化形成，グローバル社会動態，グローバル・コミュニケーションに
関する幅広い知識と専門的能力
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　　　・グローバルイシューを人間発達及び人間科学の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【環境共生学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部環境共生学科は，以

下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを環境共生の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【子ども教育学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部子ども教育学科は，

以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

－ �－

２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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　　　・グローバルイシューを人間発達及び人間科学の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【環境共生学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部環境共生学科は，以

下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを環境共生の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【子ども教育学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部子ども教育学科は，

以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

－ �－

２　国際人間科学部　学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　神戸大学国際人間科学部は，グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通し
て取り組まなければならない課題）を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界
の人々が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協
働型グローバル人材」を養成することを目的としている。
　この目的を達成するため，以下に示した方針に従って学士の学位を授与する。

○学位：学士（学術）
　【グローバル文化学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部グローバル文化学科

は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　　・グローバルイシューを異文化理解の観点から理解する能力
　　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮

する行動力

　【発達コミュニティ学科】
　　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部発達コミュニティ学

科は，以下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　　・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が
身につけるべき能力を次のとおりとする。

　　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
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・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
・グローバルイシューを人間発達及び人間科学の観点から理解する能力
・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮
する行動力

・ 発達基礎，コミュニティ形成に関する幅広い知識と専門的能力

・環境基礎科学，環境形成科学に関する幅広い知識と専門的能力
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○学位：学士（教育学）
【子ども教育学科】
　 　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際人間科学部子ども教育学科は，以
下に示した方針に従って当該学位を授与する。

　・本学部に４年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得すること。

　・  神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，卒業までに，本学科学生が身
につけるべき能力を次のとおりとする。

　　・グローバルイシューを構成する諸課題を発見する批判的・合理的思考力
　　・外国語やICTを使いこなす多様なコミュニケーション能力と情報収集・分析能力
　　・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
　　・現代社会の文化的多様性を尊重したより実践的な子ども教育に取り組む能力
　　・ グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮す

る行動力

－ �－－ �－－ �－

・グローバルイシューを人間発達及び次世代育成の観点から理解する能力
・グローバルイシューの解決に向けて，他者と協働しつつ，リーダーシップを発揮す
る行動力

・学校教育学，乳幼児教育学に関する幅広い知識と専門的能力

・学校教育学，乳幼児教育学に関する幅広い知識と専門的能力
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第２章  学     㒊 

➨１⠇� � ධ� � � � � Ꮫ�

第 10 条� ධ Ꮫ チ ྍ�

第 11 条� ᪩ ᮇ ධ Ꮫ�

第 12 条� ධ Ꮫ ᮇ�

第 13 条� ⦅ ධ Ꮫ�

第 14 条� ㌿ ධ Ꮫ�

第 15 条�  ධ Ꮫ�

第 16 条� ධ Ꮫ ᚿ 㢪�

第 17 条� ධ Ꮫ ᡭ ⥆�

第 18 条� ධᏛᩱࡢච㝖�

第 19 条� ධᏛᩱࡢᚩ⊰ண➼�

第 20 条� Ṛஸ➼ࡿࡼධᏛᩱࡢච㝖�

第 21 条� ᐉ ㄋ�

➨㸰⠇� � ಟᴗ年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬ࡢᒚಟ➼�

第 22 条� ಟ ᴗ 年 㝈�

第 23 条� ಟᴗ年㝈ࡢ㏻⟬�

第 24 条� ᅾ Ꮫ 年 㝈�

第 25 条� ᩍ ⫱ ㄢ ⛬�

第 26 条� ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ�

第 27 条� ᤵ ᴗ ࡢ ᪉ ἲ�

第 28 条� ᒚಟ᪉ἲཬࡧヨ㦂�

第 29 条� ᒚಟ⛉┠ࡢⓏ㘓ୖࡢ㝈�

第 30 条� 成⦼ホ౯ᇶ‽�

第 31 条� ༢  ࡢ ᤵ �

第 32 条� ༢  ࡢ ᇶ ‽�
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第 33 条� Ꮫ㒊ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ�

第 34 条� ࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ�

第 34 条の２� ఇᏛᮇ㛫୰እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ࡚࠸࠾ᒚಟࡓࡋᤵᴗ⛉┠

�࠸ᢅྲྀࡢ༢ࡢ

第 35 条� Ꮫ௨እࡢᩍ⫱タ➼ࡿࡅ࠾Ꮫಟ�

第 36 条� ධᏛ๓ࡢ᪤ಟᚓ༢➼ࡢㄆᐃ�

第 37 条� ⦅ධᏛ㸪㌿ධᏛ㸪ධᏛ⪅ࡢಟᴗ年ᩘ➼�

第 38 条� ㌿ Ꮫ 㒊�

第 39 条� ㌿ Ꮫ ⛉�

➨㸱⠇� � ␃ᏛཬࡧఇᏛ�

第 40 条� ␃ Ꮫ�

第 41 条� ఇ Ꮫ ࡢ チ ྍ�

第 42 条� ఇ Ꮫ ࡢ ゎ 㝖�

第 43 条� ఇ Ꮫ ࡢ  ௧�

第 44 条� ఇᏛᮇ㛫࠸ᢅྲྀࡢ�

➨㸲⠇� � ㏥Ꮫཬࡧ㝖⡠�

第 45 条� ㏥ Ꮫ�

第 46 条� ➼ࡿࡼ㝖⡠�

第 47 条� ධᏛᩱ➼ᮍ⣡ࡿࡼ㝖⡠�

➨㸳⠇� ༞ᴗせ௳ཬࡧᏛኈࡢᏛ�

第 48 条� ༞ ᴗ せ ௳�

第 49 条� ᏛኈࡢᏛᤵ�

➨㸴⠇� � ᤵ� � ᴗ� � ᩱ�

第 50 条� ᤵᴗᩱࡢ⣡ᮇ�

第 51 条� ᤵᴗᩱࡢච㝖�

第 52 条� ᤵᴗᩱࡢᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡�

第 53 条� ఇᏛ⪅ࡢᤵᴗᩱ�

第 54 条� ㏥Ꮫ⪅➼ࡢᤵᴗᩱ�

➨㸵⠇� � ㈹� � � � ⨩�

第 55 条� ⾲ ᙲ�

第 55 条の２� ᠬ ᡄ�

第㸱章    学  㝔 

➨１⠇� � ධ� � � � � Ꮫ�

第 56 条� ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢධᏛ㈨᱁�

第 57 条� ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢ᪩ᮇධᏛ�

第 58 条� ᚋᮇㄢ⛬ཬࡧ⊂❧ᚋᮇㄢ⛬ࡢධᏛ㈨᱁�

第 59 条� ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢධᏛ㈨᱁�

第 60 条� ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢ᪩ᮇධᏛ�

第 61 条� 㐍 Ꮫ�
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第 62 条� 㑅 ⪃ ᪉ ἲ �

➨㸰⠇� � ಟᴗ年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼�

第 63 条� ᶆ‽ಟᴗ年㝈�

第 64 条� ᩍ ⫱ ᪉ ἲ ➼�

第 65 条� ᏛᏛ㝔➼ࡢ◊✲ᣦᑟ�

第 66 条� ◊✲ᣦᑟࡢࡵࡓࡢ␃Ꮫ�

第 67 条� ಟኈㄢ⛬ཬࡧ๓ᮇㄢ⛬ࡢಟせ௳�

第 68 条� ༤ኈㄢ⛬ࡢಟせ௳�

第 69 条� ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢಟせ௳�

第 70 条� Ꮫㄽᩥཬࡧ最終ヨ㦂�

第 71 条� ಟኈཬࡧ༤ኈࡢᏛ୪ࡧᑓ㛛⫋Ꮫࡢᤵ�

➨㸱⠇� � ‽ ⏝ つ ᐃ�

第 72 条� ‽ ⏝ つ ᐃ�

第 73 条� ᒚಟ⛉┠ࡢⓏ㘓ୖࡢ㝈�

第 73 条の２� 成⦼ホ౯ᇶ‽�

第 74 条� ᏛᏛ㝔ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ�

第 74 条の２� ఇᏛᮇ㛫୰እᅜࡢᏛࡢᏛ㝔࡚࠸࠾ᒚಟࡓࡋᤵᴗ⛉┠ࡢ༢

࠸ᢅྲྀࡢ�

第 75 条� ධᏛ๓ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ�

第 76 条� ␃ Ꮫ�

第 77 条� ఇ Ꮫ�

第４章  学位プログラム 

第 77 条の２� Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ�

第５章  特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生， 

専攻生及び外国人特別学生 

第 78 条� ≉ู⫈ㅮᏛ⏕�

第 79 条� ≉ู◊✲Ꮫ⏕�

第 80 条� ⛉┠➼ᒚಟ⏕�

第 81 条� ⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕ཬࡧᑓᨷ⏕�

第 82 条� ᤵᴗᩱࡢ⣡ᮇ�

第 83 条� እᅜே≉ูᏛ⏕�

第６章  特別の課程（第 83 条の２） 

第７章  授業料，入学料及び検定料の額 

第 84 条� ᤵᴗᩱ㸪ධᏛᩱཬ᳨ࡧᐃᩱࡢ㢠�

第 84 条の２� ᤵᴗᩱ➼ࡢᚩ�

第８章  教育職員免許状 

第 85 条� ᩍဨࡢචチ≧ᤵࡢᡤせ㈨᱁ྲྀࡢᚓ�

附 則 

�
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第㸯章    ⥲     則�

�

（㊃  ᪨）�

第㸯条� 㸪ᅜ❧Ꮫἲே⚄ᡞᏛᏛ๎㸦平成ࡣつ๎ࡢࡇ 16 年㸲月１日ไᐃ㸧➨ 29 ᮲ࡢつ

ᐃᇶ࡙ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡢಟᏛ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࢆᐃࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

（教育᠇章）�

第 ２ 条� ᮏᏛࡢᩍ⫱ࡣ㸪⚄ᡞᏛᩍ⫱᠇❶㸦平成 14 年㸳月 16 日ไᐃ㸧ࡾ๎㸪⾜ࡢࡶ࠺

�ࠋࡿࡍ

（学  㒊）�

第 㸱 条� ᮏᏛࡢᏛ㒊ࡃ⨨Ꮫ⛉ࡣ㸪ḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

ᩥ Ꮫ 㒊� � ேᩥᏛ⛉�

ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊� � Ꮫ⛉㸪⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉㸪Ꮚࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉㸪Ⓨ㐩ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�⛉ᩍ⫱Ꮫࡶ

ἲ Ꮫ 㒊� � ἲᚊᏛ⛉�

⤒ ῭ Ꮫ 㒊� � ⤒῭Ꮫ⛉�

⤒ Ⴀ Ꮫ 㒊� � ⤒ႠᏛ⛉�

⌮ Ꮫ 㒊� � ᩘᏛ⛉㸪≀⌮Ꮫ⛉㸪Ꮫ⛉㸪⏕≀Ꮫ⛉㸪ᝨᫍᏛ⛉�

་ Ꮫ 㒊� � ་Ꮫ⛉㸪ಖᏛ⛉�

ᕤ Ꮫ 㒊� � ᘓ⠏Ꮫ⛉㸪ᕷẸᕤᏛ⛉㸪㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛ⛉㸪ƫ ᲔᕤᏛ⛉㸪ᛂ⏝Ꮫ⛉㸪

ሗ▱⬟ᕤᏛ⛉�

㎰ Ꮫ 㒊� � 㣗ᩱ⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩᏛ⛉㸪㈨※⏕⛉Ꮫ⛉㸪⏕ᶵ⬟⛉Ꮫ⛉�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊� � ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ⛉�

（�学�㝔）�

第 ４ 条� ᮏᏛࡢᏛ㝔◊✲⛉ࡃ⨨ᑓᨷཬࡢࡑࡧㄢ⛬ࡣ㸪ḟ⾲ࡢᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ�

◊�✲�⛉�ྡ� ᑓ� � � � � ᨷ� � � � � ྡ� ㄢ ⛬ ࡢ ู�

ே ᩥ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�ᩥᵓ㐀ᑓᨷ㸪♫ືែᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ᅜ㝿ᩥᏛ◊✲⛉�ᩥ┦㛵ᑓᨷ㸪ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉�ே㛫Ⓨ㐩ᑓᨷ㸪ே㛫⎔ቃᏛᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ἲ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�
ἲᏛᨻᏛᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ᐇົἲᚊᑓᨷ� ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬�

⤒ ῭ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�⤒῭Ꮫᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

⤒ Ⴀ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�
⤒ႠᏛᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

⌧௦⤒ႠᏛᑓᨷ� ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬�
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⌮ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�ᩘᏛᑓᨷ㸪≀⌮Ꮫᑓᨷ㸪Ꮫᑓᨷ㸪⏕≀Ꮫᑓᨷ㸪ᝨᫍᏛᑓᨷ�༤ ኈ ㄢ ⛬�

་ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�
�ᑓᨷࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ ಟ ኈ ㄢ ⛬�

་⛉Ꮫᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ಖ  Ꮫ ◊ ✲ ⛉�ಖᏛᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�
ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ㸪ᕷẸᕤᏛᑓᨷ㸪㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛᑓᨷ㸪�
ᶵᲔᕤᏛᑓᨷ㸪ᛂ⏝Ꮫᑓᨷ�

༤ ኈ ㄢ ⛬�

�Ꮫᑓᨷ㸪ሗ⛉Ꮫᑓᨷ㸪ィ⟬⛉Ꮫᑓᨷ⛉࣒ࢸࢫࢩ�⛉✲◊ሗᏛ࣒ࢸࢫࢩ ༤ ኈ ㄢ ⛬�

㎰ Ꮫ ◊ ✲ ⛉�
㣗ᩱඹ⏕࣒ࢸࢫࢩᏛᑓᨷ㸪㈨※⏕⛉Ꮫᑓᨷ㸪�
⏕ᶵ⬟⛉Ꮫᑓᨷ�

༤ ኈ ㄢ ⛬�

ᾏ⛉Ꮫ◊✲⛉�ᾏ⛉Ꮫᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉�ᅜ㝿㛤Ⓨᨻ⟇ᑓᨷ㸪ᅜ㝿༠ຊᨻ⟇ᑓᨷ㸪ᆅᇦ༠ຊᨻ⟇ᑓᨷ�༤ ኈ ㄢ ⛬�

⛉Ꮫᢏ⾡࣋ࣀ
�⛉✲◊ࣥࣙࢩ࣮

⛉Ꮫᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓᨷ� ༤ ኈ ㄢ ⛬�

㸰� ேᩥᏛ◊✲⛉㸪ᅜ㝿ᩥᏛ◊✲⛉㸪ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉㸪ἲᏛ◊✲⛉㸪⤒῭Ꮫ◊✲

⛉㸪⤒ႠᏛ◊✲⛉㸪⌮Ꮫ◊✲⛉㸪ಖᏛ◊✲⛉㸪ᕤᏛ◊✲⛉㸪࣒ࢸࢫࢩሗᏛ◊✲⛉㸪㎰

Ꮫ◊✲⛉㸪ᾏ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ཬࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⛉✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ༤ኈ

ㄢ⛬ࡣ㸪ࢆࢀࡇ๓ᮇ㸰年ࡢㄢ⛬㸦௨ୗࠕ๓ᮇㄢ⛬ࠖࠋ࠺࠸㸧ཬࡧᚋᮇ㸱年ࡢㄢ⛬㸦௨ୗ

ࡍࡢࡶ࠺ᢅࡾྲྀ࡚ࡋ⛬ಟኈㄢࢆࢀࡇ㸪ࡣ⛬㸪๓ᮇㄢࡋ༊ศ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⛬ᚋᮇㄢࠕ

�ࠋࡿ

㸱� ἲᏛ◊✲⛉ᐇົἲᚊᑓᨷཬࡧ⤒ႠᏛ◊✲⛉⌧௦⤒ႠᏛᑓᨷࡢᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡣ㸪Ꮫᰯ

ᩍ⫱ἲ㸦 22 年ἲᚊ➨ 26 ➨㸧ࠋ࠺࠸ἲࠖࠕ௨ୗࠋྕ 99 ᮲➨㸰㡯つᐃࡿࡍᑓ㛛⫋

Ꮫ㝔ࡢㄢ⛬ࡋ㸪ἲᏛ◊✲⛉ࡢᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡣ㸪ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽㸦平成 15 年

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧➨ 16 ྕ㸧➨ 18 ᮲➨１㡯つᐃࡿࡍἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡿࡍ�

（⯪ᐇ⩦科）�

第 ５ 条� ᮏᏛࡃ⨨⯪ᐇ⩦⛉㛵ࡣࡇࡿࡍ㸪⚄ᡞᏛ⯪ᐇ⩦⛉つ๎㸦平成 16 年㸲

月１日ไᐃ㸧࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（ᐜ定員）�

第 ６ 条� ᮏᏛࡢᐜᐃဨࡣ㸪ู⾲ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

（学  ᖺ）�

第 ７ 条 Ꮫ年ࡣ㸪㸲月１日ጞࡾࡲ㸪⩣年㸱月 31 日終ࠋࡿ�

（学ᮇ࣭࣮ࢱ࣮࢛ࢡ）�

第 ８ 条� Ꮫ年ࢆศ࡚ࡅ㸪ḟࡢ㸰ᮇࠋࡿࡍ�

๓ᮇ� 㸲月１日ࡽ㸷月 30 日࡛ࡲ�

ᚋᮇ� 10 月１日ࡽ⩣年㸱月 31 日࡛ࡲ�

㸰� ๓㡯ᐃྛࡿࡵᏛᮇࡢࡘᮇ㛫㸦௨ୗ࣮ࢱ࣮࢛ࢡࠕ �ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ⨨ࢆ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ
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㸱� �ࠋࡿࡵᐃ㸪ูࡣ࡚࠸ࡘ終ᮇࡧጞᮇཬࡢ࣮ࢱ࣮࢛ࢡྛ

（ఇ�業�᪥）��

第 㸷 条� ᐃᮇࡢఇᴗ日ࡣ㸪ḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

日᭙日ཬࡧᅵ᭙日�

ᅜẸࡢ⚃日㛵ࡿࡍἲᚊ㸦 23 年ἲᚊ➨ 178 ྕ㸧つᐃࡿࡍఇ日�

ኟ Ꮨ ఇ ᴗ� 㸶月㸶日ࡽ㸷月 30 日࡛ࡲ�

 Ꮨ ఇ ᴗ� 12 月 25 日ࡽ⩣年１月㸵日࡛ࡲ�

㸰� ⮫ࡢఇᴗ日ࡣ㸪Ꮫ㛗ࡀᐃࠋࡿࡵ�

㸱� ᩍ⫱ୖᚲせㄆࡣࡁࡿࡵ㸪➨１㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ኟᏘཬࡧᏘఇᴗࡢᮇ㛫ࡣ㸪

ྛᏛ㒊ཬ࡚࠸࠾⛉✲◊ྛࡧᏛ㛗ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ኚ᭦ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸲� ᩍ⫱ୖᚲせㄆࡣࡁࡿࡵ㸪➨１㡯ࡽ๓㡯ࡢ࡛ࡲつᐃࡎࡽࢃ㸪ఇᴗ日࠸࠾

࡚ᤵᴗ➼ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ�

�

第２章    学     㒊�

�

➨ 1 ⠇� � ධ� � � � � Ꮫ�

�

（入学許ྍ）�

第 10 条� Ꮫ㛗ࡣ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡋ㸪ධᏛヨ㦂ྜ᱁ࡓࡋ⪅࡛㸪➨ 17 ᮲つ

ᐃࡿࡍධᏛᡭ⥆ࢆࡓࡋ⪅㸦➨ 18 ᮲ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱࡢච㝖ࢆ⏦ㄳࡿ࠸࡚ࡋ⪅ཬࡧ

➨ 19 ᮲ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱࡢᚩ⊰ணࢆ⏦ㄳࠋࡴྵࢆ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ㸧ᑐࡋ㸪ධᏛࢆチྍ

�ࠋࡿࡍ

�1�� 㧗➼Ꮫᰯཪࡣ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�2�� ㏻ᖖࡢㄢ⛬ࡿࡼ 12 年ࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆಟࡓࡋ⪅ཪࡣ㏻ᖖࡢㄢ⛬௨እࡢㄢ⛬ࡾࡼ㸪

๓ྕ┦ᙜࡿࡍᏛᰯᩍ⫱ࢆಟࡓࡋ⪅�

�3�� እᅜ࡚࠸࠾Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 12 年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅ཪࡿࡎ‽ࢀࡇࡣ⪅࡛ᩥ

㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡢࡶࡓࡋ�

�4�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㧗➼Ꮫᰯࡢㄢ⛬ࡢ➼ྠㄢ⛬ࢆ᭷࡚ࡋࡢࡶࡿࡍㄆᐃࡓࡋᅾእᩍ

⫱タࡢᙜヱㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�5�� ᑓಟᏛᰯࡢ㧗➼ㄢ⛬㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸱年௨ୖ࡛ࡢࡑࡇࡿ࠶ᩥࡢ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃࡵ

㸧࡛ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆ‽ᇶࡿ ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᣦᐃᩥࢆࡢࡶࡿࡍ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃ

�⪅ࡓࡋಟ日௨ᚋࡿࡵ

�6�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡓࡋ⪅㸦 23 年ᩥ㒊┬࿌♧➨ 47 ྕ㸧�

�7�� 㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⛬ᗘㄆᐃヨ㦂つ๎㸦平成 17 年ᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧➨１ྕ㸧ࡿࡼ㧗➼Ꮫᰯ

༞ᴗ⛬ᗘㄆᐃヨ㦂ྜ᱁ࡓࡋ⪅㸦ྠつ๎㝃๎➨㸰᮲ࡢつᐃࡿࡼᗫṆ๓ࡢᏛධᏛ㈨

᱁᳨ᐃつ⛬㸦 26 年ᩥ㒊┬௧➨ 13 ᏛධᏛ㈨ࡿࡼ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⛬ᪧつࠕ௨ୗࠋྕ
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᱁᳨ᐃ㸦௨ୗࠕᪧ᳨ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ྜ᱁ࠋࡴྵࢆ⪅ࡓࡋ㸧�

�8�� ἲ➨ 90 ᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛධᏛ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡓࡋ㸪ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪Ꮫ

�ࡢࡶࡓࡵㄆࡿ࠶ࡀᏛຊ࠸ࡋࢃࡉࡩࡿࡏࡉࡅཷࢆ⫱ᩍࡿࡅ࠾

�9�� ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪ಶูࡢධᏛ㈨᱁ᑂᰝࡾࡼ㸪㧗➼Ꮫᰯࢆ༞ᴗྠ⪅ࡓࡋ➼௨ୖࡢᏛ

ຊࡿ࠶ࡀㄆࡓࡵ⪅࡛㸪18 ṓ㐩ࡢࡶࡓࡋ�

（᪩ᮇ入学） 

第 11 条� ๓᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡿࡍ㸪ᮏᏛࡢᐃ

ࡉ㸪ධᏛ࡚⤒ࢆ㆟ࡢ㸪ᩍᤵࢆࡢࡶࡿࡵㄆࡿࡍ᭷ࢆ㈨㉁ࡓࢀඃ≉࡚࠸࠾ศ㔝ࡿࡵ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏ

�1�� 㧗➼Ꮫᰯ㸰年௨ୖᅾᏛࡓࡋ⪅�

�2�� ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢᚋᮇㄢ⛬㸪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯཪࡣ≉ูᨭᏛᰯࡢ㧗➼㒊㸰年௨ୖᅾᏛ

�⪅ࡓࡋ

�3�� እᅜ࡚࠸࠾㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾㸷年ࡢㄢ⛬ᘬࡃ⥆ࡁᏛᰯᩍ⫱ࡢㄢ⛬㸰年௨ୖ

ᅾᏛࡓࡋ⪅�

�4�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㧗➼Ꮫᰯࡢㄢ⛬ࡢ➼ྠㄢ⛬ࢆ᭷࡚ࡋࡢࡶࡿࡍㄆᐃࡓࡋᅾእᩍ

⫱タ㸦㧗➼Ꮫᰯࡢㄢ⛬┦ᙜࡿࡍㄢ⛬ࢆ᭷࡚ࡋ⪅ࡿࡍᣦᐃࠋࡴྵࢆࡢࡶࡓࡋ㸧ࡢᙜ

ヱㄢ⛬㸰年௨ୖᅾᏛࡓࡋ⪅�

�5�� Ꮫᰯᩍ⫱ἲ⾜つ๎㸦 22 年ᩥ㒊┬௧➨ 11 ➨㸧ࠋ࠺࠸⾜つ๎ࠖࠕ௨ୗࠋྕ

150 ᮲➨㸱ྕࡢつᐃᩥࡾࡼ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᣦᐃࡿࡍᑓಟᏛᰯࡢ㧗➼ㄢ⛬ྕྠ

つᐃᩥࡿࡍ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃࡿࡵ日௨ᚋ࡚࠸࠾㸰年௨ୖᅾᏛࡓࡋ⪅�

�6�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᣦᐃࡓࡋ⪅㸦平成 13 年ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨ 167 ྕ㸧�

�7�� 㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⛬ᗘㄆᐃヨ㦂つ๎➨㸲᮲ᐃࡿࡵヨ㦂⛉┠ࡢ㒊㸦ヨ㦂ࡢච㝖ࡅཷࢆ

ࡢ┠⛉᳨ཷࡿࡍつᐃ㸦ᪧつ⛬➨㸲᮲⪅ࡓᚓࢆ᱁Ⅼྜ࡚࠸ࡘ㸧ࠋࡃ㝖ࢆ┠⛉ヨ㦂ࡓ

㒊㸦ᪧ᳨ᐃ୍ࡢ㒊ච㝖ࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡅཷࢆ㸪ࡢࡑච㝖ࢆ┠⛉ࡓࡅཷࢆ㝖ࠋࡃ㸧࠸ࡘ

࡚ྜ᱁Ⅼࢆᚓࠋࡴྵࢆ⪅ࡓ㸧࡛㸪17 ṓ㐩ࡢࡶࡓࡋ�

㸰� ๓㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（入 学 ᮇ） 

第 12 条� ධᏛࡢᮇࡣ㸪Ꮫ年ࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡵึࡢ㸪Ꮫ年ࡢ㏵୰ࡶ࡚࠸࠾㸪Ꮫᮇࡢ༊ศ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉධᏛࢆ⏕㸪Ꮫ࠸ᚑ

（⦅ 入 学） 

第 13 条� ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡿࡍ⪅࡛㸪ᮏᏛ⦅ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪

➨ 10 ᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪Ꮫᮇ࡚࠸࠾ࡵึࡢ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ධᏛࢆチྍࡿࡍ

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇ

�1�� Ꮫࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�2�� ἲ➨ 104 ᮲➨㸵㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛኈࡢᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�

�3�� ⾜つ๎㝃๎➨㸵᮲つᐃࡓࡋ⪅�
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㸰� ๓㡯つᐃࡢ⪅ࡿࡍ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡿࡍ⪅࡛ᩥᏛ㒊㸪ἲᏛ㒊㸪⤒῭

Ꮫ㒊㸪⤒ႠᏛ㒊ཪࡣᕤᏛ㒊⦅ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ධ

Ꮫࢆチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

�1�� Ꮫ㸰年௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡓࡋ⪅�

�2�� ▷ᮇᏛࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�3�� 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�4�� እᅜ࡚࠸࠾㸪๓㸱ྕྠ⛬ᗘࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

㸱� ➨１㡯つᐃࡢ⪅ࡿࡍ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡿࡍ⪅࡛ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㸪⌮

Ꮫ㒊㸪㎰Ꮫ㒊ཪࡣᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊⦅ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒

࡚㸪ධᏛࢆチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

�1�� Ꮫ㸰年௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡓࡋ⪅�

�2�� ▷ᮇᏛࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�3�� 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�4�� እᅜ࡚࠸࠾㸪๓㸱ྕྠ⛬ᗘࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�5�� ᑓಟᏛᰯࡢᑓ㛛ㄢ⛬㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸰年௨ୖ࡛ࡢࡑࡇࡿ࠶ᩥࡢ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᐃࡵ

➨㸦⪅ࡓࡋಟࢆ㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆ‽ᇶࡿ 10 ᮲ྛྕࢀࡎ࠸ࡢヱᙜ⪅ࡿࡍ

㝈ࠋࡿ㸧�

㸲� ➨１㡯つᐃࡢ⪅ࡿࡍ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡿࡍ⪅࡛་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉⦅

ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ධᏛࢆチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

�1�� Ꮫ㸰年௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡓࡋ⪅�

�2�� ▷ᮇᏛࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�3�� እᅜ࡚࠸࠾㸪๓㸰ྕྠ⛬ᗘࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�4�� ᑓಟᏛᰯࡢᑓ㛛ㄢ⛬㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸰年௨ୖ࡛ࡢࡑࡇࡿ࠶ᩥࡢ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᐃࡵ

➨㸦⪅ࡓࡋಟࢆ㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆ‽ᇶࡿ 10 ᮲ྛྕࢀࡎ࠸ࡢヱᙜ⪅ࡿࡍ

㝈ࠋࡿ㸧�

（㌿ 入 学） 

第 14 条� ࡢᏛ⌧ᅾᏛࡿࡍ⪅࡛㸪ᮏᏛ㌿ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪➨ 10

᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪Ꮫᮇ࡚࠸࠾ࡵึࡢ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ධᏛࢆチྍࡇࡿࡍ

�ࠋࡿ࠶ࡀ

（ 入 学） 

第 15 条� ᮏᏛࢆ➨ 45 ᮲ࡢつᐃࡾࡼ୰㏵㏥Ꮫࡓࡋ⪅ཪࡣ㝖⡠ࡓࢀࡉ⪅࡛㸪ࡢ୍ྠࡧᏛ

㒊ධᏛࢆᚿᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪➨ 10 ᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪Ꮫᮇ࡚࠸࠾ࡵึࡢ㸪

ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ධᏛࢆチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

（入学ᚿ㢪） 

第 16 条� ධᏛࢆᚿ㢪ࡣ⪅ࡿࡍ㸪ᡤᐃࡢ日࡛ࡲ㸪᳨ᐃᩱࢆ⣡࠼࠺ࡓࡋ㸪ධᏛ㢪᭩㸪᳨ᐃ

ᩱᡶ㎸ド᫂᭩ཬูࡧᣦᐃࡿࡍ᭩㢮ࢆᥦฟࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�
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㸰� ᪤⣡᳨ࡢᐃᩱࡣ㸪㑏ࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡋ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡣࡁࡿࡍ㸪ᙜヱ

㢠┦ᙜࡿࡍ㢠ࢆ㑏ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�1�� Ꮫ㒊ࡢධᏛヨ㦂࡚࠸࠾ฟ㢪᭩㢮➼ࡾࡼ➨୍ẁ㝵┠ࡢ㑅ᢤ࠸⾜ࢆ㸪ྜࡢࡑ᱁⪅

㝈ࡾᏛຊ᳨ᰝࡢࡑࡾࡼ➨ẁ㝵┠ࡢ㑅ᢤ࠺⾜ࢆሙྜ࡚࠸࠾㸪➨୍ẁ㝵┠ࡢ㑅ᢤ

࡛ྜ᱁ࡀ⪅ࡓࡗ࡞➨ẁ㝵┠ࡢ㑅ᢤಀࡿ㢠ࡢ㏉㑏ࡋ⏦ࢆฟࠋࡁࡓ�

�2�� Ꮫ㒊ࡢධᏛヨ㦂࡚࠸࠾ධᏛࡢฟ㢪ࡓࡋ⌮ཷࢆᚋᮏᏛࡀᏛධヨ࣮ࢱࣥࢭヨ㦂

㈨᱁ࡢ㸪ฟ㢪ࡾࡼࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂ཷࢆ┠⛉࣭⛉ᩍࡓࡋㄢࢆࡇࡿࡍ㦂ཷ࡚࠸࠾

�ࠋࡁࡓฟࡋ⏦ࢆ㏉㑏ࡢ㢠ࡿಀ㑅ᢤࡢ┠ẁ㝵➨ࡀ⪅ࡓࡋุ᫂ࡀࡇ࠸࡞ࡀ

�3�� ᳨ᐃᩱࢆ⣡ࡀ⪅ࡓࡋ㸪ᡤᐃࡢ日࡛ࡲධᏛ㢪᭩ࢆᥦฟࡓࡗ࡞ࡋሙྜ࡚࠸࠾㸪

㏉㑏ࡋ⏦ࢆฟࠋࡁࡓ�

�4�� ᳨ᐃᩱࢆ⣡ࡋ㸪ධᏛ㢪᭩ࢆᥦฟࡀ⪅ࡓࡋ㸪ྲཱྀ 㦂ࢆㄆࡓࡗ࡞ࢀࡽࡵሙྜ࡚࠸࠾㸪

㏉㑏ࡋ⏦ࢆฟࠋࡁࡓ�

（入学⪅㑅ᢤ） 

第 16 条の２� ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࡣ㸪බ正ࡘጇᙜ࡞᪉ἲࡾࡼ㸪㐺ษ࡞యไࡢࡶ࠺⾜࡚࠼ᩚࢆ

�ࠋࡿࡍ

（入学ᡭ⥆） 

第 17 条� ධᏛヨ㦂ྜ᱁ࡣ⪅ࡓࡋ㸪ᡤᐃࡢᮇ日࡛ࡲ㸪ධᏛᩱࢆῧ࡚࠼ධᏛᡭ⥆࡞ࢃ⾜ࢆ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ

㸰� ᪤⣡ࡢධᏛᩱࡣ㸪㑏ࠋ࠸࡞ࡋ�

（入学料の免㝖） 

第 18 条� ධᏛᩱࡢ⣡ࡀᅔ㞴⪅࡞ᑐࡣ࡚ࡋ㸪ᮏேࡢ⏦ㄳࡾࡼධᏛᩱࡢ㢠ཪ୍ࡣ㒊ࢆ

ච㝖ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ධᏛᩱࡢච㝖ࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ㸪ูᐃࠋࡿࡵ�

（入学料のᚩ⊰ண等） 

第 19 条� ධᏛᩱࡢ⣡ᮇ㝈࡛ࡲ⣡ࡀᅔ㞴⪅࡞ᑐࡣ࡚ࡋ㸪ᮏேࡢ⏦ㄳࡾࡼධᏛᩱࡢ

ᚩࢆ⊰ணࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ๓᮲➨１㡯ࡢධᏛᩱࡢච㝖ཪࡣ๓㡯ࡢධᏛᩱࡢᚩ⊰ணࢆ⏦ㄳ⪅ࡓࡋಀࡿධᏛᩱࡣ㸪

ච㝖ཪࡣᚩ⊰ணࢆチྍࡋ㸪ཪࡣチྍࡢ࡛ࡲࡿࡍ㛫ࡣ㸪ᚩࢆ⊰ணࠋࡿࡍ�

㸱� ධᏛᩱࡢච㝖ⱝࡣࡃࡋᚩ⊰ணࢆチྍࡓࢀࡉ⪅ཪ୍ࡣ㒊ච㝖ࡢチྍࡓࢀࡉࢆ⪅

㸦ḟ㡯ࡾࡼᚩ⊰ணࡢ⏦ㄳࢆ⪅ࡓࡋࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡣ㸪ච㝖ⱝࡣࡃࡋᚩ⊰ணࡢチྍཪࡣ

୍㒊ච㝖ࡢチྍࢆ࿌▱ࡓࡋ日ࡽ㉳⟬࡚ࡋ 14 日௨ෆ⣡ࡁࡍධᏛᩱࢆ⣡ࡅ࡞ࡋ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ

㸲� ධᏛᩱࡢච㝖ࢆチྍࡓࢀࡉ⪅ཪ୍ࡣ㒊ච㝖ࡢチྍࡀ⪅ࡓࢀࡉࢆ㸪➨１㡯つᐃࡍ

日ࡓࡋ▱࿌ࢆチྍࡢ㒊ච㝖୍ࡣチྍཪࡢ㸪ච㝖ࡣሙྜࡿࡍ࠺ࡼࡅཷࢆᚩ⊰ணࡿ

࡚ࡋ⟭㉳ࡽ 14 日௨ෆᚩ⊰ணࡢ⏦ㄳࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ�

㸳� Ꮫ➼ࡿࡅ࠾ಟᏛࡢᨭ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦௧ඖ年ἲᚊ➨ 8 ಟᏛᨭἲࠖࠕ௨ୗࠋྕ
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➨㸧ࠋ࠺࠸ 12 ᮲➨ 1 㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱῶචࡢㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡣ⪅ࡓࢀࡉ㸪ྲྀᾘࢆࡋ

࿌▱ࡓࡋ日ࡽ㉳⟬࡚ࡋ 14 日௨ෆ⣡ࡁࡍධᏛᩱࢆ⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

㸴� ධᏛᩱࡢᚩ⊰ணࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ㸪ูᐃࠋࡿࡵ�

（Ṛஸ等ࡿࡼ入学料の免㝖） 

第 20 条� ๓᮲➨１㡯ཪࡣ๓᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱࡢᚩࢆ⊰ணࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸪ࡑ

ࡍච㝖ࢆ㢠ࡢධᏛᩱࡢ㸪ᮍ⣡ࡣሙྜࡓࢀࡉ㝖⡠ࡾࡼࡇࡓࡋṚஸ࡚࠸࠾ᮇ㛫ෆࡢ

�ࠋࡿ

㸰� ධᏛᩱࡢච㝖ⱝࡣࡃࡋᚩ⊰ணࢆチྍࡓࢀࡉ⪅ཪ୍ࡣ㒊ච㝖ࢆチྍࡀ⪅ࡓࢀࡉ㸪

๓᮲➨㸱㡯つᐃࡿࡍධᏛᩱࡢ⣡ᮇ㛫ෆ࡚࠸࠾Ṛஸࡾࡼࡇࡓࡋ㝖⡠ࡓࢀࡉሙྜ

ཪࡣ➨ 47 ᮲➨１㡯➨１ྕࡢつᐃࡾࡼ㝖⡠ࡓࢀࡉሙྜࡣ㸪⪅ࡢࡑಀࡿᮍ⣡ࡢධᏛᩱࡢ

㢠ࢆච㝖ࠋࡿࡍ�

㸱� ಟᏛᨭἲ➨12᮲➨１㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱῶචࡢㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡀ⪅ࡓࢀࡉ㸪๓᮲➨

㸳㡯つᐃࡿࡍධᏛᩱࡢ⣡ᮇ㛫ෆ࡚࠸࠾Ṛஸࡾࡼࡇࡓࡋ㝖⡠ࡓࢀࡉሙྜཪࡣ➨

47᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼ㝖⡠ࡓࢀࡉሙྜࡣ㸪⪅ࡢࡑಀࡿᮍ⣡ࡢධᏛᩱࡢ㒊ࢆච㝖ࡍ

�ࠋࡿ

（ᐉ  ㄋ） 

第 21 条� ධᏛ⪅ࡣ㸪ᡤᐃࡢ᪉ἲࡾࡼᐉㄋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ�

�

➨㸰⠇� � ಟᴗ年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬ࡢᒚಟ➼�

 

（修業ᖺ㝈） 

第 22 条� Ꮫ㒊ࡢಟᴗ年㝈ࡣ㸪㸲年ࡋࡔࡓࠋࡿࡍ㸪ᮏᏛ㸱年௨ୖᅾᏛࡓࡋ⪅㸦⾜つ๎

➨ 149 ᮲つᐃࠋࡴྵࢆ⪅ࡿࡍ㸧ࡀ㸪༞ᴗࡢせ௳࡚ࡋᏛ㒊つ๎ᐃࡿࡵ༢ࢆඃ⚽࡞成

⦼࡛ಟᚓࡢࡶࡓࡋㄆࢀࡽࡵ㸪ࡘ㸪Ꮫ⏕ࡀ༞ᴗࢆᕼᮃࡿࡍሙྜࡣ༞ᴗ࡛ࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡁ

㸰� ๓㡯ࡋࡔࡓ᭩つᐃࡿࡍ༞ᴗࡢㄆᐃࡢᇶ‽ࡣ㸪Ꮫ㒊つ๎࡚࠸࠾ᐃࡵ㸪බ⾲ࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

㸱� ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨１㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ࡢࡑಟᴗ年㝈ࡣ㸴年ࠋࡿࡍ�

㸲� Ꮫ⏕ࡀ㸪⫋ᴗࢆ᭷ࡢ➼ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡼ㸪ಟᴗ年㝈ࢆ㉸୍࡚࠼ᐃࡢᮇ㛫ࡾࡓࢃィ

⏬ⓗᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡋ༞ᴗࢆࡇࡿࡍᕼᮃࡿࡍ᪨ࡋ⏦ࢆฟࡣࡁࡓ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒

࡚㸪ࡢࡑィ⏬ⓗ࡞ᒚಟࢆㄆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ�

㸳� ๓㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（修業ᖺ㝈の㏻⟬） 

第 23 条� ᏛࡢᏛ⏕௨እࡕ࠺ࡢ⪅ࡢ㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕ཪࡣ➨ 83 ᮲ࡢ㸰つᐃࡢู≉ࡿࡍㄢ

ಟᚓࢆ༢ࡢᐃ୍࡚࠸࠾ᮏᏛ࡚ࡋ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⏕ㄢ⛬ᒚಟࡢู≉ࠕᒚಟ⏕㸦௨ୗࡢ⛬

㒊୍ࡢ⛬ᩍ⫱ㄢࡢᮏᏛࡾࡼಟᚓࡢ㸪ᙜヱ༢ࡣ࡚࠸࠾ሙྜࡿࡍධᏛᮏᏛࡀ⪅ࡓࡋ
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຺ࢆ㡯ࡢࡢࡑ༢ᩘࡓࡋ㸪ಟᚓ࡚⤒ࢆ㆟ࡢ㸪ᩍᤵࡣࡁࡿࢀࡽࡵㄆࡓࡋᒚಟࢆ

࡚ࡋ๓᮲ࡢಟᴗ年㝈ࡢ㸰ศࢆ１ࡢ㉸࠸࡞࠼ᮇ㛫ࢆಟᴗ年㝈㏻⟬ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

（ᅾ学ᖺ㝈） 

第 24 条� Ꮫ⏕ࡣ㸪ಟᴗ年㝈ࡢ㸰ಸࢆ㉸࡚࠼ᅾᏛࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍ�

㸰� ➨ 22 ᮲➨㸲㡯ࡢつᐃࡾࡼᒚಟࢆㄆࡓࢀࡽࡵᏛ⏕㸦௨ୗࠕ㛗ᮇᒚಟᏛ⏕ࠖࠋ࠺࠸㸧

�ࠋࡿࡵᏛ㒊つ๎࡛ᐃࡢ㸪㛵ಀࡣ࡚࠸ࡘᅾᏛ年㝈ࡢ

（教育課程）�

第 25 条� Ꮫ㒊ࡣ㸪ᮏᏛ㸪Ꮫ㒊ཬࡧᏛ⛉ࡢᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩成ࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞ᤵᴗ⛉┠ࢆ

ḟ᮲➨１㡯ᐃࡿࡵ༊ศᚑ࡚ࡗ㛤タࡋ㸪య⣔ⓗᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅成ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

（授業科目の༊ศ）  

第 26 条� ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศࡣ㸪ḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

ᇶ♏ᩍ㣴⛉┠�

⥲ྜᩍ㣴⛉┠�

እᅜㄒ⛉┠�

ሗ⛉┠�

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫ�

㧗ᗘᩍ㣴⛉┠�

ᑓ㛛⛉┠㸦ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠ཬࡧඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠ࠋࡴྵࢆ㸧�

㛵㐃⛉┠�

㈨᱁චチࡢࡵࡓࡢ⛉┠�

�┠⛉ࡿࡵㄆᚲせࡢࡑ

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡢࡢࡶࡿࡍ㸪እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢࡵࡓࡢᤵᴗ⛉┠࡚ࡋ㸪日ᮏㄒཬࡧ日ᮏ

㛵ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ⨨ࢆ┠⛉ࡿࡍ�

（授業の᪉ἲ） 

第 27 条� ᤵᴗࡣ㸪ㅮ⩏㸪₇⩦㸪ᐇ㦂㸪ᐇ⩦ⱝࡣࡃࡋᐇᢏࡾࡼࢀࡎ࠸ࡢཪేࡢࡽࢀࡇࡣ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࡾࡼ⏝

㸰� ๓㡯つᐃࡿࡍᤵᴗࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵ㸪ከᵝࢆࢹ࣓࡞

㧗ᗘ⏝࡚ࡋ㸪ᙜヱᤵᴗ࠺⾜ࢆᩍᐊ➼௨እࡢሙᡤ࡛ᒚಟࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ�

㸱� ➨１㡯つᐃࡿࡍᤵᴗࡣ㸪እᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ๓㡯ࡢつᐃࡾࡼ㸪

ከᵝࢆࢹ࣓࡞㧗ᗘ⏝࡚ࡋ㸪ᙜヱᤵᴗ࠺⾜ࢆᩍᐊ➼௨እࡢሙᡤ࡛ᒚಟࡿࡏࡉሙྜ

�ࠋࡿࡍ㸪ྠᵝࡶ࡚࠸ࡘ

㸲� ➨１㡯つᐃࡿࡍᤵᴗ୍ࡢ㒊ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵ㸪ᰯ⯋ཬࡧ

㝃ᒓタ௨እࡢሙᡤ࡛⾜ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺�

㸳� ๓㸲㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（履修᪉ἲ及びヨ㦂）�

第 28 条� ➨ 26 ᮲➨１㡯ࡢ༊ศᚑ࡚ࡗ㛤タࡿࢀࡉᤵᴗ⛉┠ཬࡢࡑࡧᒚಟ᪉ἲ୪ࡧヨ㦂

－ 19 －



－20－�

㸪ྛᏛ㒊つ๎㸪⚄ᡞᏛᏛඹ㏻ᤵᴗ⛉┠ᒚಟつ๎㸦平成ࡣࡇࡿࡍ㛵 16 年㸲月１日

ไᐃࠋ௨ୗࠕᒚಟつ๎ࠖࠋ࠺࠸㸧ཬࡧ⚄ᡞᏛᏛᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㧗ᗘᩍ

㣴⛉┠ᒚಟつ⛬�平成 28 年 3 月 22 日ไᐃ�࡛ᐃࠋࡿࡵ�

㸰� ➨ 26 ᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼ㛤タࡿࢀࡉᤵᴗ⛉┠㸦௨ୗࠕ日ᮏㄒ➼ᤵᴗ⛉┠ 㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

ཬࡢࡑࡧᒚಟ᪉ἲ୪ࡧヨ㦂㛵ࡣࡇࡿࡍ㸪ྛᏛ㒊つ๎ཬࡧ⚄ᡞᏛ日ᮏㄒ➼ᤵᴗ⛉

┠ᒚಟつ๎㸦平成 16 年㸲月１日ไᐃ㸧࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（履修科目のⓏ㘓のୖ㝈）  

第 29 条� Ꮫ⏕ྛࡀ年ḟ࡚ࡗࡓࢃ㐺ษᤵᴗ⛉┠ࢆᒚಟࡵࡓࡿࡍ㸪༞ᴗࡢせ௳࡚ࡋᏛ⏕

༢ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍⓏ㘓࡚ࡋ┠⛉ᒚಟ１年㛫ࡀ⏕㸪Ꮫ࡚࠸ࡘ༢ᩘࡁࡍಟᚓࡀ

ᩘୖࡢ㝈ྛࡣᏛ㒊つ๎࡚࠸࠾ᐃࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

㸰� ྛᏛ㒊つ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆඃࡓࢀ成⦼࡚ࡗࡶࢆಟᚓࡓࡋᏛ⏕

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵㄆࢆⓏ㘓ࡢ┠⛉ᒚಟ࡚࠼㉸ࢆ㝈ୖࡿࡵᐃ㸪๓㡯ࡣ࡚࠸ࡘ

（ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽） 

第 30 条� ྛᏛ㒊ࡣ㸪ྛ ᤵᴗࡿࡅ࠾Ꮫಟ┠ᶆࡸ┠ᶆ㐩成ࡢࡵࡓࡢᤵᴗࡢ᪉ἲཬࡧィ⏬ࢆ᫂

㸪ࡵᐃࢆ‽成⦼ホ౯ᇶ࡞ከඖⓗࡓࡋ៖⪄ࢆ➼ἣ≦⤌ྲྀࡢᤵᴗࡢ⏕㸪Ꮫࡶࡿࡍ♧

බ⾲ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

（༢位の授） 

第 31 条� ➨㸪ࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ࢆ㸪༢ୖࡢ㸪ヨ㦂ࡣ࡚ࡋᑐ⪅ࡓࡋᒚಟࢆ┠⛉ᤵᴗࡢ୍ 32

᮲➨㸲㡯ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ྛᏛ㒊つ๎࡛ᐃࡿࡵ᪉ἲࡾࡼᏛಟࡢ成ᯝࢆホ౯࡚ࡋ

༢ࢆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼�

（༢位のᇶ‽） 

第 32 条� ྛᤵᴗ⛉┠ࡢ༢ᩘࢆᐃࡿࡵᙜࡣ࡚ࡗࡓ㸪１༢ࡢᤵᴗ⛉┠ࢆ 45 㛫ࡢᏛಟ

ࡼ㸪ᙜヱᤵᴗࡌᛂ᪉ἲࡢ㸪ᤵᴗࡋ‽ᶆࢆࡇࡿࡍᵓ成࡚ࡗࡶࢆෆᐜࡿࡍᚲせࢆ

ࡿࡍ⟭ィࢆ༢ᩘࡾࡼ‽ᇶࡢ㸪ḟ࡚ࡋ៖⪄ࢆ➼Ꮫಟ࡞ᚲせᩍ⫱ຠᯝ㸪ᤵᴗ㛫እࡿ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

�1�� ㅮ⩏ཬࡣ࠸ࡘ⩦₇ࡧ㸪15 㛫ࡽ 30 㛫ࡢ࡛ࡲ⠊ᅖ࡛ྛᏛ㒊つ๎࡛ᐃࡿࡵ㛫

�ࠋࡿࡍ１༢࡚ࡗࡶࢆᤵᴗࡢ

�2�� ᐇ㦂㸪ᐇ⩦ཬࡧᐇᢏࡣ࡚࠸ࡘ㸪30 㛫ࡽ 45 㛫ࡢ࡛ࡲ⠊ᅖ࡛ྛᏛ㒊つ๎࡛ᐃ

ࡼಶேᣦᑟࡿࡅ࠾ศ㔝ࡢ➼⾡㸪ⱁࡋࡔࡓࠋࡿࡍ１༢࡚ࡗࡶࢆᤵᴗࡢ㛫ࡿࡵ

ࡇࡿࡍ１༢࡚ࡗࡶࢆᤵᴗࡢ㛫ࡿࡵ㸪ᙜヱᏛ㒊つ๎࡛ᐃࡣ࡚࠸ࡘᤵᴗࡢᐇᢏࡿ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

� �3�� ⏝ేࡢ᪉ἲࡢ㸰௨ୖࡕ࠺ࡢᐇᢏࡣ㸪ㅮ⩏㸪₇⩦㸪ᐇ㦂㸪ᐇ⩦ཪ࡚࠸ࡘᤵᴗࡢ୍

࡚ࡋ៖⪄ࢆ‽ᇶࡿࡍつᐃ㸪๓㸰ྕࡌᛂࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࡑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘሙྜ࠺⾜ࡾࡼ

ྛᏛ㒊つ๎࡛ᐃࡿࡵ㛫ࡢᤵᴗ１࡚ࡗࡶࢆ༢ࠋࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ྛྕࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠㸦ᒚಟつ๎࡛ᐃࡿࡵᏛඹ㏻ࡿࡍ

ᤵᴗ⛉┠ࠋ࠺࠸ࢆ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ḟࡢᇶ‽ࡾࡼ༢ᩘࢆィ⟬ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�
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�1�� ㅮ⩏ࡣ࡚࠸ࡘ㸪15 㛫ࡢᤵᴗ１࡚ࡗࡶࢆ༢ࠋࡿࡍ�

�2�� ₇⩦㸪ᐇ㦂㸪ᐇ⩦ཬࡧᐇᢏࡣ࡚࠸ࡘ㸪30 㛫ࡢᤵᴗ１࡚ࡗࡶࢆ༢ࠋࡿࡍ�

�3�� ⏝ేࡢ᪉ἲࡢ㸰௨ୖࡕ࠺ࡢᐇᢏࡣ㸪ㅮ⩏㸪₇⩦㸪ᐇ㦂㸪ᐇ⩦ཪ࡚࠸ࡘᤵᴗࡢ୍

࡚ࡋ៖⪄ࢆ‽ᇶࡿࡍつᐃ㸪๓㸰ྕࡌᛂࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࡑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘሙྜ࠺⾜ࡾࡼ

�ࠋࡿࡍ１༢࡚ࡗࡶࢆᤵᴗࡢ㛫ࡿࡵᐃู

㸱� ➨１㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪日ᮏㄒ➼ᤵᴗ⛉┠ࡣ࡚࠸ࡘ㸪30 㛫ࡢᤵᴗ࡚ࡗࡶࢆ

１༢ࠋࡿࡍ�

㸲� ➨１㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪༞ᴗㄽᩥ㸪༞ᴗ◊✲㸪◊✲ᣦᑟ➼ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣ࡚࠸ࡘ㸪

ࢀࡇ㸪ࡣሙྜࡿࢀࡽࡵㄆ㐺ᙜࡀࡇࡿࡍᤵࢆ༢࡚ࡋホ౯ࢆ成ᯝࡢᏛಟࡢࡽࢀࡇ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵᏛ㒊つ๎࡛ᐃྛࢆ㸪༢ᩘ࡚ࡋ៖⪄ࢆ➼Ꮫಟ࡞ᚲせࡽ

（学㒊の授業科目の履修） 

第 33 条� Ꮫ⏕ࡣ㸪ࡢᏛ㒊ࡢᤵᴗ⛉┠ࢆᒚಟࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍሙྜࡣ㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆチྍࡢ㸪ᙜヱᏛ㒊㛗࡚⤒ࢆ

（の学ཪࡣ▷ᮇ学ࡿࡅ࠾授業科目の履修） 

第 34 条� ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪ࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ㸦እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛࢆ

ࡀࡇࡿࡏࡉᒚಟࢆ┠⛉ᤵᴗࡢᮇᏛ▷ࡣᙜヱᏛཪ⏕㸪Ꮫࡁᇶ࡙༠ᐃࡢ㸧ࠋࡴྵ

�ࠋࡿ࠶

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ࢆࡴࡸᚓ࠸࡞ࡣࡁࡿ࠶ࡀ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪༠ᐃ

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡏࡉᒚಟࢆ┠⛉ᤵᴗࡢᮇᏛ▷ࡣᏛཪࡢእᅜ⏕Ꮫࡎᇶ࡙

㸱� ๓㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼᒚಟࡓࡋᤵᴗ⛉┠࡚࠸ࡘಟᚓࡓࡋ༢ࡣ㸪60 ༢ࢆ㉸࠸࡞࠼⠊

ᅖ࡛ᮏᏛ࡚࠸࠾ಟᚓࠋࡿ࠶ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ�

㸲� ๓㸱㡯ࡢつᐃࡣ㸪እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ

ᙜ࡚ࡋࡢࡶࡿࡍ᭷ࢆ⛬ᩍ⫱ㄢࡢᮇᏛ▷ࡣᏛཪࡢእᅜࡧሙྜཬࡿࡏࡉᒚಟ࡚࠸࠾

ヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡚࠸࠾⨨ࡓࢀࡽࡅᩍ⫱タ࡛࡚ࡗ࠶㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀ

ᣦᐃࡢࡢࡶࡿࡍᙜヱᩍ⫱ㄢ⛬ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡿࡏࡉሙྜ࠸ࡘ

�ࠋࡿࡍ⏝‽࡚

㸳� ๓㸲㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪༠ᐃᐃࡢࡢࡶࡿࡵ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（ఇ学ᮇ㛫୰外国の学ཪࡣ▷ᮇ学࡚࠸࠾履修ࡓࡋ授業科目の༢位のྲྀᢅ࠸）�

第 34 条の２ ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ⏕ࡀఇᏛᮇ㛫୰ᮏᏛ༠ᐃࡿ࠸࡚ࡋ⤖⥾ࢆ

እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ࡚࠸࠾ᒚಟࡓࡋᤵᴗ⛉┠࡚࠸ࡘಟᚓࡓࡋ༢ࢆ㸪ᮏᏛ࠾

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ࢆࡴࡸᚓ࠸࡞ࡣࡁࡿ࠶ࡀ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪Ꮫ⏕

┠⛉ᤵᴗࡓࡋᒚಟ࡚࠸࠾ᮇᏛ▷ࡣᏛཪࡢእᅜࡎᇶ࡙༠ᐃఇᏛᮇ㛫୰ࡀ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾㸪ᮏᏛࢆ༢ࡓࡋಟᚓ࡚࠸ࡘ

㸱� ๓㸰㡯ࡾࡼಟᚓࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ༢ᩘࡣ㸪๓᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸲㡯

࡚ࡏࢃྜ༢ᩘࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ᮏᏛࡾࡼ 60 ༢ࢆ㉸ࡍࡢࡶ࠸࡞࠼
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�ࠋࡿ

㸲 ๓㸱㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（学௨外の教育タ等ࡿࡅ࠾学修）��

第 35 条� ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ⏕࠺⾜ࡀ▷ᮇᏛཪࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢᑓᨷ⛉࠾

࡞ࡳᒚಟࡢ┠⛉ᤵᴗࡿࡅ࠾㸪ᮏᏛࢆᏛಟࡿࡵᐃูࡀ⮧ᩥ㒊⛉ᏛࡢࡑᏛಟࡿࡅ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ࢆ㸪༢ࡋ

㸰� ๓㡯ࡾࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼༢ᩘࡣ㸪➨ 34 ᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸲㡯୪ࡧ๓᮲➨１㡯

ཬࡧ➨㸰㡯ࡾࡼᮏᏛ࡚࠸࠾ಟᚓࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ༢ᩘ࡚ࡏࢃྜ 60 ༢ࢆ㉸࠼

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠸࡞

㸱� ๓㸰㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（入学๓の᪤修ᚓ༢位等のㄆ定）  

第 36 条� ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ⏕ࡀᮏᏛධᏛࡿࡍ๓Ꮫཪࡣ▷ᮇᏛ㸦እᅜ

➼┠⛉༢㸦ࡓࡋಟᚓ࡚࠸ࡘ┠⛉ᤵᴗࡓࡋᒚಟ࡚࠸࠾㸧ࠋࡴྵࢆᮇᏛ▷ࡣᏛཪࡢ

ᒚಟ⏕ཪࡢู≉ࡣㄢ⛬ᒚಟ⏕࡚ࡋಟᚓࡓࡋ༢ࠋࡴྵࢆ௨ୗࠕ᪤ಟᚓ༢ࠖࠋ࠺࠸㸧

ࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓࡾࡼᒚಟࡢ┠⛉ᤵᴗࡿࡅ࠾ᮏᏛࡢᚋࡓࡋධᏛ㸪ᮏᏛࢆ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

㸰� ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ⏕ࡀᮏᏛධᏛࡿࡍ๓ࡓࡗ⾜๓᮲➨１㡯つᐃࡿࡍ

Ꮫಟࢆ㸪ᮏᏛࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟࡋ࡞ࡳ㸪༢ࢆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼�

㸱� ๓㸰㡯ࡾࡼಟᚓࡋ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ㸪ཪࡣࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿ࠼༢ᩘࡣ㸪⦅ධᏛ㸪㌿

ධᏛཬࡧධᏛࡢሙྜࢆ㝖ࡁ㸪ᮏᏛ࡚࠸࠾ಟᚓࡓࡋ༢௨እࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡢ㸪➨ 34

᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸲㡯㸪➨ 34 ᮲ࡢ㸰➨１㡯ཬࡧ➨㸰㡯୪ࡧ๓᮲➨１㡯ࡾࡼᮏᏛ࠸࠾

࡚ಟᚓࡋ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ㸪ཪࡣࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿ࠼༢ᩘ࡚ࡏࢃྜ 60 ༢ࢆ㉸࠸࡞࠼

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

㸲� ๓㸱㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（⦅入学，㌿入学，入学⪅の修業ᖺᩘ等）  

第 37 条� ➨ 13 ᮲ࡽ➨ 15 ᮲ࡢ࡛ࡲつᐃࡾࡼධᏛࡢ⪅ࡿࡍಟᴗࡁࡍ年ᩘ㸪ᒚಟࡁࡍ

⛉┠ཬࡢࡑࡧ༢ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪ࢆࢀࡇᐃࠋࡿࡵ�

（㌿ 学 㒊） 

第 38 条� Ꮫ㛗ࡣ㸪Ꮫ⏕࡛㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚㌿Ꮫ㒊ࢆᕼᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᚿ

ᮃᏛ㒊ࡢᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪チྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

（㌿ 学 科） 

第 39 条� Ꮫ㛗ࡣ㸪Ꮫ⏕࡛㌿Ꮫ⛉ࢆᕼᮃࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸪チྍࡿࡍ

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇ

�
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➨㸱⠇� � ␃ᏛཬࡧఇᏛ�

 

（␃  学） 

第 40 条� ➨ 34 ᮲➨１㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ␃Ꮫࡿࡍ࠺ࡼࡋ⪅

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆチྍࡢ㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗ࡣ

㸰� ๓㡯ࡢチྍ࡚ࡅཷࢆ␃Ꮫࡓࡋᮇ㛫ࡣ㸪➨ 22 ᮲ࡢಟᴗ年㝈⟬ධࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

（ఇ学の許ྍ） 

第 41 条� Ꮫ⏕ࡀ㸪ࡢࡑࡾࡼ⏤⌮ࡢ㸪㸱月௨ୖಟᏛࢆఇṆࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪

ᡤᒓᏛ㒊㛗ࡢチྍࢆᚓ࡚ఇᏛࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ࡢఇᏛᮇ㛫ࡣ㸪１年௨ෆࡋࡔࡓࠋࡿࡍ㸪≉ูࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡢㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ

㒊㛗ࡣ㸪᭦ 1 年ࢆ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡚࠸࠾ఇᏛᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆㄆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵᙜヱ

ᘏ㛗ಀࡿᮇ㛫ࡀ‶ࡓࡋሙྜ࡚࠸࠾㸪ࢆࢀࡇ᭦ᘏ㛗ࡶࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪ྠᵝ

�ࠋࡿࡍ

（ఇ学のゎ㝖） 

第 42 条� ๓᮲ࡢఇᏛᮇ㛫୰ࡀ⏤⌮ࡢࡑᾘ⁛ࡣࡁࡓࡋ㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗ࡢチྍࢆᚓ࡚㸪Ꮫ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

（ఇ学の௧） 

第 43 条� Ꮫ⏕࡛㸪ࡾࡼ㸱月௨ୖಟᏛࢆఇṆࡀࡇࡿࡏࡉ㐺ᙜㄆ࠶ࡀ⪅ࡿࢀࡽࡵ

�ࠋࡿࡎࢆఇᏛࡀ㸪Ꮫ㛗ࡾࡼㄳ⏦ࡢ㸪Ꮫ㒊㛗ࡣࡁࡿ

（ఇ学ᮇ㛫のྲྀᢅ࠸） 

第 44 条� ఇᏛࡢᮇ㛫ࡣ㸪㏻⟬࡚ࡋ㸱年ࢆ㉸ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡿ࠼�

㸰� ఇᏛᮇ㛫ࡣ㸪ᅾᏛ年ᩘ⟬ධࠋ࠸࡞ࡋ�

�

➨㸲⠇� � ㏥Ꮫཬࡧ㝖⡠�

 

（㏥  学） 

第 45 条� Ꮫ⏕ࡀ㸪㏥Ꮫࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪ࢆ⏤⌮ࡢࡑලࡋ㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗㢪࠸ฟ࡚チྍ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆ

（等ࡿࡼ㝖⡠） 

第 46 条� Ꮫ⏕ࡀ㸪ࡢࡑࡾࡼ⏤⌮ࡢ㸪成ᴗࡢぢ㎸࠸࡞ࡀࡳㄆࡣࡁࡿࢀࡽࡵ㸪Ꮫ

㒊㛗ࡢ⏦ㄳࡾࡼ㸪Ꮫ㛗ࢆࢀࡇࡀ㝖⡠ࠋࡿࡍ�

（入学料等ᮍ⣡ࡿࡼ㝖⡠）  

第 47 条� Ꮫ⏕ࡀḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡣࡁࡿࡍ㸪Ꮫ㒊㛗ࢆࢀࡇࡀ㝖⡠ࠋࡿࡍ�

�1�� ➨ 18 ᮲ཪࡣ➨ 19 ᮲ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱࡢච㝖ཪࡣᚩ⊰ணࢆ⏦ㄳࡓࡋ⪅࡛㸪ච㝖

ⱝࡣࡃࡋᚩ⊰ணࡀチྍࡢࡶࡓࡗ࡞ཪ୍ࡣ㒊ච㝖ⱝࡣࡃࡋᚩ⊰ணࡀチྍࡗ࡞

�ࠋࡁ࠸࡞ࡋ⣡⣡ᮇ㝈ෆࢆධᏛᩱࡁࡍ⣡ࡿಀ⪅ࡢࡑ㸪ࡀࡢࡶࡓ
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�2�� ᤵᴗᩱࡢ⣡ࢆᛰࡾ㸪╩ಁࡶ࡚ࡅཷࢆ㸪⣡ᮇ㛫ࡢᒓࡿࡍᏛᮇࡢᮎ日࡛ࡲ⣡ࡋ

�ࠋࡁ࠸࡞

㸰� ಟᏛᨭἲ➨ 12 ᮲➨ 1 㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛᩱཪࡣᤵᴗᩱࡢῶචࡢㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡓࢀࡉ⪅

㸪ᙜヱㄆᐃࡣࡁ࠸࡞ࡋ⣡⣡ᮇ㝈ෆࢆᤵᴗᩱࡣධᏛᩱཪࡁࡍ⣡ࡿಀ⪅ࡢࡑ㸪ࡀ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ㝖⡠ࢆࢀࡇࡀᏛ㒊㛗࡚ࡗࡶࢆ年ᗘᮎࡿಀ

�

➨㸳⠇� � ༞ᴗせ௳ཬࡧᏛኈࡢᏛ�

�

（༞業せ௳） 

第 48 条� ༞ᴗࡢせ௳ࡣ㸪➨ 22 ᮲ᐃࡿࡵᮇ㛫ᅾᏛࡋ㸪124 ༢㸦་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉࡚ࡗ࠶

㸪188ࡣ ༢ࠋ௨ୗྠࠋࡌ㸧௨ୖྛࢆᏛ㒊つ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵಟᚓࠋࡿࡍࡇࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡾࡼ༞ᴗࡢせ௳࡚ࡋಟᚓࡁࡍ 124 ༢ࡕ࠺ࡢ㸪➨ 27 ᮲➨㸰㡯ࡢᤵᴗ

ࡣ༢ᩘࡿࡍಟᚓࡾࡼ᪉ἲࡢ 60 ༢ࢆ㉸ࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ࠸࡞࠼㸪124 ༢ࢆ㉸࠼

ࡾࡼᤵᴗࡿࡍつᐃ㸪ྠ᮲➨１㡯ࡣ࡚࠸࠾ሙྜࡿ࠸࡚ࡋ௳せࡢ༞ᴗࢆ༢ᩘࡿ 64

༢㸦་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡣ࡚ࡗ࠶㸪128 ༢㸧௨ୖࢆಟᚓࡣࡁࡿ࠸࡚ࡋ㸪60 ༢ࢆ㉸࠼

�ࠋࡿࡍࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

（学ኈの学位授） 

第 49 条� ๓᮲ࡢつᐃࡾࡼ㸪Ꮫ㒊ᡤᐃࡢㄢ⛬ࢆಟ࡚ࡵᮏᏛࢆ༞ᴗ⪅ࡓࡋᑐࡣ࡚ࡋ㸪Ꮫኈ

�ࠋࡿࡍᤵࢆᏛࡢ

�

➨㸴⠇� � ᤵ� � ᴗ� � ᩱ�

 

（授業料の⣡ᮇ） 

第 50 条� ᤵᴗᩱࡣ㸪ḟࡢ㸰ᮇศࡅ㸪年㢠ࡢ㸰ศ１ࡢ┦ᙜࡿࡍ㢠ࡢࢀࡒࢀࡑࢆ⣡ᮇ㛫

୰⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

ᮇ� ู� � � � � � � � � � � � ⣡ᮇ㛫�

๓� ᮇ㸦㸲月ࡽ㸷月࡛ࡲ㸧� 㸲月１日ࡽ㸲月 30 日࡛ࡲ�

ᚋ� ᮇ㸦10 月ࡽ㸱月࡛ࡲ㸧� 10 月１日ࡽ 10 月 31 日࡛ࡲ�

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪๓ᮇಀࡿᤵᴗᩱࢆ⣡ࡁࡿࡍ㸪ᙜヱ年ᗘࡢᚋᮇಀ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⣡࡚ࡏేࢆᤵᴗᩱࡿ

㸱� ධᏛ年ᗘࡢ๓ᮇཪࡣ๓ᮇཬࡧᚋᮇಀࡿᤵᴗᩱࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨１㡯ࡢつᐃࡽࢃ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⣡ࡁࡿࢀࡉチྍࢆ㸪ධᏛࡎ

㸲� ➨１㡯ࡢ⣡ᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡓࡋᚋ࡚࠸࠾ධᏛࡢࡑࡢ⪅ࡓࡋᮇࡢᤵᴗᩱࡣ㸪ධᏛࡢ日ࡢ

ᒓࡿࡍ月⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

㸳� Ꮫ年ࡢ୰㏵࡚࠸࠾༞ᴗࡢ⪅ࡿࡍᤵᴗᩱࡣ㸪ࡢࡑ༞ᴗࡢ月ࡢ࡛ࡲศࢆ㸪月࡚ࡗࡶࢆ

ᅾᏛࡿࡍᮇࡢ⣡ᮇ㛫ෆ⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�
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㸴� ಟᏛᨭἲ➨ 12 ᮲➨ 1 㡯ࡢつᐃࡾࡼᤵᴗᩱῶචࡢㄆᐃࡾྲྀࢆᾘࡢ⪅ࡓࢀࡉᤵᴗᩱࡣ㸪

ྲྀᾘࢆࡋ࿌▱ࡓࡋ日ࡽ㉳⟬࡚ࡋ 14 日௨ෆ⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

㸵� ᪤⣡ࡢᤵᴗᩱࡣ㸪㑏ࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡋ㸪➨㸰㡯ཪࡣ➨㸱㡯ࡢつᐃࡾࡼᤵᴗᩱࢆ⣡

ᙜヱྛྕࡾࡼฟ⏦ࡢ⪅ࡓࡋ㸪⣡ࡣሙྜࡿࡍヱᙜࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢ㸪ḟࡀ⪅ࡓࡋ

ᐃࡿࡵᤵᴗᩱ┦ᙜ㢠ࢆ㑏ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�1�� ➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼᤵᴗᩱࢆ⣡ࡀ⪅ࡓࡋ㸪ᚋᮇಀࡿᤵᴗᩱࡢ⣡ᮇ㛫๓ఇᏛ

ཪࡣ➨ 45 ᮲ࡢつᐃࡾࡼ㏥Ꮫࡓࡋሙྜ�ᚋᮇศࡢᤵᴗᩱ┦ᙜࡿࡍ㢠�

�2�� ➨㸱㡯ࡢつᐃࡾࡼᤵᴗᩱࢆ⣡ࡀ⪅ࡓࡋ㸪ධᏛ年ᗘࡢ๓年ᗘࡢᮎ日࡛ࡲධᏛࢆ

㎡㏥ࡓࡋሙྜධᏛ年ᗘࡢ๓ᮇศཪࡣ๓ᮇศཬࡧᚋᮇศࡢᤵᴗᩱ┦ᙜࡿࡍ㢠�

�3�� ➨㸱㡯ࡢつᐃࡾࡼᤵᴗᩱࢆ⣡ࡀ⪅ࡓࡋ㸪ධᏛ年ᗘࡢ๓年ᗘࡢᮎ日࡛ࡲධᏛ年

ᗘึࡢ日ࡢࡽఇᏛࡋ⏦ࢆฟ㸪➨ 41 ᮲➨１㡯ࡢつᐃࡾࡼఇᏛࢆチྍࡓࢀࡉሙྜධᏛ

年ᗘࡢ๓ᮇศཪࡣ๓ᮇศཬࡧᚋᮇศࡢᤵᴗᩱ┦ᙜࡿࡍ㢠�

（授業料の免㝖） 

第 51 条� ⤒῭ⓗ⌮⏤ࡾࡼᤵᴗᩱࢆ⣡ࡀࡇࡿࡍᅔ㞴࡛ࡾ࠶㸪ࡘ㸪Ꮫᴗࡀඃ⚽࡛ࡿ࠶

චࢆ㒊୍ࡣ㢠ཪࡢᤵᴗᩱࡾࡼㄳ⏦ࡢ㸪ᮏேࡣ࡚ࡋᑐ⪅ࡿ࠶ࡀ࡞ู≉ࡢࡑ⪅

㝖ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ๓㡯つᐃࡿࡍᤵᴗᩱࡢච㝖ࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ㸪ูᐃࠋࡿࡵ�

（授業料のᚩ⊰ண及び᭶ศ⣡）  

第 52 条� ⤒῭ⓗ⌮⏤ࡾࡼᤵᴗᩱࡢ⣡ᮇ㝈࡛ࡲᤵᴗᩱࢆ⣡ࡀࡇࡿࡍᅔ㞴࡛ࡾ࠶㸪

ᤵࡾࡼㄳ⏦ࡢ㸪ᮏேࡣ࡚ࡋᑐ⪅ࡿ࠶ࡀ࡞ู≉ࡢࡑ⪅ࡿ࠶࡛⚽ඃࡀ㸪Ꮫᴗࡘ

ᴗᩱࡢᚩ⊰ணཪࡣ月ศ⣡ࢆチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ๓㡯つᐃࡿࡍᤵᴗᩱࡢᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡ࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ㸪ูᐃࠋࡿࡵ�

（ఇ学⪅の授業料） 

第 53 条� Ꮫ⏕ࡀᤵᴗᩱࡢ⣡ᮇ㝈࡛ࡲఇᏛࢆチྍࡓࢀࡉሙྜཪࡣᤵᴗᩱࡢᚩ⊰ணࢆ

㛤ጞࢆ月㸦ఇᏛ⩣ࡢఇᏛᙜ月ࡾࡼ⟭㸪月ィࡣሙྜࡓࢀࡉチྍࢆఇᏛࡀ⪅ࡓ࠸࡚ࡅཷ

ࡍච㝖ࢆᤵᴗᩱࡢ࡛ࡲ๓月ࡢᏛᙜ月ࡽ月㸧ࡢࡑ㸪ࡣሙྜࡿࡓᙜ日ึࡢ月ࡀ日ࡿࡍ

�ࠋࡿ

㸰� ఇᏛ୰ࡀ⪅ࡢᏛࡓࡋሙྜࡣ㸪Ꮫᙜ月௨ᚋࡢࡑࡢᮇࡢᤵᴗᩱࢆ月࡚ࡗࡶࢆᏛࡢ

㝿⣡ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

（㏥学⪅等の授業料） 

第 54 条� ➨ 50 ᮲ᐃࡿࡵᮇࡢ୰㏵࡚࠸࠾㸪➨ 45 ᮲ࡢつᐃࡾࡼ㏥Ꮫࡋ㸪➨ 55 ᮲ࡢ㸰

➨１㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛⱝࡣࡃࡋᠬᡄ㏥Ꮫࢆࢀࡽࡐ㸪ཪࡣ㝖⡠ࡣ⪅ࡓࢀࡉ㸪ࡢࡑᮇࡢ

ᤵᴗᩱࢆ⣡ࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㸪Ṛஸࡋ㸪ⱝࡣࡃࡋ⾜᪉᫂ࡇࡓࡗ࡞

➨ࡣሙྜཪࡓࢀࡉ㝖⡠ࡾࡼ 47 ᮲ࡢつᐃࡾࡼ㝖⡠ࡓࢀࡉሙྜࡣ㸪⪅ࡢࡑಀࡿᮍ⣡ࡢᤵ

ᴗᩱࡢ㢠ࢆච㝖ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ᤵᴗᩱࡢᚩ⊰ணཪࡣ月ศ⣡ࢆチྍࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏥Ꮫࢆチྍࡓࢀࡉሙྜࡣ㸪月
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－26－�

ィ⟬ࡾࡼ㏥Ꮫࡢ⩣月௨ᚋ⣡ࡁࡍᤵᴗᩱࡢ㢠ࢆච㝖ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

�

➨㸵⠇� � ㈹� � � ⨩�

 

（⾲  ᙲ） 

第 55 条� Ꮫ⏕࡚ࡋ⾲ᙲࡿࡍ್⾜Ⅽࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ㸪ᡤᒓᏛ㒊㛗➼ࡢ᥎⸀ࡾࡼ㸪Ꮫ㛗

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍᙲ⾲ࢆࢀࡇ㸪ࡣ

㸰� ๓㡯㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪⚄ᡞᏛᏛ⏕⾲ᙲつ⛬㸦平成 17 年 2 月 17 日ไᐃ㸧࡛ᐃࡵ

�ࠋࡿ

（ᠬ  ᡄ） 

第 55 条の２� ᮏᏛࡢつᐃ㐪⫼ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢᮏศࢆᏲࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅࠸࡞ࡽ㸪ᡤᐃࡢᡭ⥆

�ࠋࡿࡍᠬᡄࡀᏛ㛗ࡾࡼ

㸰� ᠬᡄࡣ㸪カ࿌㸪Ꮫཬࡧᠬᡄ㏥Ꮫࠋࡿࡍ�

㸱� Ꮫ㸱月௨ୖࡣࡁࡿࡓࢃ㸪ࡢࡑᮇ㛫ࡣ㸪➨ 22 ᮲ࡢಟᴗ年㝈⟬ධࠋ࠸࡞ࡋ�

㸲� ๓㸱㡯㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ๎㸦平成 16 年㸲月１日ไᐃ㸧࡛ᐃࡵ

�ࠋࡿ

�

第２章      学  㝔�

 

➨１⠇� � ධ� � � Ꮫ�

 

（修ኈ課程，๓ᮇ課程及び専㛛職学位課程の入学㈨᱁） 

第 56 条� ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ධᏛࡣ⪅ࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿࡍ㸪ḟྕྛࡢ

�ࠋࡿࡍ⪅ࡿࡍヱᙜࢀࡎ࠸ࡢ

�1�� Ꮫࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�2�� ἲ➨ 104 ᮲➨㸵㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛኈࡢᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�

�3�� እᅜ࡚࠸࠾㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 16 年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�4�� እᅜࡢᏛᰯ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡼࡇࡿࡍ

ࡿࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢᙜヱእᅜࡾ 16 年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�5�� ᡃࡀᅜ࡚࠸࠾㸪እᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡢࡑಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 16�

年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡢࡶࡿࢀࡉࡓࡋ㝈ࠋࡿ㸧ࢆ᭷࡚ࡋࡢࡶࡿࡍᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ

ᙜヱࡢࡢࡶࡿࡍᣦᐃูࡀ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ࡚ࡗ࠶ᩍ⫱タ࡛ࡓࢀࡽࡅ⨨࡚࠸࠾

ㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�6�� እᅜࡢᏛࡢࡑࡢእᅜࡢᏛᰯ㸦ࡢࡑᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞≧ἣ࡚࠸ࡘ㸪ᙜ

ヱእᅜࡢᨻᗓཪࡣ㛵ಀᶵ㛵ࡢㄆドࡿࡼ⪅ࡓࡅཷࢆホ౯ࡢࡶࡓࡅཷࢆཪࡎ‽ࢀࡇࡣ

㸱年௨ࡀ㸪ಟᴗ年㝈࡚࠸࠾㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡿࡍᣦᐃูࡀ⮧㒊⛉Ꮫᩥ࡚ࡋࡢࡶࡿ
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ᡃࢆ┠⛉ᤵᴗࡿࡅ࠾⫱㏻ಙᩍ࠺⾜ࡀᏛᰯࡢ㸦ᙜヱእᅜࡇࡿࡍಟࢆ⛬ㄢࡿ࠶࡛ୖ

Ꮫᰯᩍ⫱ไࡢᙜヱእᅜࡧཬࡇࡿࡍಟࢆ⛬ᙜヱㄢࡾࡼࡇࡿࡍᒚಟ࡚࠸࠾ᅜࡀ

ᗘ࡚࠸࠾⨨ࡓࢀࡽࡅᩍ⫱タ࡛࡚ࡗ࠶๓ྕࡢᣦᐃ࡚࠸࠾ࡢࡶࡓࡅཷࢆㄢ⛬ࢆ

ಟࠋࡴྵࢆࡇࡿࡍ㸧ࡾࡼ㸪ᏛኈࡢᏛ┦ᙜࡿࡍᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�

�7�� ᑓಟᏛᰯࡢᑓ㛛ㄢ⛬㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸲年௨ୖ࡛ࡢࡑࡇࡿ࠶ᩥࡢ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃࡵ

㸧࡛ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆ‽ᇶࡿ ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᣦᐃᩥࢆࡢࡶࡿࡍ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃ

�⪅ࡓࡋಟ日௨ᚋࡿࡵ

�8�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡓࡋ⪅㸦 28 年ᩥ㒊┬࿌♧➨㸳ྕ㸧�

�9�� ἲ➨ 102 ᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛ㝔ධᏛ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡓࡋ㸪ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪Ꮫ

㝔ࡿࡅ࠾ᩍ⫱࠸ࡋࢃࡉࡩࡿࡅཷࢆᏛຊࡿ࠶ࡀㄆࡢࡶࡓࡵ�

�10�� ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪ಶูࡢධᏛ㈨᱁ᑂᰝࡾࡼ㸪Ꮫࢆ༞ᴗྠ⪅ࡓࡋ➼௨ୖࡢᏛຊ

㸪22࡛⪅ࡓࡵㄆࡿ࠶ࡀ ṓ㐩ࡢࡶࡓࡋ�

（修ኈ課程，๓ᮇ課程及び専㛛職学位課程の᪩ᮇ入学）  

第 57 条� ๓᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡿࡍ㸪ᮏᏛࡢᐃ

ࡇࡿࡏࡉ㸪ධᏛ࡚⤒ࢆ㆟ࡢ㸪ᩍᤵࢆࡢࡶࡿࡵㄆࡓࡋ成⦼࡛ಟᚓ࡞⚽ඃࢆ༢ࡿࡵ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

�1�� Ꮫ㸱年௨ୖᅾᏛࡓࡋ⪅�

�2�� እᅜ࡚࠸࠾Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 15 年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�3�� እᅜࡢᏛᰯ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡼࡇࡿࡍ

ࡿࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢᙜヱእᅜࡾ 15 年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

�4�� ᡃࡀᅜ࡚࠸࠾㸪እᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡢࡑಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 15

年ࡢㄢ⛬ࢆಟࡢࡶࡿࢀࡉࡓࡋ㝈ࠋࡿ㸧ࢆ᭷࡚ࡋࡢࡶࡿࡍᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไ

ᗘ࡚࠸࠾⨨ࡓࢀࡽࡅᩍ⫱タ࡛࡚ࡗ࠶㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ูࡀᣦᐃࡢࡢࡶࡿࡍᙜ

ヱㄢ⛬ࢆಟࡓࡋ⪅�

㸰� ๓㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（ᚋᮇ課程の入学㈨᱁） 

第 58 条� ᚋᮇㄢ⛬ධᏛࡣ⪅ࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿࡍ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡍ⪅ࡿࡍ

�ࠋࡿ

�1�� ಟኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫ㸦ἲ➨ 104 ᮲➨㸱㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁᏛつ๎㸦 28

年ᩥ㒊┬௧➨㸷ྕ㸧➨㸳᮲ࡢ㸰つᐃࡿࡍᑓ㛛⫋Ꮫࠋ࠺࠸ࢆ௨ୗྠࠋࡌ㸧ࢆ᭷ࡿࡍ⪅�

�2�� እᅜ࡚࠸࠾ಟኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫ┦ᙜࡿࡍᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�

�3�� እᅜࡢᏛᰯ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡋ㸪ಟኈࡢᏛ

ཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫ┦ᙜࡿࡍᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�

�4�� ᡃࡀᅜ࡚࠸࠾㸪እᅜࡢᏛ㝔ࡢㄢ⛬ࢆ᭷࡚ࡋࡢࡶࡿࡍᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ

ᙜヱࡢࡢࡶࡿࡍᣦᐃูࡀ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ࡚ࡗ࠶ᩍ⫱タ࡛ࡓࢀࡽࡅ⨨࡚࠸࠾

ㄢ⛬ࢆಟࡋ㸪ಟኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫ┦ᙜࡿࡍᏛࢆᤵࡓࢀࡉ⪅�
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�5�� ᅜ㝿㐃ྜᏛᮏ㒊㛵ࡿࡍᅜ㝿㐃ྜ日ᮏᅜࡢ㛫ࡢ༠ᐃࡢᐇక࠺≉ูᥐ⨨

ἲ㸦 51 年ἲᚊ➨ 72 ྕ㸧➨１᮲➨㸰㡯つᐃࡿࡍ 1972 年 12 月 11 日ࡢᅜ㝿㐃ྜ⥲

Ỵ㆟ᇶ࡙ࡁタ❧ࡓࢀࡉᅜ㝿㐃ྜᏛ㸦➨ 74 ᮲࡚࠸࠾㺀ᅜ㝿㐃ྜᏛ㺁ࠋ࠺࠸㸧

�⪅ࡓࢀࡉᤵࢆᏛࡿࡍᙜ┦Ꮫࡢ㸪ಟኈࡋಟࢆ⛬ㄢࡢ

�6�� እᅜࡢᏛᰯ㸪➨㸲ྕࡢᣦᐃࡓࡅཷࢆᩍ⫱タཪࡣᅜ㝿㐃ྜᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡋ㸪

Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽㸦 49 年ᩥ㒊┬௧➨ 28 ྕ㸧➨ 16 ᮲ࡢ㸰つᐃࡿࡍヨ㦂ཬࡧᑂᰝ

┦ᙜྜࡢࡶࡿࡍ᱁ࡋ㸪ಟኈࡢᏛࢆ᭷ྠ⪅ࡿࡍ➼௨ୖࡢᏛຊࡿ࠶ࡀㄆࡓࢀࡽࡵ

⪅�

�7�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡓࡋ⪅㸦平成ඖ年ᩥ㒊┬࿌♧➨ 118 ྕ㸧�

�8�� ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪ಶูࡢධᏛ㈨᱁ᑂᰝࡾࡼ㸪ಟኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫࢆ᭷ࡿࡍ⪅

㸪24࡛⪅ࡓࡵㄆࡿ࠶ࡀᏛຊࡢ௨ୖ➼ྠ ṓ㐩ࡢࡶࡓࡋ�

（་学研究科の༤ኈ課程の入学㈨᱁） 

第 59 条� ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ධᏛࡣ⪅ࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿࡍ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜ�

�ࠋࡿࡍ⪅ࡿࡍ

�1�� Ꮫࡢ་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫ㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸴年࡛ࡢࡶࡿ࠶㝈ࠋࡿ௨ୗྠࠋࡌ㸧ཪࡣ⋇

་Ꮫ㸦ಟᴗ年㝈ࡀ㸴年࡛ࡢࡶࡿ࠶㝈ࠋࡿ௨ୗྠࠋࡌ㸧ࢆᒚಟࡿࡍㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡓࡋ⪅�

�2�� እᅜ࡚࠸࠾㸪Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 18 年ࡢㄢ⛬㸦最終ࡢㄢ⛬ࡣ་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪ

�⪅ࡓࡋಟࢆ་Ꮫ㸧⋇ࡣ

�3�� እᅜࡢᏛᰯ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡼࡇࡿࡍ

ࡿࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢᙜヱእᅜࡾ 18 年ࡢㄢ⛬㸦最終ࡢㄢ⛬ࡣ་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་

Ꮫ㸧ࢆಟࡓࡋ⪅�

�4�� ᡃࡀᅜ࡚࠸࠾㸪እᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡢࡑಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 18

年ࡢㄢ⛬㸦最終ࡢㄢ⛬ࡣ㸪་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㸧ࢆಟࡢࡶࡿࢀࡉࡓࡋ㝈

ᩍ⫱タ࡛ࡓࢀࡽࡅ⨨࡚࠸࠾Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢᙜヱእᅜ࡚ࡋࡢࡶࡿࡍ᭷ࢆ㸧ࠋࡿ

�⪅ࡓࡋಟࢆ⛬ᙜヱㄢࡢࡢࡶࡿࡍᣦᐃูࡀ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ࡚ࡗ࠶

�5�� ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᣦᐃࡓࡋ⪅㸦 30 年ᩥ㒊┬࿌♧➨ 39 ྕ㸧�

�6�� ἲ➨ 102 ᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡾࡼᏛ㝔ධᏛ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡓࡋ㸪ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪Ꮫ

㝔ࡿࡅ࠾ᩍ⫱࠸ࡋࢃࡉࡩࡿࡅཷࢆᏛຊࡿ࠶ࡀㄆࡢࡶࡓࡵ�

�7�� ᮏᏛ࡚࠸࠾㸪ಶูࡢධᏛ㈨᱁ᑂᰝࡾࡼ㸪Ꮫࡢ་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫࢆ

ᒚಟࡿࡍㄢ⛬ࢆ༞ᴗྠ⪅ࡓࡋ➼௨ୖࡢᏛຊࡿ࠶ࡀㄆࡓࡵ⪅࡛㸪24 ṓ㐩ࡢࡶࡓࡋ�

（་学研究科の༤ኈ課程の᪩ᮇ入学） 

第 60 条� ๓᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜ࡚ࡗ࠶࡛⪅ࡿࡍ㸪ᮏᏛࡢᐃ

ࡇࡿࡏࡉ㸪ධᏛ࡚⤒ࢆ㆟ࡢ㸪ᩍᤵࢆࡢࡶࡿࡵㄆࡓࡋ成⦼࡛ಟᚓ࡞⚽ඃࢆ༢ࡿࡵ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

�1�� Ꮫ㸦་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫࢆᒚಟࡿࡍㄢ⛬㝈ࠋࡿ㸧㸲年௨ୖᅾᏛࡓࡋ

⪅�
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�2�� እᅜ࡚࠸࠾Ꮫᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 16 年ࡢㄢ⛬㸦་Ꮫ㸪ṑᏛཪࡣ⋇་Ꮫࢆᒚಟࡿࡍㄢ

�⪅ࡓࡋಟࢆ㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡴྵࢆ⛬

�3�� እᅜࡢᏛᰯ࠺⾜ࡀ㏻ಙᩍ⫱ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᡃࡀᅜ࡚࠸࠾ᒚಟࡼࡇࡿࡍ

ࡿࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢᙜヱእᅜࡾ 16 年ࡢㄢ⛬㸦་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫࢆᒚ

ಟࡿࡍㄢ⛬ࡢࡶࡴྵࢆ㝈ࠋࡿ㸧ࢆಟࡓࡋ⪅�

�4�� ᡃࡀᅜ࡚࠸࠾㸪እᅜࡢᏛࡢㄢ⛬㸦ࡢࡑಟ⪅ࡀᙜヱእᅜࡢᏛᰯᩍ⫱ࡿࡅ࠾ 16

年ࡢㄢ⛬㸦最終ࡢㄢ⛬ࡣ㸪་Ꮫ㸪ṑᏛ㸪⸆Ꮫཪࡣ⋇་Ꮫ㸧ࢆಟࡢࡶࡿࢀࡉࡓࡋ㝈

ᩍ⫱タ࡛ࡓࢀࡽࡅ⨨࡚࠸࠾Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢᙜヱእᅜ࡚ࡋࡢࡶࡿࡍ᭷ࢆ㸧ࠋࡿ

�⪅ࡓࡋಟࢆ⛬ᙜヱㄢࡢࡢࡶࡿࡍᣦᐃูࡀ⮧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ࡚ࡗ࠶

㸰� ๓㡯㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪㛵ಀࡢ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（㐍  学） 

第 61 条� ᮏᏛᏛ㝔ࡢಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࢆಟࡋ㸪ᘬࡁ⥆ࡁᚋᮇㄢ

⛬ཪࡣ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬㐍Ꮫࢆᚿᮃࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡿࡍ㸪ᙜヱ◊✲⛉ࡢᐃࡇࡿࡵ

�ࠋࡿࡍチྍࢆ㸪㐍Ꮫୖࡢ⪄㸪㑅ࡾࡼࢁ

（入学⪅㑅ᢤ） 

第 62 条 Ꮫ㝔ࡢධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤࡣ㸪බ正ࡘጇᙜ࡞᪉ἲࡾࡼ㸪㐺ษ࡞యไ࠺⾜࡚࠼ᩚࢆ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

２� Ꮫ㝔ࡢධᏛᚿ㢪⪅ᑐࡿࡍ㑅⪃᪉ἲࡣ㸪ྛ◊✲⛉ู࡚࠸࠾ᐃࠋࡿࡵ�

�

➨㸰⠇� � ಟᴗ年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼�

 

（ᶆ‽修業ᖺ㝈） 

第 63 条� ಟኈㄢ⛬ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡣ㸪㸰年ࠋࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ಟኈㄢ⛬ࡣ࡚࠸࠾㸪࡚ࡋᐇົࡢ⤒㦂ࢆ᭷⪅ࡿࡍᑐ

ࡢࡑኪ㛫࡚ࡏే㸪㛫ࡘ㸪ࡾ࠶ࡀᚲせࡢୖ✲◊⫱㸪ᩍ࡚ࡗ࠶ሙྜ࡛࠺⾜ࢆ⫱ᩍ࡚ࡋ

≉ᐃࡢ㛫ཪࡣᮇ࡚࠸࠾ᤵᴗཪࡣ◊✲ᣦᑟࡢ➼࠺⾜ࢆ㐺ษ࡞᪉ἲࡾࡼᩍ⫱ୖᨭ

㞀ࡣࡁ࠸࡞ࡌ⏕ࢆ㸪ྛ◊✲⛉ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵ㸪ᑓᨷཪࡣᏛ⏕ࡢᒚಟୖࡢ༊ศ

ᛂࡌ㸪ᶆ‽ಟᴗ年㝈１ࢆ年௨ୖ㸰年ᮍ‶ࡢᮇ㛫ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸱� ๓㡯つᐃࡿࡍಟኈㄢ⛬ࡃ⨨ࢆ◊✲⛉㸪ᑓᨷཪࡣᏛ⏕ࡢᒚಟୖࡢ༊ศཬࡢࡑࡧᶆ‽ಟ

ᴗ年㝈ࡣ㸪ḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� � � ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉� ே㛫Ⓨ㐩ᑓᨷ㸦１年ᒚಟࢫ࣮ࢥ㸧１年�

㸲� ேᩥᏛ◊✲⛉㸪ᅜ㝿ᩥᏛ◊✲⛉㸪ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉㸪ἲᏛ◊✲⛉㸪⤒῭Ꮫ◊✲

⛉㸪⤒ႠᏛ◊✲⛉㸪⌮Ꮫ◊✲⛉㸪ಖᏛ◊✲⛉㸪ᕤᏛ◊✲⛉㸪࣒ࢸࢫࢩሗᏛ◊✲⛉㸪㎰

Ꮫ◊✲⛉㸪ᾏ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ཬࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⛉✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ༤ኈ

ㄢ⛬ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡣ㸪๓ᮇㄢ⛬㸰年㸪ᚋᮇㄢ⛬㸱年ࡢ㸳年ࠋࡿࡍ�

㸳� ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡣ㸪㸲年ࠋࡿࡍ�
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㸴� ⤒ႠᏛ◊✲⛉⌧௦⤒ႠᏛᑓᨷࡢᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡣ㸪㸰年ࡔࡓࠋࡿࡍ

⏕㸪Ꮫࡾࡼࢁࡇࡿࡵᐃࡢ⛉✲◊㸪ࡣࡁࡿࢀࡽࡵㄆࡿ࠶ࡀᚲせࡢୖ✲◊⫱㸪ᩍࡋ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᮇ㛫ࡢ‶１年௨ୖ㸰年ᮍࢆ㸪ᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡌᛂ༊ศࡢᒚಟୖࡢ

㸵� ἲᏛ◊✲⛉ᐇົἲᚊᑓᨷࡢᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬㸦௨ୗࠕἲ⛉Ꮫ㝔ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢᶆ‽ಟᴗ

年㝈ࡣ㸪㸱年ࠋࡿࡍ�

（教育課程） 

第 63 条の２� Ꮫ㝔㸦ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡣ㸪ᮏᏛ㸪◊✲⛉ཬࡧᑓᨷࡢᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗ

ᣦࡿࡍᑐ➼స成ࡢᏛㄽᩥࡶࡿࡍ㛤タࡽ⮬ࢆ┠⛉ᤵᴗ࡞ᚲせࡵࡓࡿࡍ㐩成ࢆ

ᑟ㸦௨ୗࠕ◊✲ᣦᑟࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ㸪య⣔ⓗᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅成ࡍࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿ

㸰� ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡣ㸪ࡢࡑᩍ⫱ୖࡢ┠ⓗࢆ㐩成ࡵࡓࡿࡍᑓᨷศ㔝ᛂࡌᚲせ࡞ᤵᴗ⛉┠

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ成⦆ࢆ⛬ᩍ⫱ㄢ㸪య⣔ⓗࡋ㛤タࡽ⮬ࢆ

（教育᪉ἲ等） 

第 64 条� Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ࡣ㸪ᤵᴗ⛉┠ࡢᤵᴗཬࡧ◊✲ᣦᑟࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜࡚ࡗࡼ�

㸰� ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡣ࡚࠸࠾㸪ࡢࡑ┠ⓗࢆ㐩成ࡋᚓࡿᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱࠺ࡼ࠺⾜ࢆᑓᨷศ㔝

ᛂࡌ◊✲㸪⌧ᆅㄪᰝ㸪᪉ྥཪࡣከ᪉ྥࡿࢀࢃ⾜ウㄽཪࡣ㉁ᛂ⟅ࡢࡑࡢ㐺ษ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆᤵᴗࡾࡼ᪉ἲ࡞

㸱� ࡢ≉ᐃࡢࡑ㸪ኪ㛫ࡣሙྜࡿࢀࡽࡵㄆࡿ࠶ࡀᚲせࡢู≉ୖ⫱ᩍ࡚࠸࠾⛉✲◊

㛫ཪࡣᮇ࡚࠸࠾ᤵᴗཪࡣ◊✲ᣦᑟࡢ➼࠺⾜ࢆ㐺ษ࡞᪉ἲࡾࡼᩍ⫱࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ

�ࠋࡿࡁ

㸲� ࠸ࡘᒚಟ᪉ἲࡢࡽࢀࡑࡧᣦᑟ୪✲◊ࡧ༢ᩘཬࡢࡑᤵᴗ⛉┠㸪ࡿࡅ࠾⛉✲◊ྛ

�ࠋࡿࡵ㸪ᙜヱ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࡣ࡚

（学学㝔等の研究ᣦᑟ） 

第 65 条� ᩍ⫱ୖ᭷┈ㄆࡣࡁࡿࡵ㸪Ꮫ㸦እᅜࡢᏛࠋࡴྵࢆ㸧ࡢᏛ㝔ཪࡣ◊✲ᡤ

➼㸦እᅜࡢ◊✲ᶵ㛵ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁ㸪Ꮫ⏕ᙜヱᏛࡢᏛ㝔ཪࡣᙜヱ◊✲ᡤ

Ꮫࡢ⛬๓ᮇㄢࡧ㸪ಟኈㄢ⛬ཬࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡏࡉࡅཷࢆᣦᑟ✲◊࡞ᚲせ࡚࠸࠾➼

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠸࡞࠼㉸ࢆ㸪１年ࡣᮇ㛫ࡿࡏࡉࡅཷࢆ㸪ᙜヱ◊✲ᣦᑟࡣ࡚࠸ࡘ⏕

（研究ᣦᑟのࡵࡓの␃学） 

第 66 条� ๓᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪እᅜࡢᏛཪࡣ◊✲ᶵ㛵␃Ꮫࡣ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪ᡤᒓ◊

✲⛉㛗ࡢチྍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆ�

㸰� ๓㡯ࡢチྍ࡚ࡅཷࢆ␃Ꮫࡓࡋᮇ㛫ࡣ㸪➨ 63 ᮲ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈⟬ධࠋࡿࡍ�

（修ኈ課程及び๓ᮇ課程の修せ௳） 

第 67 条� ಟኈㄢ⛬ཬࡧ๓ᮇㄢ⛬ࡢಟせ௳ࡣ㸪ᙜヱㄢ⛬㸰年㸦ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉ே

㛫Ⓨ㐩ᑓᨷ㸦１年ᒚಟࢫ࣮ࢥ㸧ࡣ࡚ࡗ࠶㸪１年㸧௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡋ㸪

࠸ࡘㄢ㢟ࡢᐃ≉ࡣಟኈㄽᩥཪࡌᛂⓗ┠ࡢ⛬㸪ᙜヱㄢୖࡓࡅཷࢆᣦᑟ✲◊࡞㸪ᚲせࡘ

࡚ࡋ㛵㸪ᅾᏛᮇ㛫ࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡇࡿࡍ᱁ྜ最終ヨ㦂ࡧᑂᰝཬࡢ成ᯝࡢ✲◊ࡢ࡚
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ࡍࡢࡶࡿࡾ㊊ࡤࢀࡍ１年௨ୖᅾᏛ⛬㸪ᙜヱㄢࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡆୖࢆ⦼ᴗࡓࢀ㸪ඃࡣ

�ࠋࡿ

㸰� ➨ 75 ᮲࡚࠸࠾ㄞࡿࡍ⏝‽࡚࠼᭰ࡳ➨ 36 ᮲㸦➨㸰㡯ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡢつᐃࡾࡼᮏᏛධ

Ꮫࡿࡍ๓ಟᚓࡓࡋ༢㸦➨ 56 ᮲ཪࡣ➨ 57 ᮲ࡢつᐃࡾࡼධᏛ㈨᱁ࢆ᭷ࡓࡋᚋ㸪ಟᚓ

ಟᚓࡢ㸪ᙜヱ༢࡚ࡗ࠶ሙྜ࡛ࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ᮏᏛࢆ㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡓࡋ

㸪ᙜヱࡣࡁࡿࡵㄆࡓࡋᒚಟࢆ㒊୍ࡢ⛬ᩍ⫱ㄢࡢ⛬๓ᮇㄢࡣಟኈㄢ⛬ཪࡢᮏᏛࡾࡼ

༢ᩘ㸪ࡢࡑಟᚓせࡓࡋᮇ㛫ࡢࡑ຺ࢆ１࡚ࡋ年ࢆ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛◊✲⛉ࡀᐃࡿࡵ

ᮇ㛫ᅾᏛࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ㸪ࡢࡇሙྜࡶ࡚࠸࠾㸪ᙜヱㄢ⛬ᑡ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ１年௨ୖᅾᏛࡶࡃ࡞

（༤ኈ課程の修せ௳）��

第 68 条� ༤ኈㄢ⛬㸦་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡢಟせ௳ࡣ㸪ᚋᮇㄢ⛬㸱年௨ୖ

ᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡋ㸪ࡘ㸪ᚲせ࡞◊✲ᣦᑟୖࡓࡅཷࢆ㸪༤ኈㄽᩥࡢᑂᰝཬࡧ

最終ヨ㦂ྜ᱁ࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡇࡿࡍ㸪ᅾᏛᮇ㛫㛵ࡣ࡚ࡋ㸪ඃࡓࢀ◊✲ᴗ⦼ࡆୖࢆ

⛬๓ᮇㄢࡣಟኈㄢ⛬ཪ࡚ࡗࡶࢆᅾᏛᮇ㛫ࡢ‶１年㸦㸰年ᮍ⛬㸪ᙜヱㄢࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓ

ࡍࡢࡶࡿࡾ㊊ࡤࢀࡍ㸱年㸧௨ୖᅾᏛ࡚ࡵྵࢆ㸪ᙜヱᅾᏛᮇ㛫ࡣ࡚ࡗ࠶⪅ࡓࡋಟࢆ

�ࠋࡿ

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪⾜つ๎➨ 156 ᮲ࡢつᐃࡾࡼᏛ㝔ࡢධᏛ㈨᱁㛵ࡋ

ಟኈࡢᏛⱝࡣࡃࡋᑓ㛛⫋Ꮫࢆ᭷ྠ⪅ࡿࡍ➼௨ୖࡢᏛຊࡿ࠶ࡀㄆࡓࢀࡽࡵ⪅ཪࡣ

ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࢆಟࡀ⪅ࡓࡋ㸪༤ኈㄢ⛬ࡢᚋᮇ㸱年ࡢㄢ⛬ධᏛࡓࡋሙྜࡢ༤ኈㄢ⛬

㸱年㸦ᑓ㸧ࠋࡌྠ࡚࠸࠾㡯ࡢࡇ௨ୗࠋࡃ㝖ࢆ㸪Ꮫ㝔㸦ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡣ௳せࡢಟࡢ

㛛⫋Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽➨ 18 ᮲➨１㡯ࡢἲ⛉Ꮫ㝔ࡢㄢ⛬ࢆಟࡣ࡚ࡗ࠶⪅ࡓࡋ㸪㸰年㸧

௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᚲせ࡞◊✲ᣦᑟୖࡓࡅཷࢆ㸪ᙜヱᏛ㝔࠺⾜ࡢ༤ኈㄽᩥࡢᑂᰝཬࡧヨ㦂

ྜ᱁ࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡇࡿࡍ㸪ᅾᏛᮇ㛫㛵ࡣ࡚ࡋ㸪ඃࡓࢀ◊✲ᴗ⦼࠸ࡘ⪅ࡓࡆୖࢆ

⪅ࡓࡋಟࢆ⛬ᑓ㛛⫋Ꮫㄢࡢ‶１年௨ୖ㸰年ᮍࡀ１年㸦ᶆ‽ಟᴗ年㝈㸪Ꮫ㝔ࡣ࡚

ࡾ㊊ࡤࢀࡍᮇ㛫㸧௨ୖᅾᏛࡓࡌῶࢆᮇ㛫ࡢ‶ᙜヱ１年௨ୖ㸰年ᮍࡽ㸪㸱年ࡣ࡚ࡗ࠶

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

㸱� ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢಟせ௳ࡣ㸪ᙜヱㄢ⛬㸲年௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓ

ࡇࡿࡍ᱁ྜ最終ヨ㦂ࡧᑂᰝཬࡢ㸪༤ኈㄽᩥୖࡓࡅཷࢆᣦᑟ✲◊࡞㸪ᚲせࡘ㸪ࡋ

⛬㸪ᙜヱㄢࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡆୖࢆ⦼ᴗ✲◊ࡓࢀ㸪ඃࡣ࡚ࡋ㛵㸪ᅾᏛᮇ㛫ࡋࡔࡓࠋࡿࡍ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡾ㊊ࡤࢀࡍ㸱年௨ୖᅾᏛ

（専㛛職学位課程の修せ௳）  

㸲� ➨ 75 ᮲࡚࠸࠾ㄞࡿࡍ⏝‽࡚࠼᭰ࡳ➨ 36 ᮲㸦➨ 2 㡯ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡢつᐃࡾࡼ་Ꮫ◊✲

➨༢㸦ࡓࡋಟᚓ๓ࡿࡍධᏛ⛬༤ኈㄢࡢ⛉ 59 ᮲ཪࡣ➨ 60 ᮲ࡢつᐃࡾࡼධᏛ㈨᱁

㸪࡚ࡗ࠶ሙྜ࡛ࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ᮏᏛࢆ㸧ࠋࡿ㝈ࡢࡶࡓࡋᚋ㸪ಟᚓࡓࡋ᭷ࢆ

ᙜヱ༢ࡢಟᚓࡾࡼ་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬ࡢᩍ⫱ㄢ⛬୍ࡢ㒊ࢆᒚಟࡓࡋㄆࡁࡿࡵ

⛉✲◊⠊ᅖ࡛࠸࡞࠼㉸ࢆ１年࡚ࡋ຺ࢆࡢࡑᮇ㛫ࡓࡋせಟᚓࡢࡑ㸪ᙜヱ༢ᩘ㸪ࡣ
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 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋᮇ㛫ᅾᏛࡿࡵᐃࡀ

第 69 条� ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬㸦ἲ⛉Ꮫ㝔ࢆ㝖ࠋࡃ௨ୗࡢࡇ᮲ࠋࡌྠ࡚࠸࠾㸧ࡢಟせ௳ࡣ㸪

ᙜヱㄢ⛬㸰年㸦㸰年௨እࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࢆᐃࡿࡵ◊✲⛉㸪ᑓᨷཪࡣᏛ⏕ࡢᒚಟୖࡢ༊ศ

�ࠋࡿࡍࡇࡿࡍಟᚓࢆ༢ࡢ㸪ᡤᐃࡋ㸪ᙜヱᶆ‽ಟᴗ年㝈㸧௨ୖᅾᏛࡣ࡚ࡗ࠶

㸰� ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬ࡢᅾᏛᮇ㛫㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 75 ᮲ࡢつᐃࡾࡼㄆᐃࡓࢀࡉධᏛ๓ࡢ᪤ಟ

ᚓ༢㸦ἲ➨ 102 ᮲➨１㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛ㈨᱁ࢆ᭷ࡓࡋᚋ㸪ಟᚓࡢࡶࡓࡋ㝈ࠋࡿ㸧ࢆ㸪

ᙜヱ༢ᩘ㸪ࡢࡑಟᚓせࡓࡋᮇ㛫ࡢࡑ຺ࢆ࡚ࡋᙜヱㄢ⛬ࡢᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡢ㸰ศࡢ

㸪ࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋᮇ㛫ᅾᏛࡿࡵᐃࡀ⛉✲◊⠊ᅖ࡛࠸࡞࠼㉸ࢆ１

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ１年௨ୖᅾᏛࡶࡃ࡞ᑡ⛬㸪ᙜヱㄢࡶ࡚࠸࠾ሙྜࡢࡇ

㸱� ἲ⛉Ꮫ㝔ࡢಟせ௳ࡣ㸪ᙜヱㄢ⛬㸱年௨ୖᅾᏛࡋ㸪ᡤᐃࡢ༢ࢆಟᚓࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ

㸲� ἲ⛉Ꮫ㝔ࡢᅾᏛᮇ㛫ࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨ 75 ᮲ࡢつᐃࡾࡼㄆᐃࡓࢀࡉධᏛ๓ࡢ᪤ಟᚓ༢

㸦ἲ➨ 102 ᮲➨１㡯ࡢつᐃࡾࡼධᏛ㈨᱁ࢆ᭷ࡓࡋᚋ㸪ಟᚓࡢࡶࡓࡋ㝈ࠋࡿ㸧ࢆ㸪ᙜ

ヱ༢ᩘ㸪ࡢࡇಟᚓせࡓࡋᮇ㛫ࡢࡑ຺ࢆ１࡚ࡋ年ࢆ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛◊✲⛉ࡀᐃࡵ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋᮇ㛫ᅾᏛࡿ

㸳� ἲ⛉Ꮫ㝔ࡣ㸪ἲᏛࡢᇶ♏ⓗ࡞Ꮫ㆑ࢆ᭷ࡿࡍㄆ⪅ࡿࡵ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨㸱㡯つᐃࡍ

ࢆ１年࡚ࡏࢃྜᮇ㛫ࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋᅾᏛࡾࡼつᐃࡢ㸪๓㡯ࡣ࡚࠸ࡘᅾᏛᮇ㛫ࡿ

㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛◊✲⛉ࡀㄆࡿࡵᮇ㛫ᅾᏛࡢࡶࡓࡋ㸪ྠ㡯つᐃࡿࡍ༢ࡣ࡚࠸ࡘ㸪

➨ 74 ᮲ཬࡧ➨ 75 ᮲ࡢつᐃࡾࡼಟᚓࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ༢ᩘ࡚ࡏࢃྜ 30 ༢ࢆ㉸

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓࢆ༢ࡿࡵㄆࡀ⛉✲◊⠊ᅖ࡛࠸࡞࠼

（学位ㄽᩥ及び᭱⤊ヨ㦂） 

第 70 条� Ꮫㄽᩥཬࡧ最終ヨ㦂㛵ࡣࡇࡿࡍ㸪Ꮫつ⛬ᐃࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

（修ኈ及び༤ኈの学位୪び専㛛職学位の授） 

第 71 条� ಟኈ࡚ࡌᛂ⛬ㄢࡢࡑ㸪ࡣ࡚ࡋᑐ⪅ࡓࡋಟࢆ⛬ㄢࡢ㸪ᡤᐃ࡚࠸࠾⛉✲◊ྛ

ⱝࡣࡃࡋ༤ኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫࢆᤵࠋࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ࡢᏛ㛵ࡣࡇࡿࡍ㸪Ꮫつ⛬ᐃࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

�

➨㸱⠇� � ‽� ⏝� つ� ᐃ�

 

（‽⏝つ定） 

第 72 条� ➨ 12 ᮲㸦ධᏛᮇ㸧㸪➨ 14 ᮲㸦㌿ධᏛ㸧㸪➨ 15 ᮲㸦ධᏛ㸧㸪➨ 16 ᮲㸦ධᏛᚿ㢪㸧㸪

➨ 17 ᮲㸦ධᏛᡭ⥆㸧㸪➨ 18 ᮲㸦ධᏛᩱࡢච㝖㸧㸦➨㸰㡯ࢆ㝖ࠋࡃ㸧㸪➨ 19 ᮲㸦ධᏛᩱࡢᚩ

⊰ண➼㸧㸪➨ 20 ᮲㸦Ṛஸ➼ࡿࡼධᏛᩱࡢච㝖㸧㸪➨ 21 ᮲㸦ᐉㄋ㸧㸪➨ 22 ᮲㸦ಟᴗ年

㝈㸧㸦➨１㡯㸪➨㸰㡯ཬࡧ➨㸱㡯ࢆ㝖ࠋࡃ㸧㸪➨ 24 ᮲㸦ᅾᏛ年㝈㸧㸪➨ 27 ᮲㸦ᤵᴗࡢ᪉ἲ㸧㸪

➨ 31 ᮲㸦༢ࡢᤵ㸧㸪➨ 32 ᮲㸦༢ࡢᇶ‽㸧㸦➨㸰㡯ཬࡧ➨㸱㡯ࢆ㝖ࠋࡃ㸧㸪➨ 33 ᮲㸦

Ꮫ㒊ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ㸧㸪➨ 38 ᮲㸦㌿Ꮫ㒊㸧㸪➨ 39 ᮲㸦㌿Ꮫ⛉㸧㸪➨ 45 ᮲㸦㏥Ꮫ㸧㸪➨ 46

－ 32 －
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᮲㸦➼ࡿࡼ㝖⡠㸧㸪➨ 47 ᮲㸦ධᏛᩱ➼ᮍ⣡ࡿࡼ㝖⡠㸧㸪➨ 50 ᮲ࡽ➨ 54 ᮲࡛ࡲ

㸦ᤵᴗᩱ㸧㸪➨ 55 ᮲㸦⾲ᙲ㸧ཬࡧ➨ 55 ᮲ࡢ㸰㸦ᠬᡄ㸧ࡢつᐃࡣ㸪Ꮫ㝔ࡓࠋࡿࡍ⏝‽

➨㸪ࡋࡔ 24 ᮲ࡿࡍ⏝‽ࢆሙྜ࡚࠸࠾㸪་Ꮫ◊✲⛉ࡢ༤ኈㄢ⛬௨እࡢ༤ኈㄢ⛬࡚ࡗ࠶

�ࠋࡿࡅศ⛬ᚋᮇㄢ⛬๓ᮇㄢࢆ㸪ᶆ‽ಟᴗ年㝈ࡣ

（履修科目のⓏ㘓のୖ㝈）  

第 73 条� ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢᒚಟ⛉┠ࡢⓏ㘓ୖࡢ㝈㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 29 ᮲➨１㡯ࡍ⏝‽ࢆ

Ꮫ㒊つ๎ࠕ㸪࡚࠸࠾ሙྜࡢࡇࠋࡿ つ๎⛉✲◊ࠕࡣࡢࡿ࠶ࠖ �ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼᭰ࡳㄞࠖ

（ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽）  

第 73 条の２� Ꮫ㝔㸦ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡢ成⦼ホ౯ᇶ‽㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 30 ᮲ࢆ‽⏝

ࠖ⏬ィࡧ᪉ἲཬࡢᤵᴗࠕ㸪ࠖ⛉✲◊ྛࠕࡣࡢࡿ࠶Ꮫ㒊ࠖྛࠕ㸪࡚࠸࠾ሙྜࡢࡇࠋࡿࡍ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼᭰ࡳㄞࠖ⏬ィࡧ᪉ἲཬࡢᣦᑟ✲◊ࡧᤵᴗཬࠕࡣࡢࡿ࠶

㸰� ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡢ成⦼ホ౯ᇶ‽㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 30 ᮲ࡢࡇࠋࡿࡍ⏝‽ࢆሙྜ࡚࠸࠾㸪ྛࠕ

Ꮫ㒊ࠖࠕࡣࡢࡿ࠶ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࠖㄞࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼᭰ࡳ�

（学学㝔の授業科目の履修）  

第 74 条� Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢᏛ㸦እᅜࡢᏛࠋࡴྵࢆ㸧ࡢᏛ㝔ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ㛵࡚ࡋ

➨㸪ࡣ 34 ᮲ࡢࡇࠋࡿࡍ⏝‽ࢆሙྜ࡚࠸࠾㸪ྠ᮲➨㸱㡯୰60ࠕ ༢ࠖࡣࡢࡿ࠶㸪15ࠕ

༢㸦ࡋࡔࡓ㸪ἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡣ࡚ࡗ࠶ 30 ༢㸧ࠖ ࠖࡢእᅜࡧཬࠕ㸪ྠ᮲➨㸲㡯୰

ࡿ࠶㺁࡚࠸࠾ᅜࡀᡃࢆ┠⛉ᤵᴗࡿࡅ࠾⛬㸪㺀ᙜヱᩍ⫱ㄢࠖࡢ㸪እᅜࠕࡣࡢࡿ࠶

ᅜ㝿㐃ྜࡧሙྜཬࡿࡏࡉᒚಟ࡚࠸࠾ᅜࡀᡃࢆ┠⛉ᤵᴗࡿࡅ࠾⛬ᙜヱᩍ⫱ㄢࠕࡣࡢ

Ꮫࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡿࡅ࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆ 㸪ྠࠖ ᮲➨㸳㡯୰ࠕᏛ㒊つ๎ つ⛉✲◊ࠕࡣࡢࡿ࠶ࠖ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼᭰ࡳㄞࠖ๎

（ఇ学ᮇ㛫୰外国の学の学㝔࡚࠸࠾履修ࡓࡋ授業科目の༢位のྲྀᢅ࠸） 

第 74 条の２ Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡀఇᏛᮇ㛫୰እᅜࡢᏛ࡚࠸࠾ᒚಟࡓࡋᤵᴗ⛉┠࡚࠸ࡘ

ಟᚓࡓࡋ༢㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 34 ᮲ࡢ㸰ࡢࡇࠋࡿࡍ⏝‽ࢆሙྜ࡚࠸࠾㸪ྠ᮲➨１㡯ཬࡧ

➨㸰㡯୰ࠕእᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛ Ꮫ㝔ࡢᏛࡢእᅜࠕࡣࡢࡿ࠶ࠖ 㸪ྠࠖ ᮲➨㸱㡯

୰60ࠕ ༢ࠖࡣࡢࡿ࠶㸪15ࠕ ༢㸦ࡋࡔࡓ㸪ἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡣ࡚ࡗ࠶ 30 ༢㸧ࠖ 㸪

ྠ᮲➨㸲㡯୰ࠕᏛ㒊つ๎ࠖࠕࡣࡢࡿ࠶◊✲⛉つ๎ࠖㄞࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼᭰ࡳ�

（入学๓の᪤修ᚓ༢位のㄆ定）  

第 75 条� Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢධᏛ๓ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 36 ᮲㸦➨㸰㡯ࢆ㝖ࡃ㸧

Ꮫࠕࡣࡢࡿ࠶ᮇᏛࠖ▷ࡣᏛཪࠕ㸪ྠ᮲➨１㡯୰࡚࠸࠾ሙྜࡢࡇࠋࡿࡍ⏝‽ࢆ

㝔ࠖ㸪ࠕ⛉┠➼ᒚಟ⏕ཪࡢู≉ࡣㄢ⛬ᒚಟ⏕ࠖࠕࡣࡢࡿ࠶⛉┠➼ᒚಟ⏕ࠖ㸪ྠ᮲➨

㸱㡯୰ࠕ➨ 34 ᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸲㡯㸪➨ 34 ᮲ࡢ㸰➨１㡯ཬࡧ➨㸰㡯୪ࡧ๓᮲➨１㡯

࡚ࡏࢃྜ༢ᩘࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿ࠼ࡣ㸪ཪࡋ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ᮏᏛࡾࡼ 60

༢ࠖࡣࡢࡿ࠶㸪15ࠕ ༢ࢆ㉸ࡋࡢࡶ࠸࡞࠼㸪ࡓࡲ㸪➨ 74 ᮲ཬࡧ 74 ᮲ࡢ㸰ࡢつᐃ

࡚ࡏࢃྜ༢ᩘࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ᮏᏛࡾࡼ 20 ༢㸦ࡋࡔࡓ㸪ᑓ㛛⫋Ꮫ

㝔Ꮫ⏕㸦ἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡣ࡚ࡗ࠶➨ 74 ᮲ཬࡧ➨ 74 ᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡾࡼᮏᏛ
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࡚ࡏࢃྜ༢ᩘࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾ 15 ༢㸪ἲ⛉Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡣ࡚ࡗ࠶➨

74 ᮲ཬࡧ➨ 74 ᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡾࡼᮏᏛ࡚࠸࠾ಟᚓࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ༢ᩘࡏࢃྜ

࡚ 30 ༢㸧ࠖ ࡶࡿ࠼᭰ࡳㄞつ๎ࠖ⛉✲◊ࠕࡣࡢࡿ࠶Ꮫ㒊つ๎ࠖࠕ㸪ྠ᮲➨㸲㡯୰

�ࠋࡿࡍࡢ

（␃  学） 

第 76 条� Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢእᅜࡢᏛࡢ␃Ꮫ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 40 ᮲ࡢࡇࠋࡿࡍ⏝‽ࢆሙྜ

➨ࠕ㸪ྠ᮲➨１㡯୰࡚࠸࠾ 34 ᮲➨１㡯ࠖࠕࡣࡢࡿ࠶➨ 74 ᮲ࠖ㸪ࠕᡤᒓᏛ㒊㛗ࠖ࠶

➨ࠕ㸪ྠ᮲➨㸰㡯୰ᡤᒓ◊✲⛉㛗ࠖࠕࡣࡢࡿ 22 ᮲ࠖࠕࡣࡢࡿ࠶➨ 63 ᮲ࠖㄞ᭰ࡳ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ࠼

（ఇ  学） 

第 77 条� Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢఇᏛ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 41 ᮲➨１㡯㸪➨ 42 ᮲㸪➨ 43 ᮲ཬࡧ➨ 44 ᮲➨

㸰㡯ࡿࡍ⏝‽ࢆ㸪ྛ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

�

第４章    学位プログラム�

 

（学位プログラム）  

第 77 条の２� ྛᏛ㒊ཬ࡚࠸࠾⛉✲◊ྛࡧ⦅成ࡿࡍᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㸪᫂☜࡞ேᮦ㣴成┠ⓗ

య⣔ᛶ୍࣭㈏ᛶࡿࢀࡉᣦᑟయไ࡛ᒎ㛤࡞ⓗ⧊⤌ࡓ࠼㉸ࢆᯟࡢ⛉✲◊ࡣ㸪Ꮫ㒊ཪࡁᇶ࡙

ࡁ࡛ࡀࡇࡃ⨨ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᏛࡿࡍⓗ┠ࢆᚓྲྀࡢ㸪Ꮫࡵࡓࡿࡍᐇࢆ⫱ᩍࡿ࠶ࡢ

�ࠋࡿ

㸰� ๓㡯つᐃࡿࡍᏛࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ㸪ḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� � � (8 �࣒ࣛࢢࣟࣉேᮦ㣴成ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟

㸱� Ꮫࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᐇ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࠋࡿࡵ�

�

第５章    特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，�

聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生�

 

（特別聴講学生） 

第 78 条� ࡢᏛ㸪▷ᮇᏛ㸦እᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛࠋࡴྵࢆ㸧ཪࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ

༠ᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᙜヱᏛ㸦Ꮫ㝔ࠋࡴྵࢆ㸧▷ᮇᏛཪࡣ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯࡢᏛ⏕࡛㸪ᮏᏛࡢ

ᤵᴗ⛉┠ࢆᒚಟࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪≉ู⫈ㅮᏛ⏕࡚ࡋチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ≉ู⫈ㅮᏛ⏕ࡣ࡚࠸ࡘ㸪༠ᐃᐃࡢࡢࡶࡿࡵ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎ཬࡧ◊✲⛉つ๎

࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（特別研究学生） 

第 79 条� Ꮫ㸦እᅜࡢᏛࠋࡴྵࢆ㸧ࡢᏛ㝔ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᙜヱᏛࡢᏛ⏕࡛㸪

ᮏᏛ࡚࠸࠾◊✲ᣦᑟࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡅཷࢆ㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕࡚ࡋチྍࡿࡍ
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�ࠋࡿ࠶ࡀࡇ

㸰� ≉ู◊✲Ꮫ⏕ࡣ࡚࠸ࡘ㸪༠ᐃᐃࡢࡢࡶࡿࡵ㸪㛵ಀࡢ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（科目等履修生） 

第 80 条� ᮏᏛࡀ㛤タ１ࡿࡍཪࡢᩘ「ࡣᤵᴗ⛉┠ࢆᒚಟࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪⛉┠

➼ᒚಟ⏕࡚ࡋチྍࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ�

㸰� ⛉┠➼ᒚಟ⏕ᑐࡣ࡚ࡋ㸪༢ࢆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼�

㸱� ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎ཬࡧ◊✲⛉つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（聴講生，研究生及び専攻生）  

第 81 条� ᮏᏛࡀ㛤タ１ࡿࡍཪࡢᩘ「ࡣᤵᴗ⛉┠ࢆ⫈ㅮࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪⫈ㅮ

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍチྍ࡚ࡋ⏕

㸰� ≉ᐃࡢ㡯ࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ✲◊࡚࠸ࡘ㸪◊✲⏕࡚ࡋチྍࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿ࠶

㸱� ᮏᏛᏛ㒊༞ᴗ⪅࡛㸪≉ᐃࡢᑓ㛛㡯࡚࠸ࡘᨷ✲ࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪ᑓᨷ

�ࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍチྍ࡚ࡋ⏕

㸲� ⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕ཬࡧᑓᨷ⏕ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࢀࡒࢀࡑ㛵ಀࡢᏛ㒊つ๎㸪◊✲⛉つ๎ཬࡧᑓ

ᨷ⏕つ๎࡛ᐃࠋࡿࡵ�

（授業料の⣡ᮇ） 

第 82 条� ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕ཬࡧᑓᨷ⏕ࡢᤵᴗ

ᙜࢆ㢠ࡿࡍᙜ┦月ศ㸴ࡣ月ศཪ㸪㸱ࡌᛂᅾᏛணᐃᮇ㛫ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡚࠸ࡘ⛉

ヱᮇ㛫ࡿࡅ࠾ᙜึࡢ月⣡ࡋࡢࡶࡿࡍ㸪ᅾᏛணᐃᮇ㛫ࡀ㸱月ᮍ‶ཪࡣ㸴月ᮍ

ࢀࡅ࡞ࡋ⣡月ࡢᙜึࡿࡅ࠾ᙜヱᮇ㛫ࢆ㢠ࡿࡍᙜ┦ᮇ㛫ศࡢࡑ㸪ࡣࡁࡿ࠶࡛‶

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ

（外国人特別学生） 

第 83 条� እᅜே࡛㸪➨ 10 ᮲㸪➨ 56 ᮲㸪➨ 58 ᮲ཪࡣ➨ 59 ᮲ࡢつᐃ࡛࠸࡞ࡽࡼ㸪እᅜே

≉ูᏛ⏕࡚ࡋᮏᏛࡢᏛ㒊ཪࡣᏛ㝔ධᏛࢆᚿ㢪ࡣࡁࡿ࠶ࡀ⪅ࡿࡍ㸪ᩍᤵࡢ㆟ࢆ

⤒࡚チྍࠋࡿࡍ�

㸰� ๓㡯ࡢᏛ⏕࡛㸪Ꮫ㒊ཪࡣᏛ㝔ࡢㄢ⛬ࢆಟࡣ⪅ࡓࡋ㸪➨ 49 ᮲ཪࡣ➨ 71 ᮲ᐃࡵ

�ࠋࡿࡍᤵࢆᏛࡿ

�

第６章    特 別 の 課 程 

 

第 83 条の２� ᮏᏛࡢᏛ⏕௨እࢆ⪅ࡢᑐ㇟࡚ࡋ㸪ἲ➨ 105 ᮲つᐃࡢู≉ࡿࡍㄢ⛬㸦௨ୗ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ成⦆ࢆ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⛬ㄢࡢู≉ࠕ

㸰� �ࠋࡿࡵᐃ㸪ูࡣ㡯࡞ᚲせࡋ㛵ᐇࡧ成ཬ⦆ࡢ⛬ㄢࡢู≉

�

� �
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第７章    授業料，入学料及び検定料の額 

 

（授業料，入学料及び検定料の額）  

第 84 条� ᮏᏛࡢᤵᴗᩱ㸪ධᏛᩱཬ᳨ࡧᐃᩱ㸦௨ୗࠕᤵᴗᩱ➼ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ㢠ࡣ㸪⚄ᡞ

Ꮫࡿࡅ࠾ᤵᴗᩱ㸪ධᏛᩱ㸪᳨ᐃᩱཬࡧᐤᐟᩱࡢ㢠㛵ࡿࡍつ⛬㸦平成 16 年㸲月１日ไ

ᐃ㸧ᐃࡓࢀࡽࡵ㢠ࠋࡿࡍ�

（授業料等のᚩ）�

第 84 条の２ ᅜ㈝እᅜே␃Ꮫ⏕ไᗘᐇせ㡯� 29 年㸱月 31 日ᩥ㒊⮧ᐃ�ᇶ࡙

�ࠋࡿࡍ㸪ᚩࡎࡽࢃつᐃࡢ㸪๓᮲ࡣ࡚࠸ࡘ➼ᤵᴗᩱࡢ⏕ᅜ㈝እᅜே␃Ꮫࡃ

㸰� ≉ู⫈ㅮᏛ⏕ཬࡧ≉ู◊✲Ꮫ⏕ࡢᤵᴗᩱ➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨ 82 ᮲ཬࡧ๓᮲ࡢつᐃ

➨㸪ࡎࡽࢃ 78 ᮲➨１㡯ཪࡣ➨ 79 ᮲➨１㡯ࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᚩࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸱� ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡕ࠺ࡢ㸪ᩍ⫱බົဨ≉ἲ㸦 24 年ἲᚊ➨１ྕ㸧➨ 22 ᮲➨㸰㡯ཪࡣ

➨㸱㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁᮏᏛὴ㐵ࡓࢀࡉᩍ⫱⫋ဨ㸦௨ୗࠕ⌧⫋ᩍ⫱⫋ဨࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢධ

Ꮫᩱཬ᳨ࡧᐃᩱࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨ 82 ᮲ཬࡧ๓᮲ࡢつᐃࡎࡽࢃ㸪ᚩࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡁ࡛

㸲� ⫈ㅮ⏕ཬࡕ࠺ࡢ⏕✲◊ࡧ㸪⌧⫋ᩍ⫱⫋ဨࡢᤵᴗᩱ➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪➨ 82 ᮲ཬࡧ๓᮲ࡢつ

ᐃࡎࡽࢃ㸪ᚩࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

㸳� Ꮫ㛗ࡢᢎㄆᇶ࡙࡛ࡲࡲࡢ⫋⌧ࡁ⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕ཪ࡚ࡋ⏕✲◊ࡣධᏛࡓࡋᮏ

Ꮫࡢ㝃ᒓᏛᰯᩍဨࡢᤵᴗᩱ➼ࡣ㸪ᚩࠋࡿࡍ�

㸴� እᅜே≉ูᏛ⏕ࡢᤵᴗᩱ➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪Ꮫ㛗ࡀㄆࡣࡁࡓࡵ㸪๓᮲ࡢつᐃࡽࢃ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㸪ᚩࡎ

�

第８章    教育職員免許状 

 

（教員の免許状授のᡤせ㈨᱁のྲྀᚓ） 

第 85 条� ᩍဨࡢචチ≧ᤵࡢᡤせ㈨᱁ྲྀࢆᚓࡣ⪅ࡿࡍ࠺ࡼࡋ㸪ᩍ⫱⫋ဨචチἲ㸦 24

年ἲᚊ➨ 147 ྕ㸧ཬࡧᩍ⫱⫋ဨචチἲ⾜つ๎㸦 29 年ᩥ㒊┬௧➨ 26 ྕ㸧ᐃࡿࡵ

ᡤせࡢ༢ࢆಟᚓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

㸰� ๓㡯ࡢつᐃࡾࡼᡤせ㈨᱁ྲྀࢆᚓ࡛ࡿࡁᩍဨࡢචチ≧ࡢ✀㢮➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪㛵ಀࡢᏛ

㒊つ๎ཬࡧ◊✲⛉つ๎ࡢᐃࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

附 則 

１� ➨㸪ࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⾜ࡽ㸪௧㸱年㸲月１日ࡣつ๎ࡢࡇ 13 ᮲ࡢ改正つᐃ୰㸪ᕤᏛ㒊

௧㸳年㸲月１日ࡣ㒊ศࡿಀ㸪ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊ࡽ௧㸲年㸲月１日ࡣ㒊ศࡿಀ

�ࠋࡿࡍ⾜ࡽ

㸰� 㸪௧㸱年㸱月ࡣつᐃࡢ50᮲➨ࡧ19᮲㸪➨20᮲㸪➨47᮲ཬ➨ࡢ改正ᚋࡿࡼつ๎ࡢࡇ

１日ࡽ㐺⏝ࠋࡿࡍ�
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㸱� ᾏ⛉Ꮫ㒊ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦⛉Ꮫ⛉㸪ᾏὒᏳ࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ⛉ཬࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜࡧ

㸪௧㸱年㸱月ࡎࡽࢃつᐃࡢ㸱᮲➨ࡢ㸪改正ᚋࡣ⛉Ꮫࢢࣥ 31 日ᙜヱᏛ⛉ᅾᏛ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ⥆㛫㸪Ꮡࡢ࡛ࡲ日ࡿ࡞ࡃ࡞ࡋᅾᏛ⛉ᙜヱᏛࡀ⪅ࡿࡍ

㸲� ௧㸱年ᗘࡽ௧㸳年ᗘࡢ࡛ࡲᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ⛉㸪ᾏ⛉Ꮫ㒊࣮ࣟࢢ

ᐃဨཬ⥲ࡢ⛉Ꮫࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜࡧᏛ⛉ཬ⛉࣒ࢸࢫࢩ㏦⛉Ꮫ⛉㸪ᾏὒᏳ㍺ࣝࣂ

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ⾲㸪㝃๎ูࡎࡽࢃつᐃࡢ⾲ูࡢ㸪改正ᚋࡣィྜࡢᐃဨ⥲ࡢᏛ㒊ࡧ

�

附則別⾲（附則第４㡯㛵ಀ） 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

年ᗘ� ༊ศ� ⥲ᐃဨ�

௧ 3 年ᗘ�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ⛉� 200�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� ̿�

Ꮫ㒊ィ� 200�

ᾏ⛉Ꮫ㒊�

�⛉㏦⛉Ꮫ㍺ࣝࣂ࣮ࣟࢢ 240�

ᾏὒᏳ࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ⛉� 120�

�⛉Ꮫࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ 240�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� 20�

Ꮫ㒊ィ� 620�

Ꮫ㒊ྜィ� 10�639�

௧ 4 年ᗘ�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ⛉� 400�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� ̿�

Ꮫ㒊ィ� 400�

ᾏ⛉Ꮫ㒊�

�⛉㏦⛉Ꮫ㍺ࣝࣂ࣮ࣟࢢ 160�

ᾏὒᏳ࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ⛉� 80�

�⛉Ꮫࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ 160�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� 20�

Ꮫ㒊ィ� 420�

Ꮫ㒊ྜィ� 10�627�

௧ 5 年ᗘ�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ⛉� 600�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� 10�

Ꮫ㒊ィ� 610�

ᾏ⛉Ꮫ㒊�

�⛉㏦⛉Ꮫ㍺ࣝࣂ࣮ࣟࢢ 80�

ᾏὒᏳ࣒ࢸࢫࢩ⛉Ꮫ⛉� 40�

�⛉Ꮫࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ 80�

3 年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� 10�

Ꮫ㒊ィ� 210�

Ꮫ㒊ྜィ� 10�615�
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別⾲ ᐜ定員 

1 学㒊 

༊ศ�
ධᏛᐃဨ�

2 年ḟ⦅�
ධᏛᐃဨ� 3年ḟ⦅ධᏛᐃဨ� ⥲ᐃဨ�

Ꮫ⛉ู� ィ� Ꮫ⛉ู� ィ� Ꮫ⛉ู� ィ� Ꮫ⛉ู� ィ�

ᩥ Ꮫ 㒊�ே ᩥ Ꮫ ⛉� 100� 100� � � � � 400� 400�

ᅜ 㝿 ே 㛫�
⛉ Ꮫ 㒊�

�⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ 140�

370�

� � � � 560�

1�500�
Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉� 100� � � 5� 5� 410�

⎔ ቃ ඹ ⏕ Ꮫ ⛉� 80� � � 3� 3� 326�

Ꮚ  ࡶ ᩍ ⫱ Ꮫ ⛉� 50� � � 2� 2� 204�

ἲ Ꮫ 㒊�ἲ ᚊ Ꮫ ⛉� 180� 180� � � 20� 20� 760� 760�

⤒ ῭ Ꮫ 㒊�⤒ ῭ Ꮫ ⛉� 270� 270� � � 20� 20� 1�120� 1�120�

⤒ Ⴀ Ꮫ 㒊�⤒ Ⴀ Ꮫ ⛉� 260� 260� � � 20� 20� 1�080� 1�080�

⌮ Ꮫ 㒊�

ᩘ Ꮫ ⛉� 28�

153� � �Ꮫ⛉ඹ㏻�
25� 25�

112�

662�

≀ ⌮ Ꮫ ⛉� 35� 140�

 Ꮫ ⛉� 30� 120�

⏕ ≀ Ꮫ ⛉� 25� 100�

ᝨ ᫍ Ꮫ ⛉� 35� 140�

་ Ꮫ 㒊�

་ Ꮫ ⛉� 100�

260�

5�

5�

�

�

625�

1�265�
ಖᏛ⛉�

┳ㆤᏛᑓᨷ� 80� � �

640�
᳨ᰝᢏ⾡⛉Ꮫᑓᨷ� 40� � �

⌮Ꮫ⒪ἲᏛᑓᨷ� 20� � �

సᴗ⒪ἲᏛᑓᨷ� 20� � �

ᕤ Ꮫ 㒊�

ᘓ ⠏ Ꮫ ⛉� 93�

565� � �Ꮫ⛉ඹ㏻�
20� 20�

372�

2�300�

ᕷ Ẹ ᕤ Ꮫ ⛉� 63� 252�

㟁 Ẽ 㟁 Ꮚ ᕤ Ꮫ ⛉� 93� 372�

ᶵ Ე ᕤ Ꮫ ⛉� 103� 412�

ᛂ ⏝  Ꮫ ⛉� 106� 424�

 ሗ ▱ ⬟ ᕤ Ꮫ ⛉� 107� 428�

㎰ Ꮫ 㒊�

㣗ᩱ⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩᏛ⛉� 36�

160� � �Ꮫ⛉ඹ㏻�
10�

10�

144�

660�㈨ ※ ⏕  ⛉ Ꮫ ⛉� 55� 220�

⏕  ᶵ ⬟ ⛉ Ꮫ ⛉� 69� 276�

ᾏὒᨻ⟇⛉Ꮫ㒊�ᾏ ὒ ᨻ ⟇ ⛉ Ꮫ ⛉� 200� 200� � � 10� 10� 820� 820�

ྜィ� �2�518� � 5� � 135� �10�567�

�

�

�

�

�
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別表　収容定員

１　学部

区分
入学定員 2年次編

入学定員　3年次編入学定員 総定員

学科別 計 学科別　計　 学科別 計 学科別 計
文 学 部 人 文 学 科 100 100 　 　 　 　 400 400

国 際 人 間
科 学 部

グローバル文化学科 140

370

　 　 560

1,500
発達コミュニティ学科 100 5 5 410
環 境 共 生 学 科 80 3 3 326
子 ど も 教 育 学 科 50 2 2 204

法 学 部 法 律 学 科 180 180 　 　 20 20 760 760
経 済 学 部 経 済 学 科 270 270 　 　 20 20 1,120 1,120
経 営 学 部 経 営 学 科 260 260 　 　 20 20 1,080 1,080

理 学 部

数 学 科 28

153 　 　
学科共通
25 25

112

662
物 理 学 科 35 140
化 学 科 30 120
生 物 学 科 25 100
惑 星 学 科 35 140

医 学 部

医 学 科 100

260

5

5 10

625

1,265保 健
学 科

看護学専攻 80 　 10

640
検査技術科学専攻 40 　
理学療法学専攻 20 　
作業療法学専攻 20 　

工 学 部

建 築 学 科 93

565 　 　
学科共通
20 20

372

2,300

市 民 工 学 科 63 252
電 気 電 子 工 学 科 93 372
機 械 工 学 科 103 412
応 用 化 学 科 106 424
情 報 知 能 工 学 科 107 428

農 学 部
食料環境システム学科 36

160 　 　
学科共通
10 10

144
660資 源 生 命 科 学 科 55 220

生 命 機 能 科 学 科 69 276

海事科学部
グローバル輸送科学科 80

200 　 　
学科共通
10 10

320
820海洋安全システム科学科 40 160

マリンエンジニアリング学科 80 320
合計 　 2,518 　 5 　 135 　 10,567

２　大学院

区分

入学定員 総定員
修士
課程

博士課程 専門職学
位課程

修士
課程

博士課程 専門職学
位課程前期 後期 　 前期 後期 　

専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計
専
攻
別
計

人文学
研究科

文 化 構 造 専 攻
　

17
44

8
20 　 　 　

34
88

24
60 　 　

社 会 動 態 専 攻 27 12 54 36
国際文
化学研
究 科

文 化 相 関 専 攻
　

18
47

6
15 　 　 　

36
94

18
45 　 　グ ロ ー バ ル

文 化 専 攻 29 9 58 27

人 間 
発 達 
環境学 
研究科

人 間 発 達 専 攻
　

51
91

11
17 　 　 　

102
178

33
51 　 　（1年履修コース） 4 　 4 　

人間環境学専攻 36 6 72 18

法 学
 研究科
法学政治学専攻 　 37 37 18 18

　 　 　
74 74 54 54

　 　
実 務 法 律 専 攻 　 80 80 　 240 240

経済学
研究科 経 済 学 専 攻 　 83 83 20 20 　 　 　 166 166 60 60 　 　

経営学
研究科

経 営 学 専 攻
　

51 51 32 32 　 　 　 102 102 96 96 　 　
現代経営学専攻 　 69 69 　 　 138 138

理 学 
研究科

数 学 専 攻

　

22

122

4

27 　 　 　

44

244

12

81 　 　
物 理 学 専 攻 24 5 48 15
化 学 専 攻 28 6 56 18
生 物 学 専 攻 24 6 48 18
惑 星 学 専 攻 24 6 48 18

医 学 
研究科

バ イ オ メ デ
ィ カ ル サ イ
エ ン ス 専 攻

25 25 　 　
　

50 50 　 　
　

医 科 学 専 攻 　 　 100 100 　 　 400 400
保健学
研究科 保 健 学 専 攻 　 64 64 25 25 　 　 　 128 128 75 75 　 　

工 学 
研究科

建 築 学 専 攻

　

64

316

8

42 　 　 　

128

632

24

126 　 　

市 民 工 学 専 攻 42 6 84 18
電 気 電 子
工 学 専 攻 64 8 128 24

機 械 工 学 専 攻 76 10 152 30
応 用 化 学 専 攻 70 10 140 30

システム
情 報 学
研 究 科

シ ス テ ム
科 学 専 攻　

　
28

73
3
12 　 　 　

56
146

9
36 　 　情 報 科 学 専 攻 21 3 42 9

計 算 科 学 専 攻 24 6 48 18
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農 学 
研究科

食 料 共 生 シ ス
テ ム 学 専 攻

　

26

120

5

23 　 　 　

52

240

15

69 　 　資 源 生 命
科 学 専 攻 42 8 84 24

生 命 機 能
科 学 専 攻 52 10 104 30

海 事 
科 学 
研究科

海 事 科 学 専 攻 　 75 75 11 11 　 　 　 150 150 33 33 　 　

国 際 
協 力 
研究科

国 際 開 発
政 策 専 攻

　

26

70

8

23 　 　 　

52

140

24

69 　 　国 際 協 力
政 策 専 攻 22 7 44 21

地 域 協 力
政 策 専 攻 22 8 44 24

科学技術
イノベー
シ ョ ン
研 究 科

科学技術イノベ
ー シ ョ ン 専 攻 40 40 10 10 　

　
　
　 80 30 3080　 　

　
　
　

合計 25 1,233 295 100 149 50 2,462 885 400 378
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２　 神 戸 大 学 共 通 細 則
（平成16 年４月１日制定）

　（入学志願）
第 １ 条　入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　入　学　願　書
　出身学校長の調査書又はこれに代わる書類
　写　　　　真
　その他の書類
　（合否の判定）
第 ２ 条　入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる
書類の成績等を総合して教授会が行う。

　（宣　　誓）
第 ３ 条　入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。
　私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。
　（成　　績）
第 ４ 条　授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及
び可を合格，不可をを不合格とする。

　秀（90 点以上）
　優（80 点以上90 点未満）
　良（70 点以上80 点未満）
　可（60 点以上70 点未満）
　不可（60 点未満）
２　秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。
　(1)　秀　学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。
　(2)　優　学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。
　(3)　良　学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。
　(4)　可　学修の目標を達成している。
　(5)　不可　学修の目標を達成していない。
　（学　生　証）
第 ５ 条　学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，
いつでも，これを提示しなければならない。

２　学生証は，入学したときに学長が発行する。
３　学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さな
いことがある。

４　学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効
期間が経過したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。
５　学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納し
なければならない。

－ �3 －

不合格とする。

農 学 
研究科

食 料 共 生 シ ス
テ ム 学 専 攻

　

26

120

5

23 　 　 　

52

240

15

69 　 　資 源 生 命
科 学 専 攻 42 8 84 24

生 命 機 能
科 学 専 攻 52 10 104 30

海 事 
科 学 
研究科

海 事 科 学 専 攻 　 75 75 11 11 　 　 　 150 150 33 33 　 　

国 際 
協 力 
研究科

国 際 開 発
政 策 専 攻

　

26

70

8

23 　 　 　

52

140

24

69 　 　国 際 協 力
政 策 専 攻 22 7 44 21

地 域 協 力
政 策 専 攻 22 8 44 24

科学技術
イノベー
シ ョ ン
研 究 科

科学技術イノベ
ー シ ョ ン 専 攻 40 40 10 10 　

　
　
　 80 30 3080　 　

　
　
　

合計 25 1,233 295 100 149 50 2,462 885 400 378

－ �3 －－ �� －－ 41 －



６　学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとす
る。

　（欠 席 届）
第 ６ 条　学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科
長に提出しなければならない。

　（学生登録票）
第 ７ 条　学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出し
なければならない。

　（身上異動・住所変更届）
第 ８ 条　学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所
等を含む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長
に提出しなければならない。

第 ９ 条　大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定
にかかわらず，各研究科において定めるものとする。

２　大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要がある
と認めるときは，各研究科において定めることができる。

　（健康診断）
第 10 条　学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
　（様　　式）
第 11 条　諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。
　　　 附　則
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

－ �� －

２

－ �� －

　　 　附　則
　この細則は，平成31年４月１日から施行する。

－ �� －

（中間附則は省略）
 附　則
この細則は，令和３年４月１日から施行する。

－ 42 －



６　学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとす
る。
　（欠 席 届）
第 ６ 条　学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科
長に提出しなければならない。
　（学生登録票）
第 ７ 条　学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出し
なければならない。
　（身上異動・住所変更届）
第 ８ 条　学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所
等を含む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長
に提出しなければならない。
第 ９ 条　大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定
にかかわらず，各研究科において定めるものとする。
２　大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要がある
と認めるときは，各研究科において定めることができる。
　（健康診断）
第 10 条　学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
　（様　　式）
第 11 条　諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。
　　　 附　則
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

－ �� －

２

（ ） （ ）
様式３号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

休　　学　　願

下記のとおり休学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ 

様式４号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

復　　学　　願

下記のとおり復学したいので御許可願います｡

記

１　理　由

２　復学年月日　　年　　月　　日

 注　病気の場合は健康診断書添付（復学意見書）添付のこと｡ 

様式１号

入　学　許　可　書

受験番号　　　　　番
氏　　名

神戸大学　 学部に入学を許可する｡ 

年　　月　　日 年　　月　　日

神戸大学長

A4 （297×210）

様式２号

宣　　誓　　書

A4 （297×210）

　私は､ 神戸大学の学生として学業に励み，

本学の規律を守ることを誓います｡

神　戸　大　学　長　殿

署　名

、

－ �� －－ �� －－ �� －－ 43 －



様式５号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
本人住所
氏　　名 印

退　　学　　願

下記のとおり退学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　退学年月日　　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ A4 （297×210）

様式７号

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名

欠　　席　　届

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

記

１　理　由

２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

注　疾病の場合は，診断書を添付のこと。

－ �� －－ �� －－ �3 －－ 44 －



様式５号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
本人住所
氏　　名 印

退　　学　　願

下記のとおり退学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　退学年月日　　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ A4 （297×210）

様式７号

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名

欠　　席　　届

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

記

１　理　由

２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

注　疾病の場合は，診断書を添付のこと。

－ �� －

■　注　意　事　項 

（シール貼付スペース）

１　本学学生は常にこの学生証を携帯し， 次の場合は，
　　これを提示しなければならない｡ 
　　(1)本学教職員の請求があった場合
　　(2)通学定期乗車券又は学生用割引乗車券の購入及び
　　　これによって乗車船し， 係員の請求があった場合
　　(3)本学図書館を利用する場合
　　　（表面顔写真下の数字は図書館利IDです。）
２　本証は他人に貸与又は譲渡してはならない｡ 
３　本証を紛失したとき， 又は記載内容に変更が生じた
　　ときは， 直ちに発行者に届け出ること｡ 
４　卒業， 退学等により学籍を離れたときは， 直ちに発行者に返納すること｡ 

神戸大学 〒657-8501 神戸市灘区六甲台 1-1　TEL（078）881-1212 （大代表）

様式６号

神 戸 大 学 学 生 証

写　　　真

所　　属
学籍番号
氏　　名
生年月日

上記の者は， 本学の学生であることを証明する｡ 

発行年月日　　　　年　　　月　　　日
有 効 期 限　　　　年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長

（生協組合番号）
（図書館利用ＩＤ）

（表）

（裏）

印

－ �� －－ �� －－ �� －－ 45 －



学　生　登　録　票
年　　月　　日提出

学　部
学　科

研究科

課　程

専　攻

（平成　　）年　 月　  日 入学・進学20 学籍番号

フリガナ

氏　　名

氏　　名

〒

本人との続柄（　　　　）

本人との続柄（　　　　　）

外国籍

左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

フリガナ
左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）
指導教員（該当者のみ）

19　　（　　　　）年　　月　　日生生年月日

自宅・下宿・寮・その他（　　　）
〒

住　　所

Eメールアドレス

＠
＠

大学が付与するアドレス以外を記入してください。現　住　所
（入学後の住所）

本人の勤務先等
（該当者のみ）

〔固定電話〕
〔携帯電話〕 単身・夫婦・家族

※留学生のみ○を入れてください。－

－

－

－

－ －
名称 電話

履

歴

学　　　歴

認定試験等
職　　　歴
そ　の　他

・
・
・
・
・

・　～　・

立　　　　　　　　　高等学校卒業

高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験　　年度　合格

年　　月

緊急時の連絡先

保護者等の住所
等

注　１．本人の氏名，生年月日は戸籍どおり（外国人は住民票どおり）正確に記入してください。
　　２．高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等（中退を含む。）まで記入してください。
　　３．在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，
　　　　所属学部又は研究科の担当係に提出してください。
　　４．この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学
　　　　中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿
　　　　作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

昭和
平成

携帯
ＰＣ

ローマ字
左詰で記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は１マス空けて記入）

都道
府県

住　所

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

都道
府県

※学生本人が
　独立生計者の場
　合は，世帯主の
　氏名・住所等を
　記入してくださ
　い。

※該当する□に
　チェックして
　ください。

□　上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要）
□　上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入）

氏　　名
フ リ ガ ナ

□　勤務先
□　自宅｛

様式８号
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学　生　登　録　票
年　　月　　日提出

学　部
学　科

研究科

課　程

専　攻

（平成　　）年　 月　  日 入学・進学20 学籍番号

フリガナ

氏　　名

氏　　名

〒

本人との続柄（　　　　）

本人との続柄（　　　　　）

外国籍

左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

フリガナ
左詰で記入してください。（姓と名の間は１マス空け，濁音・半濁音文字は１マスに記入）

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）
指導教員（該当者のみ）

19　　（　　　　）年　　月　　日生生年月日

自宅・下宿・寮・その他（　　　）
〒

住　　所

Eメールアドレス

＠
＠

大学が付与するアドレス以外を記入してください。現　住　所
（入学後の住所）

本人の勤務先等
（該当者のみ）

〔固定電話〕
〔携帯電話〕 単身・夫婦・家族

※留学生のみ○を入れてください。－

－

－

－

－ －
名称 電話

履

歴

学　　　歴

認定試験等
職　　　歴
そ　の　他

・
・
・
・
・

・　～　・

立　　　　　　　　　高等学校卒業

高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験　　年度　合格

年　　月

緊急時の連絡先

保護者等の住所
等

注　１．本人の氏名，生年月日は戸籍どおり（外国人は住民票どおり）正確に記入してください。
　　２．高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等（中退を含む。）まで記入してください。
　　３．在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，
　　　　所属学部又は研究科の担当係に提出してください。
　　４．この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学
　　　　中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿
　　　　作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

昭和
平成

携帯
ＰＣ

ローマ字
左詰で記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は１マス空けて記入）

都道
府県

住　所

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

〔固定電話〕
〔携帯電話〕

－

－

－

－

都道
府県

※学生本人が
　独立生計者の場
　合は，世帯主の
　氏名・住所等を
　記入してくださ
　い。

※該当する□に
　チェックして
　ください。

□　上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要）
□　上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入）

氏　　名
フ リ ガ ナ

□　勤務先
□　自宅｛

様式８号

－ �� －

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）

下記のとおり 身上異動・住所変更等 がありましたのでお届けします。

□改姓　□改名　□現住所等変更　□父母等の住所等変更　□その他の変更（ ）
記

（以下は，変更した事項のみ記入してください。）

身　上　移　動
（改姓，改名等）
現　　住　　所

本人の勤務先等
（該当者のみ）

ローマ字
左詰めで記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と
名の間は１マス空けて記入）

新

旧

異動年月日 年 月 日
※証明書類を必ず添付してください。

自宅・学生寮・その他（ ）

郵便番号 －

住　　所

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

勤務先名
電話 － －

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

Eメールアドレス（□携帯　□ＰＣ）
＠

大学が付与するアドレス以外を記
入してください。

本人との続柄

本人との続柄

郵便番号
－

緊急時の連絡先

保護者等の住所等

注　この身上異動・住所変更届に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適
切に取り扱うこととし，在学中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学か
ら連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

都道
府県

都道
府県

※ 学生本人が独
立生計者の場合
は世帯主の氏
名・住所等を記
入してください。 住　　所

□ 保護者等の住所等と同じ。（以下の記入不要）
□ 保護者等の住所等以外の連絡先がある。（以下に記入）

□ 勤務先
□ 自宅

神戸大学 学 部 長　殿
研究科長　殿

身 上 異 動 ・ 住 所 変 更 届
年　　月　　日届出

学　部
研究科

学籍番号

学　科
専　攻

課　程

課　程
フリガナ
氏　　名

様式９号

－ �� －－ �� －
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３　神戸大学学位規程
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　学位規則（昭和28 年文部省令第９号）第13 条第１項の規定により，神戸大学
（以下「本学」という。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成 16 年４ 
月１日制定。以下「教学規則」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。

　（学　　位）
第 ２ 条　本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。
　（学士の学位の授与の要件）
第 ３ 条　学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位の授与の要件）
第 ４ 条　修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者
　(2)　研究科の博士課程の前期課程を修了した者
　（博士の学位の授与の要件）
第 ５ 条　博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。
２　博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。
　(1) 　研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（こ

の確認を以下「学力の確認」という。）
　(2) 　研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。
　（専門職学位の授与の要件）
第 ６ 条　専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
　(1)　研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者
　(2)　研究科の法科大学院の課程を修了した者
　（研究科の在学者の論文等提出手続）
第 ７ 条　研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第67条に規定する特定の課題につ
いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。

２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
３　学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものと
する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。

４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しく
は標本等の資料その他を提出させることがある。

５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。
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３　神戸大学学位規程
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いての研究成果は，当該研究科長に提出するものとする。
２　博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。
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する。ただし，参考として他の論文を附加して提出することを妨げない。
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５　第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，
各研究科において別に定める。
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　（研究科の在学者の論文審査）
第 ８ 条　研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会にお
いて当該研究科の教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を 
行わせるものとする。

２　研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授
会において当該研究科の教授及び准教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，修
士論文又は研究の成果の審査を行わせるものとする。ただし，少なくとも教授１人を含
めなければならない。

３　教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第
１項の審査委員のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しく
は研究所等の教員等を，修士論文又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほ
か，当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等
の教員等を審査委員に加えることができる。

４　教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者
（修士論文又は研究の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授
及び准教授以外の者）にも調査を委嘱することができる。

　（研究科の在学者の最終試験）
第 ９ 条　審査委員及び前条第４項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は
研究の成果を中心として，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試 
験を行う。

２　最終試験の期日は，その都度公示する。
　（博士課程を経ない者の学位論文の提出手続）
第 10 条　第５条第２項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料 57,000 円を
添え，学位申請書，論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て 
学長に提出するものとする。

２　本条の規定による論文の提出については，第７条第３項及び第４項の規定を準用する。
　（博士課程を経ない者の論文審査及び試験）
第 11 条　学長は，前条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究
科長にその論文の審査を付託し，研究科長は，第８条の規定に準じて論文の審査を， 
第９条の規定に準じて試験を行わせるものとする。

２　前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。た
だし，特別の理由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長するこ
とができる。

　（博士課程を経ない者の学力の確認）
第 12 条　研究科長は，前条第１項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，
教授会において学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。

２　学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者
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　（審査結果の報告）
第 16 条　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専
門職学位を授与すべきものについて，学長に申請するものとする。

２　前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
　(1)　授与しようとする学位（専攻分野の名称を付記したもの）
　(2)　授与しようとする年月日
　(3)　博士の場合は，第５条第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
　(4)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
　(5)　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
　(6)　第５条第２項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した

機関に関する事項
３　研究科長は，前条第１項の教授会の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職学
位を授与すべきでない者については，その旨を学長に申請するものとする。

の学歴，業績等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略すること
ができる。

３　学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させ
ることがある。

４　教授会が学力の確認の議決をする場合には，第15 条第２項の規定を準用する。
　（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）
第 13 条　研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の 
授与を受けようとするときは，前３条の規定による。

２　前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第
５条第１項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。

　（論文及び審査料の不返還）
第 14 条　提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを
問わず返還しない。

２　提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。
　（修士及び博士の学位授与の決定）
第 15 条　研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報
告に基づいて，また第 12 条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第２項に該当
する者については，論文審査及び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授
与すべきか否かの審議を行わせるものとする。

２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を
授与すべきものと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛
成があることを要する。
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　（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）
第 13 条　研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の 
授与を受けようとするときは，前３条の規定による。

２　前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第
５条第１項に該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。

　（論文及び審査料の不返還）
第 14 条　提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを
問わず返還しない。

２　提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。
　（修士及び博士の学位授与の決定）
第 15 条　研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報
告に基づいて，また第 12 条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第２項に該当
する者については，論文審査及び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授
与すべきか否かの審議を行わせるものとする。

２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を
授与すべきものと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛
成があることを要する。
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　（学位の授与）
第 17 条　学長は，第３条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与
する。

２　学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授
与を決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して
当該学位を授与し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知す
る。

３　前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報
告する。

　（審査要旨の公表）
第 18 条　本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月
以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をイ
ンターネットの利用により公表する。

　（学位論文の公表）
第 19 条　博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，
当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士
の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りではない。

２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない理由がある場
合には，当該教授会の議を経て，当該論文の学位の授与に係る論文の全文に代えてその
内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は，その論文の
全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，原則として神戸大学学
術成果リポジトリの利用により行うものとする。

　（専攻分野等の名称等）
第 20 条　学士の学位を授与するに当たっては，別表第１に掲げる専攻分野の名称を付記
するものとする。

２　修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第２に掲げる専攻分野の名称を付
記するもとする。

３　専門職学位の名称は，別表第 3 に掲げるとおりとする。
４　別表第４に掲げる学位プログラムを修了した者に修士の学位を授与するに当たって
は，第２項に規定する専攻分野の名称とともに，当該学位プログラムの名称を付記する
ものとする。

５　教学規則第 65 条第２項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を
授与するに当たっては，博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。

　（学位の名称）
第 21 条　本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学
の文字を付記するものとする。
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　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）
第 22 条　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により
当該学位の授与を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議
会の議を経て，その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。

２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があ
ったときは，前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。

３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
　（様　　式）
第 23 条　学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
　（補　　則）
第 24 条　この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。
　　　附　則
１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。
２　この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以
後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後
の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。

－ �� －

　　附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。
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　　　附　則
１  この規程は，令和３年４月１日から施行する。
２  この規程施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和３年４月１日以
後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後
の別表第１の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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　（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）
第 22 条　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により
当該学位の授与を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議
会の議を経て，その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。
２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があ
ったときは，前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。
３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
　（様　　式）
第 23 条　学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
　（補　　則）
第 24 条　この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。
　　　附　則
１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。
２　この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以
後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後
の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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　　附　則
この規程は，平成30年４月１日から施行する。

別表 第１（第20条第１項関係）
学士の学位に付記する専攻分野の名称

学　部　名　等 専攻分野の名称
文 学 部 文学
国 際 人 間 科 学 部 学術又は教育学
法 学 部 法学
経 済 学 部 経済学
経 営 学 部 経営学又は商学
理 学 部 理学
医 学 部 医 学 科 医学
医 学 部 保 健 学 科 看護学，保健衛生学又は保健学
工 学 部 工学
農 学 部 農学
海 事 科 学 部 海事科学

別表 第２（第20条第２項関係）
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称

研　究　科　名
専攻分野の名称

修　　　　士 博　　　士
人 文 学 研 究 科 文学 文学又は学術
国 際 文 化 学 研 究 科 学術 学術
人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学
法 学 研 究 科 法学又は政治学 法学又は政治学
経 済 学 研 究 科 経済学 経済学
経 営 学 研 究 科 経営学又は商学 経営学又は商学
理 学 研 究 科 理学 理学又は学術
医 学 研 究 科 バイオメディカルサイエンス 医学
保 健 学 研 究 科 保健学 保健学
工 学 研 究 科 工学 工学又は学術

システム情報学研究科 システム情報学又は工学
システム情報学，工学，学術又 
は計算科学

農 学 研 究 科 農学 農学又は学術
海 事 科 学 研 究 科 海事科学 海事科学，工学又は学術
国 際 協 力 研 究 科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学
科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション ―

別表 第３（第20条第３項関係）
専門職学位の名称

研　究　科　名 学位の名称
法 学 研 究 科 法務博士（専門職）
経 営 学 研 究 科 経営学修士（専門職）

別表 第４（第20条第４項関係）
EUエキスパート人材育成プログラム

科学技術イノベーション

－ �� －－ �� －－ �� －

海洋政策科学又は商船学海 洋 政 策 科 学 部
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別記様式第１ （第３条により学位を授与する場合）

○第　　　　　号

学　　　位　　　記
氏　　　　　　名
年　　月　　日生

　本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業したので
 学士 （○○） の学位を授与する

年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長　　　　　　　　　　氏　　　　名　　印

別記様式第２ （第４条第１号により学位を授与する場合）
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別記様式第１ （第３条により学位を授与する場合）

○第　　　　　号

学　　　位　　　記
氏　　　　　　名
年　　月　　日生

　本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業したので
 学士 （○○） の学位を授与する

年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長　　　　　　　　　　氏　　　　名　　印

別記様式第２ （第４条第１号により学位を授与する場合）
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別記様式第３ （第４条第２号により学位を授与する場合）
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別記様式第４ （第４条第４号により学位を授与する場合で，別表第４に掲げるプログラム
名称を付記するもの）
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別記様式第５ （第５条第１項により学位を授与する場合）
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別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）
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別記様式第 6（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの）
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別記様式第５ （第５条第１項により学位を授与する場合）
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別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 

ろ 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を

授
与
す
る

別記様式第 6（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの）
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別記様式第７ （第６条第１号により学位を授与する場合）
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年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職

大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修
士 

（
専

門
職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 
ろ 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を

授
与
す
る
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　of　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第９（第４条から第６条により学位を授与する場合（英文学位記））

学章

大学印

別記様式第８ （第６条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

法 
第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士 

（
専
門

職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　of　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第９（第４条から第６条により学位を授与する場合（英文学位記））

学章

大学印

別記様式第８ （第６条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

法 

第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
学
印

氏

　
　
　
　
　
　
　

名

　

年

　
　

月

　
　

日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士 

（
専
門

職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

9

10
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

and ☆
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　of　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第10（第４条第２号により学位を授与する場合で，別表第４に掲げるプログラム
名称を付記するもの（英文学位記）

備考　☆には，別表第４に掲げるプログラム名称を付記する。

学章

大学印

11

別記様式第12（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの（英文学位記））

KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

○○○○○○○　of　○○○○○○○
UPON

○○○○　○○○○

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

学章

大学印
○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○
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別記様式第11

○○研究科長　　　殿
年　　月　　日

学籍番号

氏　　　　　名　　印

学 位 論 文 審 査 願

　神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたしますから審
査をお願いします｡ 

記
学　位　論　文　　　　　　　　通

論　文　目　録　　　　　　　　通

別記様式第12

年　　月　　日

神戸大学長　　殿
氏　　　　　名　　印

学　　位　　申　　請　　書
　神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添
え博士 （○○） の学位の授与を申請いたします｡ 

備考　退学者が再入学しないで学位を申請する場合には ｢第10条｣ を ｢第13
条｣ に読み替えるものとする｡ 

13

14
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別記様式第11

○○研究科長　　　殿
年　　月　　日

学籍番号

氏　　　　　名　　印

学 位 論 文 審 査 願

　神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたしますから審
査をお願いします｡ 

記
学　位　論　文　　　　　　　　通

論　文　目　録　　　　　　　　通

別記様式第12

年　　月　　日

神戸大学長　　殿
氏　　　　　名　　印

学　　位　　申　　請　　書
　神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添
え博士 （○○） の学位の授与を申請いたします｡ 

備考　退学者が再入学しないで学位を申請する場合には ｢第10条｣ を ｢第13
条｣ に読み替えるものとする｡ 

13

14
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別記様式第14

学

　
　
　

位

　
　
　

簿

博
士 

（
○
○
）

備
考

　

学
位
簿
の
表
紙
に
は
、
学
位
簿
と
標
記
し
、
博
士
の
専
攻
分
野
の
名
称
の
順
に
登
録
す
る
。

契

　

印

番

　

号

授

　

与
年
月
日

取
扱

者
印

氏

　
　

名

論

　

文

　

題

　

目

別記様式第13

論　　文　　目　　録
年　　月　　日

氏　　　　　名　　印
論　文
　１　題　目
　２　印刷公表の方法及び時期
　　　　　方　法
　　　　　時　期
　３　冊　数　　　　　冊
参考論文
　１　題　目
　２　冊　数　　　　　冊

15

16

－ �3 －－ �3 －－ �� －
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月
年

氏

名

論

文

題

目
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４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。

 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。

　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。

 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。

 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

－ �� －－ �� －

４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。
 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。
　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。

 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。

 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

－ �� －－ �� －－ �� －－ 62 －



４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。

 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。

　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。
 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

－ �� －

２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。
 （表彰の時期）
第 ６ 条　表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第２条
第２号に該当する表彰については，原則として毎年３月に行うものとする。

 （事　務）
第 ７ 条　表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。
 （雑　則）
第 ８ 条　この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事
項は，別に定める。

　　　　附　　則
　この規程は，平成 17 年４月１日から施行し，施行日以後の学生及び学生団体の活動に
ついて適用する。

　別記様式第１，２（略）

－ �� －－ �� －

　　　附　則
　この規程は，平成25年７月１日から施行する。

　別記様式大１，２（略）

－ �� －

別記様式第 1，２（略）
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。

　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。

　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。

２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。

３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。

　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。

　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。

　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。

　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。

２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。

３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。

　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。

　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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最終改正　平成 22 年３月 23 日
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。

　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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もに，補佐人を指名し，その補佐を受けることができる。
３　弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は
弁明書を提出しなかった場合は，この権利を放棄したものとみなす。

　（懲戒処分の決定）
第 ７ 条　学長は，第４条第３項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会（以
下「評議会」という。）の議を経て，懲戒処分を決定する。
２　評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を
行う場合においては，前条の規定を準用する。
　（懲戒処分の通知）
第 ８ 条　学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。
２　懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより
行う。ただし，交付の不可能な場合には，他の適当な方法により通知する。
　（懲戒の発効）
第 ９ 条　懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，
この限りでない。
　（無期停学の解除）
第 10 条　教授会は，無期停学の学生について，その発効日から起算して６月を経過し
た後，停学の解除が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議することが 
できる。
２　学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。
　（異議申立て）
第 11 条　懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があると
きは，懲戒の発効日から起算して 14 日以内に，文書により学長に異議申立てを行うこ
とができる。
２　学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものと
する。
３　評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するも
のとする。

　（読替規定）
第 12 条　この規則の大学院学生への適用に当たっては，｢学部」を「研究科」に，｢教 
授会」を「教授会（文学研究科及び文化学研究科にあっては研究科委員会 )」に読み替
えるものとする。

　　　附　則
　この規則は，平成 22 年４月１日から施行し，改正後の神戸大学学生懲戒規則の規定は，
施行日以後に第７条第１項の規定により決定される懲戒処分から適用する。
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５　神戸大学学生懲戒規則
（平成16 年４月１日制定）

　（趣　　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条の２（第 72
条において準用する場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める
ものとする。
　（懲　　　戒）
第 ２ 条　懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行
われるものとする。
　（懲戒の内容）
第 ３ 条　懲戒の内容は，次のとおりとする。
　(1)　訓告　文書により注意を与え，将来を戒めること。
　(2)　停学　有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。
　　イ 　本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学

の管理する電子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退
去を命ぜられない限り，本学の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除
く。）。

　　ロ　本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。
　(3)　懲戒退学　命令により退学させ，再入学を認めないこと。
　（懲戒の発議）
第 ４ 条　懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の
所属学部の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の
要否等について審議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教
授会に対し意見を述べることができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及
び懲戒処分案を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
　（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）
第 ５ 条　懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き 
起こされた場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し， 
調整するものとする。

　（弁　　明）
第 ６ 条　教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨
を告知し，口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

２　当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとと
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　　　附　則
　この規則は，平成 27 年４月１日から施行する。
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神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ
（平成16 年４月１日　教育研究評議会決定）

　神戸大学学生懲戒規則は，これまでともすれば不明確なままに運用されてきた懲戒に関
する手続を透明化し，あわせて学生に対して手続的な権利を認めることにより，懲戒処分
にふさわしい適正な手続を定めるものである。
　このような手続の適正化，透明化を図るに当たっては，懲戒処分に該当する行為それ自
体もあらかじめ明確に特定しておくことが望まれることから，懲戒規則の制定にあわせて，
次の申合せを行うものとする。
１　懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。
　　(1)　学生の本分に反する重大な犯罪行為
　　(2)　本学の教職員又は学生に対する暴力行為
　　(3)　本学の施設・設備への重大な破壊行為
　　(4)　本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為
　　(5)　その他前各号に準ずる行為
２　教育研究機関としての大学のなす懲戒は，教育的な配慮から慎重に行われなければな
らず，学生の自主的な活動に対しては，特に慎重な配慮が加えられなければならない。

３　申合せ第１項は，懲戒対象行為を限定し，その明確化を図ることを旨とし，従来了解
されてきたその範囲を拡大するものではない。
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神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ
（平成16 年４月１日　教育研究評議会決定）

　神戸大学学生懲戒規則は，これまでともすれば不明確なままに運用されてきた懲戒に関
する手続を透明化し，あわせて学生に対して手続的な権利を認めることにより，懲戒処分
にふさわしい適正な手続を定めるものである。
　このような手続の適正化，透明化を図るに当たっては，懲戒処分に該当する行為それ自
体もあらかじめ明確に特定しておくことが望まれることから，懲戒規則の制定にあわせて，
次の申合せを行うものとする。
１　懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。
　　(1)　学生の本分に反する重大な犯罪行為
　　(2)　本学の教職員又は学生に対する暴力行為
　　(3)　本学の施設・設備への重大な破壊行為
　　(4)　本学の教育・研究活動に対する重大な妨害行為
　　(5)　その他前各号に準ずる行為
２　教育研究機関としての大学のなす懲戒は，教育的な配慮から慎重に行われなければな
らず，学生の自主的な活動に対しては，特に慎重な配慮が加えられなければならない。

３　申合せ第１項は，懲戒対象行為を限定し，その明確化を図ることを旨とし，従来了解
されてきたその範囲を拡大するものではない。
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６　神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則

（平成25年10月29日制定）

（趣　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 77 条の２第３項
の規定に基づき，神戸大学において実施する神戸大学 EUエキスパート人材養成プログ
ラム（以下「プログラム」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（プログラムの目的）
第 ２ 条　プログラムは，EU（欧州連合（European Union）をいう。以下同じ。）に関連
した専門的知識，学際的知識及び異文化への深い理解とコミュニケーション能力を有
し，日本と EUが抱える共通の諸課題に取り組む意志力と問題解決能力を備えた専門的
人材を学士課程及び博士課程前期課程（以下「前期課程」という。）を通じて養成する
ことを目的とする。

（対象とする学生及びプログラムの構成）
第 ３ 条　プログラムは，国際人間科学部，法学部及び経済学部並びに国際文化学研究科，
法学研究科及び経済学研究科に所属する学生に履修させることができる。

２　プログラムは，学部プログラム及び大学院プログラムにより構成するものとする。
（プログラム責任者）
第 ４ 条　プログラムにプログラム責任者を置き，国際連携推進機構国際教育総合センタ
ー長をもって充てる。

２　プログラム責任者は，プログラムに関する事項を総括する。
（標準履修年限）
第 ５ 条　学部プログラムにおける標準履修年限は，学部第２年次から第４年次までの３
年間とする。

２　大学院プログラムの標準履修年限は，前期課程の２年間とする。
（学部プログラムの履修申請）
第 ６ 条　学部プログラムの履修を希望する者（以下「学部履修志願者」という。）は，所
定の期日までに履修申請書を所属する学部の長を経て，プログラム責任者に提出しなけ
ればならない。

（学部プログラムの履修許可）
第 ７ 条　プログラム責任者は，学部履修志願者に対する所属学部の選考を経て，履修者
を決定する。
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（大学院プログラムの履修申請）
第 ８ 条　大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）
は，所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提
出しなければならない。

（大学院プログラムの履修許可）
第 ９ 条　プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履
修者を決定する。

（授業科目等）
第 10 条　学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）
第 11 条　大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，
大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教
授とする。ただし，必要があるときは，神戸大学 EUエキスパート人材養成プログラム
運営会議（以下「運営会議」という。）が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充
てることができる。

（履修届の提出）
第 12 条　第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。

２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所
属研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。

（大学院授業科目の履修）
第 13 条　学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望して
いる場合に限り，別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。

 （海外協定校への留学）
第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修し
なければならない。

２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，
当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければな
らない。

－ �� －－ �� －－ �� －

第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，欧州圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修
しなければならない。

２  大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，欧州圏の大学に留学
し，当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなけれ
ばならない。

３  前２項に規定する欧州圏の範囲は，別に定める。
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（学部プログラムの修了要件等）
第 15 条　学部プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 32 単位以上を
修得し，かつ，前条第１項に規定する外国の大学において４単位以上を修得しなければ
ならない。

２　学部プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（大学院プログラムの修了要件等）
第 16 条　大学院プログラムの修了要件は，第 10 条に規定する授業科目から 30 単位以上

２　大学院プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（修了証書）
第 17 条　学部プログラムを修了した者及び大学院プログラムを修了した者には，修了証
書を授与する。

（学位の授与）
第 18 条　学位審査及び学位の授与については，神戸大学学位規程（平成16年４月１日制
定）及び実施研究科の定めるところによる。

（履修の辞退）
第 19 条　学部履修学生又は大学院履修学生がプログラムの履修の辞退を特に希望する場
合は，プログラム責任者に願い出て，許可を得なければならない。

（各学部規則及び各研究科規則の適用関係）
第 20 条　この規則に定めるもののほか，修学上の必要な事項については，所属学部が定
める学部規則又は所属研究科が定める研究科規則の規定によるものとする。

（雑　則）
第 21 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，運営会議
の議を経て，プログラム責任者が定める。

　　　附　則（平成29年３月31日）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
２　国際文化学部が存続する間，改正後の第３条第１項中「国際人間科学部」とあるのは，
「国際文化学部，国際人間科学部」と読み替えるものとする。

－ �� －

　大学院プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から30単位以上を
修得し，かつ，第14条第２項に規定する外国の大学院の修士課程を修了し，かつ，必要
な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終
試験に合格することとする。

11

（大学院プログラムの履修申請）
第 ８ 条　大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）
は，所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提
出しなければならない。

（大学院プログラムの履修許可）
第 ９ 条　プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履
修者を決定する。

（授業科目等）
第 10 条　学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）
第 11 条　大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，
大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教
授とする。ただし，必要があるときは，神戸大学 EUエキスパート人材養成プログラム
運営会議（以下「運営会議」という。）が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充
てることができる。

（履修届の提出）
第 12 条　第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。

２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）
は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所
属研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。

（大学院授業科目の履修）
第 13 条　学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望して
いる場合に限り，別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。

 （海外協定校への留学）
第 14 条　学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学
部との協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修し
なければならない。

２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，
所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，
当該大学院の修士課程に在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければな
らない。

－ �� － － �� －

雑　則

－ �� －

　　　附　則
 この規程は，令和２年７月28日から施行する。
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７　神戸大学大学教育推進機構規則等
（1）　神戸大学大学教育推進機構規則

 （平成 17 年４月１日制定） 
最終改正　令和３年３月 30 日

（㊃ࠉ᪨）

第㸯条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成 16 年４月１日制定）第２条の２
第３項の規定に基づき，神戸大学大学教育推進機構（以下「機構」という。）の目的，
組織，運営等について定めるものとする。

（目ࠉⓗ）

第２条　機構は，大学教育の推進を図ることを目的とする。
（⧊ࠉ⤌）

第㸱条　機構に，次の組織を置く。
(1)　大学教育推進本部
(2)　国際教養教育院
(3)　国際コミュニケーションセンター（以下「センター」という。）
(4)　大学教育研究推進室
２　大学教育推進本部，国際教養教育院，センター及び大学教育研究推進室の業務内容は，
次の表に掲げるとおりとする。

組織名称 業務内容

大学教育推進本部

・ 学士課程・大学院課程教育の推進のための全学的な取組の企画・立案
に関すること。 

・ 大学教育の内部質保証及びファカルティ・ディベロップメントの全学
的な推進に関すること。 

・ 専門教育と全学共通教育の連携に関すること。  
・ 高度教養科目の企画運営に関すること。
・ 大学教育のグローバル化の推進に関すること。
・ その他推進本部の業務を実施するために必要なこと。

国際教養教育院

・ 全学共通授業科目の企画運営に関すること。 
・ 全学共通授業科目の実施及び担当教員に関すること。 
・ 全学共通授業科目の内部質保証及びファカルティ・ディベロップメン
トに関すること。 

・ 全学共通授業科目と専門科目との有機的連携に関すること。
・ 国際教養教育院が開講する高度教養科目の実施及び担当教員に関する
こと。

・ 国際教養教育院が開講する高度教養科目の内部質保証及びファカルテ
ィ・ディベロップメントに関すること。
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国際コミュニケーショ
ンセンター

・ 外国語に関する研究・調査に関すること。
・ 全学の外国語教育に関する研究・調査並びに企画立案に関すること。
・ 外国語教育環境の整備に関すること。 
・ 外国語教育に係る支援に関すること。
・ その他センターの業務を実施するために必要なこと。 

大学教育研究推進室

・ 大学教育の推進に係る調査研究に関すること。 
・ 大学教育の全学的な取組の提案及び支援に関すること。
・ 大学教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントの提案及
び支援に関すること。

・ 神戸大学大学教育推進機構国際教養教育委員会規程（平成 27 年 4 月 1
日制定）第 7条第 1項に定める専門委員会に関すること。

・ その他推進室の業務を実施するために必要なこと。
（職ࠉ員）

第４条　機構に，次の職員を置く。 
(1)　機構長
(2)　副機構長
(3)　大学教育推進本部長
(4)　国際教養教育院長
(5)　国際コミュニケーションセンター長（以下「センター長」という。）
(6)　大学教育研究推進室長
(7)　大学教育推進本部副本部長
(8)　国際教養教育院副院長
(9)　国際コミュニケーションセンター副センター長（以下「副センター長」という。）
(10)　教授，准教授，講師，助教及び助手
(11)　その他の職員

（ᶵᵓ㛗）

第５条　機構長は，機構の業務を総括する。
（ᶵᵓ㛗）

第６条　副機構長は，国際教養教育院長をもって充てる。
２　副機構長は，機構長の職務を補佐する。
（学教育᥎㐍ᮏ㒊㛗）

第７条　大学教育推進本部長は，機構長をもって充てる。
２　大学教育推進本部長は，大学教育推進本部の業務を総括する。
（国㝿教㣴教育㝔㛗）

第８条　国際教養教育院長は，国際教養教育院の業務を総括する。
（国㝿࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㛗）

第㸷条　センター長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
２　センター長は，国際コミュニケーションセンターの業務を総括する。
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（学教育研究᥎㐍ᐊ㛗）

第 10 条　大学教育研究推進室長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもっ
て充てる。

２　大学教育研究推進室長は，大学教育研究推進室の業務を総括する。
（学教育᥎㐍ᮏ㒊ᮏ㒊㛗）

第 11 条　大学教育推進本部副本部長は，本学の専任の教授をもって充てる。
２　大学教育推進本部副本部長は，大学教育推進本部長の職務を補佐する。
（国㝿教㣴教育㝔㝔㛗）

第 12 条　国際教養教育院副院長は，センター長をもって充てる。
２　国際教養教育院副院長は，国際教養教育院長の職務を補佐する。
（国際コミュニケーションセンター副センター長）
第 13 条　副センター長は，機構に主に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
２　副センター長は，センター長の職務を補佐する。
（大学教育推進本部グローバル教育推進室長）
第 14 条　大学教育推進本部グローバル教育推進室長（以下「グローバル教育推進室長」
という。）は，本学の専任の教授をもって充てる。

２　グローバル教育推進室長は，グローバル教育推進室の業務を総括する。
（国際教養教育院教養教育支援室長）
第 15 条　国際教養教育院教養教育支援室長（以下「教養教育支援室長」という。）は，教
育院長をもって充てる。

２　教養教育支援室長は，教養教育支援室の業務を総括する。
（ᮇࠉ௵）

第16条　第９条から第11条まで，第13条及び第 14条に規定する職員の任期は，2年とし，
再任を妨げない。ただし，当該職員が任期満了前に辞任し，又は欠員となった場合の後
任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（教育⏬ᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ）

第 17 条　グローバル教育推進室に教育企画担当コーディネーターを置き，本学の職員を
もって充てる。

２　教育企画担当コーディネーターは，関係部局（経済社会の発展を牽引するグローバル
人材育成支援における関係部局をいう。以下次条において同じ。）との連携による各種
研修会等の企画・調整を行うとともに，共通教育と専門教育との連携・調整に関する業
務を行う。

（␃学ᨭᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ）

第 17 条の 2　グローバル教育推進室に留学支援担当コーディネーターを置き，本学の職
員をもって充てる。

２　留学支援担当コーディネーターは，関係部局との連携による海外留学プログラムの支
援を行い，海外留学情報の一元的な集約・発信・広報に努める。
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（⚄ᡞグロ࣮ࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂプログラムᢸᙜ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ �

第 18 条　大学教育研究推進室に神戸グローバルチャレンジプログラム担当コーディネー
ターを置き，本学の職員をもって充てる。
２　神戸グローバルチャレンジプログラム担当コーディネーターは，関係部局との連携に
よる神戸グローバルチャレンジプログラムのコースの企画・立案及び受入先との交渉・
調整を行う。

（学教育᥎㐍ጤ員）

第 19 条　機構に，機構の業務及び運営に関する事項について審議するため，神戸大学大
学教育推進機構大学教育推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。
２　推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
（学教ົጤ員）

第 20 条　大学教育推進本部に，大学教育の全学的な運営，実施等について審議するため，
神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会（以下「全学教務委員会」という。）を置く。
２　全学教務委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
（学ホ౯࣭㹄㹂ጤ員）

第 21 条　大学教育推進本部に，大学教育の内部質保証に係る全学的な点検・評価及びフ
ァカルティ・ディベロップメントの実施等について審議するため，神戸大学大学教育推
進機構全学評価・ＦＤ委員会（以下「全学評価・ＦＤ委員会」という。）を置く。
２　全学評価・ＦＤ委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
（⚄ᡞグロ࣮ࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂプログラムጤ員）

第 22 条　大学教育推進本部に，神戸グローバルチャレンジプログラムについて審議する
ため，神戸大学大学教育推進機構神戸グローバルチャレンジプログラム委員会（以下「グ
ローバルチャレンジプログラム委員会」という。）を置く。
２　グローバルチャレンジプログラム委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定
める。

（グロ࣮ࢫࣃࣥࣕ࢟ࢫ࢚ࣥࢧࣝࣂጤ員）

第 22 条の 2　大学教育推進本部に，グローバルサイエンスキャンパスについて審議する
ため，神戸大学大学教育推進機構グローバルサイエンスキャンパス委員会（以下「グロ
ーバルサイエンスキャンパス委員会」という。）を置く。
２　グローバルサイエンスキャンパス委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定
める。

（国㝿教㣴教育ጤ員）

第 23 条　国際教養教育院に，全学共通教育の運営，実施，内部質保証等について審議す
るため，神戸大学大学教育推進機構国際教養教育委員会（以下「国際教養教育委員会」
という。）を置く。
２　国際教養教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
（国㝿࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㐠Ⴀጤ員）

第 24 条　センターに，センターの運営，業務等について審議するため，神戸大学大学教
育推進機構国際コミュニケーションセンター運営委員会（以下「センター運営委員会」
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という。）を置く。
２　センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。
（⤌⧊の㛗の㑅⪃）

第 25 条　第４条第 5号から第 11 号（第８号を除く。）までの職員及び第 29 条第４項に規
定する教育部会長の選考は，大学教育推進委員会の議を経て，学長が行う。

（㒊ࠉ㛛）

第 26 条　国際教養教育院に，次の部門を置く。
(1)　教養教育部門
(2)　外国語教育部門

２　前項の部門に，部門長を置く。
（教㣴教育㒊㛛㛗）

第 27 条　教養教育部門長は，国際教養教育院長をもって充てる。
２　教養教育部門長は，教養教育部門の業務を総括する。
（外国ㄒ教育㒊㛛㛗）

第 28 条　外国語教育部門長は，センター長をもって充てる。
２　外国語教育部門長は，外国語教育部門の業務を総括する。
（教育㒊）

第 29 条　教養教育部門に，全学共通授業科目 ( 外国語科目を除く。）及び国際教養教育院
が開講する高度教養科目を担当する教員により組織する次の教育部会を設ける。
(1)　情報科学
(2)　健康・スポーツ科学
(3)　人間形成と思想
(4)　文学と芸術
(5)　歴史と文化
(6)　人間と社会
(7)　法と政治
(8)　経済と社会
(9)　数学
(10)　物理学
(11)　化学
(12)　生物学
(13)　地球惑星科学
(14)　図形科学
(15)　応用科学技術
(16)　医学
(17)　農学
(18）　ESD
(19)　データサイエンス
(20)　学際
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２　外国語教育部門に，全学共通授業科目の外国語科目及び国際教養教育院が開講する高
度教養科目を担当する教員により組織する次の教育部会を設ける。
(1)　外国語第 I
(2)　外国語第 II

３　全学共通授業科目及び国際教養教育院が開講する高度教養科目を担当する教員は，前
２項各号に掲げる教育部会のいずれかに所属するものとする。
４　各教育部会に，教育部会の業務を総括するため，教育部会長を置く。
５　この条に定めるもののほか，教育部会に関し必要な事項は，別に定める。
 （研究㒊㛛）

第 30 条　センターに，次に掲げる研究部門を置く。
(1)　システム研究部門
(2)　メディア研究部門
(3)　コンテンツ研究部門
(4)　学術交流研究部門

２　各研究部門に関し必要な事項は，別に定める。
（グロ࣮ࣝࣂ教育᥎㐍ᐊ）

第 31 条　大学教育推進本部に，大学教育のグローバル化に関し，企画・推進する組織と
して，グローバル教育推進室（以下「教育推進室」という。）を置く。

２　教育推進室の業務については，別に定める。
（教㣴教育ᨭᐊ）

第 32 条　国際教養教育院に，全学共通教育の支援組織として，教養教育支援室を置く。
２　教養教育支援室の業務については，別に定める。
（ົ）

第 33 条　機構の事務は，学務部学務課において行う。
（㞧則）

第 34 条　この規則に定めるもののほか，機構の運営に関し必要な事項は，大学教育推進
委員会の議を経て，機構長が定める。

附ࠉ則

１　この規則は，平成 17 年 7 月 1 日から施行する。
２　この規則施行後最初に任命される教育部長の任期は，第７条第３項の規定にかかわら
ず，平成 19 年２月 15 日までとする。
３　平成 23 年２月 16 日に任命される教育部長の任期は，第９条第３項の規定にかかわら
ず，平成 25 年３月 31 日までとする。
　（中間附則は省略）

附ࠉ則

この規則は，令和３年４月１日から施行する。



(2)　神戸大学全学共通授業科目履修規則

　 （平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。以下「教学規則」と
いう。）第 28 条第１項の規定に基づき，全学に共通する授業科目（以下「全学共通授業
科目｣ という。）の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（全学共通授業科目の区分）
第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　共通専門基礎科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
　（全学共通授業科目及び単位数）
第 ３ 条　全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
３　前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。
　（全学共通授業科目の年次配当）
第 ４ 条　全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修要件）
第 ５ 条　全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修手続）
第 ６ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。

　（試　　験）
第 ７ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。

２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

－ �� －

最終改正　平成30年３月30日
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最終改正　令和 2年３月 26 日

－ 76 －



４　試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学大学教育推進機
構国際教養教育院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。
　（成績評価基準）
第 ８ 条　教学規則第 30 条に規定する成績評価基準については，別に定める。
　（雑　　則）
第 ９ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際教養
教育院長が定める。

－ �� －

　　　　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学
大学教育推進機構国際教養教育院長が定める。

　　　附　則
１　この規則は，平成16年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平
成16年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者
については，神戸大学学則等を廃止する規則（平成16年４月１日制定）第２条の規定
による廃止前の神戸大学全学共通授業科目履修規則の規定の例による。

　（中間附則は省略）

　　　附　則
１　この規則は，平成30年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成30年４月１日
以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の
例による。

(2)　神戸大学全学共通授業科目履修規則

　 （平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。以下「教学規則」と
いう。）第 28 条第１項の規定に基づき，全学に共通する授業科目（以下「全学共通授業
科目｣ という。）の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（全学共通授業科目の区分）
第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　共通専門基礎科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
　（全学共通授業科目及び単位数）
第 ３ 条　全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
３　前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。
　（全学共通授業科目の年次配当）
第 ４ 条　全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修要件）
第 ５ 条　全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修手続）
第 ６ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。

　（試　　験）
第 ７ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。

２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

－ �� －
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別表（第３条関係）

　全学共通授業科目及び単位数 美術史Ａ 1

授　　業　　科　　目 単位 備　考 美術史Ｂ 1
哲学 哲学 1 科学史Ａ 1

心理学Ａ 1 科学史Ｂ 1

心理学Ｂ 1 社会思想史 社会思想史 1
論理学 論理学 1 文化人類学 文化人類学 1

教育学Ａ 1 現代社会論Ａ 1

教育学Ｂ 1 現代社会論Ｂ 1
倫理学 倫理学 1 越境する文化 越境する文化 1

法学Ａ 1 生活環境と技術 生活環境と技術 1

法学Ｂ 1 学校教育と社会 学校教育と社会 1

政治学Ａ 1 カタチの文化学 カタチの文化学 1

政治学Ｂ 1 科学技術と倫理 科学技術と倫理 1

経済学Ａ 1

経済学Ｂ 1
経営学 経営学 1 身近な物理法則 身近な物理法則 1
社会学 社会学 1 カタチの自然学A 1
教育社会学 教育社会学 1 カタチの自然学B 1

地理学 地理学 1
ものづくりと科
学技術

ものづくりと科学技術Ａ 1

医学Ａ 1 生命科学Ａ 1

医学Ｂ 1 生命科学Ｂ 1

保健学Ａ 1 生物資源と農業Ａ 1

保健学Ｂ 1 生物資源と農業Ｂ 1

健康科学Ａ 1 生物資源と農業C 1

健康科学Ｂ 1 生物資源と農業D 1

生物学Ａ 1 環境学入門Ａ 1

生物学Ｂ 1 環境学入門Ｂ 1

生物学C 1 社会と人権Ａ 1

数学Ａ 1 社会と人権Ｂ 1

数学Ｂ 1 男女共同参画とジェンダーＡ 1

数学C 1 男女共同参画とジェンダーＢ 1

数学D 1

物理学Ａ 1

物理学Ｂ 1 EU基礎論 EU基礎論 1

化学Ａ 1 国際協力の現状と課題Ａ 1

化学Ｂ 1 国際協力の現状と課題Ｂ 1

化学C 1 政治と社会 政治と社会 1

化学D 1 社会生活と法 社会生活と法 1

惑星学C 1 国家と法 国家と法 1

惑星学D 1 現代の経済Ａ 1

情報学A 現代の経済B 1

情報学Ｂ 1 経済社会の発展 経済社会の発展 1
教育と人間形成 教育と人間形成 1

文学Ａ 1

文学Ｂ 1 生物の環境適応 生物の環境適応 1

言語科学Ａ 1

言語科学Ｂ 1

芸術と文化Ａ 1 食と健康Ａ 1

芸術と文化Ｂ 1 食と健康Ｂ 1

日本史Ａ 1 資源・材料とエネルギーＡ 1

日本史Ｂ 1 資源・材料とエネルギーＢ 1

東洋史Ａ 1

東洋史Ｂ 1

アジア史Ａ 1

アジア史Ｂ 1

西洋史Ａ 1

西洋史Ｂ 1

考古学Ａ 1 ＥＳＤ生涯学習論Ａ 1

考古学Ｂ 1 ＥＳＤ生涯学習論Ｂ 1

芸術史 芸術史Ａ 1 ＥＳＤボランティア論 ＥＳＤボランティア論 1

芸術史Ｂ 1

授業科目の区分等

基
　
　
　
礎
　
　
　
教
　
　
　
養
　
　
　
科
　
　
　
目

総
合
教
養
科
目

惑星学

自
然
科
学
系

カタチの自然学

䪮
2

䪯
自
然
界
の
成
り
立
ち

ＥＳＤ基礎

ＥＳＤ生涯学習論

人
文
系

心理学

現代社会論教育学

数学

社
会
科
学
系

生
命
科
学
系

グローバルリーダー
シップ育成基礎演
習

情報科学

現代の経済

男女共同参画
とジェンダー

䪮
3

䪯
グ
ロ
䩻
バ
ル
イ
シ

䩨
䩻

政治学

科学史

1経済学

医学 生命科学

保健学
生物資源と農
業

生物学

現代物理学が
描く世界

現代物理学が描く世界

地球史における生物の
変遷

1

日本史

食と健康

東洋史

資源・材料とエ
ネルギー

グローバルリーダーシッ
プ育成基礎演習

2

化学

国際協力の現
状と課題

物理学

1

ＥＳＤ論（持続可能な社
会づくり２）Ｂ

1

総
　
　
　
合
　
　
　
教
　
　
　
養
　
　
　
科
　
　
　
目

アジア史
䪮
4

䪯
Ｅ
Ｓ
Ｄ

ＥＳＤ基礎（持続可能な
社会づくり１）

1

西洋史

言語科学

芸術と文化

人間活動と地
球生態系

人間活動と地球生態系 1

美術史

環境学入門

社会と人権

法学

䪮
1

䪯
多
文
化
理
解

ＥＳＤ論（持続可能な社
会づくり２）Ａ

考古学

ＥＳＤ論

文学

地球史におけ
る生物の変遷

䪮
1

䪯
多
文
化
理
解
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業社会論Ａ 1 䝗イ䝒語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

業社会論Ｂ 1 䝗イ䝒語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学史Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学史Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学の◊✲᭱๓⥺Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学の◊✲᭱๓⥺Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

䜂䜗䛖䛤⚄ᡞ学 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

地ᇦ社会形成基礎論 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

日本㓇学入門 1 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡
ᾏ䜈のㄏ䛔 ᾏ䜈のㄏ䛔 2 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡
℩ᡞෆᾏ学入門 ℩ᡞෆᾏ学入門 2 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

୰国語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

୰国語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌A1 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌A2 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌B1 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌B2 㻜㻚㻡 ロシア語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

ロシア語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰１ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰２ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰３ 㻜㻚㻡

A㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌1 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰䠐 㻜㻚㻡

A㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌2 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰１ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌1 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰２ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌2 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰３ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） 1 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰䠐 㻜㻚㻡
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ン䝇入門

地ᇦ㐃ᦠ

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌A1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌A2

䝕ータ䝃イエン䝇入門Ｂ 1

䝕ータ䝃イエ
ン䝇ᴫ論

䝕ータ䝃イエン䝇ᴫ論Ａ

⫋業と学び㻙䜻䝱リア䝕䝄
イン䜢考䛘るＢ

1

1

䪮
㻢

䪯
⚄
ᡞ
学

⚄ᡞ学史

䝕ータ䝃イエン䝇入門Ａ 1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B1（㑅ᢤ
ୖ⣭䜽ラ䝇）

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B2（㑅ᢤ
ୖ⣭䜽ラ䝇）

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B2

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

社会基礎学（グロー
バル人材に可Ḟ
な教養）

社会基礎学（グローバル
人材に可Ḟな教養）

1

䝕ータ䝃イエン䝇ᴫ論Ｂ 1

グローバルチ䝱䝺ン
ジᐇ習

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
B2（㑅ᢤୖ⣭䜽ラ䝇）

㻜㻚㻡

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
B1（㑅ᢤୖ⣭䜽ラ䝇）
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業社会論Ａ 1 䝗イ䝒語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

業社会論Ｂ 1 䝗イ䝒語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

䝗イ䝒語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学史Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学史Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学の◊✲᭱๓⥺Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

⚄ᡞ学の◊✲᭱๓⥺Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏Ａ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏Ｂ 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

䜂䜗䛖䛤⚄ᡞ学 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

地ᇦ社会形成基礎論 1 䝣ラン䝇語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

日本㓇学入門 1 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡
ᾏ䜈のㄏ䛔 ᾏ䜈のㄏ䛔 2 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡
℩ᡞෆᾏ学入門 ℩ᡞෆᾏ学入門 2 䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

䝣ラン䝇語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＡ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＡ䠐 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＢ３ 㻜㻚㻡

୰国語ึ⣭ＳＢ䠐 㻜㻚㻡

୰国語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

୰国語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ１ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ｂ１ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ｂ２ 㻜㻚㻡

ロシア語ึ⣭Ａ３ 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌A1 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ａ䠐 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌A2 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ｂ３ 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌B1 㻜㻚㻡 ロシア語ึ⣭Ｂ䠐 㻜㻚㻡
A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌B2 㻜㻚㻡 ロシア語୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡

ロシア語୰⣭䠟２ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰１ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰２ 㻜㻚㻡

第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰３ 㻜㻚㻡

A㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌1 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝗イ䝒語）䠰䠐 㻜㻚㻡

A㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌2 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰１ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌1 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰２ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌2 㻜㻚㻡 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰３ 㻜㻚㻡
A㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） 1 第୕እ国語（䝣ラン䝇語）䠰䠐 㻜㻚㻡
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1
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地ᇦ㐃ᦠ

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌A1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌A2

䝕ータ䝃イエン䝇入門Ｂ 1

䝕ータ䝃イエ
ン䝇ᴫ論

䝕ータ䝃イエン䝇ᴫ論Ａ

⫋業と学び㻙䜻䝱リア䝕䝄
イン䜢考䛘るＢ

1

1
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㻢

䪯
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⚄ᡞ学史

䝕ータ䝃イエン䝇入門Ａ 1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B1（㑅ᢤ
ୖ⣭䜽ラ䝇）

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B2（㑅ᢤ
ୖ⣭䜽ラ䝇）

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B1

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔
C㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌B2

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

社会基礎学（グロー
バル人材に可Ḟ
な教養）

社会基礎学（グローバル
人材に可Ḟな教養）

1

䝕ータ䝃イエン䝇ᴫ論Ｂ 1

グローバルチ䝱䝺ン
ジᐇ習

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
B2（㑅ᢤୖ⣭䜽ラ䝇）

㻜㻚㻡

A㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌E㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
B1（㑅ᢤୖ⣭䜽ラ䝇）
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情報基礎 1 生物学ᴫ論䠟２ 1

情報科学１ 1 生物学ᴫ論Ｄ１ 1

情報科学２ 1 生物学ᴫ論Ｄ２ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ㅮ⩏Ａ 1 生物学ྛ論Ａ１ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ㅮ⩏Ｂ 1 生物学ྛ論Ａ２ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ㅮ⩏䠟 1 生物学ྛ論Ｂ１ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ᐇ習基礎 1 生物学ྛ論Ｂ２ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ᐇ習１ 㻜㻚㻡 生物学ྛ論䠟１ 1

健康・䝇䝫ー䝒科学ᐇ習２ 㻜㻚㻡 生物学ྛ論䠟２ 1

心と⾜動 2 生物学ྛ論Ｄ１ 1

⥺形代数入門１ 1 生物学ྛ論Ｄ２ 1

⥺形代数入門２ 1 生物学ྛ論Ｅ１ 1

⥺形代数１ 1 生物学ྛ論Ｅ２ 1

⥺形代数２ 1 生物学ᐇ㦂１ 1

⥺形代数３ 1 生物学ᐇ㦂２ 1

⥺形代数䠐 1 基礎地学１ 1

ᚤ分✚分入門１ 1 基礎地学２ 1

ᚤ分✚分入門２ 1 地学ᐇ㦂Ａ 1

ᚤ分✚分１ 1 地学ᐇ㦂Ｂ 1

ᚤ分✚分２㻌 1 日本国᠇法１ 1

ᚤ分✚分３ 1 日本国᠇法２ 1

ᚤ分✚分䠐 1 総合科目䊠 䛭の㒔ᗘᐃ䜑る䚹

数理⤫ィ１ 1 総合科目䊡 䛭の㒔ᗘᐃ䜑る䚹

数理⤫ィ２ 1

物理学入門 1

力学基礎１ 1

力学基礎２ 1

㟁☢Ẽ学基礎１ 1

㟁☢Ẽ学基礎２ 1

㐃続య力学基礎 1

⇕力学基礎 1

㔞Ꮚ力学基礎㻌 1

┦ᑐ論基礎 1

物理学ᐇ㦂基礎 1

物理学ᐇ㦂 2

基礎↓ᶵ化学１ 1

基礎↓ᶵ化学２ 1

基礎物理化学１ 1

基礎物理化学２ 1

基礎᭷ᶵ化学１ 1

基礎᭷ᶵ化学２ 1

化学ᐇ㦂１ 1

化学ᐇ㦂２ 1

生物学ᴫ論Ａ１ 1

生物学ᴫ論Ａ２ 1

生物学ᴫ論Ｂ１ 1

生物学ᴫ論Ｂ２ 1

生物学ᴫ論䠟１ 1

共通ᑓ門基礎科目

資᱁චチの䛯䜑の科
目

䛭のᚲせとㄆ䜑る
科目

健康・䝇䝫䠉䝒科学

情㻌報㻌科㻌目

共通ᑓ門基礎科目
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(3)　神戸大学日本語等授業科目履修規則

（平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。）第28条第２項の規
定に基づき，日本語及び日本事情に関する科目（以下「日本語等授業科目」という。）
の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（日本語等授業科目及び単位数）
第 ２ 条　日本語等授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
　（履修手続）
第 ３ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする日本語等授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。

　（試　　験）
第 ４ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。

２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった日本語等授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

４　試験に欠席したものに対しては，追試験を行わない。ただし，国際連携推進機構国際
教育総合センター留学生教育部門において特別の理由があると認めた場合は，この限り
でない。

　（単位の取扱）
第 ５ 条　日本語等授業科目の単位の取扱については，各学部規則の定めるところによる。
　（雑　　則）
第 ６ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際連携
推進機構国際教育総合センター留学生教育部門長が定める。

１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日
以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正
後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　　別表（第2条関係）
授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位
日本語ⅠA 0.5 日本語ⅢB 0.5 日本語ⅥA 0.5 日本語ⅧB 0.5
日本語ⅠB 0.5 日本語ⅣA 0.5 日本語ⅥB 0.5 日本事情ⅠA 0.5
日本語ⅡA 0.5 日本語ⅣB 0.5 日本語ⅦA 0.5 日本事情ⅠB 0.5
日本語ⅡB 0.5 日本語ⅤA 0.5 日本語ⅦB 0.5 日本事情ⅡA 0.5
日本語ⅢA 0.5 日本語ⅤB 0.5 日本語ⅧA 0.5 日本事情ⅡB 0.5
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日本語ⅢA 0.5 日本語ⅤB 0.5 日本語ⅧA 0.5 日本事情ⅡB 0.5
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附　則
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(4)　全学授業科目の再試験制度に関する内規

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成24年12月27日

第 １ 条　神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）第７条第３項の
規定に基づき，再受験資格制度に関する事項について定める。

第 ２ 条　再試験制度とは，共通専門基礎科目の定期試験（医学部及び海事科学部の学生
にあっては，外国語科目の試験を含む。）を受験した者のうち，次条の条件を満たす場
合に限り，同一科目の再試験を受験できる制度をいう。

第 ３ 条　再試験の受験資格は，次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。
　(1)　受験した科目の成績が，50点（５割）以上であること。
　(2)　科目への出席日数が，所定の３分の２以上であること。
　(3)　再試験実施時に休学していないこと。
第 ４ 条　再試験の実施時期及び実施方法は，次のとおりとする。
　(1)　再試験は，当該授業科目が開講された学期中に実施する。
　(2)　再試験該当者の発表は，原則として当該定期試験終了後の２週間以内に掲示等に

より発表する。
　(3)　再試験は，当該授業科目の開講曜日・時限にかかわらず，別に行うことがある。
　(4)　試験時間は，45分，60分又は90分とする。
　(5)　再試験の問題作成及び採点は，原則として授業担当教員が行う。
　(6)　再試験の監督は，当該授業科目を担当する教育部会の教員が行う。
第 ５ 条　再試験で合格した場合の成績評価は60点とする。
　　　附　則
　この内規は，平成28年４月１日から施行する。
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(5)　追試験に関する内規

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 28 年１月 28 日

第 １  条　神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成 16 年４月１日制定）第７条第４項
の規定に基づき，追試験に関する事項について定める。
第 ２  条　追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，大学教育推
進機構国際教養教育委員会の議を経て行うことがある。
　(1)　急性の病気
　(2)　忌引（配偶者，二親等内の親族）
　(3)　不慮の事故（自損，他損を問わない。）
　(4)　公共交通機関の運休又は大幅な遅延
　(5)  　大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等）
　(6)  　その他やむを得ない事由
２  　前項第２号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間
とする。

　(1)　配偶者又は父母　　７日以内
　(2)　子　　　　　　　　５日以内
　(3)　配偶者の父母　　　３日以内
　(4)　二親等の親族　　　３日以内
第 ３  条　追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願（所定の用紙）に診断書
又は証明書等を添付して国際教養教育院長に提出するものとする。
第 ４ 条　追試験受験願の提出期限は当該定期期末試験終了後１週間以内とする。
第 ５ 条　追試験の実施時期は原則として，許可後１週間以内とする。
第 ６ 条　定期試験期間以外に実施される試験についても取扱いを同じとする。
第 ７ 条　休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。
　　　附　則
　この内規は，平成 28 年４月１日から施行する。
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（５）　神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院における成績評価基準に
関する内規

（平成 16 年４月１日　制定）
最終改正　平成 31 年１月 24 日

（趣　　旨）
第 １ 条 この内規は，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）第９
条及び神戸大学共通細則第４条の規定に基づき，神戸大学大学教育推進機構国際教養教
育院（以下「国際教養教育院」という。）における成績評価基準について必要な事項を
定める。
（成績評価の方法）
第 ２ 条 各授業科目の成績評価は，当該授業科目の目的及び学修目標に基づき，定期試験
の結果，学生の授業への参加状況，課題への対応状況，レポート等の提出状況等，学生
の授業への取組状況と成果を用いて，総合的に行うものとする。
（成績評価の方法及び学修目標の公表）
第 ３ 条 各授業科目の成績評価の方法及び学修目標については，別に定める成績評価方針
に基づき，当該授業担当教員が定め，国際教養教育院のシラバスに掲載し，公表するも
のとする。
（成績及び評価基準）
第 ４ 条 授業科目の成績は，100点を満点として以下の区分により評価し，秀，優，良，
及び可を合格，不可を不合格とする。なお，特別の理由により評点による成績評価を行
わない一部の科目については，合・否により成績評価を行う。
評語名
（和文）

評語名
（英文） 評　点 評価基準

秀 Ｓ 90 点以上 学修の目標を達成し，特に優れた成績
を収めている。

優 Ａ 80 点以上 90 点未満 学修の目標を達成し，優れた成績を収
めている。

良 Ｂ 70 点以上 80 点未満 学修の目標を達成し，良好な成績を収
めている。

可 Ｃ 60 点以上 70 点未満 学修の目標を達成している。
不可 Ｆ 60 点未満 学修の目標を達成していない。

ただし，再試験により合格した場合の成績は，可（Ｃ）60点とする。

　　　附　則
この内規は，平成31年４月１日から施行する。
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（６）　交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・
災害発生情報の発令時における授業，定期試験の休講措置について

 
平成28年１月27日 全学教務委員会 決定

最終改正　令和元年９月18日

交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令時
の対応については，下記のとおり取り扱うものとする。

記
１．交通機関の運休の場合
＜ 1＞六甲台地区において開講する授業

次の（1）又は（2）のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期
試験を含む）を休講とする。
（1）　JR 西日本（神戸線（大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸
三宮駅））及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち 2線が同時に
運休した場合

（2）　神戸市バス 16 系統及び 36 系統が同時に運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から
実施する。
③ 　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から
実施する。

＜２＞楠地区において開講する授業
次の（1）又は（2）のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期

試験を含む）を休講とする。
（1）　JR 西日本（神戸線（大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸
三宮駅）），阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場
合

（2）　JR 西日本（神戸線（大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅
～西神中央駅））が同時に運休した場合

　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から
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実施する。
③　午後 2時までに，交通機関が運行した場合は，午後 5時以降に開始する授業から
実施する。

＜３＞名谷地区において開講する授業
次の（1） 又は（2）のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試
験を含む）を休講とする。

（1）　JR 西日本（神戸線（大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸
三宮駅））及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休し
た場合

（2）　神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
①　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
②　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から
実施する。
③　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から
実施する。

＜４＞深江地区において開講する授業
JR西日本（神戸線（大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合，当日のそ
の後に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。
ただし，次の場合は授業を実施する。

（1）　午前 6時までに，交通機関が運行した場合は，1時限目の授業から実施する。
（2）　午前 10 時までに，交通機関が運行した場合は，午後 1時以降に開始する授業から
実施する。

（3）　午後 2時までに，交通機関が運行した場合は，午後 5時以降に開始する授業から 
実施する。

２．気象警報の発表の場合
神戸市に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された場合，
当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。
なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱い
を適用する。
ただし，次の場合は授業を実施する。

（1）　午前６時までに，気象警報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。
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（2）　午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後１時以降に開始する授業か
ら実施する。

（3）　午後２時までに，気象警報が解除された場合は，午後 5時以降に開始する授業から
実施する。

３．避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令の場合
各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難勧告・
避難指示（緊急）・災害発生情報が発令された場合，当該地区で当日のその後に開始する
全ての授業（定期試験を含む）を休講とする。ただし，午前 6時までに避難勧告・避難
指示（緊急）・災害発生情報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。

４．休講の周知方法
交通機関の運休，気象警報の発表，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令
が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぼーネット，各学部及び各研究科のホー
ムページ等により，あらかじめ周知するものとする。

（注） １．交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道
路が遮断されて交通機関が運行休止になり，通学が困難な場合をいう。

２．気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。
３．気象警報の発表及び解除，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令
及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。

４．演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。た
だし，避難勧告・避難指示（緊急）・災害発生情報の発令の場合は除く。

５．このほか，必要な事項は各学部又は各研究科において別に定める。
６．この申合せは，令和元年 10 月 1 日から適用する。
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（７）　全学共通授業科目の履修方法に関する申合せ

（平成16年４月１日　制定）
最終改正　平成31年１月24日

　全学共通授業科目に係る授業を円滑，かつ，効果的に実施するため，その履修方法を次
のとおり取り扱う。

１　全学共通授業科目の履修は，自己の所属する学部・学科・クラスなどにより，指定さ
れた曜日・時限（以下「学部指定開講枠」という。）の授業科目を履修するものとする。

２　単位の未修得により，入学年度に配当された年次以降に履修（以下「再履修」という。）
する場合も，原則として，学部指定開講枠の授業科目を再履修するものとする。ただし，
外国語科目必修科目，健康・スポーツ科学実習１及び健康・スポーツ科学実習２を除く。

　　授業科目を再履修する場合において，授業科目の授業の方法・内容等から，次に定め
る授業科目（＊）については，抽選登録を行うこととする。なお，共通専門基礎科目実
験科目については，別紙「受講許可カード交付願」により，所定の受講許可カードの交
付を受け，授業担当教員の承認を得なければならない。

　　＊抽選登録を行う授業科目
（1）　外国語科目（必修科目のみ）
（2）　情報基礎
（3）　数学系の共通専門基礎科目

３　基礎教養科目・総合教養科目において，「学部指定開講枠」以外の授業科目（以下「学
部指定外開講枠」という。）を再履修しなければ修学が困難と認められる場合における再
履修を認める範囲は，別に定めるものとする。

４　基礎教養科目・総合教養科目以外の授業科目において，学部指定外開講枠の授業科目
を再履修しなければ修学が困難と認められる場合は，次に定める範囲において，別紙「（学
部指定外開講枠）履修登録願」に所属学部の許可を受け，指定する日程までに提出後，
授業担当教員の承認が得られた場合に限り，学部指定外開講枠の授業科目を再履修する
ことができるものとする。

　　再履修が可能な学部指定外開講枠の授業科目
（1）　次の共通専門基礎科目（物理学実験，物理学実験基礎，化学実験１，化学実験２，
生物学実験１及び生物学実験２を除く。）

　　数学系，物理学系，化学系の授業科目
（2）　情報科学１，情報科学２
（3）　健康・スポーツ科学（健康・スポーツ科学実習１，２を除く。）

　　　附　則
　この申合せは，平成 31 年４月１日から施行する。



受講許可カード交付願

学部・学科・コース　　　学部　　　　学科　　　　コース 
学　籍　番　号 
氏　　　　　名 

区　　　分 曜日／時限 授　業　科　目　名 担当教員 備　　　考

学
部
指
定
開
講
枠

共通専門基礎科目
（実験科目）

／ 物理学実験 注 1）ここにあげる授業科目の
再履修については，学部指
定開講枠の授業科目を再履
修するものとし，初回の授
業を受講し，受講許可カー
ドによる担当教員の承認が
必要。

／ 物理学実験基礎
／ 化学実験1
／ 化学実験2
／ 生物学実験1
／ 生物学実験2

区　　　分 曜日／時限 授　業　科　目　名 担当教員 （必要理由）

学

　
部

　
指

　
定

　
外

　
開

　
講

　
枠

共通専門基礎科目
（実験科目）

／ 物理学実験
／ 物理学実験基礎
／ 化学実験1
／ 化学実験2
／ 生物学実験1
／ 生物学実験2
／
／

注 2）学部指定外開講枠の授業科目を履修しなければならない理由を１授業科目毎に記入す
ること。（記入しきれない場合は裏面に記入すること。）

所属学部担当者　確認欄　　　　　　　　　学部
　確認年月日　　　　年　　　　月　　　　日（担当者　　　　　　　　　　　　押印　）

注 3）学部指定外開講枠の実験科目を履修しなければ修学が困難と認められる場合は，所属学部教務学生担当係に相談のう
え，必要理由及び所属学部教務学生担当係押印を受け，教育推進課共通教育グループへ申し出ること。

○ 　受講許可カードを必要とする授業科目名の必要事項を記入のうえ，初回の授業までに教育推進課共通教育グループへ提
出し，受講許可カードを受け取ること。

○ 　記入した授業科目以外に受講許可カードを使用した場合や，記入事項に虚偽が判明した場合は，履修を取り消すことが
あるので注意すること。

○ 　この様式は，受講許可カードを交付するうえで，授業科目の確認を行うためのものであり，これにより履修を承認する
ものではない。

○ 　担当教員に許可を受けた受講許可カードは，指定する期限までに教育推進課共通教育グループへ提出すること。指定す
る期限までに提出しなかった場合は，担当教員の許可を受けていても提出を受け付けない。
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(9)　協定に基づき留学する学生の定期試験の取扱いに関する申合せ

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成28年１月28日

１ 　協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生が，全学共通授業科目の定期
試験を受験できない場合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。
２ 　前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の
属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構国際教養教育院長に別紙様式により
留学先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特
別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添
付し，その旨を申し出るものとする。
３ 　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構国際教養教育委員会の了承を経て，行う
ものとする。
４　定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。
　　　附　則
　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

別紙様式

※協定大学であることの確認をお願いします。

平成　　年　　月　　日

大学教育推進機構国際教養教育院長　殿

学 部 名
学籍番号
氏　　名
電話番号

協定に基づく留学に伴う全学共通授業科目の
定期試験実施日変更願

記
１．留学先 （国名又は機関名） 
２．留学目的
３．留学期間
　　自平成　　年　　月　　日 ～ 至平成　　年　　月　　日
　　（平成　　年　　月　　日出国予定）
４．全学共通授業科目

開講曜日／時限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名
／
／
／
／
／

　このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更してい
ただきますようお願いします｡ 

所属学部事務担当者
確認印

－ �� －
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(9)　協定に基づき留学する学生の定期試験の取扱いに関する申合せ

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成28年１月28日

１ 　協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生が，全学共通授業科目の定期
試験を受験できない場合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。

２ 　前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の
属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構国際教養教育院長に別紙様式により
留学先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特
別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添
付し，その旨を申し出るものとする。

３ 　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構国際教養教育委員会の了承を経て，行う
ものとする。
４　定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。
　　　附　則
　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

別紙様式

※協定大学であることの確認をお願いします。

平成　　年　　月　　日

大学教育推進機構国際教養教育院長　殿

学 部 名
学籍番号
氏　　名
電話番号

協定に基づく留学に伴う全学共通授業科目の
定期試験実施日変更願

記
１．留学先 （国名又は機関名） 
２．留学目的
３．留学期間
　　自平成　　年　　月　　日 ～ 至平成　　年　　月　　日
　　（平成　　年　　月　　日出国予定）
４．全学共通授業科目

開講曜日／時限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名
／
／
／
／
／

　このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更してい
ただきますようお願いします｡ 

所属学部事務担当者
確認印

－ �� －
－ �� －
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（９）　全学共通授業科目におけるＧＰＡの取扱いについて
（平成 24 年度入学者から適用）

（平成24年５月31日　運営協議会決定）
最終改正　　令和２年11月26日
適用年月日　　令和３年 4月 1日

１．ＧＰＡ対象科目について
全学共通授業科目は，「情報基礎」，「Advanced English Online 1」，「Advanced 

English Online 2」，「物理学入門」，「総合科目Ⅰ，Ⅱ」及び資格免許取得のために履修す
る「日本国憲法」を除き，全てＧＰＡ対象科目です。
（別表参照）

２．ＧＰＡ計算方法について
全学共通授業科目は，全学の「ＧＰＡの取扱い」に準じて計算を行いますが，以下の

授業科目については取扱いが異なります。

(1)　基礎教養科目・総合教養科目
　基礎教養科目・総合教養科目は，当該学期に履修したすべての授業科目の成績がＧ
ＰＡ計算式に算入されます。
　また，過去に「不可」の成績がある場合は，新たに科目を履修することにより，当
該成績の合格・不合格にかかわらず，1科目につき，同授業科目区分の同単位数の 1科
目の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業
科目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構いません。
　なお，過去に「不可」の成績となった一つの授業科目の単位数が 2単位以上の場合は，
新たに同授業科目区分の同単位数分の科目を履修することにより，過去の「不可」の
成績がＧＰＡ計算式から除外されます。

(2)　健康・スポーツ科学（健康・スポーツ科学講義Ａ，Ｂ，Ｃ）
　健康・スポーツ科学講義Ａ，Ｂ，Ｃは，当該学期に履修したすべての授業科目の成
績がＧＰＡ計算式に算入されます。
  また，過去に「不可」の成績がある場合は，新たに科目を履修することにより，当該
成績の合格・不合格にかかわらず，1科目につき，同授業科目区分の同単位数の 1科目
の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業科
目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構いません。
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３．履修取消について
・ やむを得ない事情により，履修取消期間外に手続きが必要な場合は，所属する学部の教務
担当係に申し出てください。所属学部から当該学生の履修取消依頼があれば，履修の
取り消しができます。

・ 集中講義については，講義最終日の前日までとします。（別途，掲示等により指示しま
す。）



（別表）

（ᇶ♏ᩍ㣴科目䠈⥲ྜᩍ㣴科目）

⨾⾡ྐ䠝 㻝 ○

⨾⾡ྐ䠞 㻝 ○

ဴᏛ ဴᏛ 㻝 ○ 科Ꮫྐ䠝 㻝 ○

ᚰ⌮Ꮫ䠝 㻝 ○ 科Ꮫྐ䠞 㻝 ○

ᚰ⌮Ꮫ䠞 㻝 ○ ♫ᛮྐ ♫ᛮྐ 㻝 ○

ㄽ⌮Ꮫ ㄽ⌮Ꮫ 㻝 ○ ᩥே㢮Ꮫ ᩥே㢮Ꮫ 㻝 ○

ᩍ⫱Ꮫ䠝 㻝 ○ ⌧௦♫ㄽ䠝 㻝 ○

ᩍ⫱Ꮫ䠞 㻝 ○ ⌧௦♫ㄽ䠞 㻝 ○

⌮Ꮫ ⌮Ꮫ 㻝 ○ ㉺ቃす䜛ᩥ ㉺ቃす䜛ᩥ 㻝 ○

ἲᏛ䠝 㻝 ○ ⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ⾡ ⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ⾡ 㻝 ○

ἲᏛ䠞 㻝 ○ 䜹タ䝏䛾ᩥᏛ 䜹タ䝏䛾ᩥᏛ 㻝 ○

ᨻᏛ䠝 㻝 ○ 科Ꮫᢏ⾡䛸⌮ 科Ꮫᢏ⾡䛸⌮ 㻝 ○

ᨻᏛ䠞 㻝 ○

⤒῭Ꮫ䠝 㻝 ○

⤒῭Ꮫ䠞 㻝 ○ ㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎ ㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎ 㻝 ○

⤒ႠᏛ ⤒ႠᏛ 㻝 ○ 䜹タ䝏䛾⮬↛Ꮫ䠝 㻝 ○

♫Ꮫ ♫Ꮫ 㻝 ○ 䜹タ䝏䛾⮬↛Ꮫ䠞 㻝 ○

ᩍ⫱♫Ꮫ ᩍ⫱♫Ꮫ 㻝 ○ 䜒䛾䛵䛟䜚䛸科Ꮫᢏ⾡䠝 㻝 ○

ᆅ⌮Ꮫ ᆅ⌮Ꮫ 㻝 ○ 䜒䛾䛵䛟䜚䛸科Ꮫᢏ⾡䠞 㻝 ○

་Ꮫ䠝 㻝 ○ ⏕科Ꮫ䠝 㻝 ○

་Ꮫ䠞 㻝 ○ ⏕科Ꮫ䠞 㻝 ○

ಖᏛ䠝 㻝 ○ ⏕≀㈨※䛸㎰業䠝 㻝 ○

ಖᏛ䠞 㻝 ○ ⏕≀㈨※䛸㎰業䠞 㻝 ○

ᗣ科Ꮫ䠝 㻝 ○ ⏕≀㈨※䛸㎰業㻯 㻝 ○

ᗣ科Ꮫ䠞 㻝 ○ ⏕≀㈨※䛸㎰業㻰 㻝 ○

⏕≀Ꮫ䠝 㻝 ○ ⎔ቃᏛධ㛛䠝 㻝 ○

⏕≀Ꮫ䠞 㻝 ○ ⎔ቃᏛධ㛛䠞 㻝 ○

⏕≀Ꮫ㻯 㻝 ○ ♫䛸ேᶒ䠝 㻝 ○

数Ꮫ䠝 㻝 ○ ♫䛸ேᶒ䠞 㻝 ○

数Ꮫ䠞 㻝 ○ ⏨ዪඹྠཧ⏬䛸䝆䜵䞁䝎ー䠝 㻝 ○

数Ꮫ㻯 㻝 ○ ⏨ዪඹྠཧ⏬䛸䝆䜵䞁䝎ー䠞 㻝 ○

数Ꮫ㻰 㻝 ○

≀⌮Ꮫ䠝 㻝 ○

≀⌮Ꮫ䠞 㻝 ○ 㻱㼁ᇶ♏ㄽ 㻱㼁ᇶ♏ㄽ 㻝 ○

Ꮫ䠝 㻝 ○ ᅜ㝿༠ຊ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䠝 㻝 ○

Ꮫ䠞 㻝 ○ ᅜ㝿༠ຊ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䠞 㻝 ○

Ꮫ㻯 㻝 ○ ᨻ䛸♫ ᨻ䛸♫ 㻝 ○

Ꮫ㻰 㻝 ○ ♫⏕ά䛸ἲ ♫⏕ά䛸ἲ 㻝 ○

ᝨᫍᏛ䠟 㻝 ○ ᅜᐙ䛸ἲ ᅜᐙ䛸ἲ 㻝 ○

ᝨᫍᏛ䠠 㻝 ○ ⌧௦䛾⤒῭䠝 㻝 ○

ሗᏛ䠝 㻝 ○ ⌧௦䛾⤒῭㻮 㻝 ○

ሗᏛ䠞 㻝 ○ ⤒῭♫䛾Ⓨᒎ ⤒῭♫䛾Ⓨᒎ 㻝 ○

ᩍ⫱䛸ே間ᙧᡂ ᩍ⫱䛸ே間ᙧᡂ 㻝 ○

ᩥᏛ䠝 㻝 ○

ᩥᏛ䠞 㻝 ○ ⏕≀䛾⎔ቃ㐺ᛂ ⏕≀䛾⎔ቃ㐺ᛂ 㻝 ○

ゝㄒ科Ꮫ䠝 㻝 ○

ゝㄒ科Ꮫ䠞 㻝 ○

ⱁ⾡䛸ᩥ䠝 㻝 ○ 㣗䛸ᗣ䠝 㻝 ○

ⱁ⾡䛸ᩥ䠞 㻝 ○ 㣗䛸ᗣ䠞 㻝 ○

日ᮏྐ䠝 㻝 ○ ㈨※・ᮦᩱ䛸䜶䝛䝹䜼ー䠝 㻝 ○

日ᮏྐ䠞 㻝 ○ ㈨※・ᮦᩱ䛸䜶䝛䝹䜼ー䠞 㻝 ○

ᮾὒྐ䠝 㻝 ○

ᮾὒྐ䠞 㻝 ○

䜰䝆䜰ྐ䠝 㻝 ○

䜰䝆䜰ྐ䠞 㻝 ○

すὒྐ䠝 㻝 ○

すὒྐ䠞 㻝 ○

⪃ྂᏛ䠝 㻝 ○ 䠡䠯䠠⏕ᾭᏛ⩦ㄽ䠝 㻝 ○

⪃ྂᏛ䠞 㻝 ○ 䠡䠯䠠⏕ᾭᏛ⩦ㄽ䠞 㻝 ○

ⱁ⾡ྐ䠝 㻝 ○ 䠡䠯䠠䝪䝷䞁䝔䜱䜰ㄽ 䠡䠯䠠䝪䝷䞁䝔䜱䜰ㄽ 㻝 ○

ⱁ⾡ྐ䠞 㻝 ○

⨾⾡ྐ授業科目䛾༊ศ➼ 授䚷䚷業䚷䚷科䚷䚷目
༢


䠣䠬䠝
ᑐ㇟ ഛ䚷⪃

ே
ᩥ
⣔

≀⌮Ꮫ

Ꮫ

♫

科
Ꮫ
⣔

⏕

科
Ꮫ
⣔

䜒䛾䛵䛟䜚䛸科
Ꮫᢏ⾡

䜾䝻ー䝞䝹䝸ー䝎ー
䝅䝑䝥⫱ᡂᇶ♏₇
⩦

䪮
㻝

䪯
ከ
ᩥ

⌮
ゎ

ே間άື䛸ᆅ
⌫⏕ែ⣔

ⱁ⾡䛸ᩥ 㣗䛸ᗣ

日ᮏྐ

⪃ྂᏛ

ⱁ⾡ྐ

䜰䝆䜰ྐ

すὒྐ

䠡䠯䠠ㄽ

ᮾὒྐ

⥲
䚷
䚷
䚷
ྜ
䚷
䚷
䚷
ᩍ
䚷
䚷
䚷
㣴
䚷
䚷
䚷
科
䚷
䚷
䚷
目

科Ꮫྐ

⌧௦♫ㄽ

⌧௦≀⌮Ꮫ䛜
ᥥ䛟ୡ⏺

ᅜ㝿༠ຊ䛾⌧
≧䛸ㄢ㢟

⌧௦䛾⤒῭

ᆅ⌫ྐ䛻䛚䛡
䜛⏕≀䛾ኚ㑄

㈨※・ᮦᩱ䛸䜶
䝛䝹䜼ー

⎔ቃᏛධ㛛

♫䛸ேᶒ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
科
目

䪮
㻝

䪯
ከ
ᩥ

⌮
ゎ

ᇶ
䚷
䚷
䚷
♏
䚷
䚷
䚷
ᩍ
䚷
䚷
䚷
㣴
䚷
䚷
䚷
科
䚷
䚷
䚷
目

་Ꮫ

ಖᏛ

⏕≀Ꮫ

数Ꮫ

ᩥᏛ

ゝㄒ科Ꮫ

ሗ科Ꮫ

⤒῭Ꮫ

ᚰ⌮Ꮫ

ᩍ⫱Ꮫ

ἲᏛ

ᨻᏛ

㻝 ○

⏕科Ꮫ

⏕≀㈨※䛸㎰
業

䜾䝻ー䝞䝹䝸ー䝎ー䝅䝑
䝥⫱ᡂᇶ♏₇⩦

㻞 ○

⌧௦≀⌮Ꮫ䛜ᥥ䛟ୡ⏺

⏨ዪඹྠཧ⏬
䛸䝆䜵䞁䝎ー

䜹タ䝏䛾⮬↛Ꮫ

䠡䠯䠠ㄽ（ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫
䛵䛟䜚䠎）䠞

㻝 ○

㻝 ○

ே間άື䛸ᆅ⌫⏕ែ⣔ 㻝 ○

○

○
䠡䠯䠠ㄽ（ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫
䛵䛟䜚䠎）䠝

㻝

ᆅ⌫ྐ䛻䛚䛡䜛⏕≀䛾ኚ
㑄

䠡䠯䠠ᇶ♏（ᣢ⥆ྍ⬟䛺
♫䛵䛟䜚１）

㻝䠡䠯䠠ᇶ♏

䪮
㻞

䪯
⮬
↛
⏺
䛾
ᡂ
䜚
❧
䛱

䪮
㻟

䪯
䜾
䝻
䩻

䝞
䝹
䜲
䝅

䩨
䩻

䠡䠯䠠⏕ᾭᏛ⩦ㄽ

䪮
㻠

䪯
䠡
䠯
䠠

ᝨᫍᏛ

⮬
↛
科
Ꮫ
⣔
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業♫ㄽ䠝 㻝 ○ እᅜㄒ➨䊡 䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝１ 㻜㻚㻡 ○

業♫ㄽ䠞 㻝 ○ 䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞１ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡 ○

⚄ᡞᏛྐ䠝 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠝１ 㻜㻚㻡 ○

⚄ᡞᏛྐ䠞 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡 ○

⚄ᡞᏛ䛾◊✲᭱๓⥺䠝 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠞１ 㻜㻚㻡 ○

⚄ᡞᏛ䛾◊✲᭱๓⥺䠞 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡 ○

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏䠝 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

㜰⚄・ῐ㊰㟈⅏䠞 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

䜂䜗䛖䛤⚄ᡞᏛ 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

ᆅᇦ♫ᙧᡂᇶ♏ㄽ 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

日ᮏ㓇Ꮫධ㛛 㻝 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

ᾏ䜈䛾ㄏ䛔 ᾏ䜈䛾ㄏ䛔 㻞 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 ℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 㻞 ○ 䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

䝣䝷䞁スㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

䝣䝷䞁スㄒ୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡 ○

䝣䝷䞁スㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠝１ 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠞１ 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒึ⣭䠯䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒ୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡 ○

୰ᅜㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝１ 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠎 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞１ 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠎 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠏 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠝䠐 㻜㻚㻡 ○

䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠏 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡 ○ 䝻䝅䜰ㄒึ⣭䠞䠐 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡 ○ 䝻䝅䜰ㄒ୰⣭䠟１ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡 ○ 䝻䝅䜰ㄒ୰⣭䠟䠎 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡 ○ እᅜㄒ➨䊢 ➨୕እᅜㄒ（䝗䜲䝒ㄒ）䠰１ 㻜㻚㻡 ○

➨୕እᅜㄒ（䝗䜲䝒ㄒ）䠰䠎 㻜㻚㻡 ○

➨୕እᅜㄒ（䝗䜲䝒ㄒ）䠰䠏 㻜㻚㻡 ○

➨୕እᅜㄒ（䝗䜲䝒ㄒ）䠰䠐 㻜㻚㻡 ○

➨୕እᅜㄒ（䝣䝷䞁スㄒ）䠰１ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 㻜㻚㻡 ᑐ㇟እ ྜྰホ౯ ➨୕እᅜㄒ（䝣䝷䞁スㄒ）䠰䠎 㻜㻚㻡 ○

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 㻜㻚㻡 ᑐ㇟እ ྜྰホ౯ ➨୕እᅜㄒ（䝣䝷䞁スㄒ）䠰䠏 㻜㻚㻡 ○

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） 㻝 ○ ➨୕እᅜㄒ（䝣䝷䞁スㄒ）䠰䠐 㻜㻚㻡 ○

እ
ᅜ
ㄒ
科
目

⫋業䛸Ꮫ䜃㻙䜻䝱䝸䜰䝕䝄
䜲䞁を⪃䛘䜛䠝

㻝 ○

⫋業䛸Ꮫ䜃㻙䜻䝱䝸䜰䝕䝄
䜲䞁を⪃䛘䜛䠞

㻝 ○

♫ᇶ♏Ꮫ（䜾䝻ー䝞䝹
ேᮦ䛻ྍḞ䛺ᩍ㣴）

㻞 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝

㻜㻚㻡

䝕ータ䝃䜲䜶䞁スධ㛛䠝 㻝

䪮
㻢

䪯
⚄
ᡞ
Ꮫ ᆅᇦ㐃ᦠ

䪮
㻡

䪯
䜻
䩦
䝸
䜰
科
目

業♫ㄽ

⫋業䛸Ꮫ䜃

♫ᇶ♏Ꮫ（䜾䝻ー
䝞䝹ேᮦ䛻ྍḞ
䛺ᩍ㣴）

䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸
♫㈉⊩άື

㻔㻣㻕
䝕
䡘
タ
䝃
䜲
䜶
䞁
ス

䝕ータ䝃䜲䜶䞁
スධ㛛

䜾䝻ー䝞䝹䝏䝱䝺䞁
䝆ᐇ⩦

⚄ᡞᏛྐ

⚄ᡞᏛ䛾◊
✲᭱๓⥺

㜰⚄・ῐ㊰
㟈⅏

○

○

㻝 ○

䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸♫㈉⊩
άື䠞

㻝 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻝（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）

㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻞（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）

㻜㻚㻡 ○

（እᅜㄒ科目䠈ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ䠈ሗ科目䠈㈨᱁චチ䛾

䛯䜑䛾科目䠈䛭䛾ᚲせ䛸ㄆ䜑䜛科目）

○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞

㻜㻚㻡 ○

እᅜㄒ➨䊠

○

㻜㻚㻡 ○

㻜㻚㻡 ○

㻝 ○

㻝ཪ
は㻞

○

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡 ○

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
科
目

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝（㑅ᢤ
上⣭ク䝷ス）

䜾䝻ー䝞䝹䝏䝱䝺䞁䝆ᐇ
⩦

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞（㑅ᢤ
上⣭ク䝷ス）

䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛸♫㈉⊩
άື䠝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞

䝕ータ䝃䜲䜶䞁スධ㛛䠞 㻝 ○

䝕ータ䝃䜲䜶䞁
スᴫㄽ

䝕ータ䝃䜲䜶䞁スᴫㄽ䠝 㻝

እ
ᅜ
ㄒ
科
目䝕ータ䝃䜲䜶䞁スᴫㄽ䠞
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㻌ሗ㻌科㻌目 ሗᇶ♏ 㻝 ᑐ㇟እ ྜྰホ౯ ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏科目 ⏕≀Ꮫᴫㄽ䠟䠎 㻝 ○

ሗ科Ꮫ１ 㻝 ○ ⏕≀Ꮫᴫㄽ䠠１ 㻝 ○

ሗ科Ꮫ䠎 㻝 ○ ⏕≀Ꮫᴫㄽ䠠䠎 㻝 ○

ᗣ・ス䝫䠉䝒科Ꮫ ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠝 㻝 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠝１ 㻝 ○

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠞 㻝 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠎 㻝 ○

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠟 㻝 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠞１ 㻝 ○

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ 㻝 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠞䠎 㻝 ○

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦１ 㻜㻚㻡 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠟１ 㻝 ○

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦䠎 㻜㻚㻡 ○ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠎 㻝 ○

日ᮏᅜ᠇ἲ１ 㻝 ᑐ㇟እ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠠１ 㻝 ○

日ᮏᅜ᠇ἲ䠎 㻝 ᑐ㇟እ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠠䠎 㻝 ○

⥲ྜ科目䊠 ᑐ㇟እ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠡１ 㻝 ○

⥲ྜ科目䊡 ᑐ㇟እ ⏕≀Ꮫྛㄽ䠡䠎 㻝 ○

⏕≀Ꮫᐇ験１ 㻝 ○

（ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏科目） ⏕≀Ꮫᐇ験䠎 㻝 ○

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏科目 ᚰ䛸⾜ື 㻞 ○ ᇶ♏ᆅᏛ１ 㻝 ○

⥺ᙧ௦数ධ㛛１ 㻝 ○ ᇶ♏ᆅᏛ䠎 㻝 ○

⥺ᙧ௦数ධ㛛䠎 㻝 ○ ᆅᏛᐇ験䠝 㻝 ○

⥺ᙧ௦数１ 㻝 ○ ᆅᏛᐇ験䠞 㻝 ○

⥺ᙧ௦数䠎 㻝 ○

⥺ᙧ௦数䠏 㻝 ○

⥺ᙧ௦数䠐 㻝 ○

ᚤศ✚ศධ㛛１ 㻝 ○

ᚤศ✚ศධ㛛䠎 㻝 ○

ᚤศ✚ศ１ 㻝 ○

ᚤศ✚ศ䠎㻌 㻝 ○

ᚤศ✚ศ䠏 㻝 ○

ᚤศ✚ศ䠐 㻝 ○

数⌮⤫ィ１ 㻝 ○

数⌮⤫ィ䠎 㻝 ○

≀⌮Ꮫධ㛛 㻝 ᑐ㇟እ ྜྰホ౯

ຊᏛᇶ♏１ 㻝 ○

ຊᏛᇶ♏䠎 㻝 ○

㟁☢ẼᏛᇶ♏１ 㻝 ○

㟁☢ẼᏛᇶ♏䠎 㻝 ○

㐃⥆యຊᏛᇶ♏ 㻝 ○

⇕ຊᏛᇶ♏ 㻝 ○

㔞ᏊຊᏛᇶ♏㻌 㻝 ○

┦ᑐㄽᇶ♏ 㻝 ○

≀⌮Ꮫᐇ験ᇶ♏ 㻝 ○

≀⌮Ꮫᐇ験 㻞 ○

ᇶ♏↓ᶵᏛ１ 㻝 ○

ᇶ♏↓ᶵᏛ䠎 㻝 ○

ᇶ♏≀⌮Ꮫ１ 㻝 ○

ᇶ♏≀⌮Ꮫ䠎 㻝 ○

ᇶ♏᭷ᶵᏛ１ 㻝 ○

ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠎 㻝 ○

Ꮫᐇ験１ 㻝 ○

Ꮫᐇ験䠎 㻝 ○

⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝１ 㻝 ○

⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠎 㻝 ○

⏕≀Ꮫᴫㄽ䠞１ 㻝 ○

⏕≀Ꮫᴫㄽ䠞䠎 㻝 ○

⏕≀Ꮫᴫㄽ䠟１ 㻝 ○

㈨᱁චチ䛾䛯䜑䛾科
目

䛭䛾ᚲせ䛸ㄆ䜑䜛
科目
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(11)　学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ
（平成 26 年１月 23 日制定）

　この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，
厳格生を確保するため，その手続きについて定める。

　（申し立ての理由）
　学生は受講した全学共通授業科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価
基準に照らして疑義がある場合は，国際教養教育院長に申し立てを行い，成績評価につい
て，担当教員に説明を求めることができるものとする。

　（申し立ての手続き）
　成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申
し立てを行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記
入し，教育推進課共通教育グループに提出することとする。

　（申し立てへの対応）
　申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について
速やかに教育推進課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。
　また，その結果については，授業担当教員等は書面により，国際教養教育院長に報告す
ることとする。

　　　　附　則
　この申合せは，平成 27 年４月１日から施行する。

最終改正　平成 27 年１月 22 日

－ ��� －

(11)　学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ
（平成 26 年１月 23 日制定）

　この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，
厳格生を確保するため，その手続きについて定める。

　（申し立ての理由）
　学生は受講した全学共通授業科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価
基準に照らして疑義がある場合は，国際教養教育院長に申し立てを行い，成績評価につい
て，担当教員に説明を求めることができるものとする。

　（申し立ての手続き）
　成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申
し立てを行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記
入し，教育推進課共通教育グループに提出することとする。

　（申し立てへの対応）
　申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について
速やかに教育推進課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。
　また，その結果については，授業担当教員等は書面により，国際教養教育院長に報告す
ることとする。

　　　　附　則
　この申合せは，平成 27 年４月１日から施行する。

最終改正　平成 27 年１月 22 日
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学務課共通教育グループに提出することとする。

最終改正　平成 30 年３月 31 日

学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。

附　則
この申合せは、平成 30 年４月１日から施行する。

－ �� －
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（11）　編入学者の全学共通授業科目の履修に関する申合せ

（平成 30 年 10 月 25 日制定）
国際教養教育委員会

１　編入学者については、原則として、全学共通授業科目の履修を認めない。
　ただし、次の (1) から (4) までに掲げる教育関係の免許・資格等を取得するために必要
な単位に関する全学共通授業科目に限り、編入学者の所属する学部の学部長から国際教
養教育院長に全学共通授業科目の履修要件科目に関する履修依頼があった場合には、４
単位を上限として履修を認めることがある。
(1)　教職免許状の資格を取得するために必要な単位
・外国語科目（外国語第Ⅰに限る。）
・健康・スポーツ科学
・情報科目（「情報基礎」を除く。）
・資格免許のための科目
(2)　学芸員の資格を取得するために必要な単位
・総合教養科目（「ＥＳＤ生涯学習論Ａ」及び「ＥＳＤ生涯学習論Ｂ」に限る。）
(3)　社会教育主事の資格を取得するために必要な単位
・総合教養科目（「ＥＳＤ生涯学習論Ａ」及び「ＥＳＤ生涯学習論Ｂ」に限る。）
(4)　神戸大学ＥＳＤコースの修了認定のために必要な単位
・総合教養科目（ＥＳＤに限る。）

２．各学部は、編入学者に対し上記１に関する履修指導を徹底するとともに、各学期・ク
ォーターの所定の期限までに正式な手続きを経ずに全学共通授業科目の履修登録を行っ
た者に対しては、速やかに当該授業科目の登録を削除し、かつ当該学生に適切な指導を
行うものとする。

附　則
この申合せは、平成 31 年４月１日から施行し、平成 33 年度編入学者から適用する。
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１１䠊䠊１１    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目とと䛿䛿  

Ꮫඹ㏻授業科目䛸は、ᮏᏛ䛾ᩍᏛつ๎䛻定䜑䜛授業科目䛾䛖䛱、ᇶ♏ᩍ㣴科目・⥲ྜᩍ㣴科目・እᅜㄒ科目・ሗ科

目・ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ䛚䜘䜃ᑓ㛛ᩍ⫱䛾‽ഛ䜔ᑟධ䛸䛺䜛ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏科目䛺䛹䛾Ꮫ㒊䛻ඹ㏻す䜛授業科目を䛔䛔䜎す。

Ꮫඹ㏻授業科目䛾⏬・㐠Ⴀは、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔䛜⾜䛳䛶䛔䜎す。㻌

 
１１䠊䠊２２    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの履履修修にに䛴䛴いいてて  

１１䠊䠊２２䠊䠊１１    授授業業期期間間・・授授業業日日程程・・授授業業時時間間  

・授業期間 

１ᖺ間を䠎Ꮫ期䛻ศ䛡、䠐月䡚䠕月を䛂๓期䛃、１䠌月䡚䠏月を䛂ᚋ期䛃䛸䛧、๓期・ᚋ期䛾授業期間を䛭䜜䛮䜜༙ศ䛻ศ䛡䛯、

ྛ䠔㐌䛾授業期間を䛂クォーター䛃䛸䜃䜎す。๓期䛻は➨１・➨䠎クォーター、ᚋ期䛻は➨䠏・➨䠐クォーター䛜䛒䜚䜎す。➨

○クォーターを䛂○㻽䛃䛸␎䛧䛶表グす䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎す。㻌

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

前期 後期 

            

        㻌

  
・授業日程 

授業日⛬は、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔 㻴㻼䠚䛂᪂ධ⏕䛾᪉䜈䛃䛾䝨ー䝆䠚䛂௧䠏ᖺᗘᏛඹ㏻授業科目授業ண定表䛃䛻 㻼㻰㻲

䝣䜯䜲䝹をᥖ㍕䛧䛶䛔䜎す。㻌

  
・授業時間 

授業は下グ䛾間ᖏ䛻ᐇ䛧䜎す。㻌

授業間は１䝁䝬䠕䠌ศ、１クォーター䛒䛯䜚䛾授業期間は䠔㐌間䛷ᐇ䛧䜎す。㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

時時限限  11 時時限限  22 時時限限  33 時時限限  44 時時限限  55 時時限限  66 時時限限  

授業時間 
8：50～ 

10：20 

10：40～ 

12：10 

13：20～ 

14：50 

15：10～ 

16：40 

17：00～ 

18：30 

18：50～ 

20：20 

䠆ᑓ㛛科目➼ྛᏛ㒊䛷⾜䜟䜜䜛授業䛻䛴䛔䛶は␗䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎す。㻌

 
・定期試験  

定期試験は、ྛᏛ期・ྛクォーター䛾᭱⤊㐌䛾１㐌間䛷⾜䛔䜎す。定期試験は、㏻ᖖ授業䛸は␗䛺䜛᭙日・間ᖏ䛷ᐇ

す䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎す䛾䛷注ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔。䛺䛚、㏣試験はཎ๎䛸䛧䛶⾜䛔䜎䛫䜣䛜、ᛴ・ᚷᘬ䛝➼䛻䜘䜚定期試験を

ཷ験䛷䛝䛺䛛䛳䛯ሙྜ、ᡤ定䛾ᡭ⥆䛝を期㝈䜎䛷䛻⾜䛘䜀、㏣試験䛾ཷ験をㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎す。㻌

㻌

１１䠊䠊２２䠊䠊２２    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの履履修修計計⏬⏬のの❧❧てて᪉᪉・・登登録録のの㐍㐍䜑䜑᪉᪉  

学部で定䜑䜙䜜ている履修に関するルール䜢⌮

ゎする 

・༞業す䜛䛯䜑䛻ಟᚓす䜉䛝༢（䈜１）数、ᒚಟྍ⬟䛺科目、ྛ科目をᒚ

ಟす䜛Ꮫᖺ・Ꮫ期、ᒚಟⓏ㘓䛷䛝䜛༢数䛾上㝈（䈜䠎）➼䛻䛴䛔䛶、ᡤ

ᒓ学部の「学生౽ぴ」䛷☜ㄆ䛧䜎䛧䜗䛖。 

  
時間割表・䝅䝷䝞ス（※䠏）・「学ඹ㏻授業科目

の履修に䛴いて」䜢もとに、学ඹ㏻授業科目

・間表➼を䜒䛸䛻、ᚲ修科目䛜開講䛥䜜䜛᭙日・㝈を☜ㄆ䛧䜎䛧䜗䛖。㻌

䊻ᚲಟ科目・㑅ᢥᚲಟ科目・㑅ᢥ科目は、Ꮫ㒊ẖ䛻定䜑䜙䜜䛶䛔䜎す。ᡤ

� � � � � �  １１䠊䠊学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの基基ᮏᮏ事事㡯㡯  

学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目履履修修内内（（令令和和 33 年年度度入入学学者者⏝⏝））  
※ ᑓᑓ㛛㛛科科目目ななどど学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目以以እእのの履履修修にに䛴䛴いいてて䛿䛿、、開開講講学学部部ののᥖᥖ♧♧等等でで☜☜ㄆㄆししてて䛟䛟䛰䛰䛥䛥いい。。  

第１クォーター 第２クォーター 夏休み 第３クォーター 第４クォーター 春休み 
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の履修計⏬䜢❧てる ᒓᏛ㒊䛾䛂Ꮫ⏕౽ぴ䛃䛷☜ㄆ䛷䛝䜎す。㻌

・間表➼を䜒䛸䛻、䛭䛾Ꮫ期䛻ᒚಟす䜛選ᢥᚲ修科目・選ᢥ科目を⪃

䛘䜎す。㻌

・授業科目䛾ෆᐜは、䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖（䈜䠐）䛾䝅䝷䝞ス䛷☜ㄆ䛷䛝䜎す。㻌

・ཎ๎として、ᡤᒓする学部・学科等によりᣦ定䛥䜜た曜日・時限の授業科

目（学部ᣦ定開講ᯟ）䜢履修しますので、時間割表等で☜ㄆして䛟䛰䛥

い。㻌

・科目によって䛿、学⡠␒ྕ等によりཷ講する䜽䝷スがᣦ定䛥䜜ていること

がありますので、時間割表で☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

・ྠ୍授業科目は、᭙日・㝈䛜␗䛺䜛ሙྜ䛷䜒㔜」䛧䛶ᒚಟ䛷䛝䜎䛫䜣。㻌

・科目により履修登録の᪉法が␗なりますので、ྛ科目の履修登録᪉法䜢

よ䛟☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

 

抽選登録（※５）䜢行䛖 

（１年次１䠭科目䛿抽選登録䜢行いま䛫䜣。） 

・ᢳ㑅Ⓩ㘓期間୰䛻䛖り䜌ー䝛䝑䝖䛷ᢳ㑅Ⓩ㘓を⾜䛔䜎す。㻌

・ᇶ♏ᩍ㣴科目・⥲ྜᩍ㣴科目はᢳ㑅Ⓩ㘓䛾ᑐ㇟䛷す。㻌

・基礎教養科目・総合教養科目䛿、１年次２䠭科目䛛䜙抽選登録が可能に

なります。㻌

・ᢳ㑅Ⓩ㘓期間は、下グ䛾䝨ー䝆䛷Ⓨ表䛥䜜䛶䛔䜎す。㻌

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/green/study/index.html 

履修登録（※５）䜢行䛖 

 

・ᒚಟⓏ㘓期間୰䛻䛖り䜌ー䝛䝑䝖䛷ᒚಟⓏ㘓を⾜䛔䜎す。㻌

・ᒚಟⓏ㘓期間は、Ꮫ期開ጞ๓䛻Ⓨ表䛥䜜䜎す。（௨下䝨ー䝆をཧ↷）㻌

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/green/study/index.html 

䛭のの᪉法で登録䜢行䛖 ・ྛ科目䛾ᣦ示䛻ᚑ䛳䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

 

 履修登録୍ぴ（提出⏝）」また䛿ࠕ

 「履修科目୍ぴ表」䜢提出 

・ᒚಟす䜛科目をす䜉䛶Ⓩ㘓䛧⤊䜟䛳䛯䜙、ᡤᒓᏛ㒊䛾ᣦ示䛻ᚑ䛳䛶、「履

修登録୍ぴ（提出⏝）」また䛿「履修科目୍ぴ表」をᥦฟ期㝈䜎䛷䛻ᡤᒓ

Ꮫ㒊䛾ᩍົᢸᙜಀ䜈ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌

 

履修取消（※５）䜢行䛖 ・ᢳ㑅Ⓩ㘓ཪはᒚಟⓏ㘓を⾜䛳䛯科目を、㏵୰䛷ཷ講を୰Ṇす䜛ሙྜは、

ᒚಟྲྀᾘ期間୰䛻䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛷ᒚಟྲྀᾘを⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎す。䛺䛚、

ᒚಟྲྀᾘ䛧䛶䜒、䛭䛾科目はᒚಟⓏ㘓༢䛾上㝈䛻含䜎䜜䜎す。㻌

・ᒚಟⓏ㘓期間は、௨下䛾䝨ー䝆䛷Ⓨ表䛥䜜䜎す。㻌

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/green/study/index.html 

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠ࡢᤵᴗࡢᐇ᪉ἲࡸࢫࣂࣛࢩࡢ┠⛉ྛࠊࡣ BEEF㸦⚄ᡞᏛᏛಟᨭ࣒ࢸࢫࢩ㸧ᥖ㍕ࠋࡍࡲࡋ 

ึᅇᤵᴗᙜ日ࡣ BEEF ᚲࠊࡋㄆ☜ࢆሗࡢ┠⛉ྛ࡛ࡲ๓日ࡢᅇᤵᴗึࡎᚲࠋࡍࡲࢀࡉணࡀࡇࡿࡍ㞟୰ࡀࢫࢭࢡࡢ

せࡵࡌࡽ࠶ࡣࡢࡶ࡞⮬ศࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࣥࢥࢯࣃࡢ 

ࡿࡍ㛵㐲㝸ᤵᴗࠊࡓࡲ URL SNSࠊࡋ⟶ಶே࡛ಖࡣࢻ࣮࣡ࢫࣃࡸ ➼࡛බ⾲ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡋࡣ 

ࡀᒚಟⓏ㘓ࠊ࠾࡞ BEEF ࢆᒚಟⓏ㘓࡛ࡲ日ࠎ๓ࡢᅇᤵᴗึࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡽ日⩣ࡢ日ࡓࡋᒚಟⓏ㘓ࠊࡣࡢࡿࢀࡉᫎ

ࡿ࠸࡚ࡋᚲせࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟⓏ㘓ࡸᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫2.1ࠗࡣ࡚࠸ࡘ� Ꮫඹ㏻ᤵᴗ⛉┠㛵ࡿࡍ㏻▱࠘ࡍ♧࡚᪉ἲ࡛ࢆࢫࣥ࢘ࢼ

2Qࠊ≉ࠋࡍࡲࡋ ሙྜࡓࢀᛀࢆⓏ㘓Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆࠋࡍࡲ࠸ࡃከࡀேࡿ࠼㛫㐪ࢆⓏ㘓ᮇ㛫ྛࡢᚋᮇ㸦3Q4Q㸧ࠊࡸᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫ࡢ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆⓏ㘓Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆྛࡎᚲࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍᒚಟࢆᤵᴗࠊࡣ

㸨ᚋᮇ㸦3Q4ࠊQ㸧ࡢᢳ㑅Ⓩ㘓ᮇ㛫ࡣ年ࠊኟఇࡳᮇ㛫ᐇࠋࡍࡲࡋᛀࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࢀ 
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⏝ㄒのゎㄝ 

※１ ༢ 

授業科目䛾Ꮫಟ目ᶆを㐩ᡂす䜛䛯䜑、୍定䛾ᇶ‽䛻ἢ䛳䛶ᚲせ䛺Ꮫಟ間数䛜定䜑䜙䜜䛶䛔䜎す。䛣䛾間数を༢

䛸䛔䛔、１༢は、授業䛸授業እ䛾Ꮫಟ間をྜ䜟䛫䛶ྜィ䠐䠑間をせす䜛ෆᐜ䛷䛒䜛䛣䛸を表䛧䜎す。༢数は科目䛻

䜘䜚␗䛺䜚䜎す。授業科目をᒚಟ䛧、Ꮫಟ目ᶆを㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛䛸ホ౯䛥䜜䜜䜀、༢をಟᚓ䛷䛝䜎す。䜎䛯、༞業䛾せ௳䛸䛧

䛶Ꮫ⏕䛜ಟᚓす䜉䛝༢数はྛᏛ㒊➼䛻䛚䛔䛶定䜑䜙䜜䛶䛔䜎す。㻌

※２ 履修登録上限༢ᩘ 

Ꮫ期ཪはᖺ間䛻ᒚಟⓏ㘓䛷䛝䜛༢数䛾上㝈䛜、Ꮫ㒊・Ꮫ科䛤䛸䛻定䜑䜙䜜䛶䛔䜎す。ᒚಟⓏ㘓上㝈༢数は䇿㻯㻭㻼

（䜻䝱䝑䝥）䇿䛸䜒䜃䜎す。ᡤᒓᏛ㒊䛾䛂Ꮫ⏕౽ぴ䛃䛷ලయⓗ䛺༢数➼を☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

※䠏 䝅䝷䝞ス 

䝅䝷䝞ス䛸は、ྛ科目䛾䝔ー䝬䜔授業ィ⏬、授業䛾ᴫせ➼を☜ㄆす䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛㈨ᩱ䛷す。䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛾䝅䝷䝞ス䛷

ෆᐜをཧ↷す䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎す。㻌

※４ 䛖り䜌ー䝛䝑䝖 

䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛸は⚄ᡞᏛᩍົሗ䝅ス䝔䝮䛾ឡ⛠䛷す。䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛾⏝䛻は、ሗᇶ┙セ䞁ター䛜Ⓨ⾜䛧䛯䜰䜹

䜴䞁䝖䛜ᚲせ䛷す。㻌

※５ 履修登録・抽選登録・履修取消 

ᒚಟ䛸は、䛒䜛科目をཷ講す䜛䛣䛸䛷す。ᒚಟす䜛䛻は、Ꮫ⏕ྛ⮬䛷科目をⓏ㘓（ᒚಟⓏ㘓）す䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎す。ே数

ไ㝈➼䛾䛯䜑ᢳ㑅䛾上、ᒚಟⓏ㘓す䜛（ᢳ㑅Ⓩ㘓）ሙྜ䜒䛒䜚䜎す。㏵୰䛷ᒚಟを୰Ṇす䜛ሙྜ䛻は、ᒚಟをྲྀᾘす䛣䛸

䛜䛷䛝䜎す（ᒚಟྲྀᾘ）。㻌

 

ὀព 

・Ꮫഃ䛷๓Ⓩ㘓を⾜䛖科目を㝖䛝、学生⮬㌟が、ᣦ定䛥䜜た期間中にⓏ㘓䛾ᡭ⥆䛝を⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜚䜎す。㻌

・ᒚಟ・ᢳ㑅Ⓩ㘓期間⤊ᚋ䛻Ⓩ㘓῭䜏䛾科目を別䛾科目䛻ኚ᭦す䜛䛣䛸は䛷䛝䜎䛫䜣。㻌

・登録間㐪い䜔登録も䜜のままཷ講しても、༢䜢修ᚓで䛝ま䛫䜣。୍䠈Ⓩ㘓間㐪䛔䜔Ⓩ㘓䜒䜜䛻Ẽ䛔䛯は䠈㏿䜔䛛

䛻ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᢸᙜಀ䛻┦ㄯ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌
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２２䠊䠊１１    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目にに関関すするる㏻㏻▱▱  

㻌 㻌

Ꮫඹ㏻授業科目䛻㛵す䜛㏻▱・㐃⤡は、㏻ᖖは、に国際教養教⫱㝔ᥖ♧ᯈ（㭯⏥➨１䜻䝱ン䝟ス 㻷 Ჷ１㝵）により㏻▱䜢行い

ます。ᚲせにᛂ䛨て、䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛾ᥖ示ᯈ、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮䝃䜲䝖（䜰䝗䝺スは下グᯟෆ）をά⏝䛧䛶㏻▱を⾜䛖ሙྜ䜒䛒䜚䜎す

䛾䛷、日䛤䜝䛛䜙☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。（ḟ㡫䛾㓄⨨ᅗཧ↷）㻌

㻌 【ὀព】ᥖ♧䜢ぢⴠとして┈䜢ཷ䛡たとしても、大学䛿㈐௵䜢㈇いま䛫䜣。 

㻌

２䠊１䠊１  履修・授業・試験等 

に国際教養教⫱㝔ᥖ♧ᯈ䛷㐃⤡䛧䜎す䛜、ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶国際教養教⫱㝔の䝩ー䝮䝨ー䝆䜔䛖り䜌ー䝛䝑䝖ᥖ♧ᯈ䛻䜒ే

䛫䛶ᥖ㍕す䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎す。䠧Ჷ１㝵ᒇෆ䛾ᡤᒓ学部別ᥖ♧ᯈ䛻は、≉定䛾Ꮫ㒊Ꮫ⏕䜈䛾㐃⤡㡯䜔ᡤᒓᏛ㒊䛛䜙䛾㐃

⤡㡯をᥖ示䛧䛶䛔䜎す。㻌

㻌

国際教養教⫱㝔 㼃E㻮 䝃イ䝖 

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm 

学生ྥ䛡ポー䝍ル䝃イ䝖 䛖り䜌ーポー䝍ル 

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/student.html 
㻌 㻌 （䛖䜚䜌ー䝫ータ䝹䜘䜚ᩍົሗ䝅ス䝔䝮䛂䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛃䜈᥋⥆䛷䛝䜎す。） 

  

２䠊１䠊２  休講・補講 

䛖り䜌ー䝛䝑䝖の休講補講↷で䛚▱䜙䛫します。 

（た䛰し、ྛ科目䛾 㻮㻱㻱㻲 䛷ఇ講・⿵講䛻䛴䛔䛶㐃⤡す䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎す。）㻌

  

    

 ２２䠊䠊学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目にに関関すするる㏻㏻▱▱・・❆❆ཱཱྀྀ  
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２２䠊䠊２２  ❆❆ཱཱྀྀ  

２䠊２䠊１  学務ㄢඹ㏻教⫱䜾ルー䝥 

Ꮫඹ㏻授業科目䛻㛵す䜛䛣䛸⯡（ᢳ㑅Ⓩ㘓、定期試験・試験・㏣試験・␃Ꮫ䛻క䛖⧞䜚上䛢試験）、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔

䛜⟶⌮す䜛ᩍᐊ䛾⏝䛻㛵す䜛䛣䛸、Ꮫඹ㏻授業科目䛻䛚䛡䜛授業୰䛾ᨾ、┐㞴、ᣠᚓ≀䛻㛵す䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶は、Ꮫ

ົㄢඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹ー䝥（㭯⏥➨１䜻䝱䞁䝟ス 㻷Ჷ１㝵）䛷ཷ䛡䛡䛶䛔䜎す。㻌

※㐍⣭・卒業・履修登録༢ᩘの上限に関すること䛿、ᡤᒓ学部の教務ᢸᙜ係にၥい合䜟䛫て䛟䛰䛥い。 

䠘❆ཱྀ業務時間䠚 ᖹ日 ８：䠏䠌～１１：䠏䠌、１２：䠏䠌～１７：䠌䠌 

 ※１１：䠏䠌～１２：䠏䠌䛿入ᐊで䛝ま䛫䜣 

䖩᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹スឤᰁ䛾ᙳ㡪䛜䛒䜛間は、ᴟຊົᐊ䛾ゼၥは᥍䛘䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

Ꮫඹ㏻授業科目䛻㛵す䜛ၥⅬ䛻䛴䛔䛶は、䜎䛪Ꮫ⏕౽ぴ䜔間、Ꮫ 㻴㻼 を䜘䛟ㄪ䜉、䛭䜜䛷䜒䜟䛛䜙䛺䛡䜜䜀、

ඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹ー䝥䜈㐃⤡䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌

２䠊２䠊２  䝺ポー䝖の提出場ᡤ 

㻌

Ꮫඹ㏻授業科目䛾䝺䝫ー䝖ᥦฟは㭯⏥➨１䜻䝱䞁䝟ス 㻷 Ჷ１㝵䛾䝺䝫ー䝖䝪䝑クス䜒䛧䛟は 㻮㻱㻱㻲 をά⏝䛧䛯ᥦฟ᪉ἲ䛜䛒

䜚䜎す。ྛ科目䛾授業୰䛾ᣦ示䛻ᚑ䛔、期㝈䜎䛷䛻ᥦฟを䛧䛶䛟䛰䛥䛔。。㻌

【ὀព】 

・䝺䝫ー䝖䛻はᥦฟ期㝈䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜎す。ᥦฟ期㝈を㐣䛞䛯䝺䝫ー䝖は、⌮⏤をၥ䜟䛪୍ษཷ㡿䛧䜎䛫䜣。㻌

・回ᚋ䛻ពᅗⓗ䛻ᢞภ䛥䜜䛯䝺䝫ー䝖は↓ຠ䛸䛧䜎す。㻌

・ㄗ䛳䛶䛾䝺䝫ー䝖䝪䝑クス䛻ධ䜜䛯ሙྜはす䛠䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔。䛭䛾䜎䜎䛷す䛸、ᢸᙜᩍဨ䛻はᒆ䛝䜎䛫䜣䛾

䛷ᡂ⦼ホ౯䛜䛷䛝䜎䛫䜣。㻌

・ᖹ日䛾ኪ間ཬ䜃ఇ日は䠧Ჷᘓ≀ෆ䜈❧䛱ධ䜛䛣䛸は䛷䛝䜎䛫䜣。㻌

 

䛀㻷 Ჷ１㝵䛁                                           䛀㻭 Ჷ１㝵䛁 
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䠏䠏䠊䠊１１    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの授授業業開開始始日日  

䖩௧䠏ᖺᗘ๓期䛾Ꮫඹ㏻授業科目䛾授業は、㻠月 㻝㻞 日（月）䛛䜙⾜䛔䜎す。㻌

ヲ⣽は、䛂௧䠏ᖺ㻔㻞㻜㻞㻝㻕ᗘ㻌Ꮫඹ㏻授業科目授業ண定表䛃をཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

䛺䛚、ᡤᒓᏛ㒊ᑓ㛛科目䛾授業開ጞ日は␗䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎す。㻌

㻌

䠏䠏䠊䠊２２    １１年年生生のの令令和和 33 年年度度前前期期開開講講科科目目のの登登録録᪉᪉法法  

௧ 㻟ᖺᗘ๓期開講科目䛻䛴䛔䛶、授業科目༊ศ䛤䛸䛾Ⓩ㘓᪉ἲは下表䛾䛸䛚䜚䛷す。㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᒚಟⓏ㘓・ᢳ㑅Ⓩ㘓䛾期間䛻䛴䛔䛶は௨下䛻ᥖ㍕䛧䛶䛔䜎す。㻌

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/green/study/index.html㻌

 

【ὀព】 

・ᡤᒓする学部・学科等によりᣦ定䛥䜜た曜日・時限の授業科目（ᡤᒓ学部・学科の時間割表に記㍕䛥䜜ている授業科目）

䜢履修して䛟䛰䛥い。  

・登録が了していない授業科目䛿ཷ講しても༢䜢修ᚓで䛝ま䛫䜣。㻌

㻌

授授業業科科目目のの༊༊分分等等  履履修修登登録録᪉᪉法法  

基礎教養科目 

総合教養科目 

② 

（୍部科目④） 

እ
国
ㄒ
科
目 

እ国ㄒ➨䊠 ③ 

እ国ㄒ➨䊡 ③ 

報科目 「報基礎」：③ 

ᗣ・スポ䠉ツ科学 
実⩦：④ 

講⩏：② 

ඹ㏻ᑓ㛛基礎科目 
① 

（୍部科目④） 

㻌

㻌

㻌

㻌 㻌

 䠏䠏䠊䠊令令和和 33 年年度度前前期期➨➨１１䜽䜽䜷䜷ーー䝍䝍ーー・・➨➨２２䜽䜽䜷䜷ーー䝍䝍ーー学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの履履修修にに䛴䛴いいてて（（１１年年生生ྥྥ䛡䛡））

①履修登録（履修登録期間内に履修登録ᡭ⥆がᚲせです。） 

②抽選登録（抽選登録期間内に抽選䜈のᛂເがᚲせです。） 

③事前登録（大学ഃで登録䜢行います。） 

④䛭のの᪉法で履修者の選ᢤ䜢行䛖科目 

－ 102 －



7 
 

䠏䠏䠊䠊䠏䠏    科科目目別別ὀὀពព事事㡯㡯  

 

䠏䠊䠏䠊１  基礎教養科目及び総合教養科目 

 

登録᪉法：②抽選登録（୍部の科目䜢㝖䛟） 

 

 【１次抽選】 ᑐ㇟：学部生 

 

抽選登録のᡭ㡰 

䛖り䜌ー䝛䝑䝖の䝬䝙䝳䜰ルも☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-kymsys/student/uribo_net/uribo_info.html 
 

（１）ま䛪、⮬学部（学科）にどの曜日時限が割りᙜて䜙䜜ている䛛（※）☜ㄆします。 

※ᡤᒓする学部・学科等によって履修で䛝る曜日・時限がỴまっています。こ䜜䜢「学部ᣦ定開講ᯟ」といいます。 

ලయⓗ䛺᭙日・㝈はᡤᒓᏛ㒊䛜㓄ᕸす䜛間表䜔、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮 䝨ー䝆（下グ）䛷☜ㄆ䛧䜎䛧䜗䛖。㻌

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/jikanwari/index.html 

㻌

（２）䝅䝷䝞スでྛ科目の内ᐜ䜢☜ㄆし、ᕼᮃ㡰䜢Ỵ䜑ます。 

 

（䠏）抽選登録期間に䛖り䜌ー䝛䝑䝖の「抽選登録」䛛䜙、ᕼᮃ㡰䜢登録します。 

 

（４）⮬㌟が抽選登録した内ᐜ䜢䛖り䜌ー䝛䝑䝖の「抽選⏦㎸内ᐜ☜ㄆ」より☜ㄆします。 

 

  （５）抽選⤖ᯝ発表日、䛖り䜌ー䝛䝑䝖䠚「履修登録・登録≧況↷」にてᙜ選科目䜢☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

      この↷⏬㠃で登録䛥䜜てい䜜䜀、すでに登録が了していますので、⮬分であ䜙た䜑て履修登録䜢行䛖ᚲせ䛿ありま䛫䜣。 

     

（ὀព） 

䖃ᛂເした曜日時限に科目が登録䛥䜜ていない場合䛿、以下の⌮⏤が⪃䛘䜙䜜ます。 

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・ᕼᮃ㡰をⓏ㘓䛧䛯䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜、ṇ䛧䛟Ⓩ㘓䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛛䛳䛯。㻌

（䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖、ᢳ㑅Ⓩ㘓期間୰䛻（䠐）䛾☜ㄆをᚲ䛪⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔。）㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・ᛂເ䛧䛯す䜉䛶䛾科目䛜ⴠ㑅䛧䛯。㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （䠑㝈䛻開講䛥䜜䜛⥲ྜᩍ㣴科目は、ᛂເே数䛜ከ䛔䛯䜑、ⴠ㑅す䜛ே数䜒ከ䛟䛺䜚䜎す。㻌

⥲ྜᩍ㣴科目をಟᚓす䜛ᚲせ䛜䛒䜛Ꮫ⏕は、ᚲ䛪Ꮫ㒊ᣦ定開講ᯟ䛾⥲ྜᩍ㣴科目䛾ᢳ㑅Ⓩ㘓を⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔。）㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・ᛂເ䛧䛯᭙日㝈䛻す䛷䛻別䛾科目䛜Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䛯。㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （ᑓ㛛科目➼䛸㔜」䛧䛺䛔䜘䛖、䜘䛟☜ㄆ䛧䛶䛛䜙ᛂເ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。）㻌

㻌

䖃ཎ๎として、Ỵ定䛥䜜た授業科目䛿変更で䛝ま䛫䜣。事前にᑓ㛛科目等の時間割䜢☜ㄆした上で、抽選登録して䛟䛰䛥い。（ኚ᭦䛧䛺

䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᫂☜䛺⌮⏤䛜⏕䛨䛯ሙྜは、ᡤᒓ学部の教務ᢸᙜ係䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔。）㻌

㻌

䖃ᢳ㑅䛷Ⓩ㘓䛥䜜䛯授業科目をᚲ䛪☜ㄆ䛾上、ཷ講䛧䛶䛟䛰䛥䛔。（Ⓩ㘓䛷䛝䛶䛔䛺䛔科目をཷ講䛧䛶䛔䛯ሙྜ䜔、ྠ䛨授業科目ྡ䛷䛒

䛳䛶䜒別䛾間䝁ー䝗䛾授業をཷ講䛧䛶䛔䛯ሙྜ、༢ಟᚓ䛷䛝䜎䛫䜣。）㻌

㻌

䖃」数䛾科目༊ศをྠ䛨᭙日・㝈䛷ᢳ㑅䛻ᛂເす䜛䛸、」数ᙜ㑅䛧䛯ሙྜ䛻ᒚಟ䜶䝷ー䛸䛺䜚䜎す。๓䛻ᢳ㑅䛻ᛂເす䜛科目༊ศ

をỴ定䛧䛯上䛷、㻝䛴䛾᭙日・㝈䛻 㻝科目༊ศ䛾䜏ᢳ㑅Ⓩ㘓を⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔。 
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【１次抽選】 ᑐ象：ྛ曜日時限で㓄ᙜ学部・年次のᣦ定があります。時間割䜢☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

 

【２次抽選】 ᑐ㇟：་་学学部部䛚䛚よよびび海海ὒὒᨻᨻ⟇⟇科科学学部部の学生 ᡭ㡰：基ᮏⓗに１次抽選とྠ䛨 

・抽選⤖ᯝの発表後、✵䛝定ဨのある授業科目䜢ᑐ象に、䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛷䛂䠎ḟᢳ㑅䛃を⾜䛔䜎す。㻌

・１次抽選でᙜ選している科目䛛䜙の変更䛿ㄆ䜑䜙䜜ま䛫䜣。 

・Ꮫ㒊ᣦ定開講ᯟ䛻䛛䛛䜟䜙䛪、す䜉䛶䛾᭙日・㝈䛻䛴䛔䛶ᢳ㑅Ⓩ㘓䛜ྍ⬟䛷す。㻌

䛯䛰䛧、す䛷䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛᭙日・㝈䛾ᢳ㑅䛻ᛂເ䛧䛶䜒、ᙜ㑅科目をⓏ㘓す䜛䛣䛸はฟ᮶䜎䛫䜣。㻌

・ே数ไ㝈䛜䛒䜚䜎す䛾䛷、ᢳ㑅₃䜜䛸䛺䜚ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜚䜎す。㻌

㻌

【䠏次抽選】 ᑐ㇟：学部生 ᡭ㡰：基ᮏⓗに１次抽選とྠ䛨 

・２次抽選⤖ᯝの発表後、✵䛝定ဨのある授業科目䜢ᑐ象に、䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛷䛂䠏ḟᢳ㑅䛃を⾜䛔䜎す。㻌

・Ꮫ㒊ᣦ定開講ᯟ䛻䛛䛛䜟䜙䛪、す䜉䛶䛾᭙日・㝈䛻䛴䛔䛶ᢳ㑅Ⓩ㘓䛜ྍ⬟䛷す。㻌

䛯䛰䛧、す䛷䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛᭙日・㝈䛾ᢳ㑅䛻ᛂເ䛧䛶䜒、ᙜ㑅科目をⓏ㘓す䜛䛣䛸はฟ᮶䜎䛫䜣。㻌

・１次抽選・２次抽選でᙜ選している科目䛛䜙の変更䛿ㄆ䜑䜙䜜ま䛫䜣。㻌

・ே数ไ㝈䛜䛒䜚䜎す䛾䛷、ᢳ㑅₃䜜䛸䛺䜚ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜚䜎す。㻌

㻌

㻌

㻌

登録᪉法：䐢䛭のの᪉法（୍部の科目のみ） 

䊻ヱᙜす䜛科目䛻䛴䛔䛶は、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔 㼃㻱㻮 䝃䜲䝖䛷࿘▱䛧䜎す。Ⓩ㘓᪉ἲ䛾ヲ⣽䜒ྠ䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕す䜛䛾䛷䜘䛟☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。 

㻌

㻌 㻌
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䠏䠊䠏䠊２  እ国ㄒ科目 

 

登録᪉法：③事前登録 

（今後履修する選ᢥ科目䛿、履修登録・抽選登録などで登録します。ྛ学期開始前に登録᪉法䜢☜ㄆして䛟䛰䛥い。） 

 

እ国ㄒの䜽䝷ス␒ྕ䛿、ᡤᒓ学部ガイダンスで㓄ᕸ䛥䜜た㈨ᩱもし䛟䛿、䛖り䜌ー䝛䝑䝖䇾学⡠報䇿に記㍕䛥䜜ています。 

ලయⓗにどの授業䜢履修する䛛䛿、以下のᡭ㡰で☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

   （１）እ国ㄒ科目の時間割表で、䜽䝷ス␒ྕ䜢もとに、どの時間割コー䝗䛛䜢☜ㄆする。 

     （እ国ㄒ科目の時間割表䛿、こ䛱䜙の䝨ー䝆にᥖ㍕しています。） 

   （２）䛖り䜌ー䝛䝑䝖の履修≧況の⏬㠃で、ᡭ㡰１で☜ㄆした時間割コー䝗でṇし䛟登録䛥䜜ている䛛☜ㄆする。 

 

すでに事前登録䛥䜜ている科目䛿、⮬分でᨵ䜑て履修登録するᚲせ䛿ありま䛫䜣。 

 

（ὀព） 

・ᚲ䛪ᣦ定䛥䜜䛯ク䝷ス䛷ཷ講䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

・እ国ㄒ➨䊡科目（䝗イツㄒ・䝣䝷ンスㄒ・中国ㄒ・ロ䝅䜰ㄒ）䛿入学時にỴ定したゝㄒ䜢履修することになります。履修がỴ定したゝㄒ以

እ䜢履修しても卒業せ௳༢にྵま䜜ま䛫䜣。 

・ཎ๎䛸䛧䛶、Ꮫഃ䛜๓Ⓩ㘓䛧䛯科目はኚ᭦䛷䛝䜎䛫䜣。ኚ᭦䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᫂☜䛺⌮⏤䛜⏕䛨䛯ሙྜは、ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᢸᙜ

ಀ⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌

事前登録 

ᑐ象科目 

እ国ㄒ➨䊠科目 

（ⱥㄒ） 

Academic English Literacy, Academic English Communication 

 

እ国ㄒ➨䊡科目 

（䝗イツㄒ・䝣䝷ンスㄒ・中

国ㄒ・ロ䝅䜰ㄒ） 

○○ㄒึ⣭ A1、B1、A2、B2㻌

䈜䛂○○ㄒ䛃は㑅ᢥゝㄒ䛷す。㻌

 

䖃እ国ㄒ➨䊠のⱥㄒ≉別䜽䝷ス䛚よびⱥㄒእ部試験に基䛵䛟༢授 

㻌 䖩௧ 㻟 ᖺᗘධᏛ⏕䛾≉別ク䝷ス䛚䜘䜃༢授䛻䛴䛔䛶は、⌧ᅾㄪᩚ୰䛷す。ᚋ、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔䜔ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁セ䞁

ター䛾㼃㻱㻮䝃䜲䝖➼䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

 

 

 

 

䠏䠊䠏䠊䠏  報科目 

 

登録᪉法：１年次前期の「報基礎」䛿③事前登録 

㻌

Ꮫ䛜๓Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜎す䛾䛷、䜰䜹䜴䞁䝖をཷ䛡ྲྀ䛳䛯ᚋ、䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛾䛂ᒚಟⓏ㘓・Ⓩ㘓≧ἣ↷䛃䛷、Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛科目を☜ㄆ

䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌
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䠏䠊䠏䠊４  ඹ㏻ᑓ㛛基礎科目（ᑐ象学部のみ） 

 

登録᪉法： 

 

䛀講⩏科目䛁䊻①履修登録 

・ᡤᒓする学部・学科等により、履修で䛝る授業科目・曜日・時限がỴまっています。 

科目によって䛿、学⡠␒ྕなどで䛥䜙に⣽䛛䛟ク䝷ス䛜ᣦ定䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎す䛾䛷、間を☜ㄆ䛾上、ṇ䛧䛔ク

䝷ス䛻䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛷Ⓩ㘓䛧䛶下䛥䛔。㻌

・ᚲᚲࡎࡎ第第㸯㸯࣮࣮ࢱࢱ࣮࣮࢛࢛ࢡࢡ及及びび第第２２࣮࣮ࢱࢱ࣮࣮࢛࢛ࢡࢡ୧୧᪉᪉のの㛤㛤講講科科目目ࢆࢆ履履修修ⓏⓏ㘓㘓ᮇᮇ㛫㛫୰୰ⓏⓏ㘓㘓ししてて䛟䛟䛰䛰䛥䛥いい。。 

（履修登録₃䜜があっても，履修登録期間終了後に㏣ຍ登録䜢行䛖こと䛿で䛝ま䛫䜣。） 

 

䛀実験科目䛁䊻基ᮏⓗに①履修登録䛰が、科目によって教ဨ䜈の事前㐃⤡等がᚲせなものがある。 

・ᡤᒓする学部・学科等により、履修で䛝る科目・曜日・時限がỴまっています。㻌

・ᚲᚲࡎࡎ第第㸯㸯࣮࣮ࢱࢱ࣮࣮࢛࢛ࢡࢡ及及びび第第２２࣮࣮ࢱࢱ࣮࣮࢛࢛ࢡࢡ୧୧᪉᪉のの㛤㛤講講科科目目ࢆࢆ履履修修ⓏⓏ㘓㘓ᮇᮇ㛫㛫୰୰ⓏⓏ㘓㘓ࠋࠋ࠸࠸ࡉࡉࡔࡔࡃࡃ࡚࡚ࡋࡋ  

（履修登録₃䜜があっても，履修登録期間終了後に㏣ຍ登録䜢行䛖こと䛿で䛝ま䛫䜣。） 

・ᒚಟⓏ㘓䛾๓䛻、ᢸᙜᩍဨ䜈䛾㐃⤡䛺䛹䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛜䛒䜚䜎す。㻌

ྛ科目の履修᪉法に䛴いてᚲ䛪下記䠱䠮䠨で☜ㄆして䛟䛰䛥い。 

≀⌮Ꮫᐇ験：http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-butsuri/pr/㻌

Ꮫᐇ験：http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-kagaku/index.html㻌

⏕≀Ꮫᐇ験：http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-seibutu/㻌

ᆅᏛᐇ験㻦 http://www.edu.kobe-u.ac.jp/iphe-chikyuwakusei/jikken_22.html 

 

 

䠏䠊䠏䠊５  ᗣ・スポーツ科学 

㻌

登録᪉法： 

㻌

䛀実⩦科目䛁䊻④䛭のの᪉法㻌 㻌 㻌 㻌

・ᡤᒓする学部・学科等により履修で䛝る曜日・時限がỴまっています。㻌

・初回授業䛿ガイダンス䜢実施しますので、ᚲ䛪出ᖍして䛟䛰䛥い。┿１ᯛ（⦪４䠿䡉㽢ᶓ䠏䠿䡉）䜢ᚲ䛪ᣢཧの䛖䛘、㭯㭯⏥⏥➨➨

１１䜻䜻䝱䝱ンン䝟䝟スス➨➨２２యయ⫱⫱㤋㤋に㞟合して䛟䛰䛥い。 

・ึ回授業䛾䜺䜲䝎䞁ス䛷ᒚಟク䝷ス（✀目）をỴ定䛧、ᒚಟⓏ㘓䜹ー䝗をᥦฟ䛧䜎す。䜺䜲䝎䞁ス䛷ᥦฟ䛧䛯ᒚಟ䜹ー䝗䛻䜘

䜚Ꮫഃ䛷ᒚಟⓏ㘓を⾜䛔䜎す。㻌

・ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏は、ཎ๎ᑐ㠃授業䛻䛶ᐇを䛧䜎す。ヲ⣽䛾ෆᐜは、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㻴㻼䛻䛶ෆ䛧䛶䛔䜎

す。☜ㄆを䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌 ๓期：ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㻴㻼㻌 䛂᪂ධ⏕䛾᪉䜈䛃䝨ー䝆㻌

㻌 ᚋ期：ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㻴㻼㻌 䛂ᅾᏛ⏕䛾᪉䜈䛃䕪䛂ᒚಟ䛻䛴䛔䛶䛃䝨ー䝆㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

䛀講⩏科目䛁䊻②抽選登録 

ᡭ㡰はᇶ♏ᩍ㣴科目・⥲ྜᩍ㣴科目䛾ᢳ㑅Ⓩ㘓䛸ᇶᮏⓗ䛻ྠ䛨䛷す䛜、䠎ḟ・䠏ḟᢳ㑅はᐇ䛧䜎䛫䜣。㻌

㻌 㻌
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㻌

㻌

４４䠊䠊１１    授授業業ののḞḞᖍᖍにに䛴䛴いいてて  

４䠊１䠊１  ㏻ᖖの授業䜢Ḟᖍする場合 

（ᑐ㠃授業の場合） 

䚽Ḟᖍす䜛䛣䛸䛜䛒䜙䛛䛨䜑ศ䛛䛳䛶䛔䜛ሙྜ。（ᩍ⫱ᐇ⩦、ㆤ➼య験䛺䛹を含む）㻌 㻌

䊻๓䛾授業䛻ฟᖍ䛧䛯㝿、ᚲ䛪ᢸᙜᩍဨ䛻をㄝ᫂䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌 㻌

・定期ᗣデ᩿と学ඹ㏻授業科目が㔜」する場合䛿授業䜢ඃඛし、の日時でᗣデ᩿䜢ཷ᳨して䛟䛰䛥い。  

䚽ᛴᛶ䛾Ẽ、ᚷᘬ䛝（㓄അ⪅、ぶ➼௨ෆ䛾ぶ᪘）、៖䛾ᨾ、බඹ㏻ᶵ㛵䛾ᖜ䛺㐜ᘏ➼䛷ᙜ日ᛴ㑉Ḟᖍす䜛

ሙྜ。㻌

䊻⩣㐌䛾授業䛻ฟᖍ䛧䛯㝿、ᚲ䛪ᢸᙜᩍဨ䛻をㄝ᫂䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌 㻌

 

ど䛱䜙の䜿ースも、教ဨに事䜢ㄝ᫂する際、ᚲ䛪Ḟᖍの⌮⏤がド᫂で䛝るもの（デ᩿᭩など）䜢教ဨに┤᥋提出して䛟

䛰䛥い。 授業の内ᐜにより、Ḟᖍにᑐする㓄៖がで䛝ないことがあります。 

・教ဨの㐃⤡ඛに䛴いて、事務で䛿学生䛛䜙のၥい合䜟䛫にᛂ䛨ま䛫䜣。  

・㏻ᖖ授業のḞᖍにᑐする㓄៖の可ྰに䛴いて䛿、授業ᢸᙜ教ဨがุ᩿します。 

・ᑓ㛛科目の実⩦䜔㞟中講⩏と学ඹ㏻授業科目が㔜」する場合䛿、学ඹ㏻授業科目䜢ඃඛして䛟䛰䛥い。 

ุ᩿にᅔる場合䛿事前にඹ㏻教⫱䜾ルー䝥に⏦し出て䛟䛰䛥い。㻌 㻌

㻌

      㻌 䖩䠘㐲㝸授業䛾ሙྜ䠚㻌

メー䝹➼䛷ᩍဨ䛻Ḟᖍを㐃⤡す䜛ሙྜは、⮬㌟䛾ᡤᒓ・Ꮫ⡠␒ྕ・Ặྡ・㐃⤡㡯を㐺ษ䛻ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌 㻌

䛆注ព䛇㻌ᮏᏛ䛻は䛂බḞ䛃ไᗘは䛒䜚䜎䛫䜣。㻌

㻌 ・㻌 䛯䛰䛧、≉例ᥐ⨨䛸䛧䛶Ꮫ㛗䛜ᣦ定䛧䛯⮬↛⅏ᐖ䛻㛵す䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䜈䛾ཧຍ䛻䜘䜛授業䛾Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶はබḞ

を㢪䛔ฟ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎す䛾䛷、ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰䛥䛔。ヲ⣽は、䜻䝱䝸䜰セ䞁ターᏛ⏕䝪䝷䞁䝔

䜱䜰ᨭᐊ䛾㻌㼃㻱㻮 䝃䜲䝖㻌䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌 ・㻌 Ẽ䜔ᡃ䛺䛹䛷㻌 㻞㻌㐌間௨上Ḟᖍす䜛ሙྜは䛂Ḟᖍᒆ䛃をᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䜈ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。（㛗期Ḟ

ᖍをᒆ䛡ฟ䜛ไᗘ䛷、Ḟᖍ䛻ᑐす䜛≉別䛺㓄៖をᒆ䛡ฟ䜛䜒䛾䛷は䛒䜚䜎䛫䜣。）㻌

㻌 ・㻌 ุဨไᗘ䛻䜘䜚講⩏ཬ䜃定期試験➼を䜔むをᚓ䛪Ḟᖍす䜛ሙྜ䛻は、ᡤᒓᏛ㒊䛾ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻⏦䛧ฟ䛶䛟䛰

䛥䛔。㻌 㻌

・㻌ㄢእάື䛻䛴䛔䛶は、ṇㄢ（授業）䛜ඃඛ䛷す。ㄢእάື䛻䜘䜛Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶は、≉別䛺㓄៖を⾜䛔䜎䛫䜣。（㏻ᖖ䛾Ḟ

ᖍ䛸ྠ䛨ᢅ䛔䛻䛺䜚䜎す。）㻌 䛺䛚、ᅜ㝿➼䛻ᣍ㞟䛥䜜䛯ሙྜは、Ꮫ⏕ᨭㄢ⏕άᨭ䜾䝹ー䝥䜒䛧䛟はᡤᒓᏛ㒊䛾

ᩍົᏛ⏕ᢸᙜಀ䛻┦ㄯ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌䛯䛰䛧、授業䛾ᛶ㉁上、㓄៖䛥䜜䛺䛔ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜚䜎す。㻌 㻌

㻌

４䠊１䠊２  定期試験䜢Ḟᖍする場合 

㏣試験はཎ๎⾜䛔䜎䛫䜣。㻌䛯䛰䛧、ᛴᛶ䛾Ẽ、ᚷᘬ（㓄അ⪅、ぶ➼ෆ䛾ぶ᪘）、៖䛾ᨾ、බඹ㻌㏻ᶵ㛵䛾㐠

ఇཪはᖜ䛺㐜ᘏ、Ꮫ䛾授業科目䛸䛧䛶⾜䜟䜜䜛ᐇ⩦（ᑐ㇟䛸䛺䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶๓䛻 㻷 Ჷົᐊඹ㏻ᩍ⫱䜾䝹ー

䝥䛷☜ㄆす䜛䛣䛸）、㻌䛭䛾䜔むをᚓ䛺䛔⏤䛻䜘䜛ሙྜ䛻は、ᮏே䛾㢪䛔ฟ䛻䜘䜚、ㄆ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎す。㻌 㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛺䛚、༠定䛻ᇶ䛵䛟␃Ꮫをす䜛Ꮫ⏕䜎䛯は⚄ᡞᏛ䛾ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮（ᾏእ䛷ᐇ䛥䜜䜛䜒䛾䛻㝈䜛。）䛻ཧຍす䜛Ꮫ⏕䛷、

␃Ꮫ期間䛸Ꮫඹ㏻授業科目䛾定期試験日䛜㔜䛺䜛ሙྜは、定期試験䛾ᐇ日䛾ኚ᭦をㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎す。㻌ᡭ⥆䛝

䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶は、䛂༠定➼䛻ᇶ䛵䛟␃Ꮫ䛻క䛖Ꮫඹ㏻授業科目䛾定期試験ᐇ日䛾ኚ᭦䛻䛴䛔䛶䛃㻌䛾ᥖ示を、㻷 Ჷ

ᥖ示ᯈཪはᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮䝃䜲䝖䛻䛶☜ㄆ䛧䛶下䛥䛔。㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䖩㐲㝸授業・ᑐ㠃授業䛻䛛䛛䜟䜙䛪、定期試験䛾Ḟᖍ䛻䛴䛔䛶、ヲ⣽䛻䛴䛔䛶はᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔 㼃㻱㻮 䝃䜲䝖䛷䛂㏣試験䛻

䛴䛔䛶䛃䛾ᥖ示を☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌 㻌

44䠊䠊⯡⯡ⓗⓗななὀὀពព事事㡯㡯  
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㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䖃㏻ᶵ㛵䛾㐠ఇ䜔Ẽ㇟㆙ሗ䛾Ⓨ表、㑊㞴່࿌・㑊㞴ᣦ示（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ⏕ሗ䛾Ⓨ௧䛻䛚䛡䜛授業・定期試験䛾ఇ

講ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶は、㻷Ჷᥖ示ᯈཪは⚄ᡞᏛ 㼃㻱㻮䝃䜲䝖ෆ䛖䜚䜌ー䝫ータ䝹䛾ḟ䛾䝨ー䝆をཧ⪃䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌 㻌 㻌

䛂㏻ᶵ㛵䛾㐠ఇ、Ẽ㇟㆙ሗ䛾Ⓨ表、㑊㞴່࿌・㑊㞴ᣦ示（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ⏕ሗ䛾Ⓨ௧䛻䛚䛡䜛授業、定期試

験䛾ఇ講ᥐ⨨䛃㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼛㼒㼒㼕㼏㼑㻚㼗㼛㼎㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼐㼚㼠㻙㼗㼥㼙㼟㼥㼟㻛㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㻛㼓㼞㼑㼑㼚㻛㼍㼏㼏㼑㼟㼟㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘㻌 㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䖩䛂授業・定期試験䛾ఇ講ᥐ⨨䛃䛾䝹ー䝹䛾᭱᪂ሗは上グ䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕䛥䜜䜎す䛾䛷、☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌

㻌

４４䠊䠊２２    成成績績にに䛴䛴いいてて㻌

４䠊２䠊１  成績ホ౯に䛴いて 

⚄ᡞᏛ䛾ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽は、᪂ධ⏕䜺䜲䝎䞁ス䛷㓄䛥䜜䛯Ꮫ⏕౽ぴ䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䛂⚄ᡞᏛඹ㏻⣽๎䛃䛷定䜑䛶䛔䜎

す。授業科目䛤䛸䛾Ꮫಟ目ᶆ、ᡂ⦼ホ౯᪉ἲは䝅䝷䝞ス䛷☜ㄆす䜛䛸䛸䜒䛻、ึ回授業ෆ䛷ᢸᙜᩍဨ䛛䜙ㄝ᫂䛜䛒䜚䜎す

䛾䛷、᫂䛺Ⅼ䛜䛒䜛ሙྜは授業ᢸᙜᩍဨ䜈┤᥋☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

４䠊２䠊２  成績発表に䛴いて 

ྛクォーター䛻䛚䛔䛶ᡂ⦼Ⓨ表日䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䜎す。ᡂ⦼Ⓨ表日䛻䛖䜚䜌ー䝛䝑䝖䛾ᒚಟᡂ⦼↷䛻䜘䜚、ᒚಟ䛧䛯授業

科目䛾ᡂ⦼を☜ㄆす䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎す。ᡂ⦼Ⓨ表日๓䛻ᢸᙜᩍဨ䛛䜙Ꮫ⏕䜈䛾ᡂ⦼㏻▱を⾜䛔䜎䛫䜣、䜎䛯、Ꮫ⏕䛛䜙䛾

ᡂ⦼↷䛻は回⟅䛧䜎䛫䜣䛾䛷䛤注ព䛟䛰䛥䛔。䛺䛚、ᡂ⦼ホ౯䛻ᑐす䜛⏦䛧❧䛶を⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛ไᗘ䛜䛒䜚䜎す䛾䛷、

Ⓨ表䛥䜜䛯ᡂ⦼䛻⩏䛜䛒䜛ሙྜ䛻は䛣䛾ไᗘを⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

䈜ྛクォーター䛾ᡂ⦼Ⓨ表日は、䛖䜚䜌ー䝫ータ䝹䛂授業䠋ᒚಟⓏ㘓䛃㻌 䜹䝔䝂䝸ෆ䛷☜ㄆす䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎す。Ꮫ㒊䛻䜘

䛳䛶、㐍⣭・༞業ᑐ㇟Ꮫ⏕䛾Ⓨ表日をኚ᭦䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎す䛾䛷䠈㻌ᡤᒓᏛ㒊䛷䛾ᥖ示・㏻▱を☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

４䠊２䠊䠏  学ඹ㏻授業科目の成績ホ౯にᑐする⏦し❧てに䛴いて 

ᒚಟ䛧䛯Ꮫඹ㏻授業科目䛻㛵す䜛ᡂ⦼ホ౯䛻䛴䛔䛶、ᙜヱ授業科目䛾ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽䛻↷䜙䛧䛶⩏䛜䛒䜛ሙྜは、

ᡂ⦼ホ౯䛻䛴䛔䛶ᢸᙜᩍဨ䛻ㄝ᫂をồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎す。ᡂ⦼ホ౯䛻ᑐす䜛⏦䛧❧䛶は、ᡂ⦼ホ౯䛾↷䜔ホ౯䛾ኚ

᭦を㢪䛔ฟ䜛ไᗘ䛷は䛒䜚䜎䛫䜣。䝅䝷䝞ス䜔授業ෆ䛷示䛥䜜䛯Ꮫಟ目ᶆ・ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽䛻↷䜙䛧、ᡂ⦼ホ౯䛻⩏を⏦

䛧❧䛶䜛ṇᙜ䛺⌮⏤を᭷す䜛ሙྜ䛻䛾䜏ࠊ成績発表日䛛䜙１㐌間以内にඹ㏻教⫱䜾ルー䝥䜈⏦䛧❧䛶䛾ົᡭ⥆䛝を⾜

䛳䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㻌

４䠊２䠊４  ṇ行Ⅽに䛴いて 

Ꮫඹ㏻授業科目䛾定期試験、ᡂ⦼をㄢす䝺䝫ー䝖（授業୰䛻ᐇす䜛ᑠ䝔ス䝖・ᑠ䝔ス䝖䛺䛹、ᡂ⦼ホ౯䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛

試験・ᥦฟ≀を含む）➼䛻䛚䛔䛶、ṇ⾜Ⅽ䛜䛒䛳䛯ሙྜは、䛭䛾Ꮫ期䛻ᒚಟ䛧䛯Ꮫඹ㏻授業科目䛾ᡂ⦼䛜す䜉䛶↓

ຠ䛸䛺䜚䜎す。㻌

㻌

䚽定期試験䜎䛯は授業୰䛻䛚䛡䜛試験䛻䛚䛔䛶、試験間୰䛻ḟ䛾⾜Ⅽをᐇ⾜䛧䛯ሙྜは、ṇ⾜Ⅽ䛸ㄆ定す䜛䛣䛸䛜

䛒䜚䜎す。㻌

（㻝）定期試験䛻䛚䛔䛶、ཷ験䛾䛯䜑䛻チྍ䛥䜜䛯≀ရ௨እ（➹⟽、下ᩜ䛝、䝟䝋䝁䞁ཬ䜃ᦠᖏ㟁ヰ➼䛾㏻ಙᶵჾを含む）

をᮘ上、䜎䛯はᮘ䛾୰䛻⨨䛔䛶䛔䛯ሙྜ。㻌

（㻞）ᣢ䛱㎸䜏をチྍ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䝜ー䝖、ᩍ科᭩、䝥䝸䞁䝖➼䜒ྠᵝ。㻌

（㻟）ே䛾⟅をす、䜎䛯はே䛻⟅を䛥䛫䛯ሙྜ㻌

（㻠）ཷ験⪅䛻௦䜟䛳䛶ཷ験、䜎䛯はே䛻௦⌮ཷ験を౫㢗䛧䛯ሙྜ㻌

（㻡）試験ෆᐜ䛻䛴䛔䛶⚾ㄒを䜟す、䜎䛯は試験をጉᐖ䛧䛯ሙྜ㻌

（㻢）試験┘╩䛾ᣦ示䛻ᚑ䜟䛺䛛䛳䛯ሙྜ㻌

（㻣）䛭䛾䠈試験䛾බṇᛶをᦆ䛺䛖⾜Ⅽ䜔ᡂ⦼ホ౯をጉ䛢䜛⾜Ⅽを⾜䛳䛯ሙྜ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䚽ᡂ⦼ホ౯䛾䛯䜑䛻ㄢす䝺䝫ー䝖➼䛻䛚䛔䛶䠈ḟ䛾⾜Ⅽをᐇ⾜䛧䛯ሙྜはṇ⾜Ⅽ䛸ㄆ定す䜛䛣䛸䛜䛒䜛。㻌
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（㻝）ே䛾సᡂ䛧䛯䝺䝫ー䝖➼䛾ෆᐜを᭩䛝す（ෆᐜ䛾୍㒊を᭩䛝䛘䛯ሙྜを含む）䠈䜎䛯はே䛻䝺䝫ー䝖䛾ෆᐜ

をసᡂ䛥䛫䛯ሙྜ㻌

（㻞）ᨾព䛻ே䛻సᡂ䛧䛯䝺䝫ー䝖䛾ෆᐜを᭩䛝䛥䛫䜛、䜎䛯はே䛻సᡂ䛧䛯䝺䝫ー䝖➼をᥦ౪䛧䛯ሙྜ㻌

（㻟）䝺䝫ー䝖➼䛾సᡂ䛻䛚䛔䛶✼（ே䛾ⴭస≀䛾ෆᐜ➼䛻䛴䛔䛶ฟを᫂グ䛫䛪䠈⮬ศ䛾సᡂ䛧䛯ෆᐜ䛸す䜛➼）

䛧䛯ሙྜ㻌

（㻠）䝺䝫ー䝖➼䛾సᡂ䛻䛚䛔䛶䝕ータ䜔⏬ീ䛾ᨵ䛦䜣䠈ᤐ㐀を⾜䛳䛯ሙྜ㻌

（㻡）䛭䛾䠈䝺䝫ー䝖➼䛾බṇᛶをᦆ䛺䛖⾜Ⅽ䜔ᡂ⦼ホ౯をጉ䛢䜛⾜Ⅽを⾜䛳䛯ሙྜ㻌

㻌

※授業中に提出するᑠ䝔ス䝖、ᑠ䝺ポー䝖等の௦➹に䛴いて、௦➹䜢౫㢗した学生、౫㢗䛥䜜て௦➹䜢行った学生ඹに

ṇ行Ⅽのᑐ象となります。ᡭの㈇യ等の䜔䜐䜢ᚓない事がある場合䛿、事前にᢸᙜ教ဨ䜈┦ㄯの上、ᣦ♧に

ᚑって䛟䛰䛥い。 

※䝺ポー䝖స成の際に᫂なⅬがある場合䛿、ᢸᙜ教ဨに事前に☜ㄆの上、ᣦ♧にᚑって䛟䛰䛥い。 

 

䖩ṇ⾜Ⅽ䛻㛵䛧䛶、㐲㝸授業䛻䛚䛡䜛注ពⅬを㏣ຍ䛷ᥖ示す䜛ሙྜは、ᅜ㝿ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㼃㻱㻮䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕䛧䜎す。㻌

 

 

４４䠊䠊䠏䠏    䝟䝟䝋䝋ココンンᚲᚲᦠᦠ㻌

⚄ᡞᏛ䛷は、㧗ᗘሗ♫䛻䛚䛔䛶ሗ㏻ಙᢏ⾡䛾༑ศ䛺ά⏝⬟ຊを᭷す䜛ேᮦを⫱ᡂ䛧、䛭䜜䜙䛾ᢏ⾡をά⏝

䛧䛯ᩍ⫱䛾ᥦ౪を目ⓗ䛻、䝟䝋䝁䞁䛾ᚲᦠをᐇ䛧䜎䛧䛯。㻌

䝟䝋䝁䞁䛾ス䝨䝑ク䜔注ព㡯䛻䛴䛔䛶は、௨下䛾㼁㻾㻸 を☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔。㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼛㼒㼒㼕㼏㼑㻚㼗㼛㼎㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼟㼠㼐㼚㼠㻙㼗㼥㼙㼟㼥㼟㻛㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㻛㼓㼞㼑㼑㼚㻛㼜㼏㼙㼡㼟㼠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘㻌

㻌 㻌
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５５䠊䠊１１    教教養養教教⫱⫱のの目目ᶆᶆ  

⚄ᡞᏛは、䛂Ꮫ⌮䛸ᐇ㝿䛾ㄪ䛃䛸䛔䛖開Ꮫ௨᮶䛾ᩍ⫱᪉㔪䛾下、ᩍ⫱᠇❶䛻示䛥䜜䛯䛂ே間ᛶ䛃䛂㐀ᛶ䛃䛂ᅜ㝿ᛶ䛃䛂ᑓ㛛ᛶ䛃

を㧗䜑䜛ᩍ⫱をᐇす䜛䛸䛸䜒䛻、ྛᏛ㒊䛜䜾䝻ー䝞䝹䛻ᑐᛂ䛧䛯ᵝ䚻䛺ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮を開Ⓨ䛧䛶䛝䛯。䛣䛾䜘䛖䛺䝥䝻䜾䝷䝮䛻

ཧຍす䜛Ꮫ⏕䛰䛡䛷は䛺䛟、䛶䛾Ꮫ⏕を、⮬䜙ᆅ⌫ⓗㄢ㢟をⓎぢ䛧䛭䛾ゎỴ䛻䝸ー䝎ー䝅䝑䝥をⓎ䛷䛝䜛ேᮦ䜈䛸⫱ᡂす䜛䛣

䛸䛜Ꮫኈㄢ⛬䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛。㻌

䛭䛣䛷、Ꮫ㒊Ꮫ⏕をᑐ㇟䛸す䜛ᩍ㣴ᩍ⫱䛻䛚䛔䛶、⚄ᡞᏛ䛾Ꮫ⏕䛜༞業䛻㌟䛻䛴䛡䜛䜉䛝ඹ㏻䛾⬟ຊを䛂⚄ᡞスタ䞁䝎

ー䝗䛃䛸䛧䛶᫂示䛧、䛭䛾ಟᚓをᩍ⫱目ᶆ䛸す䜛。㻌

⚄ᡞス䝍ンダー䝗 

䚔」║ⓗ䛻ᛮ⪃す䜛⬟ຊ㻌

ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛾Ꮫၥศ㔝䛻䛴䛔䛶ᇶᮏⓗ䛺䜒䛾䛾⪃䛘᪉をᏛ䜆䛣䛸を㏻䛧䛶」║ⓗ䛺䜒䛾䛾ぢ᪉を㌟䛻䛴䛡䜛㻌

䚔ከᵝᛶ䛸ᆅ⌫ⓗㄢ㢟を⌮ゎす䜛⬟ຊ㻌

ከᵝ䛺ᩥ、ᛮ、౯್ほをཷᐜす䜛䛸䛸䜒䛻、ᆅ⌫ⓗㄢ㢟を⌮ゎす䜛⬟ຊを㌟䛻䛴䛡䜛㻌

䚔༠ാ䛧䛶ᐇ㊶す䜛⬟ຊ㻌

ᑓ㛛ᛶ䜔౯್ほを␗䛻す䜛ே䚻䛸༠ാ䛧䛶ㄢ㢟ゎỴ䛻䛒䛯䜛䝏ー䝮䝽ークຊ䛸、ᅔ㞴を䜚㉺䛘目ᶆを㏣ồ䛧⥆䛡䜛

ຊを㌟䛻䛴䛡䜛㻌

㻌

５５䠊䠊２２    学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの学学修修目目ᶆᶆ  

・基礎教養科目 

ᇶ♏ᩍ㣴科目は、ேᩥ⣔、♫科Ꮫ⣔、⏕科Ꮫ⣔、⮬↛科Ꮫ⣔䛾䠐䛴䛾ศ㔝䛾科目䜘䜚開講䛧䛶䛔䜛科目䛛䜙、⮬ศ䛜

ᡤᒓす䜛ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛾せ䛺Ꮫၥศ㔝䛻䛴䛔䛶ᇶᮏⓗ䛺▱㆑ཬ䜃䛂䜒䛾䛾ぢ᪉䛃をᏛ䜃、⌮ゎす䜛䛣䛸を目ⓗ䛸䛧、௨下䛾

༊ศẖ䛻Ꮫಟ目ᶆを定䜑䜛。㻌

（１）人文⣔ 

ேᩥ⣔䛸䛧䛶は䛂ဴᏛ䛃、䛂ㄽ⌮Ꮫ䛃、䛂⌮Ꮫ䛃、䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃、䛂ᩍ⫱Ꮫ䛃を開講す䜛。䛂ဴᏛ䛃はே間䛾▱ⓗႠ䜏䛾✚䛷䛒

䜚、ཷ講⪅䛻は⮬㌟䛾ᑓ㛛㡿ᇦ䛜䛔䛛䛻ྂ௦䛛䜙⌧௦䛻䛔䛯䜛ᛮ䛻౫ᣐ䛧䛶䛔䜛䛛を⌮ゎす䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛。䛂ㄽ⌮

Ꮫ䛃は、䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛷ᚲせ䛸䛥䜜䜛᥎ㄽ、ㄽド䛾ᇶ♏䛻㛵䜟䜛Ꮫၥ䛷䛒䜚、ཷ講⪅䛻は⮬㌟䛾ᑓ㛛ศ㔝䛷䜒ά⏝ྍ⬟䛺

ㄽ⌮ⓗᛮ⪃⬟ຊを㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛。䛂⌮Ꮫ䛃䛷は、ᐇ♫䛷䜒㏻⏝す䜛㧗䛔⌮ほを㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜ồ䜑

䜙䜜䜛。䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃はᚰ䛾は䛯䜙䛝䛻㛵す䜛ᐇドⓗ䛺◊✲を⾜䛖䛸䛸䜒䛻、ᚰ䛾Ⓨ㐩を᫂䜙䛛䛻䛧、䛥䜎䛦䜎䛺Ⓨ㐩段㝵䛷䛾

ᚰ䛾ၥ㢟䛾ゎỴをᨭす䜛ศ㔝䛷䛒䜛。䛂ᚰ⌮Ꮫ䛃䛾ཷ講⪅䛻は、ே間䛾ᚰ䛾は䛯䜙䛝䛻䛴䛔䛶䛭䛾ᛂ⏝ྍ⬟ᛶを含䜑䛯

⌮ゎをす䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛。䛂ᩍ⫱Ꮫ䛃䛷は、▱ᛶ・ᢏ⬟・ព➼䛾授ཷ䛸䛔䛖Ⴀ䜏䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏⓗ⌮ゎ䛸、ᩍ⫱⾜Ⅽ䛜

⌧௦䛻䛚䛔䛶は䛯すព⩏䛻䛴䛔䛶⌮ゎす䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛。㻌

（２）♫科学⣔ 

⮬ᕫࡢᒓࡿࡍᵝࠑࡢࣝ࣋ࣞ࡞ࠎ♫ࠒᑐࠊࡿࡍ⛉Ꮫⓗࡘ」║ⓗᛮ⪃⌮ゎࢆ㣴ࢆࡇ࠺┠ⓗࠕࠊ࡚ࡋἲ

ᏛࠖࠕࠊᨻᏛࠖࠕࠊ⤒῭Ꮫࠖࠕࠊ⤒ႠᏛࠖࠕࠊ♫Ꮫࠖࠕࠊᩍ⫱♫Ꮫࠖࠕࠊᆅ⌮Ꮫࠖࢆ㛤ㅮࠕࠋࡿࡍἲᏛ࡛ࠖ

⬟ࡣᨻᏛ࡛ࠖࠕࠋࡪᏛࢆ㆑࣭᪉ἲ࣭⌮ㄽ▱ࡢἲᏛࡢࡵࡓࡿࡁ⏕࡚ࡋయⓗᕷẸ࡚࠸࠾௦♫⌧ࡿࡍ㞧「ࡣ

ືⓗ࡞ᨻⓗయồࠊࡿࢀࡽࡵᨻࡿࡁ⏕ࢆࢀࡑࡾ▱ࢆ▱㆑࣭⌮ㄽ࣭᪉ἲࢆᏛࠕࠋࡪ⤒῭Ꮫ࡛࣐࣭ࠖࣟࢡ࣑ࠊࡣ

⧊⤌ᴗ࣭ࠊࡣႠᏛ࡛ࠖ⤒ࠕࠋࡍᣦ┠ࢆᚓ⩦ࡢ⤌ศᯒᯟࡸᇶᮏⓗᴫᛕ࡞ᚲせࡢࡿࡍゎ⌮ࢆၥ㢟῭⤒࡞ࠎᵝࡢࣟࢡ

Ꮫ࡛ࠖ♫ࠕࠋࡪᏛࡽどⅬࡢႠᏛ⤒ࠊࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍᑐႠㄢ㢟⤒࡞ከᵝࡿࡍ⏕ሙ࡛Ⓨ⌧ࡢ♫῭⤒ࠊ୰ᚰࢆ

㛵ಀࡢ♫⫱ᩍࠊࡣᩍ⫱♫Ꮫ࡛ࠖࠕࠋࡍ♧ࢆ᭷⏝ᛶࡢࡑぢ᪉ࡢࡢࡶࡢᏛ♫࡞ᑐⓗ┦ࡘ㡿ᇦᶓ᩿ⓗࠊࡣ

ࢆᙺ࡞࠺ࡼࡢࡓࡲࠊ࠸῝ࡀࡾࢃࡢ௦♫⌧࠸ࡀ⫱Ꮫᰯᩍࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍศᯒᏛⓗ♫ࢆ

ᯝࠕࠋࡍ♧ࢆࡿ࠸࡚ࡋࡓᆅ⌮Ꮫࠖࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾ᇶᮏᴫᛕࡸⓎᒎືྥࢆ㋃ࡢࡑࠊ࠼ࡲᐇドⓗ࣭⌮ㄽⓗ୧ഃ㠃ࢆ

Ꮫࠋࡪ㻌

（䠏）生科学⣔ 

䛶䛾⏕≀䛻䛸䛳䛶䛛䛡䛜䛘䛾䛺䛔䚾䚿は、日䛾㐍Ṍ䛧䛯⏕科Ꮫᢏ⾡䛾下、䛭䛾メ䜹䝙䝈䝮䛜᪂䛯䛻ゎ᫂䛥䜜䜛୍

᪉䛷、Ẽ䛺䛹は䜎䛰᫂䛺㒊ศ䜒ከ䛔。ᮏศ㔝䛷は、⏕䛻ᑐす䜛」║ⓗᛮ⪃を㣴䛖䛣䛸を目ⓗ䛸䛧䛶、ே㢮をึ䜑ᆅ⌫

 ５５䠊䠊学学ඹඹ㏻㏻授授業業科科目目のの⌮⌮念念  
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⎔ቃ䛻ᬽ䜙すከᵝ䛺⏕య䛾⤌䜏䛸、ᡃ䚻䛜⏕䛝䛶䛔䛟上䛷ᚲせ䛺ᗣ⟶⌮䜎䛷、ᇶ♏䛛䜙⮫ᗋ་Ꮫ䜎䛷をᏛ䜆。䛂⏕

≀Ꮫ䛃䛷は、⏕≀䛾ከᵝᛶ、㑇ఏᏊ、⣽⬊䛾ᵓ㐀䛛䜙ᶵ⬟䜎䛷、⏕≀䛻㛵す䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂་Ꮫ䛃䛷

は、せ䛺Ẽ䛾᪩期Ⓨぢ䜔᪩期⒪䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻、་Ꮫ䛻㛵す䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂ಖᏛ䛃䛷は、ឤ

ᰁ䛾ண㜵䛺䛹、యㄪを⟶⌮䛧䛶Ẽを㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻、ಖᏛ䛻㛵す䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂ᗣ科

Ꮫ䛃䛷は、ᗣ䛺⏕άを㐣䛤す䛯䜑䛻ᚲせ䛺⏕ά⩦័を㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻、ᗣ科Ꮫ䛻㛵す䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑

䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。㻌

（４）⮬↛科学⣔ 

㧗ᗘ䛻科Ꮫᢏ⾡䛾Ⓨ㐩䛧䛯⌧௦♫䛻ᑐᛂす䜛」║ⓗᛮ⪃を㣴䛖䛣䛸を目ⓗ䛸䛧䛶、ᮏศ㔝䛷は、ᡃ䚻をྲྀ䜚ᕳ䛟⮬↛

⌧㇟䜔♫⌧㇟䛜ᡃ䚻䛻䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䜚をᣢ䛴䛛䛻䛴䛔䛶、⮬↛科Ꮫ䛾ほⅬ䛸ษ䜚ཱྀ䛛䜙Ꮫ䜆。䛂数Ꮫ䛃䛷は、数⌮ⓗᛮ

⪃䛻䛚䛡䜛ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂≀⌮Ꮫ䛃䛷は、１䠕ୡ⣖䜎䛷䛻☜❧䛥䜜䛯ྂ≀⌮Ꮫ、䛒䜛䛔は、䠎䠌ୡ⣖䛻ᵓ

⠏䛥䜜䛯⌧௦≀⌮Ꮫ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂Ꮫ䛃䛷は、ศᏊ䛻䜎䛴䜟䜛ᚤどⓗ䛺ෆᐜ䛻㛵䛧䛶、䛒䜛䛔は、

≀㉁䛾ᛶ㉁䛺䛹Ꮫ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂ᝨᫍᏛ䛃䛷は、ᝨᫍ䛚䜘䜃ㅖኳయ、Ᏹᐂ䛻䛚䛡䜛ᆅ⌫、䛒䜛䛔は、

ᝨᫍ䛾ጼ䜔ኚື⌧㇟䛻䛴䛔䛶、ᝨᫍᏛ䛾ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䜔⪃䛘᪉をᏛ䜆。䛂ሗᏛ䛃䛷は、䝁䞁䝢䝳ータ䜔ス䝬ー䝖䝣ォ䞁䛺

䛹、䛣䜜䜙䛾㌟㏆䛺ᶵჾ䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛ሗᢏ⾡䛾Ṕྐ䜔⤌䜏、᭱㏆䛾ά⏝例を▱䜚、ᇶ♏▱㆑をᏛ䜆。㻌

 

・総合教養科目 

⥲ྜᩍ㣴科目は、ከᩥ䛻ᑐす䜛⌮ゎを῝䜑、ከศ㔝䛻䜎䛯䛜䜛ㄢ㢟を⪃䛘、ᑐヰᆺ䛾講⩏をྲྀ䜚ධ䜜䜛䛺䛹䛾ᕤኵ䛻䜘

䜚、」║ⓗ䛺䜒䛾䛾ぢ᪉、ㄢ㢟Ⓨぢຊを㣴ᡂす䜛䛣䛸を目ⓗ䛸䛧、௨下䛾༊ศẖ䛻Ꮫಟ目ᶆを定䜑䜛。㻌

（１）ከ文⌮ゎ 

䜾䝻ー䝞䝹䛾㐍ᒎ䛻క䛔、⌧௦䛷は␗ᩥ間䛾ὶ䛜୍ᒙ῝䛧、ྠ䛻、␗ᩥ䛻ᑐす䜛⌮ゎ㊊䛜῝้䛺

をᣍ᮶䛧䛛䛽䛺䛔≧ἣ䛜⌧ฟ䛧䛶䛔䜛。㻌

䛣䛾科目⩌䛷は、䛣䛖䛧䛯⌧௦ୡ⏺䛾≧ἣをⓗ☜䛻ᢕᥱす䜛䛸䛸䜒䛻、ከᩥඹ⏕䛾䛒䜚᪉をᶍ⣴す䜛䛾䛻ᚲせ䛺▱㆑

を⋓ᚓ䛧、ᛮ⪃ຊを㣴ᡂす䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。㻌

䜘䜚ලయⓗ䛻は、ከᵝ䛺௦䛸ᆅᇦ䛾、Ṕྐ、♫ᵓ㐀、ఏ⤫、᐀ᩍ、ⱁ⾡をᢅ䛔、䛣䜜䜙を㏻䛨䛶␗ᩥ䛻㛵す䜛▱㆑

を⋓ᚓす䜛䛸䛸䜒䛻、ẚ㍑ᩥⓗほⅬ䛛䜙ศᯒす䜛䛣䛸䛻䜘䜚、␗ᩥ䛸䛾ඹ⏕䛻䛴䛺䛜䜛ከඖⓗ䛺ᛮ⪃ຊを㣴䛖。㻌

（２）⮬↛⏺の成り❧䛱 

⚾㐩をྲྀ䜚ᕳ䛟⮬↛⏺䛻はᵝ䚻䛺⌧㇟䛜Ꮡᅾ䛧、日䚻ኚ䛧䛶䛔䜛。䛣䜜䜙⮬↛⏺䛾ᵝ䚻䛺㇟を、⚾㐩はయ験を㏻䛧

䛶、㛵䜟䜚をᣢ䛱䛴䛴⌮ゎ䛧䛶䛔䜛。䛧䛛䛧、ከ䛟䛜ᮍゎ᫂䛷䛒䜚、ᚋ䛾◊✲䛾㐍ᒎ䛻㈇䛖㠃䜒䛝䛔。ᚑ䛳䛶、⮬↛⏺䛾

ᵝ䚻䛺㇟を⌮ゎ䛧ゎ᫂䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻は、⚾㐩䛜⮬↛ឡをᣢ䛳䛶⬟ືⓗ䛻ᑐᛂ䛧、⮬↛⏺をⰋ䛟⌮ゎす䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷

䛒䜛。㻌

䛣䛾科目⩌䛷は、⚾㐩䛾㌟㏆䛺⌧㇟䛸䛧䛶ゐ䜜䜛䛣䛸䛾ከ䛔㇟、例䛘䜀、科Ꮫᢏ⾡䛸⌮䛾ၥ㢟、⌧௦≀⌮Ꮫ䛜ᥥ䛟

ୡ⏺ീ䜔㌟㏆䛺≀⌮ἲ๎、⮬↛⏺䛻ぢ䜙䜜䜛䜹タ䝏䛻䜎䛴䜟䜛ㅖၥ㢟、䜒䛾䛵䛟䜚䛸科Ꮫᢏ⾡䛻䛚䛡䜛ᕤᏛⓗ䛺ᢏ⾡䜔ᑗ

᮶ᒎᮃ、⏕科Ꮫ䛸䛧䛶㌟య䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䛾㛵ಀ、⏕≀㈨※䛸㎰業䛾日䜎䛷䛾㛵䜟䜚䛸䛭䛾≉ᚩ、䛥䜙䛻は᪻䜔ᚤ⏕

≀䛸䛾┦㛵、䛺䛹をྲྀ䜚上䛢、⚾㐩䛾日ᖖ䛾ၥ㢟䛸䛧䛶⌮ゎ䛧、⏕ά䛾୰䛻ྲྀ䜚㎸䜣䛷ಟᚓす䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。㻌

（䠏）䜾ロー䝞ルイ䝅䝳ー 

♫䛾䜾䝻ー䝞䝹䛻䛸䜒䛺䛔、䜟䛯䛧䛯䛱は、ᅜ䜔ᆅᇦ䛾ቃ⏺を㉺䛘䛶ᆅ⌫つᶍ䛷䛾ゎỴ䛜ᚲせ䛺䛥䜎䛦䜎䛺ㄢ㢟䛻

┤㠃䛧䛶䛔䜛。䛣䛾科目⩌䛷は、䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶⌮ゎを῝䜑、䛭䛾ゎỴ䛻ᣦᑟⓗᙺをᯝ䛯すேᮦ䛸䛺䜛䛯䜑䛾ᇶ

♏⬟ຊを㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。㻌

⎔ቃၥ㢟は、䛔䛖䜎䛷䜒䛺䛟ᆅ⌫つᶍ䛾ၥ㢟䛷䛒䜚、⮬↛科Ꮫ䛸ேᩥ・♫科Ꮫ䛾᪉䛛䜙ᖜᗈ䛟᥋㏆す䜛ᚲせ䛜䛒䜛。

䜎䛯、ேᶒ、䝆䜵䞁䝎ー、ᨻ䜔ἲไᗘ、⤒῭、䝡䝆䝛ス䛺䛹、䜟䛯䛧䛯䛱䛾⏕ά䛻┤⤖す䜛ၥ㢟㡿ᇦ䜒、䛔䜎䜔୍ᅜ䛰䛡

䛷はᑐฎす䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜚、ᆅ⌫つᶍ䛾どⅬ䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛。䛥䜙䛻、䜶䝛䝹䜼ー㈨※・䜶䝛

䝹䜼ーᢏ⾡䜔Ⓨ㟁ᢏ⾡、㒔ᕷᏳᢏ⾡䛺䛹䛾科Ꮫᢏ⾡䛾ᛂ⏝䛾⪃䛘᪉䜔♫䛻䛚䛡䜛ᛂ⏝䛾ᐇ例䛻䛴䛔䛶䜒、ᆅ⌫つ

ᶍ䛾どⅬ䛛䜙ᤊ䛘䜛䛣䛸䛷᭱ඛ➃䛾ᢏ⾡ືྥをᢕᥱす䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜛。㻌

（４）䠡䠯䠠 

䛣䛾科目⩌䛷は、䚾ᆅ⌫䚿をᯟ⤌䜏䛸䛧䛯᪂䛧䛔ᩍ⫱㐠ື䛷䛒䜛䠡䠯䠠（ᣢ⥆ྍ⬟䛺開Ⓨ䛾䛯䜑䛾ᩍ⫱）䛾ᮏ㉁䛸᪉ἲⓗ䛺

≉ᚩを⌮ゎ䛧、⤒῭・♫䝅ス䝔䝮䛾ኚ᭦䜔ே間䛾䝷䜲䝣スタ䜲䝹䛾ኚをᘬ䛝㉳䛣す䛯䜑䛻、䜟䜜䜟䜜䛜、ఱを⪃䛘、ఱ

をኚ䛘䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛾䛛を⪃✲す䜛。ಶே⩏ⓗ䛺ᩍ⫱ほ䛛䜙ᑠ㞟ᅋ・ᵓ⠏⩏ⓗ䛺ᩍ⫱ほ䜈䛾ኚ᭦、༢୍ᑓ㛛ᛶ

ᗁ䛛䜙ඹྠⓗᑓ㛛ᛶ䜈䛾䝟䝷䝎䜲䝮䛾㌿䛺䛹、䛣䜜䜎䛷䛾ᖖ㆑を䛟䛴䛜䛘す䛯䜑䛾᪉ἲㄽを᥈✲䛧䛶䜖䛟。Ꮫ⏕・ᩍ

－ 111 －
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ဨ・Ꮫእ⪅䛜、♫ⓗάື䜔䝣䜱ー䝹䝗䝽ーク䛷䛾༠ാస業を㏻䛧䛶、ᐇ㊶⌧ሙ䛻䜅䜜䛺䛜䜙、᪂䛧䛔ື䛝䛸䛧䛶䛾䠡䠯䠠䛻

䚾タ䝑䝏䚿す䜛䛣䛸䛜目ᶆ䛷䛒䜛。㻌

（５）䜻䝱䝸䜰科目 

⌧ᅾ、Ꮫ⏕䛻はᑵ⫋άືをጞ䜑䜛䛸䛝䛻ึ䜑䛶䜻䝱䝸䜰䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛾䛷は䛺䛟、ධᏛ䛛䜙༞業ᚋ・ಟᚋ䛾䜻䝱

䝸䜰䛻䛴䛔䛶⪃䛘、῝䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛。䛣䛾科目⩌䛷は、ᐇ♫䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰を㏻䛨䛶、䛒䜛䛔はᐇ♫

䛷ά㌍す䜛䠫䠞㻛䠫䠣➼♫ே䛾講₇を㏻䛨䛶、⮬ᕫ䛾䜻䝱䝸䜰䛻㛵䛧䛶、䜎䛯䜻䝱䝸䜰䛸はఱ䛛䛸䛔䛖ၥ䛔䛭䛾䜒䛾䛻㛵䛧䛶

⪃䛘、῝䜑䛶䛔䛟䛝䛳䛛䛡をᥗ䜏、ᑗ᮶䛻ྥ䛡䛶ഛ䛘䜛⬟ຊを㧗䜑䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。㻌

（６）⚄ᡞ学 

䛣䛾科目⩌䛷は、ᡃ䚻䛾⚄ᡞᏛ䛜❧ᆅす䜛⚄ᡞᕷ・රᗜ┴、℩ᡞෆᾏ➼䛾Ṕྐ䛸⌧≧䛻㛵す䜛⌮ゎを῝䜑䜛、䛒䜛

䛔は⚄ᡞᏛ䛭䛾䜒䛾䛻㛵す䜛⌮ゎを῝䜑䜛䛣䛸を㏻䛨䛶、䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫ⏕⏕άを㐣䛤す䛣䛸䛻䛺䜛䜻䝱䞁䝟ス、ᆅᇦ䛻䛴

䛔䛶䛾⌮ゎ䛸㛵ᚰを῝䜑、Ꮫ⏕⏕άを䜘䜚᭷ព⩏䛻す䜛䛸䛸䜒䛻ᆅᇦ♫䛸Ꮫ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻䛴䛔䛶⌮ゎす䜛䛣䛸を目ᶆ

䛸す䜛。㻌

  （７）䝕ー䝍䝃イ䜶ンス 

㻌 㻌 㻌 㻌 㻵㻯㼀㻔ሗᢏ⾡㻕䛾ⴭ䛧䛔㐍䛻䜘䜚、䜲䞁ター䝛䝑䝖➼を㏻䛨䛶ᵝ䚻䛺ሗ䛜▐䛻䜔䜚ྲྀ䜚䛥䜜䜛௦䛸䛺䜚、䛭䜜䜙䛾

ሗは䝕ータ䛸䛧䛶✚䛥䜜、䝡䝑䜾䝕ータ䛸䜀䜜䛶䛔䜛。䝕ータ䝃䜲䜶䞁スは、⌧ᅾ、ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶、䛣䜜䜙䛾䝕

ータ䛾✚をฎ⌮・ศᯒ䛧、᪂䛧䛔౯್を⏕䜏ฟす䛯䜑䛾᪂䛧䛔Ꮫၥ䛷䛒䜛。数Ꮫ・⤫ィᏛ、ሗ科Ꮫ・ሗᕤᏛ䛻䛚䛡䜛

䝕ータฎ⌮・ศᯒ䛾ᢏ⾡䜔、䝕ータ䛛䜙ዴఱ䛻᭷┈䛺ሗ・౯್をᘬ䛝ฟす䛛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶◊✲・ᐇ㊶䛜㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛。 

䛣䛾科目⩌䛻䛚䛔䛶は数Ꮫ・⤫ィᏛ、ሗ科Ꮫ・ሗᕤᏛ䛻䛚䛡䜛䝕ータ䛾ฎ⌮・ศᯒ䛾ᇶ♏を㌟䛻╔䛡䜛䛸䛸䜒䛻、ྛ

ᑓ㛛ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝕ータ䝃䜲䜶䞁ス䛾ᛂ⏝例、♫䛸䛾㛵䜟䜚をᏛ䜃、䝕ータ䝃䜲䜶䞁ス䛾ᮏ㉁、ỗ⏝ᛶ䛭䛧䛶ၥ㢟Ⅼを

⌮ゎす䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。䛭䜜䜙をⓎᒎ䛥䛫、⮬䜙䛾ᑓ㛛ศ㔝䜔、♫䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ศ㔝䛻䛚䛔䛶、ㄢ㢟をⓎぢ䛧、䛭

䜜をᵝ䚻䛺䝕ータを㏻䛨䛶ゎỴす䜛䛯䜑䛾ᇶ♏ⓗ⬟ຊをᾰ㣴す䜛䛣䛸䜒目ᶆ䛸す䜛。㻌

 

・እ国ㄒ科目 

（１）እ国ㄒ➨ I 

䜾䝻ー䝞䝹♫䛾せ䛺ඹ㏻ゝㄒ（䝸䞁䜺・䝣䝷䞁䜹）䛸䛺䛳䛶䛔䜛ⱥㄒ䛻䛴䛔䛶、䛭䛾㐠⏝⬟ຊをྥ上䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻、ᅜ

㝿䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁をᡂ䜚❧䛯䛫䛶䛔䜛ㅖせ⣲䜈䛾⌮ゎを῝䜑䜛䛣䛸を目ᶆ䛸す䜛。開タ科目䛾䛖䛱、Academic English 
Communication  Academic English Literacy ࡑࠊࡽࡀ࡞ࡁ⨨ࢆ㔜Ⅼຊࡃ᭩ຊࡴㄞࠊຊࡍヰຊࡃ⪺ࠊࡣ࡛

ࢀࡒࢀ 4 ᢏ⬟ࡓࡋྜ⤫ࢆᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆᏛ⾡◊✲࡛せồࡿࢀࡉⱥㄒຊࡢᇶ♏ࢆ⥲ྜⓗᾰ㣴ࠊࡓࡲࠋࡿࡍAdvanced 
English  ࠋࡍᣦ┠ࢆୖྥࡢ⬟ⱥㄒᢏࡢ✀ྛࡓࡌᛂࢬ࣮ࢽࡢ⮬ྛࠊࡣ࡛
（２）እ国ㄒ➨ II 

䜾䝻ー䝞䝹䛜䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛻䜎䛷ᾐ㏱䛧、ே䜃䛸をྲྀ䜚ᕳ䛟ከᩥ≧ἣ䛜日ᖖ䛧䛶䛝䛯日、ⱥㄒ䝥䝷ス䜒䛖୍䛴䛾

እᅜㄒ䛾ᇶ♏ⓗ䛺Ꮫຊ䛸ᩍ㣴を㌟䛻䛡䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛。䛭䛣䛷䝗䜲䝒ㄒ・䝣䝷䞁スㄒ・୰ᅜㄒ・䝻䝅䜰ㄒ䛾䛖䛱、୍䛴䛾

ㄒᏛを㑅ᢥ䛧、㻝 ᖺḟ䛷は、Ⓨ㡢・ᩥἲ・ㄒᙡ・ᩥ❶表⌧䛺䛹䛾ึ⣭䝺䝧䝹䛾ᇶ♏ⓗಟᚓを目ᣦす。㻞 ᖺḟ䛷は、䜘䜚㧗ᗘ

䛺ᩥἲ㡯䛾⌮ゎ䜔ㄞゎຊ・表⌧ຊ䛺䛹䛾୰⣭䝺䝧䝹䛾⩦ᚓを目ᣦす。㻟 ᖺḟ䛷は、ከᵝ䛺䝖䝺ー䝙䞁䜾を㏻䛧䛶、♫・

ᩥ⫼ᬒ䛺䛹䛾▱㆑を㌟䛻䛴䛡䛺䛜䜙、ᐇ㊶ⓗ䛺㐠⏝⬟ຊを䛥䜙䛻ྥ上䛥䛫䜛䛣䛸を目ᣦす。㻌

㻌

・報科目 

䝁䞁䝢䝳ータ䛺䛹䛾ሗᶵჾ䛸䝛䝑䝖䝽ーク䛻䛚䛡䜛䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁䛜ᚲ㡲䛸䛥䜜䜛㧗ᗘሗ♫䛻䛚䛔䛶、Ꮫ⏕は

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᢏ⾡䜔ሗฎ⌮、ሗ㞟・Ⓨಙᢏ⾡䛺䛹᭷ຠ䛺ሗᶵჾ䛾⏝᪉ἲをᏛ䜀䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔。䜎䛯、

ኚ䛾⃭䛧䛔ሗ♫䛻ᑐᛂす䜛䛯䜑䛻は䝁䞁䝢䝳ータ䜔䝛䝑䝖䝽ーク䛻㛵す䜛ᬑ㐢ⓗ䛺ᇶ♏ᴫᛕ䛸ᐇ㊶ⓗ䛺▱㆑をྠ

䛻⌮ゎ䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛。ሗ科目は䝁䞁䝢䝳ータ䛾᧯సᢏ⾡をྲྀᚓ䛧、ሗ䛸䛭䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵す䜛ṇ䛧䛔ุ᩿ຊを

㣴䛔、䛭䜜䜙を日ᖖ⏕ά䜔♫άື䛻ά⏝䛷䛝䜛⬟ຊを㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸を目ᣦす。㻌

 

・ᗣ・スポーツ科学 

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫは、㌟య䛸ᗣ・㐠ື䛻㛵す䜛ᏛၥをᏛ㝿ⓗ䛺ど㔝䛾䜒䛸䛷⥲ྜ䛧䛯᪂䛧䛔⥲ྜே間科Ꮫ䛷䛒䜛。

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ䛷は、講⩏䛸ᐇ⩦を㏻䛧䛶、㌟య㐠ື䛸ேయ䛾ᶵ⬟・⬟ຊ䛸䛾㛵䜟䜚䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑、Ᏻ䛷ຠᯝⓗ䛛

䛴ຠ⋡䛾䜘䛔㌟య㐠ື䛻䛴䛔䛶、ཬ䜃⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶ᗣ䛷㇏䛛䛺⏕άを㏦䜛䛯䜑䛾▱㆑䛸ᐇ㊶⬟ຊをಟᚓす䜛䛣䛸を

目ᶆ䛸す䜛。㻌
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・ඹ㏻ᑓ㛛基礎科目 

ᑓ㛛ᩍ⫱をཷ䛡䜛䛯䜑䛾‽ഛ䜔ᑟධ䛸䛧䛶、」数䛾Ꮫ㒊䛻ඹ㏻す䜛ᇶ♏科目を開講䛧䛶䛔䜛䡝ྛᏛ㒊䛷⾜䜟䜜䜛ᑓ㛛ᩍ

⫱䛷は、ᑓ㛛ศ㔝䛤䛸䛭䜜䛮䜜䛾ᛶ㉁䛻ྜ䜟䛫䛯⣔⤫ⓗ䛭䛧䛶⣼✚ⓗ䛺▱㆑䛸ᢏ⾡䛾ಟᚓ䛜ྍḞ䛷䛒䜛䡝䛭䛣䛷、ඹ㏻

ᑓ㛛ᇶ♏科目䛷は、ᑓ㛛科目を⌮ゎ䛧ಟᚓす䜛䛯䜑䛾ᇶ♏䛸䛺䜛▱㆑䜔ᢏ⾡を㌟䛻䛴䛡、ᇶ♏ⓗ䛺⌮ㄽを⌮ゎ䛧、Ꮫၥ
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８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。

　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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最終改正　平成 30 年９月 20 日

８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関する規程

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料
 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円
法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。

　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
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２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
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第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
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合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
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選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
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法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円
乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円
幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円
中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円
特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円
科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円
研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円
特別聴講学生 １単位につき　14,800円
特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。
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最終改正　平成 30 年９月 20 日
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４ 　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二
段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段
階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。

５ 　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部
において，入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場
合に徴収する検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　分 検　　定　　料

小学校 3,300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5,000円

特別支援学校の小学部 1,000円

特別支援学校の中学部 1,500円

６ 　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中
学部の入学を許可するための選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」
という。）を行う場合の検定料の額については，第１項及び前項の規定にかかわらず，
抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，
同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額
幼稚園 700円 900円
小学校 1,100円 2,200円
中等教育学校の前期課程 1,300円 3,700円
中等教育学校の後期課程 2,400円 7,400円
特別支援学校の小学部 500円 500円
特別支援学校の中学部 600円 900円
特別支援学校の高等部 700円 1,800円

７ 　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。
　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，そ
の合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定に
かかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は
23,000 円とする。

８
 
　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学
者に係る額と同額とする。

９
 
　大学院設置基準（昭和49年文部省令第 28号）第 16条第１項ただし書の規定により，大
学院研究科の修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者
の授業料の額については，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

－ ��� －－ ��� －－ ��� －－ 115 －



４ 　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二
段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段
階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。
５ 　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部
において，入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場
合に徴収する検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　分 検　　定　　料

小学校 3,300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5,000円

特別支援学校の小学部 1,000円

特別支援学校の中学部 1,500円

６ 　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中
学部の入学を許可するための選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」
という。）を行う場合の検定料の額については，第１項及び前項の規定にかかわらず，
抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，
同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額
幼稚園 700円 900円
小学校 1,100円 2,200円
中等教育学校の前期課程 1,300円 3,700円
中等教育学校の後期課程 2,400円 7,400円
特別支援学校の小学部 500円 500円
特別支援学校の中学部 600円 900円
特別支援学校の高等部 700円 1,800円

７ 　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。
　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，そ
の合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定に
かかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は
23,000 円とする。

８
 
　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学
者に係る額と同額とする。
９
 
　大学院設置基準（昭和49年文部省令第 28号）第 16条第１項ただし書の規定により，大
学院研究科の修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者
の授業料の額については，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
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　（寄宿料の額）
第 ３ 条　本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　分 学生寮等の名称 寄　　宿　　料

居室が単身用の
場合

住吉国際学生宿舎 月額　  4,700 円
白鴎寮 月額　  5,900 円
住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室 床面積 15 ㎡未満） 月額　18,000 円

インターナショナル・レジデンス（単身室 床面積 15 ㎡
以上） 月額　21,000 円

居室が世帯用の
場合

国際交流会館（夫婦室） 月額　  9,500 円
国際交流会館（家族室） 月額　11,900 円
インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額　45,000 円
インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額　49,000 円

２  　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　　　　則
　　この規程は，平成 26 年 10 月１日から施行する。

則

　附　則
この規程は，平成 30 年４月１日から施行する。
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　（寄宿料の額）
第 ３ 条　本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　分 学生寮等の名称 寄　　宿　　料

居室が単身用の
場合

住吉国際学生宿舎 月額　  4,700 円
白鴎寮 月額　  5,900 円
住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室 床面積 15 ㎡未満） 月額　18,000 円

インターナショナル・レジデンス（単身室 床面積 15 ㎡
以上） 月額　21,000 円

居室が世帯用の
場合

国際交流会館（夫婦室） 月額　  9,500 円
国際交流会館（家族室） 月額　11,900 円
インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額　45,000 円
インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額　49,000 円

２  　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　　　　則
　　この規程は，平成 26 年 10 月１日から施行する。

則

　附　則
この規程は，平成 30 年４月１日から施行する。

－ ��� －

　　この規程は，平成 30 年 10 月１日から施行する。
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㸯� ⚄ᡞᏛᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊つ๎�

 

㸦ᖹᡂ �� ᖺ㸱᭶ �� ᪥ไ定㸧 

㸦㊃� � ᪨㸧�

➨㸯᮲  ࡇの規則は，⚄ᡞ学教学規則㸦ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥ไ定。௨ୗࠕ教学規則ࠖとい

う。㸧にᇶ࡙き，⚄ᡞ学ᅜ㝿ே㛫科学部㸦௨ୗࠕ本学部ࠖという。㸧に㛵し必要な㡯を定

めるものとする。 

㸦教育◊✲ୖࡢ┠ⓗ㸧�

➨㸰᮲  本学部は，グローバルࢩューを῝いே㛫理ゎと⪅の共ឤをもࡗてゎỴし，

とを目ࡇ༠ാᆺグローバルேᮦࠖを㣴ᡂするࠕグローバル共生社会ࠖのᐇ⌧に㈉⊩するࠕ

ⓗとする。 

㸦Ꮫ⛉ཬࡧㅮᗙ㸧�

➨㸱᮲  本学部にḟの学科及びㅮᗙを⨨く。 

学 科 ㅮ ᗙ 

グ ロ ー バ ル 文 化 
グローバル文化ᙧᡂ，グローバル社会ືែ，グローバル࣭コミュ
ニࢣーࣥࣙࢩ 

発達コミュニティ 発達ᇶ♏，コミュニティᙧᡂ 

環 境 共 生 環境ᇶ♏科学，環境ᙧᡂ科学 

子 ど も 教 育 学校教育学，ங幼ඣ教育学 

㸦ྛᏛ⛉にࡅ࠾る教育◊✲ୖࡢ┠ⓗ㸧�

➨４᮲  ྛ学科におࡅるேᮦの㣴ᡂに㛵する目ⓗそのの教育◊✲ୖの目ⓗは，ḟのとお

 。とするࡾ
��� グローバル文化学科 

ከ文化㛫の境⏺をࡾ㉺࠼るグローバル共生社会をᐇ⌧するࡓめ，ㅖ文化のከᵝなᵝ

┦と社会のグローバル化にࡘいてのṇ☜な理ゎをᇶに，⌧௦ୡ⏺がᢪ࠼る文化ⓗ࣭社会

ⓗၥ㢟を⮬らのニࢩティࣦでゎỴとᑟくࣜーࢲーࣉࢵࢩを備ࡓ࠼ேᮦを㣴ᡂする

 。とを目ⓗとするࡇ

��� 発達コミュニティ学科 

ே㛫の発達はከᵝなコミュニティにおࡅる社会ⓗㅖ㛵ಀ㸦学修ࡸ⤒㦂࣭༠ാ㸧を㏻ࡌて

ᐇ⌧ࡉれていく。ࠕ発達コミュニティࠖをࡇのように理ゎしୖࡓで，ேࠎのከᵝᛶࡸ␗㉁

ᛶをᑛ㔜しࡓᣢ⥆可能なグローバル共生社会のᐇ⌧を目ᣦし，ே㛫のከᵝな発達と，発

達を支࠼るコミュニティ㸦ከᵝなேࠎが༠ാする社会㸧に㛵する◊✲࣭教育を行い，ே㛫

がよࡾⰋく生きるとともに，それを可能にするከᵝなコミュニティをᅜ㝿社会を⯙ྎと

してᙧᡂ࣭ᒎ㛤していく能ຊを㌟にࡓࡅேᮦを㣴ᡂするࡇとを目ⓗとする。 

��� 環境共生学科 

ே㛫と環境のㄪに᰿ࡊすᣢ⥆可能なグローバル共生社会のᐇ⌧を目ᣦし，㌟㏆な環
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境から地⌫環境に⮳るᖜᗈい環境にࡘいて，β めࡓなၥ㢟を発ぢ࣭❧ㄽし，ゎỴにᑟくࠎ

に必要な能ຊを᭷し，ࡉらに，ᅜ㝿ⓗなど㔝からㄢ㢟に取ࡴ⤌ࡾ行ືຊを㌟にࡓࡅே

ᮦを㣴ᡂするࡇとを目ⓗとする。 

�4� 子ども教育学科 

ḟୡ௦育ᡂを㏻しࡓグローバル共生社会のᐇ⌧を目ᣦし，グローバル社会に㛵ࢃるᖜ

ᗈいど㔝をᣢࡕながら，子どもと学校がᢪ࠼るㄢ㢟をከ㠃ⓗにㄆ㆑し，ᐇ㊶ⓗにゎỴし

ていく能ຊを㌟にึࡓࡅ等教育教員等を㣴ᡂするࡇとを目ⓗとする。 

㸦Ꮫ㒊㛗㸧�

➨㸳᮲�  本学部に，学部㛗を⨨く。 

㸰 学部㛗は，本学部に㛵する㡯を⥲ᣓする。 

㸦Ꮫ㒊㛗㸧�

➨㸴᮲�  本学部に，学部㛗を⨨く。 

㸰 学部㛗は，学部㛗の職ົを⿵బする。 

㸱 学部㛗の㑅考に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦Ꮫ⛉㛗㸧�

➨㸵᮲�  学科に，学科㛗を⨨く。 

㸰 学科㛗は，ᙜヱ学科に㛵する㡯を⥲ᣓする。 

㸱 学科㛗の㑅考に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨㸶᮲�  子ども教育学科に，教職科目をᒚ修ࡉせるࡓめのコーࢫを⨨く。 

㸰 ๓㡯のコーࢫにࡘいて必要な㡯は，別に定める。 

㸦ᤵᴗ⛉┠ཬࡧ༢ᩘ㸧�

➨㸷᮲  本学部におࡅるᤵ業科目及び単位数は，別⾲➨㸯のとおࡾとする。 

㸰 ๓㡯のᤵ業科目のྛᖺḟの㓄ᙜは，別に定める。 

㸱 ➨㸯㡯に規定するもののほか，⮫にᤵ業科目を㛤タするࡇとがある。 

㸲 ๓㡯のᤵ業科目及び単位数୪びにᤵ業科目のྛᖺḟの㓄ᙜは，㛤タの㒔ᗘ定める。 

㸦༢ࡢᇶ‽㸧�

➨ �� ᮲ ྛᤵ業科目の単位のィ⟬は，ḟのᇶ‽による。 

��� ㅮ⩏にࡘいては，�� 㛫のᤵ業をもࡗて㸯単位とする。 

��� ₇⩦にࡘいては，�� 㛫ཪは �� 㛫のᤵ業をもࡗて㸯単位とする。 

��� ᐇ㦂，ᐇ⩦及びᐇᢏにࡘいては，�� 㛫のᤵ業をもࡗて㸯単位とする。ࡔࡓし，ⱁ術

等のศ㔝におࡅるಶேᣦᑟによるᐇᢏのᤵ業にࡘいては，�� 㛫のᤵ業をもࡗて㸯単位

とするࡇとができる。  

�4� 卒業◊✲にࡘいては，卒業ㄽ文等をもࡗて �� 単位とする。 

㸦履修要௳㸧�

➨ �� ᮲ 学生は，別⾲➨㸰に定めるとࢁࡇにᚑい，��4 単位௨ୖを修得しなࡅれࡤならな

い。 

㸰 እᅜே␃学生が教学規則➨ �� ᮲➨㸰㡯の規定によࡾ㛤タࡉれࡓᤵ業科目の単位を修得
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しࡓときは，別に定めるとࢁࡇによࡇࡾれらの単位数を別⾲➨㸰の必要修得単位数に⟬ධ

するࡇとができる。 

㸦履修⛉┠ࡢⓏ㘓ୖࡢ㝈㸧�

➨ �� ᮲ 教学規則➨ �� ᮲➨㸯㡯の規定にᇶ࡙くᒚ修科目のⓏ㘓のୖ㝈は，4� 単位とす

る。 

㸰 ๓᮲の定めるとࢁࡇによࡾ，所定の単位をඃれࡓᡂ⦼をもࡗて修得しࡓ学生及び特別の

のある学生にࡘいては，๓㡯に定めるୖ㝈を㉸࠼てᒚ修科目のⓏ㘓をㄆめるࡇとがあ

る。 

㸱 ๓㸰㡯に㛵して必要な㡯は，別に定める。 

㸦ᤵᴗ⛉┠ࡢ履修㸧�

➨ �� ᮲ 学生は，ẖ学ᮇᣦ定のᮇ᪥ࡲでに，所定のᒚ修ᒆをᥦฟし，学部㛗の許可をཷࡅ

なࡅれࡤならない。 

㸰 卒業◊✲のᒚ修にࡘいては，あらかࡌめᣦᑟ教員のᢎㄆをཷࡅなࡅれࡤならない。ࡇの

ሙྜにおいては，➨㸱ᖺḟの⤊ࡲࡾࢃでに所定の単位を修得していなࡅれࡤならない。 

㸱 学部のᤵ業科目のᒚ修にࡘいては，学部㛗を⤒て，ᙜヱ学部㛗の許可をཷࡅなࡅれࡤ

ならない。 

㸦ࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛにࡅ࠾るᤵᴗ⛉┠ࡢ履修㸧�

➨ �� ᮲ 学生は，教ᤵ会の㆟を⤒て，本学部と༠定しているの学ཪは▷ᮇ学㸦እᅜ

の学ཪは▷ᮇ学をྵࡴ。௨ୗ同ࡌ。㸧のᤵ業科目をᒚ修するࡇとができる。 

㸰 ๓㡯の規定にかかࢃらࡴࡸ，ࡎを得ないがあるときは，学生は，教ᤵ会の㆟を⤒て，

༠定にᇶ࡙かࡎにእᅜの学ཪは▷ᮇ学のᤵ業科目をᒚ修するࡇとができる。 

㸱 ๓㸰㡯の規定によࡾᒚ修しࡓᤵ業科目にࡘいて修得しࡓ単位は，�� 単位を㝈ᗘとして本

学部において修得しࡓものとみなし，別⾲➨㸰の必要修得単位数に⟬ධするࡇとができる。 

㸦ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜࡢᏛཪࡣ▷ᮇᏛに࡚࠸࠾履修ࡓࡋᤵᴗ⛉┠ࡢ༢ࡢ取ᢅ࠸㸧�

➨ �� ᮲ 学生が教ᤵ会の㆟を⤒て，ఇ学ᮇ㛫中に本学部と༠定を⥾⤖しているእᅜの学

ཪは▷ᮇ学においてᒚ修しࡓᤵ業科目にࡘいて修得しࡓ単位を，本学部において修得し

 。とができるࡇものとみなすࡓ

㸰 ๓㡯の規定にかかࢃらࡴࡸ，ࡎを得ないがあるときは，学生がఇ学ᮇ㛫中に༠定に

ᇶ࡙かࡎにእᅜの学ཪは▷ᮇ学においてᒚ修しࡓᤵ業科目にࡘいて修得しࡓ単位を，

教ᤵ会の㆟を⤒て，本学部において修得しࡓものとみなすࡇとができる。 

㸱 ๓㸰㡯の規定によࡾ修得しࡓものとみなすࡇとができる単位数は，๓᮲➨㸱㡯によࡾ本

学部において修得しࡓものとみなす単位数とྜࢃせて �� 単位を㝈ᗘとして，別⾲➨㸰の必

要修得単位数に⟬ධするࡇとができる。 

㸦Ꮫ௨እࡢ教育タ➼にࡅ࠾るᏛ修㸧�

➨ �� ᮲ 教学規則➨ �� ᮲➨㸯㡯に規定する単位のㄆ定は，教ᤵ会の㆟を⤒て行う。 

㸰 ๓㡯の規定によࡾㄆ定ࡉれࡓ単位数は，➨ �4 ᮲➨㸱㡯୪びに๓᮲➨㸯㡯及び➨㸰㡯によ

せてࢃものとみなす単位数とྜࡓ本学部において修得しࡾ �� 単位を㝈ᗘとして，別⾲➨㸰

の必要修得単位数に⟬ධするࡇとができる。 
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㸦ධᏛ๓ࡢ᪤修得༢➼ࡢㄆᐃ㸧�

➨ �� ᮲ 教学規則➨ �� ᮲➨㸯㡯及び➨㸰㡯に規定する᪤修得単位等のㄆ定は，教ᤵ会の㆟

を⤒て行う。 

㸰 ᪤修得単位等のㄆ定をཷࡅようとする⪅は，ධ学しࡓᖺᗘのᣦ定のᮇ᪥ࡲでに必要な᭩

類を学部㛗にᥦฟしなࡅれࡤならない。 

㸱 ➨㸯㡯の規定によࡾㄆ定ࡉれࡓ単位数は，⦅ධ学，㌿ධ学及びධ学のሙྜを㝖き，本

学において修得しࡓ単位௨እのものにࡘいては，➨ �4 ᮲➨㸱㡯，➨ �� ᮲➨㸯㡯及び➨㸰

㡯୪びに๓᮲➨㸯㡯の規定によࡾ本学部において修得しࡓものとみなす単位数とྜࢃせて

�� 単位を㝈ᗘとして，別⾲➨㸰の必要修得単位数に⟬ධするࡇとができる。 

㸦ヨ� � 㦂㸧�

➨ �� ᮲  ヨ㦂は，科目ヨ㦂及び卒業ㄽ文等ヨ㦂とする。 
㸦⛉┠ヨ㦂㸧�

➨ �� ᮲ 科目ヨ㦂は，ᤵ業が⤊しࡓ学ᮇᮎཪは࢛ࢡーࢱーᮎに行う。ࡔࡓし，必要があ

るሙྜは，学ᮇᮎ及び࢛ࢡーࢱーᮎ௨እのᮇに行うࡇとがある。 

㸰 ๓㡯の規定にかかࢃらࡎ，ᖹᖖのᡂ⦼をもࡗて科目ヨ㦂に௦࠼るࡇとがある。 

㸱 ྜ᱁となࡓࡗᤵ業科目にࡘいてのヨ㦂は，行ࢃない。 

㸲 科目ヨ㦂にḞᖍしࡓ⪅の㏣ヨ㦂は，行ࢃない。ࡔࡓし，教ᤵ会の㆟を⤒て，特別の理⏤

があるとㄆめࡓሙྜは，ࡇの㝈ࡾでない。 

㸦༞ᴗㄽᩥ➼ヨ㦂㸧�

➨ �� ᮲ 卒業ㄽ文等ヨ㦂は，᭱⤊学ᮇにおいて定められࡓᮇ᪥ࡲでに，卒業ㄽ文等をᥦฟ

しࡓ⪅にࡘいて行う。 

㸰 卒業ㄽ文等ヨ㦂は，ᥦฟࡉれࡓ卒業ㄽ文等のᑂᰝ及びཱྀ㢌ヨ㦂によࡾ行う。 

㸱 卒業ㄽ文等ヨ㦂にྜ᱁しࡓ学生にᑐしては，卒業◊✲の単位として �� 単位を࠼る。 

㸲 ᣦ定のᮇ᪥ࡲでに卒業ㄽ文等をᥦฟしない⪅ཪはྜ᱁となࡓࡗ⪅は，ḟ学ᮇ௨ᚋの学

ᮇᮎに卒業ㄽ文等をᥦฟし，卒業ㄽ文等ヨ㦂をཷࡅるࡇとができる。 

㸦ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽㸧�

➨ �� ᮲ 教学規則➨ �� ᮲に規定するᡂ⦼ホ౯ᇶ‽にࡘいては，別に定める。 
㸦༞� � ᴗ㸧�

➨ �� ᮲ 所定のᮇ㛫ᅾ学し，➨ �� ᮲に規定する要௳を‶ࡓしࡓ⪅にࡘいて，卒業をㄆ定す

る。 

㸰 教学規則➨ �� ᮲➨㸰㡯に規定する᪩ᮇ卒業のㄆ定のᇶ‽は，別に定める。 

㸦㌿Ꮫ⛉㸧�

➨ �� ᮲ ㌿学科をᚿᮃする⪅があるときは，教ᤵ会の㆟を⤒て，許可するࡇとがある。 

㸦≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 本学部と༠定している学の学生で，本学部の特別⫈ㅮ学生をᚿ㢪する⪅は，

別に定めるとࢁࡇによࡾ，所属学を⤒⏤して学部㛗に㢪いฟるものとする。 

㸰 特別⫈ㅮ学生のཷධれのᮇは，そのᒚ修しようとするᤵ業科目が㛤ㅮࡉれる学ᮇのึ

めとし，ᅾ学ᮇ㛫は，ᙜヱᤵ業科目が㛤ㅮࡉれる学ᮇとする。 
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る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

－ ��� －
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㸦⛉┠➼履修⏕ཬࡧ⫈ㅮ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 科目等ᒚ修生及び⫈ㅮ生に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦教員ࡢ免許状ᤵࡢᡤ要㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 教員の免許状ᤵの所要㈨᱁を取得しようとする⪅は，教育職員免許法㸦 �4

ᖺ法ᚊ➨ �4� ྕ㸧及び教育職員免許法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �� ྕ㸧に定める所

要の単位を修得しなࡅれࡤならない。 

㸰 本学部において，所要㈨᱁を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別⾲➨㸱

のとおࡾとする。 

㸦Ꮫⱁ員ࡢ㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 学ⱁ員の㈨᱁を取得しようとする⪅は，༤≀㤋法㸦 �� ᖺ法ᚊ➨ ��� ྕ㸧及び

༤≀㤋法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �4 ྕ㸧に定める所要の単位を修得しなࡅれࡤな

らない。 

㸰 ๓㡯の規定にᇶ࡙く科目のᒚ修にࡘいては，別に定める。 

㸦㹃㹑㹂ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨ �� ᮲ 環境，㛤発，ᖹ，ேᶒ等のᵝࠎな社会ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟にࡅ，ᣢ⥆可

能な社会࡙くࡾに㈨するேᮦを㣴ᡂするࡓめ，本学部に㹃㹑㹂コーࢫを⨨く。 
㸰 㹃㹑㹂コーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦ᩘ⌮࣭ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹᶆ‽ࢫ࣮ࢥ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧�

➨ �� ᮲ࡢ �  学ኈㄢ⛬において，数理ⓗᛮ考，ࢹーࢱศᯒ࣭ά⏝ຊを᭷するேᮦを育ᡂする

 。を⨨くࢫコー࣒ュࣛ࢟ࣜ࢝‽ᶆࢫ࢚ࣥࢧࢱーࢹめ，本学部に数理࣭ࡓ

㸰 数理࣭ࢹーࢫ࢚ࣥࢧࢱᶆ‽࢟ࣜ࢝ュ࣒ࣛコーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦㞧� � ๎㸧�

➨ �� ᮲ ࡇの規則に定めるもののほか，ࡇの規則のᐇ施に㛵し必要な㡯は，教ᤵ会の㆟

を⤒て，学部㛗が定める。 

 

㝃� � ๎�

の規則は，ᖹᡂࡇ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，ᨵṇᚋの➨ �� ᮲の

㸰及び別⾲➨㸯㸦ࣁ発達コミュニティ学科の⾲の社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸯，

社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸰，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸯，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸰

にಀる部ศを㝖く。㸧の規定にかかࢃらࡎ，なおᚑ๓のによる。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ
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る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

　　　（中間附則は省略）
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㸦⛉┠➼履修⏕ཬࡧ⫈ㅮ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 科目等ᒚ修生及び⫈ㅮ生に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦教員ࡢ免許状ᤵࡢᡤ要㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 教員の免許状ᤵの所要㈨᱁を取得しようとする⪅は，教育職員免許法㸦 �4

ᖺ法ᚊ➨ �4� ྕ㸧及び教育職員免許法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �� ྕ㸧に定める所

要の単位を修得しなࡅれࡤならない。 

㸰 本学部において，所要㈨᱁を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別⾲➨㸱

のとおࡾとする。 

㸦Ꮫⱁ員ࡢ㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 学ⱁ員の㈨᱁を取得しようとする⪅は，༤≀㤋法㸦 �� ᖺ法ᚊ➨ ��� ྕ㸧及び

༤≀㤋法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �4 ྕ㸧に定める所要の単位を修得しなࡅれࡤな

らない。 

㸰 ๓㡯の規定にᇶ࡙く科目のᒚ修にࡘいては，別に定める。 

㸦㹃㹑㹂ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨ �� ᮲ 環境，㛤発，ᖹ，ேᶒ等のᵝࠎな社会ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟にࡅ，ᣢ⥆可

能な社会࡙くࡾに㈨するேᮦを㣴ᡂするࡓめ，本学部に㹃㹑㹂コーࢫを⨨く。 
㸰 㹃㹑㹂コーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦ᩘ⌮࣭ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹᶆ‽ࢫ࣮ࢥ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧�

➨ �� ᮲ࡢ �  学ኈㄢ⛬において，数理ⓗᛮ考，ࢹーࢱศᯒ࣭ά⏝ຊを᭷するேᮦを育ᡂする

 。を⨨くࢫコー࣒ュࣛ࢟ࣜ࢝‽ᶆࢫ࢚ࣥࢧࢱーࢹめ，本学部に数理࣭ࡓ

㸰 数理࣭ࢹーࢫ࢚ࣥࢧࢱᶆ‽࢟ࣜ࢝ュ࣒ࣛコーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦㞧� � ๎㸧�

➨ �� ᮲ ࡇの規則に定めるもののほか，ࡇの規則のᐇ施に㛵し必要な㡯は，教ᤵ会の㆟

を⤒て，学部㛗が定める。 

 

㝃� � ๎�

の規則は，ᖹᡂࡇ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，ᨵṇᚋの➨ �� ᮲の

㸰及び別⾲➨㸯㸦ࣁ発達コミュニティ学科の⾲の社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸯，

社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸰，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸯，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸰

にಀる部ศを㝖く。㸧の規定にかかࢃらࡎ，なおᚑ๓のによる。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

－ ��� － 

る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

　　　（中間附則は省略）

－ ��� －
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－ ��� － 

㸦⛉┠➼履修⏕ཬࡧ⫈ㅮ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 科目等ᒚ修生及び⫈ㅮ生に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦教員ࡢ免許状ᤵࡢᡤ要㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 教員の免許状ᤵの所要㈨᱁を取得しようとする⪅は，教育職員免許法㸦 �4

ᖺ法ᚊ➨ �4� ྕ㸧及び教育職員免許法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �� ྕ㸧に定める所

要の単位を修得しなࡅれࡤならない。 

㸰 本学部において，所要㈨᱁を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別⾲➨㸱

のとおࡾとする。 

㸦Ꮫⱁ員ࡢ㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 学ⱁ員の㈨᱁を取得しようとする⪅は，༤≀㤋法㸦 �� ᖺ法ᚊ➨ ��� ྕ㸧及び

༤≀㤋法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �4 ྕ㸧に定める所要の単位を修得しなࡅれࡤな

らない。 

㸰 ๓㡯の規定にᇶ࡙く科目のᒚ修にࡘいては，別に定める。 

㸦㹃㹑㹂ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨ �� ᮲ 環境，㛤発，ᖹ，ேᶒ等のᵝࠎな社会ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟にࡅ，ᣢ⥆可

能な社会࡙くࡾに㈨するேᮦを㣴ᡂするࡓめ，本学部に㹃㹑㹂コーࢫを⨨く。 
㸰 㹃㹑㹂コーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦ᩘ⌮࣭ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹᶆ‽ࢫ࣮ࢥ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧�

➨ �� ᮲ࡢ �  学ኈㄢ⛬において，数理ⓗᛮ考，ࢹーࢱศᯒ࣭ά⏝ຊを᭷するேᮦを育ᡂする

 。を⨨くࢫコー࣒ュࣛ࢟ࣜ࢝‽ᶆࢫ࢚ࣥࢧࢱーࢹめ，本学部に数理࣭ࡓ

㸰 数理࣭ࢹーࢫ࢚ࣥࢧࢱᶆ‽࢟ࣜ࢝ュ࣒ࣛコーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦㞧� � ๎㸧�

➨ �� ᮲ ࡇの規則に定めるもののほか，ࡇの規則のᐇ施に㛵し必要な㡯は，教ᤵ会の㆟

を⤒て，学部㛗が定める。 

 

㝃� � ๎�

の規則は，ᖹᡂࡇ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，ᨵṇᚋの➨ �� ᮲の

㸰及び別⾲➨㸯㸦ࣁ発達コミュニティ学科の⾲の社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸯，

社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸰，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸯，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸰

にಀる部ศを㝖く。㸧の規定にかかࢃらࡎ，なおᚑ๓のによる。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

－ ��� － 

る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

　　　（中間附則は省略）

－ ��� －
－ ��� － 

㸦⛉┠➼履修⏕ཬࡧ⫈ㅮ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 科目等ᒚ修生及び⫈ㅮ生に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦教員ࡢ免許状ᤵࡢᡤ要㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 教員の免許状ᤵの所要㈨᱁を取得しようとする⪅は，教育職員免許法㸦 �4

ᖺ法ᚊ➨ �4� ྕ㸧及び教育職員免許法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �� ྕ㸧に定める所

要の単位を修得しなࡅれࡤならない。 

㸰 本学部において，所要㈨᱁を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別⾲➨㸱

のとおࡾとする。 

㸦Ꮫⱁ員ࡢ㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 学ⱁ員の㈨᱁を取得しようとする⪅は，༤≀㤋法㸦 �� ᖺ法ᚊ➨ ��� ྕ㸧及び

༤≀㤋法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �4 ྕ㸧に定める所要の単位を修得しなࡅれࡤな

らない。 

㸰 ๓㡯の規定にᇶ࡙く科目のᒚ修にࡘいては，別に定める。 

㸦㹃㹑㹂ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨ �� ᮲ 環境，㛤発，ᖹ，ேᶒ等のᵝࠎな社会ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟にࡅ，ᣢ⥆可

能な社会࡙くࡾに㈨するேᮦを㣴ᡂするࡓめ，本学部に㹃㹑㹂コーࢫを⨨く。 
㸰 㹃㹑㹂コーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦ᩘ⌮࣭ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹᶆ‽ࢫ࣮ࢥ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧�

➨ �� ᮲ࡢ �  学ኈㄢ⛬において，数理ⓗᛮ考，ࢹーࢱศᯒ࣭ά⏝ຊを᭷するேᮦを育ᡂする

 。を⨨くࢫコー࣒ュࣛ࢟ࣜ࢝‽ᶆࢫ࢚ࣥࢧࢱーࢹめ，本学部に数理࣭ࡓ

㸰 数理࣭ࢹーࢫ࢚ࣥࢧࢱᶆ‽࢟ࣜ࢝ュ࣒ࣛコーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦㞧� � ๎㸧�

➨ �� ᮲ ࡇの規則に定めるもののほか，ࡇの規則のᐇ施に㛵し必要な㡯は，教ᤵ会の㆟

を⤒て，学部㛗が定める。 

 

㝃� � ๎�

の規則は，ᖹᡂࡇ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，ᨵṇᚋの➨ �� ᮲の

㸰及び別⾲➨㸯㸦ࣁ発達コミュニティ学科の⾲の社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸯，

社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸰，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸯，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸰

にಀる部ศを㝖く。㸧の規定にかかࢃらࡎ，なおᚑ๓のによる。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

－ ��� － 

る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

　　　（中間附則は省略）

－ ��� －
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㸦⛉┠➼履修⏕ཬࡧ⫈ㅮ⏕㸧�

➨ �� ᮲ 科目等ᒚ修生及び⫈ㅮ生に㛵し必要な㡯は，別に定める。 

㸦教員ࡢ免許状ᤵࡢᡤ要㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 教員の免許状ᤵの所要㈨᱁を取得しようとする⪅は，教育職員免許法㸦 �4

ᖺ法ᚊ➨ �4� ྕ㸧及び教育職員免許法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �� ྕ㸧に定める所

要の単位を修得しなࡅれࡤならない。 

㸰 本学部において，所要㈨᱁を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別⾲➨㸱

のとおࡾとする。 

㸦Ꮫⱁ員ࡢ㈨᱁ࡢ取得㸧�

➨ �� ᮲ 学ⱁ員の㈨᱁を取得しようとする⪅は，༤≀㤋法㸦 �� ᖺ法ᚊ➨ ��� ྕ㸧及び

༤≀㤋法施行規則㸦 �� ᖺ文部┬௧➨ �4 ྕ㸧に定める所要の単位を修得しなࡅれࡤな

らない。 

㸰 ๓㡯の規定にᇶ࡙く科目のᒚ修にࡘいては，別に定める。 

㸦㹃㹑㹂ࢫ࣮ࢥ㸧�

➨ �� ᮲ 環境，㛤発，ᖹ，ேᶒ等のᵝࠎな社会ၥ㢟をゎỴする能ຊを㌟にࡅ，ᣢ⥆可

能な社会࡙くࡾに㈨するேᮦを㣴ᡂするࡓめ，本学部に㹃㹑㹂コーࢫを⨨く。 
㸰 㹃㹑㹂コーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦ᩘ⌮࣭ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹᶆ‽ࢫ࣮ࢥ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧�

➨ �� ᮲ࡢ �  学ኈㄢ⛬において，数理ⓗᛮ考，ࢹーࢱศᯒ࣭ά⏝ຊを᭷するேᮦを育ᡂする

 。を⨨くࢫコー࣒ュࣛ࢟ࣜ࢝‽ᶆࢫ࢚ࣥࢧࢱーࢹめ，本学部に数理࣭ࡓ

㸰 数理࣭ࢹーࢫ࢚ࣥࢧࢱᶆ‽࢟ࣜ࢝ュ࣒ࣛコーࢫに㛵し，必要な㡯は別に定める。 

㸦㞧� � ๎㸧�

➨ �� ᮲ ࡇの規則に定めるもののほか，ࡇの規則のᐇ施に㛵し必要な㡯は，教ᤵ会の㆟

を⤒て，学部㛗が定める。 

 

㝃� � ๎�

の規則は，ᖹᡂࡇ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 

㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，ᨵṇᚋの➨ �� ᮲の

㸰及び別⾲➨㸯㸦ࣁ発達コミュニティ学科の⾲の社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸯，

社会教育ㄢ㢟◊✲㸦⮬↛共生地ᇦ支援ㄽ㸧㸰，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸯，ຍ㱋の健ᗣ行ື科学㸰

にಀる部ศを㝖く。㸧の規定にかかࢃらࡎ，なおᚑ๓のによる。 

㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，ᖹᡂ �� ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及びᖹᡂ��ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

－ ��� － 

る。 
㝃� � ๎�

㸯 ࡇの規則は，௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥から施行する。 
㸰 ࡇの規則施行の㝿⌧にᅾ学する⪅㸦௨ୗࠕᅾ学⪅ࠖという。㸧及び௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥௨ᚋに

おいてᅾ学⪅の属するᖺḟに⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する⪅にࡘいては，なおᚑ๓のによ

る。 

　　　（中間附則は省略）
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別別⾲⾲第第㸯㸯ࠉࠉ授授業業科科目目及及びび༢༢位位ᩘᩘ（（第第99条条㛵㛵ಀಀ）） 䖂䖂ᚲᚲ修修䕿䕿選選ᢥᢥ

学学科科ඹඹ㏻㏻  

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ဴ Ꮫ ဴᏛ 1 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㸿 1 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㹀 1 ۑ

ㄽ ⌮ Ꮫ ㄽ⌮Ꮫ 1 ۑ
ᩍ⫱Ꮫ㸿 1 ۑ
ᩍ⫱Ꮫ㹀 1 ۑ

 ⌮ Ꮫ ⌮Ꮫ 1 ۑ
ἲᏛ㸿 1 ۑ
ἲᏛ㹀 1 ۑ
ᨻᏛ㸿 1 ۑ
ᨻᏛ㹀 1 ۑ
⤒῭Ꮫ㸿 1 ۑ
⤒῭Ꮫ㹀 1 ۑ

⤒ Ⴀ Ꮫ ⤒ႠᏛ 1 ۑ
♫  Ꮫ ♫Ꮫ 1 ۑ
ᩍ ⫱ ♫  Ꮫ ᩍ⫱♫Ꮫ 1 ۑ
ᆅ ⌮ Ꮫ ᆅ⌮Ꮫ 1 ۑ

་Ꮫ㸿 1 ۑ
་Ꮫ㹀 1 ۑ
ಖᏛ㸿 1 ۑ
ಖᏛ㹀 1 ۑ
ᗣ⛉Ꮫ㸿 1 ۑ
ᗣ⛉Ꮫ㹀 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㸿 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㹀 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㹁 1 ۑ
ᩘᏛ㸿 1 ۑ
ᩘᏛ㹀 1 ۑ
ᩘᏛ㹁 1 ۑ
ᩘᏛ㹂 1 ۑ
≀⌮Ꮫ㸿 1 ۑ
≀⌮Ꮫ㹀 1 ۑ
Ꮫ㸿 1 ۑ
Ꮫ㹀 1 ۑ
Ꮫ㹁 1 ۑ
Ꮫ㹂 1 ۑ
ᝨᫍᏛ㹁 1 ۑ
ᝨᫍᏛ㹂 1 ۑ
ሗᏛ㸿 1 ۑ
ሗᏛ㹀 1 ۑ

ᩍ ⫱  ே 㛫 ᙧ 成 ᩍ⫱ே㛫ᙧ成 1 ۑ
ᩥᏛ㸿 1 ۑ
ᩥᏛ㹀 1 ۑ
ゝㄒ⛉Ꮫ㸿 1 ۑ
ゝㄒ⛉Ꮫ㹀 1 ۑ
ⱁ⾡ᩥ㸿 1 ۑ
ⱁ⾡ᩥ㹀 1 ۑ
日ᮏྐ㸿 1 ۑ
日ᮏྐ㹀 1 ۑ
ᮾὒྐ㸿 1 ۑ
ᮾὒྐ㹀 1 ۑ
㸿ྐࢪ 1 ۑ
㹀ྐࢪ 1 ۑ
すὒྐ㸿 1 ۑ
すὒྐ㹀 1 ۑ
⪃ྂᏛ㸿 1 ۑ
⪃ྂᏛ㹀 1 ۑ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
⛉
┠

 ࢪ  ྐ

す ὒ ྐ

⪃ ྂ Ꮫ

䥹

１
䥺

ከ
ᩥ

⌮
ゎ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

ே
ᩥ
⣔

ᚰ ⌮ Ꮫ

ᩍ ⫱ Ꮫ

♫

⛉
Ꮫ
⣔

ἲ Ꮫ

ᨻ  Ꮫ

⤒ ῭ Ꮫ

⏕

⛉
Ꮫ
⣔

ᇶ
♏
ᩍ
㣴
⛉
┠

⮬
↛
⛉
Ꮫ
⣔

་ Ꮫ

ಖ  Ꮫ

⏕ ≀ Ꮫ

ᩘ Ꮫ

≀ ⌮ Ꮫ

 Ꮫ

ᝨ ᫍ Ꮫ

 ሗ ⛉ Ꮫ

ᩥ Ꮫ

ゝ ㄒ ⛉ Ꮫ

ⱁ ⾡  ᩥ 

日 ᮏ ྐ

ᮾ ὒ ྐ
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別別⾲⾲第第㸯㸯ࠉࠉ授授業業科科目目及及びび༢༢位位ᩘᩘ（（第第99条条㛵㛵ಀಀ）） 䖂䖂ᚲᚲ修修䕿䕿選選ᢥᢥ

学学科科ඹඹ㏻㏻  

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ဴ Ꮫ ဴᏛ 1 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㸿 1 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ㹀 1 ۑ

ㄽ ⌮ Ꮫ ㄽ⌮Ꮫ 1 ۑ
ᩍ⫱Ꮫ㸿 1 ۑ
ᩍ⫱Ꮫ㹀 1 ۑ

 ⌮ Ꮫ ⌮Ꮫ 1 ۑ
ἲᏛ㸿 1 ۑ
ἲᏛ㹀 1 ۑ
ᨻᏛ㸿 1 ۑ
ᨻᏛ㹀 1 ۑ
⤒῭Ꮫ㸿 1 ۑ
⤒῭Ꮫ㹀 1 ۑ

⤒ Ⴀ Ꮫ ⤒ႠᏛ 1 ۑ
♫  Ꮫ ♫Ꮫ 1 ۑ
ᩍ ⫱ ♫  Ꮫ ᩍ⫱♫Ꮫ 1 ۑ
ᆅ ⌮ Ꮫ ᆅ⌮Ꮫ 1 ۑ

་Ꮫ㸿 1 ۑ
་Ꮫ㹀 1 ۑ
ಖᏛ㸿 1 ۑ
ಖᏛ㹀 1 ۑ
ᗣ⛉Ꮫ㸿 1 ۑ
ᗣ⛉Ꮫ㹀 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㸿 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㹀 1 ۑ
⏕≀Ꮫ㹁 1 ۑ
ᩘᏛ㸿 1 ۑ
ᩘᏛ㹀 1 ۑ
ᩘᏛ㹁 1 ۑ
ᩘᏛ㹂 1 ۑ
≀⌮Ꮫ㸿 1 ۑ
≀⌮Ꮫ㹀 1 ۑ
Ꮫ㸿 1 ۑ
Ꮫ㹀 1 ۑ
Ꮫ㹁 1 ۑ
Ꮫ㹂 1 ۑ
ᝨᫍᏛ㹁 1 ۑ
ᝨᫍᏛ㹂 1 ۑ
ሗᏛ㸿 1 ۑ
ሗᏛ㹀 1 ۑ

ᩍ ⫱  ே 㛫 ᙧ 成 ᩍ⫱ே㛫ᙧ成 1 ۑ
ᩥᏛ㸿 1 ۑ
ᩥᏛ㹀 1 ۑ
ゝㄒ⛉Ꮫ㸿 1 ۑ
ゝㄒ⛉Ꮫ㹀 1 ۑ
ⱁ⾡ᩥ㸿 1 ۑ
ⱁ⾡ᩥ㹀 1 ۑ
日ᮏྐ㸿 1 ۑ
日ᮏྐ㹀 1 ۑ
ᮾὒྐ㸿 1 ۑ
ᮾὒྐ㹀 1 ۑ
㸿ྐࢪ 1 ۑ
㹀ྐࢪ 1 ۑ
すὒྐ㸿 1 ۑ
すὒྐ㹀 1 ۑ
⪃ྂᏛ㸿 1 ۑ
⪃ྂᏛ㹀 1 ۑ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
⛉
┠

 ࢪ  ྐ

す ὒ ྐ

⪃ ྂ Ꮫ

䥹

１
䥺

ከ
ᩥ

⌮
ゎ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

ே
ᩥ
⣔

ᚰ ⌮ Ꮫ

ᩍ ⫱ Ꮫ

♫

⛉
Ꮫ
⣔

ἲ Ꮫ

ᨻ  Ꮫ

⤒ ῭ Ꮫ

⏕

⛉
Ꮫ
⣔

ᇶ
♏
ᩍ
㣴
⛉
┠

⮬
↛
⛉
Ꮫ
⣔

་ Ꮫ

ಖ  Ꮫ

⏕ ≀ Ꮫ

ᩘ Ꮫ

≀ ⌮ Ꮫ

 Ꮫ

ᝨ ᫍ Ꮫ

 ሗ ⛉ Ꮫ

ᩥ Ꮫ

ゝ ㄒ ⛉ Ꮫ

ⱁ ⾡  ᩥ 

日 ᮏ ྐ

ᮾ ὒ ྐ

ⱁ⾡ྐ㸿 1 ۑ
ⱁ⾡ྐ㹀 1 ۑ
⨾⾡ྐ㸿 1 ۑ
⨾⾡ྐ㹀 1 ۑ
⛉Ꮫྐ㸿 1 ۑ
⛉Ꮫྐ㹀 1 ۑ

♫  ᛮ  ྐ ♫ᛮྐ 1 ۑ
ᩥ  ே 㢮 Ꮫ ᩥே㢮Ꮫ 1 ۑ

⌧௦♫ㄽ㸿 1 ۑ
⌧௦♫ㄽ㹀 1 ۑ

㉺ ቃ ࡍ ࡿ ᩥ  ㉺ቃᩥࡿࡍ 1 ۑ
⏕ ά ⎔ ቃ  ᢏ ⾡ ⏕ά⎔ቃᢏ⾡ 1 ۑ
࢝ ࢱ ࢳ ࡢ ᩥ  Ꮫ Ꮫᩥࡢࢳࢱ࢝ 1 ۑ
⛉ Ꮫ ᢏ ⾡   ⌮ ⛉Ꮫᢏ⾡⌮ 1 ۑ
⌧௦≀⌮Ꮫࡀᥥࡃୡ⏺ ⌧௦≀⌮Ꮫࡀᥥࡃୡ⏺ 1 ۑ
㌟ ㏆ ࡞ ≀ ⌮ ἲ ๎ ㌟㏆࡞≀⌮ἲ๎ 1 ۑ

Ꮫ㸿↛⮬ࡢࢳࢱ࢝ 1 ۑ
Ꮫ㹀↛⮬ࡢࢳࢱ࢝ 1 ۑ
Ꮫᢏ⾡㸿⛉ࡾࡃ࡙ࡢࡶ 1 ۑ
Ꮫᢏ⾡㹀⛉ࡾࡃ࡙ࡢࡶ 1 ۑ
⏕⛉Ꮫ㸿 1 ۑ
⏕⛉Ꮫ㹀 1 ۑ
⏕≀㈨※㎰ᴗ㸿 1 ۑ
⏕≀㈨※㎰ᴗ㹀 1 ۑ
⏕≀㈨※㎰ᴗ㹁 1 ۑ
⏕≀㈨※㎰ᴗ㹂 1 ۑ
⎔ቃᏛධ㛛㸿 1 ۑ
⎔ቃᏛධ㛛㹀 1 ۑ
♫ேᶒ㸿 1 ۑ
♫ேᶒ㹀 1 ۑ
⏨ዪඹྠཧ⏬࣮ࢲ࢙ࣥࢪ㸿 1 ۑ
⏨ዪඹྠཧ⏬࣮ࢲ࢙ࣥࢪ㹀 1 ۑ

࣮ࢲ࣮ࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ
⩦成ᇶ♏₇⫱ࣉࢵࢩ

ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢ
⫱成ᇶ♏₇⩦

2 ۑ

㹃 㹓 ᇶ ♏ ㄽ 㹃㹓ᇶ♏ㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿༠ຊ≦⌧ࡢㄢ㢟㸿 1 ۑ
ᅜ㝿༠ຊ≦⌧ࡢㄢ㢟㹀 1 ۑ

ᨻ   ♫  ᨻ♫ 1 ۑ
♫  ⏕ ά  ἲ ♫⏕άἲ 1 ۑ
ᅜ ᐙ  ἲ ᅜᐙἲ 1 ۑ

⌧௦ࡢ⤒῭㸿 1 ۑ
⌧௦ࡢ⤒῭㹀 1 ۑ

⤒ ῭ ♫  ࡢ Ⓨ ᒎ ⤒῭♫ࡢⓎᒎ 1 ۑ
ᆅ ⌫ ྐ  ࠾ ࡅ ࡿ
⏕ ≀ ࡢ ኚ 㑄

ᆅ⌫ྐࡢ≀⏕ࡿࡅ࠾ኚ㑄 1 ۑ

⏕ ≀ ࡢ ⎔ ቃ 㐺 ᛂ ቃ㐺ᛂ⎔ࡢ≀⏕ 1 ۑ
ே 㛫 ά ື 
ᆅ ⌫ ⏕ ែ ⣔

ே㛫άືᆅ⌫⏕ែ⣔ 1 ۑ

㣗ᗣ㸿 1 ۑ
㣗ᗣ㹀 1 ۑ
㈨※࣭ᮦᩱ࣮ࢠࣝࢿ࢚㸿 1 ۑ
㈨※࣭ᮦᩱ࣮ࢠࣝࢿ࢚㹀 1 ۑ

㹃 㹑 㹂 ᇶ ♏ 㹃㹑㹂ᇶ♏㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫࡙１ࡾࡃ㸧 1 ۑ
㹃㹑㹂ㄽ㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫࡙ࡾࡃ㸰㸧㸿 1 ۑ
㹃㹑㹂ㄽ㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫࡙ࡾࡃ㸰㸧㹀 1 ۑ
㹃㹑㹂⏕ᾭᏛ⩦ㄽ㸿 1 ۑ
㹃㹑㹂⏕ᾭᏛ⩦ㄽ㹀 1 ۑ

㹃㹑㹂ࢸࣥࣛ࣎ㄽ 㹃㹑㹂ࢸࣥࣛ࣎ㄽ 1 ۑ

䥹

㸰
䥺

⮬
↛
⏺
ࡢ
成
ࡾ
❧
ࡕ

ⱁ ⾡ ྐ

⨾ ⾡ ྐ

⛉ Ꮫ ྐ

䥹

１
䥺

ከ
ᩥ

⌮
ゎ

䥹

㸲
䥺
㹃
㹑
㹂

㹃 㹑 㹂 ㄽ

㹃㹑㹂⏕ᾭᏛ⩦ㄽ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
⛉
┠

♫   ே ᶒ

⏨ ዪ ඹ ྠ ཧ ⏬ 
ࢪ ࢙ ࣥ ࢲ ࣮

ᅜ㝿༠ຊ≦⌧ࡢㄢ㢟

⌧ ௦ ࡢ ⤒ ῭

㣗   ᗣ

㈨ ※ ࣭ ᮦ ᩱ 
࢚ ࢿ ࣝ ࢠ ࣮

⌧ ௦ ♫  ㄽ

⾡Ꮫᢏ⛉ࡾࡃ࡙ࡢࡶ

⏕  ⛉ Ꮫ

⏕ ≀ ㈨ ※  ㎰ ᴗ

䥹

㸱
䥺

ࢢ
ࣟ
䤀

ࣂ
ࣝ

ࢩ
䣻
䤀

⎔ ቃ Ꮫ ධ 㛛

࢝ ࢱ ࢳ ࡢ ⮬ ↛ Ꮫ
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ᴗ♫ㄽ㸿 1 ۑ
ᴗ♫ㄽ㹀 1 ۑ
⫋ᴗᏛࡿ࠼⪄ࢆࣥࢨࢹࣜࣕ࢟－ࡧ㸿 1 ۑ
⫋ᴗᏛࡿ࠼⪄ࢆࣥࢨࢹࣜࣕ࢟－ࡧ㹀 1 ۑ

♫ᇶ♏Ꮫ㸦ࣝࣂ࣮ࣟࢢே
ᮦ   ྍ Ḟ ࡞ ᩍ 㣴 㸧

♫ᇶ♏Ꮫ㸦ࣝࣂ࣮ࣟࢢேᮦྍḞ࡞ᩍ㣴㸧 2 ۑ

㈉⊩άື㸿♫ࢸࣥࣛ࣎ 1 ۑ
㈉⊩άື㹀♫ࢸࣥࣛ࣎ 1 ۑ

⩦ᐇࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢ ⩦ᐇࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1ཪ2ࡣ ۑ
⚄ᡞᏛྐ㸿 1 ۑ
⚄ᡞᏛྐ㹀 1 ۑ
⚄ᡞᏛࡢ◊✲最๓⥺㸿 1 ۑ
⚄ᡞᏛࡢ◊✲最๓⥺㹀 1 ۑ
㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㸿 1 ۑ
㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㹀 1 ۑ
ᡞᏛ⚄ࡈ࠺ࡻࡦ 1 ۑ
ᆅᇦ♫ᙧ成ᇶ♏ㄽ 1 ۑ
日ᮏ㓇Ꮫධ㛛 1 ۑ

ᾏ  ࡢ ㄏ ࠸ ᾏࡢㄏ࠸ 2 ۑ
℩ ᡞ ෆ ᾏ Ꮫ ධ 㛛 ℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 2 ۑ

ධ㛛㸿ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ධ㛛㹀ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ᴫㄽ㸿ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ᴫㄽ㹀ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%1㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%2㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�$1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�$2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%1㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%2㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

$GYDQFHG�(QJOLVK�2QOLQH�1 0�5 ۑ
$GYDQFHG�(QJOLVK�2QOLQH�2 0�5 ۑ
$GYDQFHG�(QJOLVK㸦ᾏእ◊ಟ㸧 1 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸱ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸲ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒ୰⣭㹁１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
⛉
┠

እ ᅜ ㄒ ➨ Ϩ


ࢹ
䤀

ࢱ

�
ࢧ

࢚
ࣥ
ࢫ

ධ㛛ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ

ᴫㄽࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ

⚄ ᡞ  Ꮫ ࡢ
◊ ✲ 最 ๓ ⥺

㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏

ᆅ ᇦ 㐃 ᦠ

⚄ ᡞ  Ꮫ ྐ

እ ᅜ ㄒ ➨ ϩ

እ
ᅜ
ㄒ
⛉
┠

ͤ$FDGHPLF�(QJOLVK
&RPPXQLFDWLRQ�%1㸪%2
㸪$FDGHPLF�(QJOLVKࡣ
&RPPXQLFDWLRQ�%1㸪%2
㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧࡛㸪
$FDGHPLF�(QJOLVK
/LWHUDF\�%1㸪%2ࡣ㸪
$FDGHPLF�(QJOLVK
/LWHUDF\�%1�%2㸦㑅ᢤୖ
⣭ࢫࣛࢡ㸧࡛ࢀࡒࢀࡑ௦
ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ᭰

䥹

㸴
䥺

⚄
ᡞ
Ꮫ

ྛゝㄒ࡛ࡽۑ㸶⛉┠
㸦୰⣭ࢆ㝖ࡃ㸧

ㄒࢫࣥࣛࣇㄒ㸪ࢶࢻͤ
ཬࡧ୰ᅜㄒึࡢ⣭㸦$3㸪
$4㸪%3㸪%4㸧ึࡣ⣭
㸦6$3㸪6$4㸪6%3㸪6%4㸧
ࡇࡿࡍ௦᭰ࢀࡒࢀࡑ࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

䥹

㸳
䥺

࢟
䣺

ࣜ

⛉
┠

 ᴗ ♫  ㄽ

⫋ ᴗ  Ꮫ ࡧ

࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   
♫  ㈉ ⊩ ά ື

ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒ୰⣭㹁１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸰 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸰 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸱 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸲 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸱 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸲 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸱 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸲 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸱 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸲 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒ୰⣭㹁１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒ୰⣭㹁㸰 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒１ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸰 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸱 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸲 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒１ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸰 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸱 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸲 0�5 ۑ
ሗᇶ♏ 1 ۔
ሗ⛉Ꮫ１ 1 ۑ
ሗ⛉Ꮫ㸰 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㸿 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹀 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹁 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ 1 ۔
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦１ 0�5 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦㸰 0�5 ۑ
ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠ྲྀࡢ
ࠋࡿࡵᐃูࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅ

 ሗ ⛉ ┠

እ ᅜ ㄒ ➨ Ϫ

㧗 ᗘ ᩍ 㣴 ⛉ ┠

 ᗣ ࣭ ࢫ ࣏ － ࢶ ⛉ Ꮫ

ྛゝㄒ࡛ࡽۑ㸶⛉┠
㸦୰⣭ࢆ㝖ࡃ㸧

ㄒࢫࣥࣛࣇㄒ㸪ࢶࢻͤ
ཬࡧ୰ᅜㄒึࡢ⣭㸦$3㸪
$4㸪%3㸪%4㸧ึࡣ⣭
㸦6$3㸪6$4㸪6%3㸪6%4㸧
ࡇࡿࡍ௦᭰ࢀࡒࢀࡑ࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

እ ᅜ ㄒ ➨ ϩ

እ
ᅜ
ㄒ
⛉
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ᴗ♫ㄽ㸿 1 ۑ
ᴗ♫ㄽ㹀 1 ۑ
⫋ᴗᏛࡿ࠼⪄ࢆࣥࢨࢹࣜࣕ࢟－ࡧ㸿 1 ۑ
⫋ᴗᏛࡿ࠼⪄ࢆࣥࢨࢹࣜࣕ࢟－ࡧ㹀 1 ۑ

♫ᇶ♏Ꮫ㸦ࣝࣂ࣮ࣟࢢே
ᮦ   ྍ Ḟ ࡞ ᩍ 㣴 㸧

♫ᇶ♏Ꮫ㸦ࣝࣂ࣮ࣟࢢேᮦྍḞ࡞ᩍ㣴㸧 2 ۑ

㈉⊩άື㸿♫ࢸࣥࣛ࣎ 1 ۑ
㈉⊩άື㹀♫ࢸࣥࣛ࣎ 1 ۑ

⩦ᐇࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢ ⩦ᐇࢪࣥࣞࣕࢳࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1ཪ2ࡣ ۑ
⚄ᡞᏛྐ㸿 1 ۑ
⚄ᡞᏛྐ㹀 1 ۑ
⚄ᡞᏛࡢ◊✲最๓⥺㸿 1 ۑ
⚄ᡞᏛࡢ◊✲最๓⥺㹀 1 ۑ
㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㸿 1 ۑ
㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㹀 1 ۑ
ᡞᏛ⚄ࡈ࠺ࡻࡦ 1 ۑ
ᆅᇦ♫ᙧ成ᇶ♏ㄽ 1 ۑ
日ᮏ㓇Ꮫධ㛛 1 ۑ

ᾏ  ࡢ ㄏ ࠸ ᾏࡢㄏ࠸ 2 ۑ
℩ ᡞ ෆ ᾏ Ꮫ ධ 㛛 ℩ᡞෆᾏᏛධ㛛 2 ۑ

ධ㛛㸿ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ධ㛛㹀ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ᴫㄽ㸿ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
ᴫㄽ㹀ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ 1 ۑ
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%1㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ
$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%2㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�$1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�$2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%1 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%2 0�5 ۔
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%1㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ
$FDGHPLF�(QJOLVK�/LWHUDF\�%2㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

$GYDQFHG�(QJOLVK�2QOLQH�1 0�5 ۑ
$GYDQFHG�(QJOLVK�2QOLQH�2 0�5 ۑ
$GYDQFHG�(QJOLVK㸦ᾏእ◊ಟ㸧 1 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸱ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸲ࢶࢻ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒ୰⣭㹁１ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢶࢻ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ

⥲
ྜ
ᩍ
㣴
⛉
┠

እ ᅜ ㄒ ➨ Ϩ
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ᅜ
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ͤ$FDGHPLF�(QJOLVK
&RPPXQLFDWLRQ�%1㸪%2
㸪$FDGHPLF�(QJOLVKࡣ
&RPPXQLFDWLRQ�%1㸪%2
㸦㑅ᢤୖ⣭ࢫࣛࢡ㸧࡛㸪
$FDGHPLF�(QJOLVK
/LWHUDF\�%1㸪%2ࡣ㸪
$FDGHPLF�(QJOLVK
/LWHUDF\�%1�%2㸦㑅ᢤୖ
⣭ࢫࣛࢡ㸧࡛ࢀࡒࢀࡑ௦
ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ᭰

䥹

㸴
䥺

⚄
ᡞ
Ꮫ

ྛゝㄒ࡛ࡽۑ㸶⛉┠
㸦୰⣭ࢆ㝖ࡃ㸧

ㄒࢫࣥࣛࣇㄒ㸪ࢶࢻͤ
ཬࡧ୰ᅜㄒึࡢ⣭㸦$3㸪
$4㸪%3㸪%4㸧ึࡣ⣭
㸦6$3㸪6$4㸪6%3㸪6%4㸧
ࡇࡿࡍ௦᭰ࢀࡒࢀࡑ࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

䥹

㸳
䥺

࢟
䣺

ࣜ

⛉
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 ᴗ ♫  ㄽ

⫋ ᴗ  Ꮫ ࡧ

࣎ ࣛ ࣥ ࢸ   
♫  ㈉ ⊩ ά ື

ㄒึ⣭㹑㸿㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㸿㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸱ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒึ⣭㹑㹀㸲ࢫࣥࣛࣇ 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

ㄒ୰⣭㹁１ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢫࣥࣛࣇ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸰 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸰 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸱 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㸿㸲 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸱 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹀㸲 0�5 ۑ
୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸱 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㸿㸲 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸱 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒึ⣭㹑㹀㸲 0�5 㸦ۑ㸧ͤ

୰ᅜㄒ୰⣭㹁１ 0�5 ۑ
୰ᅜㄒ୰⣭㹁㸰 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸱ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㸿㸲ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸱ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒึ⣭㹀㸲ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁１ࢩࣟ 0�5 ۑ
ㄒ୰⣭㹁㸰ࢩࣟ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒１ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸰 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸱 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢶࢻㄒ㸧㹒㸲 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒１ 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸰 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸱 0�5 ۑ
➨୕እᅜㄒ㸦ࢫࣥࣛࣇㄒ㸧㹒㸲 0�5 ۑ
ሗᇶ♏ 1 ۔
ሗ⛉Ꮫ１ 1 ۑ
ሗ⛉Ꮫ㸰 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㸿 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹀 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫㅮ⩏㹁 1 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ 1 ۔
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦１ 0�5 ۑ
ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦㸰 0�5 ۑ
ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴⛉┠ྲྀࡢ
ࠋࡿࡵᐃูࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅ

 ሗ ⛉ ┠

እ ᅜ ㄒ ➨ Ϫ

㧗 ᗘ ᩍ 㣴 ⛉ ┠

 ᗣ ࣭ ࢫ ࣏ － ࢶ ⛉ Ꮫ

ྛゝㄒ࡛ࡽۑ㸶⛉┠
㸦୰⣭ࢆ㝖ࡃ㸧

ㄒࢫࣥࣛࣇㄒ㸪ࢶࢻͤ
ཬࡧ୰ᅜㄒึࡢ⣭㸦$3㸪
$4㸪%3㸪%4㸧ึࡣ⣭
㸦6$3㸪6$4㸪6%3㸪6%4㸧
ࡇࡿࡍ௦᭰ࢀࡒࢀࡑ࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
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日ᮏᅜ᠇ἲ１ 1 ۑ
日ᮏᅜ᠇ἲ㸰 1 ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮ 2 ۑ
ᩍ⫱ྐ 2 ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
୰➼≉ูᨭᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
୰➼࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ 1 ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㸿 2 ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀 2 ۑ
㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 2 ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦ 2 ۑ
ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ 2 ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦ 2 ۑ

㈨ ᱁ ච チ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ⛉ ┠

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦D㸧 1 ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦E㸧 1 ۑ
ᆅㄅ㸦D㸧 1 ۑ
ᆅㄅ㸦E㸧 1 ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ 2 ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 2 ۑ
༤≀㤋㈨ᩱㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᒎ♧ㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᐇ⩦ 3 ۑ
⥲ྜ⛉┠Ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ

⥲ྜ⛉┠ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ
┠⛉ࡿࡵㄆᚲせࡢࡑ

㈨ ᱁ ච チ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ⛉ ┠
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日ᮏᅜ᠇ἲ１ 1 ۑ
日ᮏᅜ᠇ἲ㸰 1 ۑ
ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᩍ⫱ཎ⌮ 2 ۑ
ᩍ⫱ྐ 2 ۑ
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
୰➼≉ูᨭᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
୰➼࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2 ۑ
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2 ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2 ۑ
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2 ۑ
බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ 2 ۑ
୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ 1 ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㸿 2 ۑ
୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀 2 ۑ
㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 2 ۑ
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧 2 ۑ
ᕤⱁᐇ㊶₇⩦ 2 ۑ
ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ 2 ۑ
ඛ➃⾲⌧₇⩦ 2 ۑ

㈨ ᱁ ච チ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ⛉ ┠

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦D㸧 1 ۑ
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦E㸧 1 ۑ
ᆅㄅ㸦D㸧 1 ۑ
ᆅㄅ㸦E㸧 1 ۑ
༤≀㤋ᴫㄽ 2 ۑ
༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 2 ۑ
༤≀㤋㈨ᩱㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᒎ♧ㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ 2 ۑ
༤≀㤋ᐇ⩦ 3 ۑ
⥲ྜ⛉┠Ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ

⥲ྜ⛉┠ϩ ۑ ࠋࡿࡵ㒔ᗘᐃࡢࡑ
┠⛉ࡿࡵㄆᚲせࡢࡑ

㈨ ᱁ ච チ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢ ⛉ ┠
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ロロࠉࠉググロロ࣮࣮ᩥᩥࣝࣝࣂࣂ学学科科

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۔

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۔

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠
┠⛉１ࡽࡇࡇ

┠⛉㸰ࡽࡇࡇ

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔
ሗ科Ꮫᴫㄽ 㻝 ۔
ᆅᇦᩥᴫㄽ 㻝 ۑ

␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 㻝 ۑ

⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ᴫㄽ 㻝 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 㻝 ۑ
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻝 㻝 ۑ
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠞 㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻭

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻮

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻭

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻮

㻝 ۑ

䠡䠱䜶䜻ス䝟ー䝖ேᮦ㣴ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮≉別講⩏ 㻝 ۑ

㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㻰㼥㼚㼍㼙㼕㼏㼟 㻝 ۑ
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌㻲㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㼟 㻝 ۑ
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 㻝 ۑ

㻿㼠㼡㼐㼥㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟 １䠉䠎䠔 ۑ
日ᮏ♫ᩥㄽ 㻞 ۑ
ᮾ䜰䝆䜰ᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

⎔すὒᩥㄽ 㻞 ۑ

ᩥே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

㉺ቃᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

ᅜ㝿㛵ಀㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦♫ᛮㄽ 㻞 ۑ

⌧௦♫⌮ㄽ 㻞 ۑ

ᩥᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ 㻞 ۑ

㠀ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

⌧௦䠥䠰ධ㛛 㻞 ۑ

┠⛉１ࡽࡇࡇ

┠⛉㸱ࡽࡇࡇ

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠
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ロロࠉࠉググロロ࣮࣮ᩥᩥࣝࣝࣂࣂ学学科科

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔
༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۔

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۔

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠
┠⛉１ࡽࡇࡇ

┠⛉㸰ࡽࡇࡇ

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔
ሗ科Ꮫᴫㄽ 㻝 ۔
ᆅᇦᩥᴫㄽ 㻝 ۑ

␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 㻝 ۑ

⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ᴫㄽ 㻝 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 㻝 ۑ
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻝 㻝 ۑ
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠞 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠝 㻝 ۑ

日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠞 㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻭

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻮

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻭

㻝 ۑ

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻮

㻝 ۑ

䠡䠱䜶䜻ス䝟ー䝖ேᮦ㣴ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮≉別講⩏ 㻝 ۑ

㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㻰㼥㼚㼍㼙㼕㼏㼟 㻝 ۑ
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌㻲㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㼟 㻝 ۑ
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 㻝 ۑ

㻿㼠㼡㼐㼥㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟 １䠉䠎䠔 ۑ
日ᮏ♫ᩥㄽ 㻞 ۑ
ᮾ䜰䝆䜰ᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

⎔すὒᩥㄽ 㻞 ۑ

ᩥே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

㉺ቃᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

ᅜ㝿㛵ಀㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦♫ᛮㄽ 㻞 ۑ

⌧௦♫⌮ㄽ 㻞 ۑ

ᩥᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ 㻞 ۑ

㠀ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

⌧௦䠥䠰ධ㛛 㻞 ۑ

┠⛉１ࡽࡇࡇ

┠⛉㸱ࡽࡇࡇ

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠
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日ᮏᛮᩥㄽ 㻞 ۑ

日ᮏᩥὶㄽ 㻞 ۑ

日ᮏメ䝕䜱䜰ᩥㄽ 㻞 ۑ

日ᮏṔྐᩥㄽ 㻞 ۑ

䜸セ䜰䝙䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

䜰䝆䜰Ṕྐ♫ㄽ 㻞 ۑ

ᮾ༡䜰䝆䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

ᮾ༡䜰䝆䜰ᨻᩥㄽ 㻞 ۑ

䜰メ䝸䜹♫ㄽ 㻞 ۑ

䜰メ䝸䜹ᩥㄽ 㻞 ۑ

ⱥ⡿䝔クス䝖ᩥㄽ 㻞 ۑ

᐀ᩍᩥㄽ 㻞 ۑ

䝶ー䝻䝑䝟♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

⌧௦♫ே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ 㻞 ۑ

ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ 㻞 ۑ

ᩥΰㄽ 㻞 ۑ

科Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩥㄽ 㻞 ۑ

ᩥ⩻ヂㄽ 㻞 ۑ

㉺ቃ♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

ከᩥᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

ᖹᵓ⠏ㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦表㇟ᩥㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 㻞 ۑ
䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

⌧௦つ⠊ㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 㻞 ۑ

どぬᩥㄽ 㻞 ۑ

表㇟ᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ゝㄒᶵ⬟ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁表⌧ㄽ 㻞 ۑ

⩻ヂ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

㡢ኌ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᵓ㐀ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ẚ㍑ㄽ 㻞 ۑ
ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

㻞 ۑ

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁䝕䝄䜲䞁 㻞 ۑ

♫䝅ス䝔䝮科Ꮫ 㻞 ۑ

䝕ータ䝬䝛ー䝆メ䞁䝖 㻞 ۑ

⤫ィሗฎ⌮ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹・䜲䞁䜾䝸䝑䝅䝳・䝠ス䝖䝸ー 㻞 ۑ

日ᮏㄒ・日ᮏ₇⩦ 㻝 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰ㄽ 㻞 ۑ

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

♫ㄪᰝἲ㻭 㻝 ۑ

♫ㄪᰝἲ㻮 㻝 ۑ

䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 㻞 ۑ
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ⤒῭Ꮫ 㻞 ۑ

⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃᛮྐ 㻞 ۑ

ປാ⎔ቃྐ 㻞 ۑ

ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊠 㻞 ۔

䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊡 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠
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日ᮏᛮᩥㄽ 㻞 ۑ

日ᮏᩥὶㄽ 㻞 ۑ

日ᮏメ䝕䜱䜰ᩥㄽ 㻞 ۑ

日ᮏṔྐᩥㄽ 㻞 ۑ

䜸セ䜰䝙䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

䜰䝆䜰Ṕྐ♫ㄽ 㻞 ۑ

ᮾ༡䜰䝆䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

ᮾ༡䜰䝆䜰ᨻᩥㄽ 㻞 ۑ

䜰メ䝸䜹♫ㄽ 㻞 ۑ

䜰メ䝸䜹ᩥㄽ 㻞 ۑ

ⱥ⡿䝔クス䝖ᩥㄽ 㻞 ۑ

᐀ᩍᩥㄽ 㻞 ۑ

䝶ー䝻䝑䝟♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

⌧௦♫ே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ 㻞 ۑ

ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ 㻞 ۑ

ᩥΰㄽ 㻞 ۑ

科Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩥㄽ 㻞 ۑ

ᩥ⩻ヂㄽ 㻞 ۑ

㉺ቃ♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

ከᩥᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᨻ♫ㄽ 㻞 ۑ

ᖹᵓ⠏ㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦表㇟ᩥㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 㻞 ۑ
䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

⌧௦つ⠊ㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 㻞 ۑ

どぬᩥㄽ 㻞 ۑ

表㇟ᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ゝㄒᶵ⬟ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁表⌧ㄽ 㻞 ۑ

⩻ヂ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

㡢ኌ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᵓ㐀ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ẚ㍑ㄽ 㻞 ۑ
ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

㻞 ۑ

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁䝕䝄䜲䞁 㻞 ۑ

♫䝅ス䝔䝮科Ꮫ 㻞 ۑ

䝕ータ䝬䝛ー䝆メ䞁䝖 㻞 ۑ

⤫ィሗฎ⌮ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹・䜲䞁䜾䝸䝑䝅䝳・䝠ス䝖䝸ー 㻞 ۑ

日ᮏㄒ・日ᮏ₇⩦ 㻝 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰ㄽ 㻞 ۑ

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

♫ㄪᰝἲ㻭 㻝 ۑ

♫ㄪᰝἲ㻮 㻝 ۑ

䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 㻞 ۑ
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ⤒῭Ꮫ 㻞 ۑ

⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃᛮྐ 㻞 ۑ

ປാ⎔ቃྐ 㻞 ۑ

ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 㻞 ۑ

ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊠 㻞 ۔

䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊡 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ᑓ
㛛
⛉
┠
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ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۑ

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۑ

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ
ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᴫㄽ 㻞 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦１ 㻞 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠎 㻞 ۔

ᆅᇦ♫Ꮫ 㻝 ۔

♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ（ᗣ・་⒪ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠝 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠞（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） 㻞 ۑ

䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣ᴫㄽ 㻞 ۑ
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟
（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃）

㻞 ۑ

ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㐠ືᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ス䝫ー䝒䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

㌟య㐠ື䛾ᩥྐ 㻞 ۑ

⏕≀⤫ィᏛ 㻞 ۑ
㡢ᴦᩥྐ１ 㻝 ۑ
㡢ᴦᩥྐ䠎 㻝 ۑ

䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー１ 㻝 ۑ

䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー䠎 㻝 ۑ

䝃䜴䞁䝗䝕䝄䜲䞁 㻝 ۑ

䝭䝳ー䝆䝑クセ䝷䝢ー 㻞 ۑ

㡢ᴦసရ◊✲ 㻞 ۑ

日ᮏᩥὶㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㡢ᴦ 㻞 ۑ

ே䛸䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

ᩥᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠝 㻝 ۑ

㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠞 㻝 ۑ
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㌟య表⌧ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 㻞 ۑ

✵間㐀ᙧㄽ 㻞 ۑ

⤮⏬䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰ㄽ 㻞 ۑ
♫ㄪᰝἲ㻭 㻝 ۑ
♫ㄪᰝἲ㻮 㻝 ۑ

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

┠⛉１ࡽࡇࡇ

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠
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ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۑ

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۑ

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ
ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᴫㄽ 㻞 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦１ 㻞 ۔

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠎 㻞 ۔

ᆅᇦ♫Ꮫ 㻝 ۔

♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ
ᗣᚰ⌮Ꮫ（ᗣ・་⒪ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠝 㻞 ۑ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠞（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） 㻞 ۑ

䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣ᴫㄽ 㻞 ۑ
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟
（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃）

㻞 ۑ

ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㐠ືᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ス䝫ー䝒䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 㻞 ۑ

㌟య㐠ື䛾ᩥྐ 㻞 ۑ

⏕≀⤫ィᏛ 㻞 ۑ
㡢ᴦᩥྐ１ 㻝 ۑ
㡢ᴦᩥྐ䠎 㻝 ۑ

䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー１ 㻝 ۑ

䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー䠎 㻝 ۑ

䝃䜴䞁䝗䝕䝄䜲䞁 㻝 ۑ

䝭䝳ー䝆䝑クセ䝷䝢ー 㻞 ۑ

㡢ᴦసရ◊✲ 㻞 ۑ

日ᮏᩥὶㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㡢ᴦ 㻞 ۑ

ே䛸䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

ᩥᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠝 㻝 ۑ

㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠞 㻝 ۑ
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㌟య表⌧ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 㻞 ۑ

✵間㐀ᙧㄽ 㻞 ۑ

⤮⏬䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰ㄽ 㻞 ۑ
♫ㄪᰝἲ㻭 㻝 ۑ
♫ㄪᰝἲ㻮 㻝 ۑ

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

┠⛉１ࡽࡇࡇ

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠
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♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝪䝷䞁䝔䜱䜰Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝸スク䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝆䜵䞁䝎ーၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（Ꮚ䛹䜒䝁䝭䝳䝙䝔䜱Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠎（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠏（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ

ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 㻞 ۑ

㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

♫ᛶ䛾Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ（⚄⤒・⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ（⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ（ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ） 㻞 ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
䝷䜲䝣䝁ース䛾ᚰ⌮Ꮫ（Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

ឤ・ே᱁ᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫᐇ験ἲ 㻝 ۑ

ᚰ⌮Ꮫほᐹἲ㻌 㻝 ۑ
Ⓨ㐩䜰セスメ䞁䝖（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） 㻞 ۑ
ᚰ⌮᳨ᰝἲ（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） 㻞 ۑ

ᢞᙳἲᚰ⌮᳨ᰝ 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠝 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠞 㻞 ۑ

⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦（ᚰ⌮₇⩦） 㻞 ۑ

බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐ 㻝 ۑ

⚟♴ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

ྖἲ・≢⨥ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

⏘業・⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

㛵ಀ⾜ᨻㄽ 㻝 ۑ
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㻌（ᚰ⌮ᐇ⩦） 㻞 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 㻝 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 㻝 ۑ

㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 㻞 ۑ

ᗣ㐠ື科Ꮫ 㻞 ۑ

ຍ㱋䛾ᗣ⾜ື科Ꮫ 㻞 ۑ

㐠ື᪉ἲᏛ 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

Ꮫ 㻞 ۑ

セー䝣䝔䜱䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 㻝 ۑ
㌟య㐠ື䛾䝎䜲䝘䝭クス 㻞 ۑ
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㌟య䝬䝛䝆メ䞁䝖◊✲ 㻞 ۑ

⢭⚄⏕⌮Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃಖᏛ 㻞 ۑ

䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣₇⩦ 㻞 ۑ

ᛂ⏝㌟య㐠ື科Ꮫ 㻞 ۑ
ᗣᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
ス䝫ー䝒䝬䝛䝆メ䞁䝖 㻞 ۑ

ス䝫ー䝒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

㌟య㐠ື科Ꮫᐇ験 㻝 ۑ

䝞䜲䜸メ䜹䝙クスᐇ験 㻞 ۑ

䝖䝷䝑ク䠃䝣䜱ー䝹䝗ᐇ⩦ 㻝 ۑ

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

⮬↛య験άືᐇ⩦ 㻝 ۑ
ス䜲䝭䞁䜾䠃䜰ク䜰䝔䜱䝑クス䝫ー䝒ᐇ⩦ 㻝 ۑ

䝪ー䝹䝀ー䝮䝈ᐇ⩦ 㻝 ۑ

ᰂ㐨ᐇ⩦ 㻝 ۑ

䝆䝮䝘ス䝔䜱クスᐇ⩦ 㻝 ۑ

ኌ䛾表⌧ 㻞 ۑ

䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦１ 㻝 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦䠎 㻝 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ≉別₇⩦ 㻞 ۑ

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ１ 㻝 ۑ

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ䠎 㻝 ۑ

ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ 㻝 ۑ

ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 㻝 ۑ
䝭䝳ー䝆䝑クセ䜸䝸ー䠃䜰䝘䝸䝅ス 㻞 ۑ

ኌᴦ表⌧₇⩦ 㻞 ۑ

䝢䜰䝜₇ዌ₇⩦ 㻞 ۑ

ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ 㻝 ۑ

ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 㻝 ۑ

ኌᴦకዌ表⌧₇⩦ 㻝 ۑ

㑥ᴦḷၐἲ 㻝 ۑ

㑥ᴦჾ₇ዌἲ 㻝 ۑ

ⱁ⾡表⌧₇⩦ 㻞 ۑ
䜰ー䝖・䝭䝳ー䝆䝑ク䝥䝻䝆䜵ク䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

✵間䜰ー䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

⤮⏬䜰ー䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

表㇟ᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

どぬᩥㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 㻞 ۑ

ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

㻞 ۑ

䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 㻞 ۑ

䜾䝷䝣䜱䝑ク䝃䜲䜶䞁ス 㻞 ۑ

䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス１ 㻝 ۑ

䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス䠎 㻝 ۑ

䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 㻝 ۑ

ⱁ⾡ᢈホ₇⩦ 㻝 ۑ

䜰䝣ォー䝎䞁スㄽ₇⩦ 㻞 ۑ

ᗄఱ䝕䝄䜲䞁䛸どぬఏ㐩 㻞 ۑ

ᫎീ・メ䝕䜱䜰ㄽ₇⩦ 㻞 ۑ

㻱㻿㻰ᐇ㊶ㄽ 㻞 ۑ

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠
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♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝪䝷䞁䝔䜱䜰Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝸スク䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝆䜵䞁䝎ーၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ） 㻞 ۑ
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（Ꮚ䛹䜒䝁䝭䝳䝙䝔䜱Ꮫ⩦ㄽ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠎（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠏（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ

ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 㻞 ۑ

㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

♫ᛶ䛾Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ（⚄⤒・⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ（⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 㻞 ۑ
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ（ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ） 㻞 ۑ
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
䝷䜲䝣䝁ース䛾ᚰ⌮Ꮫ（Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

ឤ・ே᱁ᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫᐇ験ἲ 㻝 ۑ

ᚰ⌮Ꮫほᐹἲ㻌 㻝 ۑ
Ⓨ㐩䜰セスメ䞁䝖（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） 㻞 ۑ
ᚰ⌮᳨ᰝἲ（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） 㻞 ۑ

ᢞᙳἲᚰ⌮᳨ᰝ 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠝 㻞 ۑ

ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠞 㻞 ۑ

⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦（ᚰ⌮₇⩦） 㻞 ۑ

බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐ 㻝 ۑ

⚟♴ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

ྖἲ・≢⨥ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

⏘業・⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ 㻝 ۑ

㛵ಀ⾜ᨻㄽ 㻝 ۑ
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㻌（ᚰ⌮ᐇ⩦） 㻞 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 㻝 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 㻝 ۑ

㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 㻞 ۑ

ᗣ㐠ື科Ꮫ 㻞 ۑ

ຍ㱋䛾ᗣ⾜ື科Ꮫ 㻞 ۑ

㐠ື᪉ἲᏛ 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

Ꮫ 㻞 ۑ

セー䝣䝔䜱䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 㻝 ۑ
㌟య㐠ື䛾䝎䜲䝘䝭クス 㻞 ۑ
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

㌟య䝬䝛䝆メ䞁䝖◊✲ 㻞 ۑ

⢭⚄⏕⌮Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃಖᏛ 㻞 ۑ

䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣₇⩦ 㻞 ۑ

ᛂ⏝㌟య㐠ື科Ꮫ 㻞 ۑ
ᗣᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
ス䝫ー䝒䝬䝛䝆メ䞁䝖 㻞 ۑ

ス䝫ー䝒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

㌟య㐠ື科Ꮫᐇ験 㻝 ۑ

䝞䜲䜸メ䜹䝙クスᐇ験 㻞 ۑ

䝖䝷䝑ク䠃䝣䜱ー䝹䝗ᐇ⩦ 㻝 ۑ

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

⮬↛య験άືᐇ⩦ 㻝 ۑ
ス䜲䝭䞁䜾䠃䜰ク䜰䝔䜱䝑クス䝫ー䝒ᐇ⩦ 㻝 ۑ

䝪ー䝹䝀ー䝮䝈ᐇ⩦ 㻝 ۑ

ᰂ㐨ᐇ⩦ 㻝 ۑ

䝆䝮䝘ス䝔䜱クスᐇ⩦ 㻝 ۑ

ኌ䛾表⌧ 㻞 ۑ

䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦１ 㻝 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦䠎 㻝 ۑ

Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ≉別₇⩦ 㻞 ۑ

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ１ 㻝 ۑ

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ䠎 㻝 ۑ

ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ 㻝 ۑ

ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 㻝 ۑ
䝭䝳ー䝆䝑クセ䜸䝸ー䠃䜰䝘䝸䝅ス 㻞 ۑ

ኌᴦ表⌧₇⩦ 㻞 ۑ

䝢䜰䝜₇ዌ₇⩦ 㻞 ۑ

ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ 㻝 ۑ

ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 㻝 ۑ

ኌᴦకዌ表⌧₇⩦ 㻝 ۑ

㑥ᴦḷၐἲ 㻝 ۑ

㑥ᴦჾ₇ዌἲ 㻝 ۑ

ⱁ⾡表⌧₇⩦ 㻞 ۑ
䜰ー䝖・䝭䝳ー䝆䝑ク䝥䝻䝆䜵ク䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

✵間䜰ー䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

⤮⏬䜰ー䝖ᐇ㊶ 㻞 ۑ

㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 㻞 ۑ

表㇟ᩥᙧᡂㄽ 㻞 ۑ

どぬᩥㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 㻞 ۑ

ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 㻞 ۑ

ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

㻞 ۑ

䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 㻞 ۑ

䜾䝷䝣䜱䝑ク䝃䜲䜶䞁ス 㻞 ۑ

䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス１ 㻝 ۑ

䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス䠎 㻝 ۑ

䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 㻝 ۑ

ⱁ⾡ᢈホ₇⩦ 㻝 ۑ

䜰䝣ォー䝎䞁スㄽ₇⩦ 㻞 ۑ

ᗄఱ䝕䝄䜲䞁䛸どぬఏ㐩 㻞 ۑ

ᫎീ・メ䝕䜱䜰ㄽ₇⩦ 㻞 ۑ

㻱㻿㻰ᐇ㊶ㄽ 㻞 ۑ

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠
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ቃቃඹඹ生生学学科科⎔⎔ࠉࠉࢽࢽ

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۑ

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۑ

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔
≀⌮Ꮫධ㛛 1 ۑ
ຊᏛᇶ♏１ 1 ۑ
ຊᏛᇶ♏㸰 1 ۑ
㟁☢ẼᏛᇶ♏１ 1 ۑ
㟁☢ẼᏛᇶ♏㸰 1 ۑ
㐃⥆యຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
⇕ຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
㔞ᏊຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
┦ᑐㄽᇶ♏ 1 ۑ
≀⌮Ꮫᐇ㦂 2 ۑ
ᇶ♏↓ᶵᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏↓ᶵᏛ㸰 1 ۑ
ᇶ♏᭷ᶵᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏᭷ᶵᏛ㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫᴫㄽ㸿１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫᴫㄽ㸿㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㸿１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㸿㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㹁１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㹁㸰 1 ۑ
ᇶ♏ᆅᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏ᆅᏛ㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛１ 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ１ 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸱 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸲 1 ۑ
ᚤศ✚ศධ㛛１ 1 ۑ
ᚤศ✚ศධ㛛㸰 1 ۑ
ᚤศ✚ศ１ 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸰 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸱 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸲 1 ۑ
ᩘ⌮⤫ィ１ 1 ۑ
ᩘ⌮⤫ィ㸰 1 ۑ
ἲᚊᏛ 2 ۑ
⤒῭Ꮫ 2 ۑ
ᨻᏛ 2 ۑ
ேᩥᆅ⌮Ꮫ 2 ۑ
እᅜྐ 2 ۑ
♫Ꮫ 2 ۑ
日ᮏྐ 2 ۑ
⌮Ꮫ 2 ۑ

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

┠⛉１ࡽࡇࡇ

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠
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ቃቃඹඹ生生学学科科⎔⎔ࠉࠉࢽࢽ

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 1 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 1 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 1 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 1 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 1 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 1 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 1 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1 ۑ

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1 ۑ

ඹྠయㄽ１ࢪ 1 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 1 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔
≀⌮Ꮫධ㛛 1 ۑ
ຊᏛᇶ♏１ 1 ۑ
ຊᏛᇶ♏㸰 1 ۑ
㟁☢ẼᏛᇶ♏１ 1 ۑ
㟁☢ẼᏛᇶ♏㸰 1 ۑ
㐃⥆యຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
⇕ຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
㔞ᏊຊᏛᇶ♏ 1 ۑ
┦ᑐㄽᇶ♏ 1 ۑ
≀⌮Ꮫᐇ㦂 2 ۑ
ᇶ♏↓ᶵᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏↓ᶵᏛ㸰 1 ۑ
ᇶ♏᭷ᶵᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏᭷ᶵᏛ㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫᴫㄽ㸿１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫᴫㄽ㸿㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㸿１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㸿㸰 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㹁１ 1 ۑ
⏕≀Ꮫྛㄽ㹁㸰 1 ۑ
ᇶ♏ᆅᏛ１ 1 ۑ
ᇶ♏ᆅᏛ㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛１ 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘධ㛛㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ１ 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸰 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸱 1 ۑ
⥺ᙧ௦ᩘ㸲 1 ۑ
ᚤศ✚ศධ㛛１ 1 ۑ
ᚤศ✚ศධ㛛㸰 1 ۑ
ᚤศ✚ศ１ 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸰 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸱 1 ۑ
ᚤศ✚ศ㸲 1 ۑ
ᩘ⌮⤫ィ１ 1 ۑ
ᩘ⌮⤫ィ㸰 1 ۑ
ἲᚊᏛ 2 ۑ
⤒῭Ꮫ 2 ۑ
ᨻᏛ 2 ۑ
ேᩥᆅ⌮Ꮫ 2 ۑ
እᅜྐ 2 ۑ
♫Ꮫ 2 ۑ
日ᮏྐ 2 ۑ
⌮Ꮫ 2 ۑ

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

┠⛉１ࡽࡇࡇ

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠

ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠
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⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ１ 㻝 ۔

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠎 㻝 ۔

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠏 㻝 ۔

ᆅ⌫⎔ቃᏛ 㻞 ۑ

㏵上ᅜ㎰ᮧᆅᇦ開Ⓨㄽ 㻞 ۑ

⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫᇶ♏ 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（⤫ィ⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（௦数⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（ᗄఱ⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（ゎᯒ⣔） 㻞 ۑ

ィ⟬ᶵ科Ꮫධ㛛 㻞 ۑ

数⌮䝰䝕䝹䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠝（䛻ᆅᏛ） 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠞（䛻⏕≀Ꮫ） 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠟（䛻Ꮫ） 㻞 ۑ

⎔ቃ⤒῭Ꮫ 㻞 ۑ

ᆅᇦ⎔ቃ㈨※ㄽ 㻞 ۑ

⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

⥳ᆅ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠝 㻞 ۑ

䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠞 㻞 ۑ

㧗㱋⪅⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䛣䛹䜒⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃ♫Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃᛮྐ 㻞 ۑ

බᐖ・⎔ቃྐ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹開Ⓨᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹㒔ᕷᆅᇦㄽ 㻞 ۑ

ᕷẸ科Ꮫᩍ⫱ㄽ 㻝 ۑ
Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ 㻞 ۑ
ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ 㻞 ۑ

Ẽ⎔ቃᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫Ꮫ 㻞 ۑ

ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ 㻞 ۑ

⏕≀ከᵝᛶ科Ꮫ 㻞 ۑ

⏕ែᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ㈨※᳜≀科Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ศᏊ⏕≀Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ㧗ศᏊᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ↓ᶵᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ䜲䞁䝣ォ䝬䝔䜱クス 㻞 ۑ

⎔ቃ数್ゎᯒ 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦１ 㻝 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦䠎 㻝 ۑ

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠
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⛉
ᑓ
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Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ィ⟬௦数䠝 㻞 ۑ

ィ⟬௦数䠞 㻞 ۑ

」㞧⣔䛾ᗄఱᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠞 㻞 ۑ

ከኚ㔞ゎᯒ 㻞 ۑ

ᐇ験ィ⏬ἲ 㻞 ۑ

䛛䛯䛱䛾数⌮䠝 㻞 ۑ

䛛䛯䛱䛾数⌮䠞 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫ◊✲䠝 㻝 ۑ

数⌮科Ꮫ◊✲䠞 㻝 ۑ

㔝እ⏕≀Ꮫᐇ⩦ 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠝（ᆅ⌫⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠞（⏕≀⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠟（≀㉁⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠠（⎔ቃ≀⌮） 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦１ 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦䠎 㻞 ۑ

⾰⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䜰䝟䝺䝹タィㄽ 㻞 ۑ

㣗⎔ቃㄽ䠝 㻞 ۑ

㣗⎔ቃㄽ䠞 㻞 ۑ

䜰䝥䝷䜲䜰䞁ス⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ス䝬ー䝖䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁ス 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠟 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠠 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃ䝅ス䝔䝮タィㄽ 㻝 ۑ

ྜពᙧᡂ䝥䝻セスㄽ 㻝 ۑ

ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ 㻞 ۑ

ఫ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ１ 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ䠎 㻝 ۑ

⎔ቃಖᏛ 㻞 ۑ
⎔ቃ・ᗣ䝸スクㄽ 㻞 ۑ
♫⎔ቃኚືྐ 㻞 ۑ

⎔ቃἲ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ᖹㄽ 㻞 ۑ

ປാ⎔ቃྐ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹⤒῭⎔ቃྐ 㻞 ۑ

⚟♴⎔ቃ䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ✵間䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

♫ᩥ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

䝣䜱ー䝹䝗䝽ークᐇ⩦ 㻞 ۑ

ᩥே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

ᅜ㝿㛵ಀㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 㻞 ۑ

䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 㻞 ۑ

㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 㻞 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
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⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ１ 㻝 ۔

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠎 㻝 ۔

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠏 㻝 ۔

ᆅ⌫⎔ቃᏛ 㻞 ۑ

㏵上ᅜ㎰ᮧᆅᇦ開Ⓨㄽ 㻞 ۑ

⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠞 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫᇶ♏ 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（⤫ィ⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（௦数⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（ᗄఱ⣔） 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫධ㛛（ゎᯒ⣔） 㻞 ۑ

ィ⟬ᶵ科Ꮫධ㛛 㻞 ۑ

数⌮䝰䝕䝹䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠝（䛻ᆅᏛ） 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠞（䛻⏕≀Ꮫ） 㻞 ۑ
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠟（䛻Ꮫ） 㻞 ۑ

⎔ቃ⤒῭Ꮫ 㻞 ۑ

ᆅᇦ⎔ቃ㈨※ㄽ 㻞 ۑ

⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 㻞 ۑ

⥳ᆅ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠝 㻞 ۑ

䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠞 㻞 ۑ

㧗㱋⪅⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䛣䛹䜒⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃ♫Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃᛮྐ 㻞 ۑ

බᐖ・⎔ቃྐ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹開Ⓨᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹㒔ᕷᆅᇦㄽ 㻞 ۑ

ᕷẸ科Ꮫᩍ⫱ㄽ 㻝 ۑ
Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ 㻞 ۑ
ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ 㻞 ۑ

Ẽ⎔ቃᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᆅ⌫Ꮫ 㻞 ۑ

ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ 㻞 ۑ

⏕≀ከᵝᛶ科Ꮫ 㻞 ۑ

⏕ែᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ㈨※᳜≀科Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕⌮Ꮫ 㻞 ۑ

ศᏊ⏕≀Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ㧗ศᏊᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃ↓ᶵᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ䜲䞁䝣ォ䝬䝔䜱クス 㻞 ۑ

⎔ቃ数್ゎᯒ 㻞 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦１ 㻝 ۑ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦䠎 㻝 ۑ

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

Ꮫ ⛉ ࢥ  ⛉ ┠

Ꮫ
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Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

ィ⟬௦数䠝 㻞 ۑ

ィ⟬௦数䠞 㻞 ۑ

」㞧⣔䛾ᗄఱᏛ 㻞 ۑ

⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠝 㻞 ۑ

⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠞 㻞 ۑ

ከኚ㔞ゎᯒ 㻞 ۑ

ᐇ験ィ⏬ἲ 㻞 ۑ

䛛䛯䛱䛾数⌮䠝 㻞 ۑ

䛛䛯䛱䛾数⌮䠞 㻞 ۑ

数⌮科Ꮫ◊✲䠝 㻝 ۑ

数⌮科Ꮫ◊✲䠞 㻝 ۑ

㔝እ⏕≀Ꮫᐇ⩦ 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠝（ᆅ⌫⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠞（⏕≀⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠟（≀㉁⎔ቃ） 㻞 ۑ
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠠（⎔ቃ≀⌮） 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦１ 㻞 ۑ

⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦䠎 㻞 ۑ

⾰⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

䜰䝟䝺䝹タィㄽ 㻞 ۑ

㣗⎔ቃㄽ䠝 㻞 ۑ

㣗⎔ቃㄽ䠞 㻞 ۑ

䜰䝥䝷䜲䜰䞁ス⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ス䝬ー䝖䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁ス 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠟 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠠 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠝 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠞 㻞 ۑ

⎔ቃᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃ䝅ス䝔䝮タィㄽ 㻝 ۑ

ྜពᙧᡂ䝥䝻セスㄽ 㻝 ۑ

ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ 㻞 ۑ

ఫ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ１ 㻝 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ䠎 㻝 ۑ

⎔ቃಖᏛ 㻞 ۑ
⎔ቃ・ᗣ䝸スクㄽ 㻞 ۑ
♫⎔ቃኚືྐ 㻞 ۑ

⎔ቃἲ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ᖹㄽ 㻞 ۑ

ປാ⎔ቃྐ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹⤒῭⎔ቃྐ 㻞 ۑ

⚟♴⎔ቃ䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ✵間䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

♫ᩥ⎔ቃㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 㻞 ۑ

ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ 㻞 ۑ

䝣䜱ー䝹䝗䝽ークᐇ⩦ 㻞 ۑ

ᩥே㢮Ꮫ 㻞 ۑ

ᅜ㝿㛵ಀㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 㻞 ۑ

㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 㻞 ۑ

䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 㻞 ۑ

䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 㻞 ۑ

㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 㻞 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 㻝 ۑ
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
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ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 㻝 ۑ

㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 㻞 ۑ

⏕≀⤫ィᏛ 㻞 ۑ
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃） 㻞 ۑ

Ꮫ 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻭 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻮 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻯 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻭 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻮 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻯 㻞 ۑ

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

教教育育学学科科ࡶࡶᏊᏊࠉࠉ࣍࣍

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 㻝 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 㻝 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 㻝 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 㻝 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 㻝 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 㻝 ۔

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 㻝 ۔

ඹྠయㄽ１ࢪ 㻝 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 㻝 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠
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ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 㻝 ۑ

㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 㻞 ۑ

⏕≀⤫ィᏛ 㻞 ۑ
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃） 㻞 ۑ

Ꮫ 㻞 ۑ

බ⾗⾨⏕Ꮫ 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻭 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻮 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻯 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻭 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻮 㻞 ۑ

⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻯 㻞 ۑ

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ ⛉ ᒎ 㛤 ⛉ ┠

教教育育学学科科ࡶࡶᏊᏊࠉࠉ࣍࣍

ᤵᴗ⛉┠ ༢
ᚲಟ㺃㑅
ᢥูࡢ

ഛ⪃

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ 㻝 ۔

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 㻝 ۑ
ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 㻝 ۑ

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 㻝 ۑ
ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 㻝 ۑ

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 㻝 ۔

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 㻝 ۔

ඹྠయㄽ１ࢪ 㻝 ۑ

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 㻝 ۑ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 㻝 ۑ

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 㻞 ۔

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 㻞 ۑ

7HVW�3UHSDUDWLRQ 㻞 ۑ

$FDGHPLF�6NLOOV 㻞 ۑ
(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� 㻞 ۑ
(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� 㻞 ۑ

:RUOG�(QJOLVKHV 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 㻞 ۑ
$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 㻞 ۑ

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ 㻞 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 㻝 ۑ
ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ 㻝 ۑ
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% 㻝 ۑ
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 㻝 ۑ
日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦１ 㻝 ۑ

ሗⓎಙ₇⩦㸰 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ
㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 㻝 ۑ

እᅜㄒᐇ⩦㸿 㻝 ۑ ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ 㻞 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻝 ۑ ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 㻞 ۑ ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 㻝 ۑ

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 㻝 ۑ

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ 㻝 ۑ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ༊ศ➼

Ꮫ㒊ඹ㏻ᇶ♏⛉┠

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
⛉
┠

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ㒊ඹ㏻Ⓨᒎ⛉┠
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ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦１ 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠎 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠏 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠐 㻞 ۔
ᩍ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱） 㻞 ۑ
ಖ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱） 㻞 ۑ

ᩍ⫋ㄽ（ᑠ） 㻞 ۑ

日ᮏᩍ⫱ྐ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 㻞 ۑ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼♫科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⌮科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᐙᗞ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ� 㻞 ۑ

ึ➼≉別άືᣦᑟㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 㻞 ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ（㐍㊰ᣦᑟを含む） 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒㄽ 㻞 ۑ

ึ➼♫科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⌮科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᐙᗞ科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ⱥㄒㄽ 㻞 ۑ

┠⛉１ࡽࡇࡇ

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ�⛉�ࢥ��⛉�┠
㸦Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫࢫ࣮ࢥ㸧

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸ᗣ 㻝 ۑ

すὒᩍ⫱ᛮྐ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱Ꮫ 㻝 ۑ

㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 㻝 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 㻝 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾⏕⌮・⌮ 㻝 ۑ
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮・⏕⌮・⌮ 㻞 ۑ

▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ 㻞 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 㻝 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 㻝 ۑ
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ（⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪） 㻞 ۑ
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏） 㻝 ۑ

㞀ᐖ䛸䝸䝝䝡䝸䝔ー䝅䝵䞁 㻝 ۑ

㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ 㻝 ۑ

♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 㻝 ۑ

数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻝 ۑ

科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ゝⴥ 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ 㻝 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 㻞 ۑ

ほᐹᐇ⩦䊠 㻝 ۔

ほᐹᐇ⩦䊡 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻠 ۔

≉別ᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻟 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 㻝 ۑ

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᩍᖌධ㛛 㻞 ۑ

ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊠） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊡） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ே間㛵ಀ） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（⎔ቃ） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㐀ᙧ表⌧） 㻞 ۑ

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ�⛉�ᒎ�㛤�⛉�┠
㸦Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫࢫ࣮ࢥ㸧

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ�⛉�ࢥ��⛉�┠
㸦ஙᗂඣᩍ⫱Ꮫࢫ࣮ࢥ㸧
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ᴫㄽ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
⩦₇࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ 1 ۔
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜㸧 1 ۔
␃Ꮫᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
ᐇ㊶ᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
◊ಟᆺ㹅㹑ࢫ࣮ࢥ 3 ۑ
㹅㹑㹎₇⩦㸦ࣜࣥࣙࢩࢡࣞࣇ㸧 1 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦１ 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠎 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠏 㻞 ۔

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠐 㻞 ۔
ᩍ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱） 㻞 ۑ
ಖ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱） 㻞 ۑ

ᩍ⫋ㄽ（ᑠ） 㻞 ۑ

日ᮏᩍ⫱ྐ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 㻞 ۑ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼♫科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⌮科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᐙᗞ科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱科ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ� 㻞 ۑ

ึ➼≉別άືᣦᑟㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 㻞 ۑ
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ（㐍㊰ᣦᑟを含む） 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒㄽ 㻞 ۑ

ึ➼♫科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⌮科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᐙᗞ科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ⱥㄒㄽ 㻞 ۑ

┠⛉１ࡽࡇࡇ

Ꮫ ⛉ ඹ ㏻ ⛉ ┠

ࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹ
┠⛉㸦㹅㹑㹎㸧࣒

ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ�⛉�ࢥ��⛉�┠
㸦Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫࢫ࣮ࢥ㸧

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸ᗣ 㻝 ۑ

すὒᩍ⫱ᛮྐ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱Ꮫ 㻝 ۑ

㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 㻝 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 㻝 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

▱ⓗ㞀ᐖ䛾⏕⌮・⌮ 㻝 ۑ
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮・⏕⌮・⌮ 㻞 ۑ

▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ 㻞 ۑ

ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ 㻞 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 㻝 ۑ

⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 㻝 ۑ
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ（⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪） 㻞 ۑ
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎） 㻝 ۑ
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏） 㻝 ۑ

㞀ᐖ䛸䝸䝝䝡䝸䝔ー䝅䝵䞁 㻝 ۑ

㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ 㻝 ۑ

♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 㻝 ۑ

数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻝 ۑ

科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ゝⴥ 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ 㻝 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 㻞 ۑ

ほᐹᐇ⩦䊠 㻝 ۔

ほᐹᐇ⩦䊡 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻠 ۔

≉別ᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻟 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 㻝 ۑ

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᩍᖌධ㛛 㻞 ۑ

ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ 㻞 ۑ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۑ

ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊠） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊡） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ே間㛵ಀ） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（⎔ቃ） 㻞 ۑ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㐀ᙧ表⌧） 㻞 ۑ

Ꮫ
⛉
ᑓ
㛛
⛉
┠

Ꮫ�⛉�ᒎ�㛤�⛉�┠
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ᑓ
㛛
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ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㡢ᴦ表⌧） 㻞 ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ඣ❺ᩥ䛸ゝⴥ） 㻞 ۑ

ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ・᪉ἲㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ⌮ゎ䛸ᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛾ಖ䛸ᗣ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱ㄽ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸ᗣ 㻝 ۑ

すὒᩍ⫱ᛮྐ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 㻞 ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 㻝 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 㻝 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱ධ㛛（ᗂ・ᑠ） 㻝 ۑ

㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ 㻝 ۑ

♫⚟♴ㄽ 㻞 ۑ

♫ⓗ㣴ㆤ 㻞 ۑ

♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ 㻝 ۑ

♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 㻝 ۑ

数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻝 ۑ

科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ゝⴥ 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ 㻝 ۑ

ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ 㻝 ۑ

ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭㄽ 㻞 ۑ

ほᐹᐇ⩦䊠 㻝 ۔

ほᐹᐇ⩦䊡 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻠 ۔

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 㻝 ۑ

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
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┠

Ꮫ
⛉
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㛛
⛉
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ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㡢ᴦ表⌧） 㻞 ۑ
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ඣ❺ᩥ䛸ゝⴥ） 㻞 ۑ

ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ・᪉ἲㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ⌮ゎ䛸ᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛾ಖ䛸ᗣ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴 㻞 ۑ

ึ➼ᅜㄒㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⟬数ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼⏕ά科ㄽ 㻞 ۑ

ึ➼㡢ᴦㄽ 㻞 ۑ

ึ➼ᅗᕤㄽ 㻞 ۑ

ึ➼య⫱ㄽ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） 㻞 ۑ
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸ᗣ 㻝 ۑ

すὒᩍ⫱ᛮྐ 㻞 ۑ

ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 㻞 ۑ
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 㻝 ۑ

Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 㻝 ۑ
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 㻞 ۑ

≉別ᨭᩍ⫱ධ㛛（ᗂ・ᑠ） 㻝 ۑ

㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ 㻝 ۑ

♫⚟♴ㄽ 㻞 ۑ

♫ⓗ㣴ㆤ 㻞 ۑ

♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ 㻝 ۑ

♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 㻝 ۑ

数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 㻝 ۑ

科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ

ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 㻞 ۑ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ゝⴥ 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） 㻝 ۑ

ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ 㻝 ۑ

ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ 㻝 ۑ

ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 㻞 ۑ

Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭㄽ 㻞 ۑ

ほᐹᐇ⩦䊠 㻝 ۔

ほᐹᐇ⩦䊡 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ 㻝 ۔

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 㻠 ۔

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 㻝 ۑ

Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 㻝 ۑ

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） 㻞 ۔

༞業◊✲ 㻝㻜 ۔

ᑓ
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別⾲第２ࠉ履修せ௳（第11条㛵ಀ）

学科ᩥࣝࣂグロ࣮ࠉ

授㻌㻌業㻌㻌科㻌㻌目㻌㻌➼ ഛ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⪃

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈ேᩥ⣔
䛾ᚰ⌮Ꮫ䠈⌮Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目䠈
♫科Ꮫ⣔䛾ᨻᏛ䠈♫Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛
授業科目୪䜃䛻⮬↛科Ꮫ⣔䛾ሗ科Ꮫ䛾༊
ศ䛻ᒓす䜛授業科目を㝖䛟ྛ授業科目䛛䜙ᒚ
ಟす䜛。

別表➨㻝䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

（䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒ䠈䝻䝅䜰ㄒ）
ึ⣭䠝１䡚ึ⣭䠝䠐㻘ึ⣭䠞１䡚ึ⣭䠞䠐

ྛ㻜㻚㻡 㻠

䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒཬ䜃䝻䝅䜰ㄒ䛾
䛖䛱䛛䜙１䛴㑅ᢥす䜛䛣䛸。
䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒཬ䜃୰ᅜㄒ䛾ึ⣭（㻭䠏䠈
䠝䠐䠈䠞䠏䠈䠞䠐）はึ⣭（䠯䠝䠏䠈䠯䠝䠐䠈䠯䠞䠏䠈䠯䠞
䠐）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛。

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏

ሗᇶ♏

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴
䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

䜾䝻ー䝞䝹・スタ䝕䜱ー䝈・䝥䝻䜾䝷䝮㻔㻳㻿㻼㻕科
目䠓༢をಟᚓ䛧䛯Ꮫ⏕は䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛾
ಟᚓをせ䛧䛺䛔。䛯䛰䛧䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛸䛧䛶
ಟᚓ䛜ᚲせ䛺䠐༢ศは䠈つ๎別表➨１䛾䝻
䛻定䜑䜛Ꮫ科ᑓ㛛科目䛛䜙ಟᚓす䜛䜒䛾䛸す
䜛。

ᚲಟ 㻟

㑅ᢥ 㻟

ᚲಟ 㻞

㑅ᢥᚲಟ 㻡

㑅ᢥ 㻝

ᚲಟ 㻠

㑅ᢥᚲಟ 㻟

ᚲಟ 㻝

㑅ᢥᚲಟ 㻟

Ꮫ 科䝁䜰
科 目

㑅ᢥ 別表➨１䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目 㻢

ᚲಟ 㻝㻠

㑅ᢥᚲಟ 㻤

ᮏᏛ㒊ᑓ㛛科目䠈Ꮫ科ᑓ㛛科目䠈Ꮫ㒊ᑓ
㛛科目䠈Ꮫඹ㏻授業科目（㈨᱁චチ䛾䛯䜑
䛾科目を㝖䛟。）䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛛䜙ᒚಟす
䜛。

ྜ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ィ 㻝㻞㻠

⮬⏤㑅ᢥ科目

別表➨㻝䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

䜾䝻ー䝞䝹・ス
タ䝕䜱ー䝈・䝥
䝻䜾䝷䝮（㻳㻿㻼）
科目

別表➨㻝䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

ᑓ
㻌
㛛
㻌
科
㻌
目

㻣

Ꮫ
科
ᑓ
㛛
科
目

㻡㻢

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
科
目

Ꮫ㒊ඹ㏻
ᇶ♏科目

Ꮫ科ᒎ開
科 目

別表➨㻝䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻝㻥

㻢

㻠

ሗ科目

授業科目䛾༊ศ➼
ᚲせಟᚓ
༢��ᩘ

ᇶ♏ᩍ㣴科目 㻢

⥲ྜᩍ㣴科目 㻤

࠙ὀព㡯ࠚ
࣭学科専㛛科目ࠕ，ࡣ࡚࠸ࡘ㧗ᗘ教㣴科目࡚ࠖࡋ修ᚓࡀᚲせ４࡞༢位ࢆຍࡓ࠼༢位ᩘࢆ修ᚓࠋࡇࡿࡍ（５６༢位 � ４༢位 㸻 ６㸮༢位）
ࠋࢇࡏࡲࢀࡉ入⟭ࡣ学科専㛛科目ࠖの༊ศࠕࡸ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕࠋࡍࡲࢀࡉ入⟭㑅ᢥ科目ࠖ⏤⮬ࠕ，ࡣሙྜࡓࡋ修ᚓࢆ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕ࣭

Ꮫ科ඹ㏻
科 目

別表➨㻝䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝䠈㻮㻞は䠈
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 㻮㻝䠈㻮㻞（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻝䠈㻮㻞は䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥 㻮㻝㻘㻮㻞
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛。

እ
ᅜ
ㄒ
科
目

እᅜㄒ➨䊡

㻠እᅜㄒ➨䊠

別表➨㻝䛾䝻䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

Ꮫ㒊ඹ㏻
Ⓨᒎ科目

㻤

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ

㧗ᗘᩍ㣴科目

㻝

㻝
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別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈ேᩥ⣔
䛾ྛ༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目を㝖䛟ྛ授業科目
䛛䜙ᒚಟす䜛。

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈㻔㻝㻕ከᩥ
⌮ゎ䛾ⱁ⾡䛸ᩥ䠈ⱁ⾡ྐ䠈䜹タ䝏䛾ᩥᏛ
䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目୪䜃䛻（㻞）⮬↛⏺䛾
ᡂ䜚❧䛱䛾䜹タ䝏䛾⮬↛Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授
業科目を㝖䛟ྛ授業科目䛛䜙ᒚಟす䜛。

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

（䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒ䠈䝻䝅䜰ㄒ）
ึ⣭䠝１䡚ึ⣭䠝䠐㻘ึ⣭䠞１䡚ึ⣭䠞䠐

ྛ㻜㻚㻡 㻠

䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒཬ䜃䝻䝅䜰ㄒ䛾
䛖䛱䛛䜙１䛴㑅ᢥす䜛䛣䛸。
䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒཬ䜃୰ᅜㄒ䛾ึ⣭（㻭䠏䠈
䠝䠐䠈䠞䠏䠈䠞䠐）はึ⣭（䠯䠝䠏䠈䠯䠝䠐䠈䠯䠞䠏䠈䠯䠞
䠐）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛。

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏

ሗᇶ♏

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴
䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

䜾䝻ー䝞䝹・スタ䝕䜱ー䝈・䝥䝻䜾䝷䝮㻔㻳㻿㻼㻕科
目䠓༢をಟᚓ䛧䛯Ꮫ⏕は䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛾
ಟᚓをせ䛧䛺䛔。䛯䛰䛧䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛸䛧䛶
ಟᚓ䛜ᚲせ䛺䠐༢ศは䠈つ๎別表➨１䛾䝝
䛻定䜑䜛Ꮫ科ᑓ㛛科目䛛䜙ಟᚓす䜛䜒䛾䛸す
䜛。

ᚲಟ 㻝

㑅ᢥ 㻞

ᚲಟ 㻞

㑅ᢥ 㻞

ᚲಟ 㻠

㑅ᢥᚲಟ 㻟

Ꮫ科ඹ㏻
科 目

ᚲಟ
別表➨㻝䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛛䜙別䛻定䜑䜛
授業科目

㻣

Ꮫ 科䝁䜰
科 目

㑅ᢥ 別表➨１䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目 㻤

ᚲಟ 㻝㻝

㑅ᢥ 㻝㻜

ᮏᏛ㒊ᑓ㛛科目䠈Ꮫ科ᑓ㛛科目䠈Ꮫ㒊ᑓ㛛
科目䠈Ꮫඹ㏻授業科目（㈨᱁චチ䛾䛯䜑䛾
科目を㝖䛟。）䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛛䜙ᒚಟす䜛。

ྜ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ィ

㧗ᗘᩍ㣴科目 㻠

እᅜㄒ➨䊡

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ

ሗ科目 㻝

እ
㻌
ᅜ
㻌
ㄒ
㻌
科
㻌
目

እᅜㄒ➨䊠 㻠

㻢㻠

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝䠈㻮㻞は䠈
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 㻮㻝䠈㻮㻞（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻝䠈㻮㻞は䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥 㻮㻝㻘㻮㻞
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛。

㻣
別表➨㻝䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛛䜙別䛻定䜑䜛
授業科目

別表➨㻝䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛛䜙別䛻定䜑䜛
授業科目

㻠

㻝

Ꮫ㒊ඹ㏻
Ⓨᒎ科目

Ꮫ科ᒎ開
科 目

別表➨㻝䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛛䜙別䛻定䜑䜛
授業科目

Ꮫ
科
ᑓ
㛛
科
目

䜾䝻ー䝞䝹・ス
タ䝕䜱ー䝈・䝥
䝻䜾䝷䝮（㻳㻿㻼）
科目

࠙ὀព㡯ࠚ
࣭学科専㛛科目ࠕ，ࡣ࡚࠸ࡘ㧗ᗘ教㣴科目࡚ࠖࡋ修ᚓࡀᚲせ４࡞༢位ࢆຍࡓ࠼༢位ᩘࢆ修ᚓࠋࡇࡿࡍ（６４༢位 � ４༢位 㸻 ６８༢位）
ࠋࢇࡏࡲࢀࡉ入⟭ࡣ学科専㛛科目ࠖの༊ศࠕࡸ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕࠋࡍࡲࢀࡉ入⟭㑅ᢥ科目ࠖ⏤⮬ࠕ，ࡣሙྜࡓࡋ修ᚓࢆ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕ࣭

授業科目䛾༊ศ➼
ᚲせಟᚓ
༢��ᩘ

ᇶ♏ᩍ㣴科目 㻤

⥲ྜᩍ㣴科目 㻤

⮬⏤㑅ᢥ科目 㻝㻢

㻝㻞㻠

ᑓ
㻌
㛛
㻌
科
㻌
目

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
科
目

Ꮫ㒊ඹ㏻
ᇶ♏科目

別表➨㻝䛾䝝䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛛䜙別䛻定䜑䜛
授業科目

㻟
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♫㸪ࡕ࠺ࡢ┠⛉ᤵᴗࡿࡆᥖࡢ１➨⾲ู
⛉Ꮫ⣔ࡢἲᏛ㸪♫Ꮫࡢ༊ศᒓࡿࡍᤵ
ᴗ⛉┠୪ࡧ⮬↛⛉Ꮫ⣔ࡢ≀⌮Ꮫ㸪Ꮫࡢ
༊ศᒓࡿࡍᤵᴗ⛉┠ࢆ㝖ྛࡃᤵᴗ⛉┠
ࠋࡿࡍᒚಟࡽ

�1�㸪ࡕ࠺ࡢ┠⛉ᤵᴗࡿࡆᥖࡢ１➨⾲ู
ከᩥ⌮ゎࡢ⌧௦♫ㄽ㸪⏕ά⎔ቃᢏ⾡
ࣂ࣮ࣟࢢ�3�ࡧᤵᴗ⛉┠୪ࡿࡍᒓ༊ศࡢ
ᤵࡿࡍᒓ༊ศࡢ♫ᨻࡢ࣮ࣗࢩࣝ
ᴗ⛉┠ࢆ㝖ྛࡃᤵᴗ⛉┠ࡽᒚಟࠋࡿࡍ

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

（䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒ䠈䝻䝅䜰ㄒ）
ึ⣭䠝１䡚ึ⣭䠝䠐㻘ึ⣭䠞１䡚ึ⣭䠞䠐

ྛ㻜㻚㻡 㻠

䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒཬ䜃䝻䝅䜰ㄒ䛾䛖
䛱䛛䜙１䛴㑅ᢥす䜛䛣䛸。
䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒཬ䜃୰ᅜㄒ䛾ึ⣭（㻭䠏䠈
䠝䠐䠈䠞䠏䠈䠞䠐）はึ⣭（䠯䠝䠏䠈䠯䠝䠐䠈䠯䠞䠏䠈䠯䠞
䠐）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛。

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏

ሗᇶ♏

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔
䛶は別䛻定䜑䜛。

䜾䝻ー䝞䝹・スタ䝕䜱ー䝈・䝥䝻䜾䝷䝮㻔㻳㻿㻼㻕科
目䠓༢をಟᚓ䛧䛯Ꮫ⏕は䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛾
ಟᚓをせ䛧䛺䛔。䛯䛰䛧䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛸䛧䛶
ಟᚓ䛜ᚲせ䛺䠐༢ศは䠈つ๎別表➨１䛾䝙
䛻定䜑䜛Ꮫ科ᑓ㛛科目䛛䜙ಟᚓす䜛䜒䛾䛸す
䜛。

ᚲಟ 㻝

㑅ᢥ 㻞

ᚲಟ 㻞

㑅ᢥ 㻞

ᚲಟ 㻠

㑅ᢥᚲಟ 㻟

Ꮫ科ඹ㏻
科 目

ᚲಟ
別表➨１䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻟

Ꮫ科 䝁䜰
科 目

㑅ᢥ 別表➨１䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目 㻝㻜

ᚲಟ 㻝㻜

㑅ᢥ 㻝㻜

ඹ㏻ᑓ㛛
ᇶ♏科目

㑅ᢥ 別表➨１䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ♏科目 㻤

ᮏᏛ㒊ᑓ㛛科目䠈Ꮫ科ᑓ㛛科目䠈Ꮫ㒊ᑓ㛛
科目䠈Ꮫඹ㏻授業科目（㈨᱁චチ䛾䛯䜑䛾科
目を㝖䛟。）䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛛䜙ᒚಟす䜛。

ྜ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ィ

㻣㻢

ᑓ
㛛
科
目

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
科
目

Ꮫ㒊ඹ㏻
ᇶ♏科目

別表➨㻝䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻟

Ꮫ㒊ඹ㏻
Ⓨᒎ科目

授業科目䛾༊ศ➼

እ
ᅜ
ㄒ
科
目

እᅜㄒ➨䊠

㧗ᗘᩍ㣴科目

㻠

ᚲせಟᚓ
༢��ᩘ

ᇶ♏ᩍ㣴科目 㻢

⥲ྜᩍ㣴科目 㻢

እᅜㄒ➨䊡

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ

ሗ科目 㻝

࠙ὀព㡯ࠚ
࣭学科専㛛科目ࠕ，ࡣ࡚࠸ࡘ㧗ᗘ教㣴科目࡚ࠖࡋ修ᚓࡀᚲせ４࡞༢位ࢆຍࡓ࠼༢位ᩘࢆ修ᚓࠋࡇࡿࡍ（７６༢位 � ４༢位 㸻 ８㸮༢位）
ࠋࢇࡏࡲࢀࡉ入⟭ࡣ学科専㛛科目ࠖの༊ศࠕࡸ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕࠋࡍࡲࢀࡉ入⟭㑅ᢥ科目ࠖ⏤⮬ࠕ，ࡣሙྜࡓࡋ修ᚓࢆ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕ࣭

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝䠈㻮㻞は䠈
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝䠈㻮㻞（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻝䠈㻮㻞は䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔䚷㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝㻘㻮㻞
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛。

Ꮫ科ᒎ開
科 目

別表➨１䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

Ꮫ
科
ᑓ
㛛
科
目

㻠

㻝

⮬⏤㑅ᢥ科目 㻤

㻝㻞㻠

別表➨㻝䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻠

䜾䝻ー䝞䝹・ス
タ䝕䜱ー䝈・䝥
䝻䜾䝷䝮（㻳㻿㻼）
科目

別表➨㻝䛾䝙䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻣
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授㻌㻌業㻌㻌科㻌㻌目㻌㻌➼ ഛ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⪃

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈ேᩥ⣔
䛾ྛ༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目を㝖䛟ྛ授業科目
䛛䜙ᒚಟす䜛。

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈（㻝）ከ
ᩥ⌮ゎ䛾ᩍ⫱䛸ே間ᙧᡂ䛾༊ศ䛾授業科目
を㝖䛟ྛ授業科目䛛䜙ᒚಟす䜛。

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 㻜㻚㻡

（䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒ䠈䝻䝅䜰ㄒ）
ึ⣭䠝１䡚ึ⣭䠝䠐㻘ึ⣭䠞１䡚ึ⣭䠞䠐

ྛ㻜㻚㻡 㻠

䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒ䠈୰ᅜㄒཬ䜃䝻䝅䜰ㄒ䛾
䛖䛱䛛䜙１䛴㑅ᢥす䜛䛣䛸。
䝗䜲䝒ㄒ䠈䝣䝷䞁スㄒཬ䜃୰ᅜㄒ䛾ึ⣭（㻭䠏䠈
䠝䠐䠈䠞䠏䠈䠞䠐）はึ⣭（䠯䠝䠏䠈䠯䠝䠐䠈䠯䠞䠏䠈䠯䠞
䠐）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛。

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏

ሗᇶ♏

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴
䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

䜾䝻ー䝞䝹・スタ䝕䜱ー䝈・䝥䝻䜾䝷䝮㻔㻳㻿㻼㻕科
目䠓༢をಟᚓ䛧䛯Ꮫ⏕は䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛾
ಟᚓをせ䛧䛺䛔。䛯䛰䛧䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛸䛧䛶
ಟᚓ䛜ᚲせ䛺䠐༢ศは䠈つ๎別表➨１䛾䝩
䛻定䜑䜛Ꮫ科ᑓ㛛科目䛛䜙ಟᚓす䜛䜒䛾䛸す
䜛。

ᚲಟ 㻟

㑅ᢥ 㻝

ᚲಟ 㻞

㑅ᢥ 㻞

ᚲಟ 㻠

㑅ᢥᚲಟ 㻟

ᚲಟ 㻝㻜

㑅ᢥ 㻞

Ꮫ 科䝁䜰
科 目

㑅ᢥ 別表➨１䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目 㻝㻜

ᚲಟ 㻝㻥

㑅ᢥ 㻢

ᮏᏛ㒊ᑓ㛛科目䠈Ꮫ科ᑓ㛛科目䠈Ꮫ㒊ᑓ㛛
科目䠈Ꮫඹ㏻授業科目（㈨᱁චチ䛾䛯䜑䛾
科目を㝖䛟。）䠈㧗ᗘᩍ㣴科目䛛䜙ᒚಟす䜛。

ྜ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ィ

㻝

እ
ᅜ
ㄒ
科
目

እᅜㄒ➨䊠 㻠

㻠

㻝

ᑓ
㛛
科
目

㧗ᗘᩍ㣴科目

እᅜㄒ➨䊡

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ

ሗ科目

Ꮫ
科
ᑓ
㛛
科
目

㻝㻞㻠

別表➨㻝䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻠

䜾䝻ー䝞䝹・ス
タ䝕䜱ー䝈・䝥
䝻䜾䝷䝮（㻳㻿㻼）
科目

別表➨㻝䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻣

㻣㻢

Ꮫ科ᒎ開
科 目

別表➨㻝䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱別䛻定䜑
䜛授業科目

Ꮫ科ඹ㏻
科 目

別表➨㻝䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

࠙ὀព㡯ࠚ
࣭学科専㛛科目ࠕ，ࡣ࡚࠸ࡘ㧗ᗘ教㣴科目࡚ࠖࡋ修ᚓࡀᚲせ４࡞༢位ࢆຍࡓ࠼༢位ᩘࢆ修ᚓࠋࡇࡿࡍ（７６༢位 � ４༢位 㸻 ８㸮༢位）
ࠋࢇࡏࡲࢀࡉ入⟭ࡣ学科専㛛科目ࠖの༊ศࠕࡸ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕࠋࡍࡲࢀࡉ入⟭㑅ᢥ科目ࠖ⏤⮬ࠕ，ࡣሙྜࡓࡋ修ᚓࢆ㧗ᗘ教㣴科目ࠖࠕ࣭

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝䠈㻮㻞は䠈
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 㻮㻝䠈㻮㻞（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥
㻮㻝䠈㻮㻞は䠈㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥 㻮㻝㻘㻮㻞
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス）䛷䛭䜜䛮䜜௦᭰す䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛。

授業科目䛾༊ศ➼
ᚲせಟᚓ
༢��ᩘ

ᇶ♏ᩍ㣴科目 㻢

⥲ྜᩍ㣴科目 㻢

Ꮫ
㒊
ᑓ
㛛
科
目

Ꮫ㒊ඹ㏻
ᇶ♏科目

別表➨㻝䛾䝩䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䛛䜙別䛻
定䜑䜛授業科目

㻠

Ꮫ㒊ඹ㏻
Ⓨᒎ科目

⮬⏤㑅ᢥ科目 㻣
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ู⾲➨㸱   ྲྀᚓ࡛ࡁるᩍဨのචチ≧の✀㢮ཬࡧචチᩍ科㸦➨��᮲㛵ಀ㸧 
 

学   科   ྡ චチ≧の種㢮 චチ教科 

グローバル文化学科 
୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

ⱥ ㄒ 

ⱥ ㄒ 

発㐩࣑ࣗࢥニティ学科 

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

ಖ体育

ಖ体育

㡢  ᴦ 

㡢  ᴦ 

⨾  術 

⨾  術 

環境共生学科 

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

୰学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧

㧗等学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

理  科 

理  科 

数  学 

数  学 

ᐙ  ᗞ 

ᐙ  ᗞ 

社  会 

地理Ṕྐ

බ  民 

Ꮚども教育学科 

ᗂ⛶ᅬ教ㅍ୍種චチ≧

ᑠ学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 

≉ูᨭ学ᰯ教ㅍ୍種චチ≧ 
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２２  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部⫈⫈ㅮㅮ⏕⏕規規⛬⛬  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

  

（趣  旨） 

第１条  この規⛬は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 25 条の

規定に基づき，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の⫈講生に㛵し必要な

事項を定めるものとする。 

（チ  ྍ） 

第２条  ⫈講生として入学をᚿ㢪する者があるときは，学生の修学にᕪし支えない⠊ᅖに

おいて，㑅⪃の上，神戸大学国際人間科学部教授会（以下「教授会」という。）の議を経て，

これを許ྍする。 
（ධ学㈨᱁） 

第３条  ⫈講生として入学することのできる者は，次の各号のいࡎれかに該当する者とす

る。 

(1) 大学（▷ᮇ大学をྵࡴ。）を卒業した者 

(2) እ国において，学ᰯ教育における 14 年のㄢ⛬を修了した者 

(3) ᮏ学部において，前各号に掲げる者とྠ等以上の学ຊがあると認めた者 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ，㧗等学ᰯ（特別支援学ᰯ㧗等部をྵࡴ。）を卒業した者で，ᮏ

学部において，特別の事があると認めたものは，⫈講生として入学することができる。 

（ฟ㢪ᡭ⥆） 

第㸲条  ⫈講生として入学をᚿ㢪する者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに，᳨定ᩱを⣡した上，次

の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦฟしなけ

れࡤならない。 

(1) ⫈講生㢪᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 履Ṕ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(3) ᭱終ฟ㌟学ᰯの卒業ド᫂᭩及び成績ド᫂᭩ 

(4) ┿（ฟ㢪前３か月以内にᙳしたもの） 

(5) ᭰ᡶ㎸ཷド᫂᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

 のᮏ学部において必要と認める᭩㢮ࡑ (6)

２ 会♫等（ᐁබᗇをྵࡴ。）にᅾ⫋している者は，前項各号に掲げる᭩㢮のか，ᅾ⫋のࡲ

 。ならないࡤ入学することについてのᡤᒓ㛗のᢎ認᭩をᥦฟしなけれࡲ

３ ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨは，第１項各号に掲げる᭩㢮の

か，ࡑのことをド᫂する᭩㢮（ົᰯ，⫋ྡ，Ặྡ，⫈講ᮇ間，目ⓗ等をグ㍕したもの）

をᥦฟしなけれࡤならない。 
４ 日ᮏにᒃఫしているእ国人にあࡗては，第１項各号୪びに第２項ཪは前項に掲げる᭩㢮

のか，ఫẸ⚊のし（ᥦฟ日前 30 日以内にస成ࡉれたものに限る。）ཪはこれに௦ࢃる
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２２  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部⫈⫈ㅮㅮ⏕⏕規規⛬⛬  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

  

（趣  旨） 

第１条  この規⛬は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 25 条の

規定に基づき，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の⫈講生に㛵し必要な

事項を定めるものとする。 

（チ  ྍ） 

第２条  ⫈講生として入学をᚿ㢪する者があるときは，学生の修学にᕪし支えない⠊ᅖに

おいて，㑅⪃の上，神戸大学国際人間科学部教授会（以下「教授会」という。）の議を経て，

これを許ྍする。 
（ධ学㈨᱁） 

第３条  ⫈講生として入学することのできる者は，次の各号のいࡎれかに該当する者とす

る。 

(1) 大学（▷ᮇ大学をྵࡴ。）を卒業した者 

(2) እ国において，学ᰯ教育における 14 年のㄢ⛬を修了した者 

(3) ᮏ学部において，前各号に掲げる者とྠ等以上の学ຊがあると認めた者 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ，㧗等学ᰯ（特別支援学ᰯ㧗等部をྵࡴ。）を卒業した者で，ᮏ

学部において，特別の事があると認めたものは，⫈講生として入学することができる。 

（ฟ㢪ᡭ⥆） 

第㸲条  ⫈講生として入学をᚿ㢪する者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに，᳨定ᩱを⣡した上，次

の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦฟしなけ

れࡤならない。 

(1) ⫈講生㢪᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 履Ṕ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(3) ᭱終ฟ㌟学ᰯの卒業ド᫂᭩及び成績ド᫂᭩ 

(4) ┿（ฟ㢪前３か月以内にᙳしたもの） 

(5) ᭰ᡶ㎸ཷド᫂᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

 のᮏ学部において必要と認める᭩㢮ࡑ (6)

２ 会♫等（ᐁබᗇをྵࡴ。）にᅾ⫋している者は，前項各号に掲げる᭩㢮のか，ᅾ⫋のࡲ

 。ならないࡤ入学することについてのᡤᒓ㛗のᢎ認᭩をᥦฟしなけれࡲ

３ ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨは，第１項各号に掲げる᭩㢮の

か，ࡑのことをド᫂する᭩㢮（ົᰯ，⫋ྡ，Ặྡ，⫈講ᮇ間，目ⓗ等をグ㍕したもの）

をᥦฟしなけれࡤならない。 
４ 日ᮏにᒃఫしているእ国人にあࡗては，第１項各号୪びに第２項ཪは前項に掲げる᭩㢮

のか，ఫẸ⚊のし（ᥦฟ日前 30 日以内にస成ࡉれたものに限る。）ཪはこれに௦ࢃる

᭩㢮をᥦฟしなけれࡤならない。 

（㑅⪃᪉ἲ） 

第㸳条  入学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃は，᭩㢮ᑂᰝ及び㠃᥋により行う。 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ，必要と認めるときは，教授会の議を経て，㠃᥋を┬␎するこ

とができる。 

（ධ学ᩱ及びᤵᴗᩱ） 

第６条  㑅⪃に合格した者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに入学ᩱ及び授業ᩱを⣡しなけれࡤなら

ない。 

（⌧⫋ᩍ⫱にಀる᳨ᐃᩱ㸪ධ学ᩱ及びᤵᴗᩱのྲྀᢅ࠸） 

第㸵条  ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨについては，᳨定ᩱ，入学

ᩱ及び授業ᩱはᚩしない。 

（ᅾ⡠ᮇ間） 

第㸶条  ⫈講生のᅾ⡠ᮇ間は，⫈講を許ྍࡉれた授業科目の開講学ᮇとし，１年以内とす

る。 

２ 特別の⌮⏤により，前項のᅾ⡠ᮇ間にᘬき⥆き⫈講をᚿ㢪する者については，前項の規

定にかかࢃらࡎ，教授会の議を経て，ᅾ⡠ᮇ間をᘏ㛗することがある。たࡔし，ࡑの場合

のᅾ⡠ᮇ間は，㏻算して２年を限度とするものとする。 

（⫈ㅮ科目） 

第㸷条  ⫈講できる授業科目は，１学ᮇ㸴単位以内とする。 

２ ⫈講を許ྍする授業科目は，学ᮇࡈとに別に定める。 

（⫈ㅮド᫂᭩の） 

第 10条 ⫈講した授業科目についてド᫂を㢪いฟた者には，⫈講ド᫂᭩をする。 

（㏥  学） 

第 11条 ⫈講生が㏥学しようとするときは，学部㛗に㢪いฟて許ྍをཷけなけれࡤならな

い。 

（除  ⡠） 

第 12条 ⫈講生が次の各号のいࡎれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部㛗がこ

れを除⡠する。 
(1) ⫈講生として㒔合な行Ⅽがあࡗたとき。 

(2) 授業ᩱ⣡の義ົをᛰࡗたとき。 

（㞧  則） 

第 13条 この規⛬に定めるもののか，この規⛬の実施に㛵し必要な事項は，教授会の議

を経て，学部㛗が定める。 

 

附 則 

この規⛬は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（௧ඖ年㸶月 30 日） 

この規⛬は，௧ඖ年㸷月１日から施行する。 
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３３  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部科科目目➼➼履履修修⏕⏕規規⛬⛬  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この規⛬は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 25 条の

規定に基づき，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の科目等履修生に㛵し

必要な事項を定めるものとする。 

（チ  ྍ） 

第２条  科目等履修生として入学をᚿ㢪する者があるときは，学生の修学にᕪし支えない

⠊ᅖにおいて，㑅⪃の上，神戸大学国際人間科学部教授会（以下「教授会」という。）の議

を経て，これを許ྍする。 
（ධ学㈨᱁） 

第３条  科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号のいࡎれかに該当する

者とする。 
(1) 大学（▷ᮇ大学をྵࡴ。）を卒業した者 

(2) እ国において，学ᰯ教育における 14 年のㄢ⛬を修了した者 

(3) ᮏ学部において，前各号に掲げる者とྠ等以上の学ຊがあると認めた者 

（ฟ㢪ᡭ⥆） 

第㸲条  科目等履修生として入学をᚿ㢪する者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに，᳨定ᩱを⣡した

上，次の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦฟ

しなけれࡤならない。 

(1) 科目等履修生㢪᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 履Ṕ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(3) ᭱終ฟ㌟学ᰯの卒業ド᫂᭩及び成績ド᫂᭩ 

(4) ┿（ฟ㢪前３か月以内にᙳしたもの） 

(5) ᭰ᡶ㎸ཷド᫂᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

 のᮏ学部において必要と認める᭩㢮ࡑ (6)

２ 会♫等（ᐁබᗇをྵࡴ。）にᅾ⫋している者は，前項各号に掲げる᭩㢮のか，ᅾ⫋のࡲ

 。ならないࡤ入学することについてのᡤᒓ㛗のᢎ認᭩をᥦฟしなけれࡲ

３ ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨは，第１項各号に掲げる᭩㢮の

か，ࡑのことをド᫂する᭩㢮（ົᰯ，⫋ྡ，Ặྡ，履修ᮇ間，目ⓗ等をグ㍕したもの）

をᥦฟしなけれࡤならない。 

４ 日ᮏにᒃఫしているእ国人にあࡗては，第１項各号୪びに第２項ཪは前項に掲げる᭩㢮

のか，ఫẸ⚊のし（ᥦฟ日前 30 日以内にస成ࡉれたものに限る。）ཪはこれに௦ࢃる

᭩㢮をᥦฟしなけれࡤならない。 
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３３  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部科科目目➼➼履履修修⏕⏕規規⛬⛬  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この規⛬は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 25 条の

規定に基づき，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の科目等履修生に㛵し

必要な事項を定めるものとする。 

（チ  ྍ） 

第２条  科目等履修生として入学をᚿ㢪する者があるときは，学生の修学にᕪし支えない

⠊ᅖにおいて，㑅⪃の上，神戸大学国際人間科学部教授会（以下「教授会」という。）の議

を経て，これを許ྍする。 
（ධ学㈨᱁） 

第３条  科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号のいࡎれかに該当する

者とする。 
(1) 大学（▷ᮇ大学をྵࡴ。）を卒業した者 

(2) እ国において，学ᰯ教育における 14 年のㄢ⛬を修了した者 

(3) ᮏ学部において，前各号に掲げる者とྠ等以上の学ຊがあると認めた者 

（ฟ㢪ᡭ⥆） 

第㸲条  科目等履修生として入学をᚿ㢪する者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに，᳨定ᩱを⣡した

上，次の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦฟ

しなけれࡤならない。 

(1) 科目等履修生㢪᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 履Ṕ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(3) ᭱終ฟ㌟学ᰯの卒業ド᫂᭩及び成績ド᫂᭩ 

(4) ┿（ฟ㢪前３か月以内にᙳしたもの） 

(5) ᭰ᡶ㎸ཷド᫂᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

 のᮏ学部において必要と認める᭩㢮ࡑ (6)

２ 会♫等（ᐁබᗇをྵࡴ。）にᅾ⫋している者は，前項各号に掲げる᭩㢮のか，ᅾ⫋のࡲ

 。ならないࡤ入学することについてのᡤᒓ㛗のᢎ認᭩をᥦฟしなけれࡲ

３ ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨは，第１項各号に掲げる᭩㢮の

か，ࡑのことをド᫂する᭩㢮（ົᰯ，⫋ྡ，Ặྡ，履修ᮇ間，目ⓗ等をグ㍕したもの）

をᥦฟしなけれࡤならない。 

４ 日ᮏにᒃఫしているእ国人にあࡗては，第１項各号୪びに第２項ཪは前項に掲げる᭩㢮

のか，ఫẸ⚊のし（ᥦฟ日前 30 日以内にస成ࡉれたものに限る。）ཪはこれに௦ࢃる

᭩㢮をᥦฟしなけれࡤならない。 

 

（㑅⪃᪉ἲ） 

第㸳条  入学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃は，᭩㢮ᑂᰝ及び㠃᥋により行う。 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ，必要と認めるときは，教授会の議を経て，㠃᥋を┬␎するこ

とができる。 

（ධ学ᩱ及びᤵᴗᩱ） 

第６条  㑅⪃に合格した者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに入学ᩱ及び授業ᩱを⣡しなけれࡤなら

ない。 
（⌧⫋ᩍ⫱にಀる᳨ᐃᩱ及びධ学ᩱのྲྀᢅ࠸） 

第㸵条  ⌧⫋教育のため௵ᶒ者のによりὴ㐵ࡉれた教⫋ဨについては，᳨定ᩱ及び入

学ᩱはᚩしない。 

（ᅾ⡠ᮇ間） 

第㸶条  科目等履修生のᅾ⡠ᮇ間は，履修を許ྍࡉれた授業科目の開講学ᮇとし，１年以

内とする。 
２ 特別の⌮⏤により，前項のᅾ⡠ᮇ間にᘬき⥆き履修をᚿ㢪する者については，前項の規

定にかかࢃらࡎ，教授会の議を経て，ᅾ⡠ᮇ間をᘏ㛗することがある。たࡔし，ࡑの場合

のᅾ⡠ᮇ間は，㏻算して２年を限度とするものとする。 

（履修科目） 

第㸷条  履修できる授業科目は，１学ᮇ㸴単位以内とする。 

２ 履修を許ྍする授業科目は，学ᮇࡈとに別に定める。 

（ヨ  㦂） 

第 10条 科目等履修生は，履修した授業科目についてヨ㦂をཷけることができる。 
（༢修ᚓド᫂᭩の） 

第 11条 科目等履修生にᑐしては，前条のヨ㦂に合格した授業科目について，単位修得ド 

᫂᭩をする。 
（㏥  学） 

第 12条 科目等履修生が㏥学しようとするときは，学部㛗に㢪いฟて許ྍをཷけなけれࡤ

ならない。 
（除  ⡠） 

第 13条 科目等履修生が次の各号のいࡎれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部

㛗がこれを除⡠する。 

(1) 科目等履修生として㒔合な行Ⅽがあࡗたとき。 

(2) 授業ᩱ⣡の義ົをᛰࡗたとき。 

（㞧  則） 

第 14条 この規⛬に定めるもののか，この規⛬の実施に㛵し必要な事項は，教授会の議

を経て，学部㛗が定める。 
 

附 則 

この規⛬は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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㸲㸲  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部外外国国人人≉≉ูู学学⏕⏕ධධ学学㑅㑅⪃⪃規規⛬⛬  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この規⛬は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 83 条に規定するእ

国人特別学生として，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）に入学をᚿ㢪す

る者の㑅⪃に㛵する必要な事項を定めるものとする。 
（ධ学㈨᱁） 

第２条  እ国人特別学生として入学することのできる者は，እ国人で次の各号のいࡎれか

に該当する者とする。 

(1) እ国において，学ᰯ教育における 12 年のㄢ⛬を修了した者 

(2) ᮏ学部において，前号とྠ等以上の学ຊがあると認めた者 

（ฟ㢪ᡭ⥆） 

第３条  እ国人特別学生として入学をᚿ㢪する者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに，᳨定ᩱを⣡し

た上，次の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦ

ฟしなけれࡤならない。 

(1) 入学㢪᭩ 

(2) 履Ṕ᭩及び┿ 

(3) ᅾ学ⱝしくはฟ㌟学ᰯ㛗がస成したㄪᰝ᭩ཪは学業成績ド᫂᭩及び卒業ド᫂᭩ 

(4) 修学にᕪし支えない⛬度に日ᮏㄒを習得していることのド᫂᭩ 

(5) 日ᮏにᒃఫしている者は，ఫẸ⚊のし（ᥦฟ日前 30 日以内にస成ࡉれたものに限

る。）ཪはこれに௦ࢃる᭩㢮 

(6) ᭰ᡶ㎸ཷド᫂᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

（㑅⪃᪉ἲ） 

第㸲条  入学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃は，次の各号に定める事項を⥲合຺して行う。 

(1) 学ຊヨ㦂及び㠃᥋ 

(2) 日ᮏㄒ習得の⛬度 

(3) ᅾ学ⱝしくはฟ㌟学ᰯ㛗がస成したㄪᰝ᭩ཪは学業成績ド᫂᭩ 

２ 国㈝እ国人␃学生制度実施要項（ 29 年３月 31 日ᩥ部大⮧定）第３条により㑅定

 。れた者については，学ຊヨ㦂及び㠃᥋を免除することができるࡉ

（ධ学ᮇ） 

第㸳条  入学の時ᮇは，学ᮇの初めとする。 
（㞧  則） 

第６条  この規⛬に定めるもののか，この規⛬の実施に㛵し必要な事項は，神戸大学国

際人間科学部教授会の議を経て，学部㛗が定める。 
 

附 則 

この規⛬は，平成 29 年４月１日から施行する。  
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㸳㸳  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部≉≉ูู⫈⫈ㅮㅮ学学⏕⏕にに関関すするる内内規規  

 
（平成 �� 年３月 �� 日制定） 

 
（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 24 条の

規定に基づき，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の特別⫈講学生に㛵す

る事項を定めるものとする。 
（チ  ྍ） 

第２条  ᮏ学部との༠定に基づき，大学の学生がᮏ学部の授業科目を履修しようとする

ときは，特別⫈講学生として許ྍする。 
（ᡭ  ⥆） 

第３条  特別⫈講学生をᚿᮃする者は，ᡤᒓ大学の学部㛗等を経て，次の各号に掲げる᭩

㢮をᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) 特別⫈講学生㢪᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) ᅾ学している大学の成績ド᫂᭩ 

(3) ┿（ฟ㢪前３月以内にᙳしたもの） 

（ᤵᴗᩱ➼） 

第㸲条  ཷ入れを許ྍࡉれた者は，ᡤ定のᮇ日ࡲでに授業ᩱを⣡しなけれࡤならない。 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ，授業ᩱをᚩしないことを༠定した大学からཷけ入れた者に

ついては，授業ᩱをᚩしない。 

３ ᳨定ᩱ及び入学ᩱはᚩしない。 

（ᅾ⡠ᮇ間） 

第㸳条  特別⫈講学生のᅾ⡠ᮇ間は，⫈講を許ྍࡉれた授業科目の開講学ᮇとする。 
（除  ⡠） 

第６条  特別⫈講学生が次の各号のいࡎれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部

㛗がこれを除⡠する。 

(1) ࡑのの⌮⏤により成業のぢ㎸ࡳがないと認められたとき。 

(2) 特別⫈講学生として㒔合な行Ⅽがあࡗたとき。 

（㞧  則） 

第㸵条  この内規に定めるもののか，この内規の実施に㛵し必要な事項は，教授会の議

を経て，学部㛗が定める。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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６６  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部履履修修科科目目のの登登録録のの上上限限にに  
関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 
（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規

則」という。）第 12 条第３項の規定に基づき，履修科目の登録の上限（以下「上限」とい

う。）について必要な事項を定めるものとする。 
（上限を超える者の基準及び適用） 

第２条  規則第 12 条第２項の規定により上限を超えて履修科目の登録を認めることがで

きる者は，各年次終了時において 40 単位以上（卒業要件に係る授業科目に限る。）を修得

し，かつ，当該年度のグレード・ポイント・アベレージが 3.8 以上であり，成績優秀と認

めた者とする。 

２ 前項の該当者には，次年度の上限は設けない。 

３ 子ども教育学科の学生において，カリキュラムの編成上特に必要があると認められる場

合は，教授会の議を経て，上限を超えて登録を認めることがある。 

（除外科目） 

第３条  次の各号に掲げる授業科目は，規則第 12 条第１項に規定する単位数に算入しな

いものとする。 

(1) 資格免許のための科目 

(2) 国際人間科学部で開講する集中講義 

(3) グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）科目のうち,「グローバルイシュー概

論」及び「グローバルイシュー演習」を除く授業科目 

(4) 子ども教育学科の学科展開科目のうち，「観察実習Ⅰ」，「観察実習Ⅱ」，「初等教育事

前・事後指導」，「初等教育実地研究」及び「特別支援教育実地研究」 

(5) グローバルチャレンジ実習 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 31 年４月１日から施行する。 
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６６  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部履履修修科科目目のの登登録録のの上上限限にに  
関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 
（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規

則」という。）第 12 条第３項の規定に基づき，履修科目の登録の上限（以下「上限」とい

う。）について必要な事項を定めるものとする。 
（上限を超える者の基準及び適用） 

第２条  規則第 12 条第２項の規定により上限を超えて履修科目の登録を認めることがで

きる者は，各年次終了時において 40 単位以上（卒業要件に係る授業科目に限る。）を修得

し，かつ，当該年度のグレード・ポイント・アベレージが 3.8 以上であり，成績優秀と認

めた者とする。 

２ 前項の該当者には，次年度の上限は設けない。 

３ 子ども教育学科の学生において，カリキュラムの編成上特に必要があると認められる場

合は，教授会の議を経て，上限を超えて登録を認めることがある。 

（除外科目） 

第３条  次の各号に掲げる授業科目は，規則第 12 条第１項に規定する単位数に算入しな

いものとする。 

(1) 資格免許のための科目 

(2) 国際人間科学部で開講する集中講義 

(3) グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）科目のうち,「グローバルイシュー概

論」及び「グローバルイシュー演習」を除く授業科目 

(4) 子ども教育学科の学科展開科目のうち，「観察実習Ⅰ」，「観察実習Ⅱ」，「初等教育事

前・事後指導」，「初等教育実地研究」及び「特別支援教育実地研究」 

(5) グローバルチャレンジ実習 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 31 年４月１日から施行する。 

 

  

 
  

㸵㸵  ධධ学学๓๓のの᪤᪤修修ᚓᚓ༢༢ののㄆㄆᐃᐃにに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 17 条 

に規定する᪤修得単位の認定に㛵し必要な事項を定めるものとする。 

（⏦ㄳ㈨᱁） 

第２条  ᪤修得単位の認定の⏦ㄳ資格を᭷する者は，次の各号に定める者とする。 

(1) 大学ཪは▷ᮇ大学を卒業ཪは㏥学した者 

(2) ᮏ学ཪは大学の科目等履修生として単位を修得した者 

（ྛ学科にࡅ࠾る上限） 

第３条  各学科における授業科目の༊ศࡈとの認定単位数の上限は，別⾲のとおりとする。 
（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第㸲条  ᪤修得単位の認定をཷけようとする者は，入学した年度の指定のᮇ日ࡲでに，次

の᭩㢮を学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) ⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 卒業ド᫂᭩及びᅾ⡠ᮇ間ド᫂᭩ 

(3) 成績ド᫂᭩及び講義内ᐜを᫂♧できる᭩㢮（講義要⥘等）୪びにእ国ㄒの場合はࡑの

日ᮏㄒヂ 

（༢のㄆᐃ） 

第㸳条  国際人間科学部教授会は，前条に定める⏦ㄳ᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂ 

ᰝする。 

２ 認定に当たࡗては，⏦ㄳをした授業科目ࡈとにヨ㦂（➹グཪはཱྀ㢌）を実施することが

ある。 

３ 認定した成績の⾲♧は，「認定」とする。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，௧３年４月１日から施行する。 
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ู⾲（第３条関ಀ） 

認定単位数の上限 

 グローバルᩥ学科 Ⓨ㐩࣑ࢥュࢸࢽィ学科 ⎔ቃඹ生学科 子ども教育学科 

基♏教㣴科目 㸴単位 㸶単位 㸴単位 㸴単位 

⥲合教㣴科目 㸶単位 㸶単位 㸴単位 㸴単位 

እ 国 ㄒ 科 目 

（እ国ㄒ第Ⅰ） 
４単位 ４単位 ４単位 ４単位 

እ 国 ㄒ 科 目 

（እ国ㄒ第Ⅱ） 
４単位 ４単位 ４単位 ４単位 

 ሗ 科 目 １単位 １単位 １単位 １単位 

ᗣ・スポーࢶ

科 学 
１単位 １単位 １単位 １単位 

ᑓ 㛛 科 目 36単位 34単位 
38単位（ඹ㏻ᑓ㛛

基♏科目をྵࡴ。） 
38単位 

ഛ⪃   ᑓ㛛科目の認定単位数の上限は，ᮏ学で修得した単位数には㐺⏝しない。 
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ู⾲（第３条関ಀ） 

認定単位数の上限 

 グローバルᩥ学科 Ⓨ㐩࣑ࢥュࢸࢽィ学科 ⎔ቃඹ生学科 子ども教育学科 

基♏教㣴科目 㸴単位 㸶単位 㸴単位 㸴単位 

⥲合教㣴科目 㸶単位 㸶単位 㸴単位 㸴単位 

እ 国 ㄒ 科 目 

（እ国ㄒ第Ⅰ） 
４単位 ４単位 ４単位 ４単位 

እ 国 ㄒ 科 目 

（እ国ㄒ第Ⅱ） 
４単位 ４単位 ４単位 ４単位 

 ሗ 科 目 １単位 １単位 １単位 １単位 

ᗣ・スポーࢶ

科 学 
１単位 １単位 １単位 １単位 

ᑓ 㛛 科 目 36単位 34単位 
38単位（ඹ㏻ᑓ㛛

基♏科目をྵࡴ。） 
38単位 

ഛ⪃   ᑓ㛛科目の認定単位数の上限は，ᮏ学で修得した単位数には㐺⏝しない。 

㸶㸶  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部␃␃学学にに関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 
（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下㺀規

則㺁という。）第 14 条の規定により，እ国の大学ཪは▷ᮇ大学の授業科目を履修するため，

学生が␃学する場合のྲྀᢅいについて定めるものとする。 

（␃学のチྍ⏦ㄳ） 

第２条  እ国の大学ཪは▷ᮇ大学␃学しようとする学生は，次の᭩㢮をᥦฟして，␃学

の許ྍを学部㛗に⏦ㄳしなけれࡤならない。たࡔし，必要にᛂࡌてࡑのの᭩㢮のᥦฟを

ồめることがある。 

(1) ␃学許ྍ⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) እ国の大学ཪは▷ᮇ大学の入学許ྍ᭩（） 

（ᤵᴗᩱの⣡） 

第３条  この内規の規定により␃学する者は，ࡑの␃学ᮇ間中，授業ᩱをᮏ学部に⣡入し

なけれࡤならない。 
（㞧  則） 

第㸲条  この内規に定めるもののか，この内規の実施に㛵し必要な事項については，教

授会の議を経て，学部㛗が定める。 
 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

 

 

（ཧ⪃） 

国際人間科学部規則第 14 条第２項の「ࡴࡸを得ない事」とは，次の場合を指す。 

(1) እ国の大学等とὶ༠定等を⥾⤖するため΅中であるが，学生の␃学Ỵ定ࡲでに⥾

⤖が間に合ࢃない場合 

(2) 授業ᩱ等の条件によりእ国の大学等とのὶ༠定等の⥾⤖がᅔ㞴であるが，当該大学

等が教育研究に㧗いホ౯を得ている場合 

(3) እ国の大学等とὶ༠定等を⥾⤖するための΅には⮳ࡗていないが，当該大学等が

教育研究に㧗いホ౯を得ている場合 
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㸷㸷  外外国国のの大大学学ཪཪࡣࡣ▷▷ᮇᮇ大大学学にに࡚࡚࠸࠸࠾࠾履履修修ࡓࡓࡋࡋᤵᤵᴗᴗ科科目目  
のの༢༢ㄆㄆᐃᐃにに関関すするる内内規規  

 
（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「学 

部規則」という。）第 14 条及び第 15 条の規定により，学生がእ国の大学ཪは▷ᮇ大学にお

いて履修した授業科目の単位認定に㛵し必要な事項を定めるものとする。 
（༢の⏦ㄳ᪉ἲ） 

第２条  እ国の大学ⱝしくは▷ᮇ大学（以下「እ国大学等」という。）において履修した授

業科目を神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の授業科目として単位の認定

をᕼᮃする学生は，␃学ᮇ間終了後，㏿ࡸかに次の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間

科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) 単位認定⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) ␃学した大学の成績ド᫂᭩及びࡑの日ᮏㄒヂ 

(3) ␃学した大学において履修した授業科目についてのシラバス，授業⥲時間数などのᩥ

᭩及びࡑの日ᮏㄒヂ 

２ 前項により単位を⏦ㄳする授業科目のྡ⛠は，学生のᕼᮃによりእ国大学等の授業科目

ཪはᮏ学部の授業科目（学ඹ㏻授業科目を除く。）のྡ⛠にㄞ᭰ࡳえて⏦ㄳすることがで

きる。 

３ 前項の規定にかかࢃらࡎ，グローバルᩥ学科の学生においては，「Study on Global 

Cultures」として，⏦ㄳすることもできる。 

（༢のㄆᐃ᪉ἲ） 

第３条  እ国大学等において修得した単位は，学部規則第 10 条に規定する単位の基‽に

 。て算定するࡌ‽

２ 教授会は，前条第１項により学生がᥦฟした᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂᰝする。 

３ 前項の規定によるᑂ議に基づき認定ࡉれた単位は，学部規則第 14 条第３項及び第 15 条

第３項に基づき，60 単位を限度として，学部規則別⾲第２に定める単位数に算入すること

ができる。 

４ グローバルᩥ学科の学生においては，「Study on Global Cultures」について，28 単 

位を限度として，学部規則別⾲第２の学科ᑓ㛛科目の㑅ᢥ科目の単位数に算入することが

できる。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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㸷㸷  外外国国のの大大学学ཪཪࡣࡣ▷▷ᮇᮇ大大学学にに࡚࡚࠸࠸࠾࠾履履修修ࡓࡓࡋࡋᤵᤵᴗᴗ科科目目  
のの༢༢ㄆㄆᐃᐃにに関関すするる内内規規  

 
（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「学 

部規則」という。）第 14 条及び第 15 条の規定により，学生がእ国の大学ཪは▷ᮇ大学にお

いて履修した授業科目の単位認定に㛵し必要な事項を定めるものとする。 
（༢の⏦ㄳ᪉ἲ） 

第２条  እ国の大学ⱝしくは▷ᮇ大学（以下「እ国大学等」という。）において履修した授

業科目を神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の授業科目として単位の認定

をᕼᮃする学生は，␃学ᮇ間終了後，㏿ࡸかに次の各号に掲げる᭩㢮を神戸大学国際人間

科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) 単位認定⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) ␃学した大学の成績ド᫂᭩及びࡑの日ᮏㄒヂ 

(3) ␃学した大学において履修した授業科目についてのシラバス，授業⥲時間数などのᩥ

᭩及びࡑの日ᮏㄒヂ 

２ 前項により単位を⏦ㄳする授業科目のྡ⛠は，学生のᕼᮃによりእ国大学等の授業科目

ཪはᮏ学部の授業科目（学ඹ㏻授業科目を除く。）のྡ⛠にㄞ᭰ࡳえて⏦ㄳすることがで

きる。 

３ 前項の規定にかかࢃらࡎ，グローバルᩥ学科の学生においては，「Study on Global 

Cultures」として，⏦ㄳすることもできる。 

（༢のㄆᐃ᪉ἲ） 

第３条  እ国大学等において修得した単位は，学部規則第 10 条に規定する単位の基‽に

 。て算定するࡌ‽

２ 教授会は，前条第１項により学生がᥦฟした᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂᰝする。 

３ 前項の規定によるᑂ議に基づき認定ࡉれた単位は，学部規則第 14 条第３項及び第 15 条

第３項に基づき，60 単位を限度として，学部規則別⾲第２に定める単位数に算入すること

ができる。 

４ グローバルᩥ学科の学生においては，「Study on Global Cultures」について，28 単 

位を限度として，学部規則別⾲第２の学科ᑓ㛛科目の㑅ᢥ科目の単位数に算入することが

できる。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

1100  ␃␃学学すするる学学⏕⏕のの国国際際人人間間科科学学部部ににࡅࡅ࠾࠾るるᐃᐃᮇᮇヨヨ㦂㦂のの  
  ࡏࡏྜྜ⏦⏦にに関関すするる࠸࠸ᢅᢅྀྲྲྀ

 

(平成 29 年㸴月㸷日制定) 

 

１㸬国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の授業科目の定ᮇヨ㦂の実施日が次に掲げる

ᮇ間に該当するため，学生が定ᮇヨ㦂をཷ㦂できない場合は，定ᮇヨ㦂の実施日等のኚ᭦

を認めることがある。 

(1) 神戸大学教学規則第 40 条に定める␃学ᮇ間 

(2) ᾏእで実施ࡉれる神戸大学の教育プログラムᮇ間 

(3) ᮏ学部が認定したᾏእで実施ࡉれるインターンシࢵプ，ᾏእእ国ㄒ実習及びᾏእࣇィ

ールド࣡ーࢡ実習ᮇ間 

２㸬１に該当する学生で定ᮇヨ㦂の実施日等のኚ᭦をᕼᮃする者は，国際人間科学部㛗にᡤ

定の定ᮇヨ㦂実施日等ኚ᭦㢪により⏦しฟるものとする。なお，国際人間科学部以እの学

生は，ᡤᒓする部ᒁの㛗のᢎ認を経て，⏦しฟるものとする。 

３㸬定ᮇヨ㦂の実施日等のኚ᭦は，国際人間科学部教授会の議を経て，行うものとする。 

４㸬定ᮇヨ㦂の実施は，ᢸ当教ဨの指♧する᪉ἲによるものとする。 
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1111  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部ののᡂᡂ⦼⦼ホホ౯౯基基準準にに関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 21 条の

規定に基づき，成績ホ౯基‽について必要な事項を定めるものとする。 
（ᡂ⦼ホ౯の᪉ἲ） 

第２条  各授業科目における成績ホ౯は，各ᢸ当教ဨが当該授業科目の目ⓗにἢࡗて，ヨ

㦂の成績，ㄢ㢟，レポート，平ᖖⅬ（㉁ᛂ⟅内ᐜ・ᥦ・Ⓨゝ等）等を⏝いて⥲合ⓗに

行うものとする。 
（基準のබ⾲） 

第３条  授業科目ࡈとの成績ホ౯基‽は，シラバスにグ㍕しබ⾲するものとする。 

（ᡂ  ⦼） 

第㸲条  授業科目の成績は，100 Ⅼを‶Ⅼとして次の༊ศによりホ౯し，秀，優，Ⰻ及びྍ

を合格，ྍを合格とする。 

秀（90 Ⅼ以上） 

優（80 Ⅼ以上 90 Ⅼᮍ‶） 

Ⰻ（70 Ⅼ以上 80 Ⅼᮍ‶） 

ྍ（60 Ⅼ以上 70 Ⅼᮍ‶） 

ྍ（60 Ⅼᮍ‶） 

２ 秀，優，Ⰻ，ྍ及びྍのホ౯基‽は，次の各号のとおりとする。 

(1) 秀 学修の目ᶆを㐩成し，特に優れた成ᯝをめている。 

(2) 優 学修の目ᶆを㐩成し，優れた成ᯝをめている。 

(3) Ⰻ 学修の目ᶆを㐩成し，Ⰻዲな成ᯝをめている。 

(4) ྍ 学修の目ᶆを㐩成している。 

(5) ྍ 学修の目ᶆを㐩成していない。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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1111  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部ののᡂᡂ⦼⦼ホホ౯౯基基準準にに関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 21 条の

規定に基づき，成績ホ౯基‽について必要な事項を定めるものとする。 
（ᡂ⦼ホ౯の᪉ἲ） 

第２条  各授業科目における成績ホ౯は，各ᢸ当教ဨが当該授業科目の目ⓗにἢࡗて，ヨ

㦂の成績，ㄢ㢟，レポート，平ᖖⅬ（㉁ᛂ⟅内ᐜ・ᥦ・Ⓨゝ等）等を⏝いて⥲合ⓗに

行うものとする。 
（基準のබ⾲） 

第３条  授業科目ࡈとの成績ホ౯基‽は，シラバスにグ㍕しබ⾲するものとする。 

（ᡂ  ⦼） 

第㸲条  授業科目の成績は，100 Ⅼを‶Ⅼとして次の༊ศによりホ౯し，秀，優，Ⰻ及びྍ

を合格，ྍを合格とする。 

秀（90 Ⅼ以上） 

優（80 Ⅼ以上 90 Ⅼᮍ‶） 

Ⰻ（70 Ⅼ以上 80 Ⅼᮍ‶） 

ྍ（60 Ⅼ以上 70 Ⅼᮍ‶） 

ྍ（60 Ⅼᮍ‶） 

２ 秀，優，Ⰻ，ྍ及びྍのホ౯基‽は，次の各号のとおりとする。 

(1) 秀 学修の目ᶆを㐩成し，特に優れた成ᯝをめている。 

(2) 優 学修の目ᶆを㐩成し，優れた成ᯝをめている。 

(3) Ⰻ 学修の目ᶆを㐩成し，Ⰻዲな成ᯝをめている。 

(4) ྍ 学修の目ᶆを㐩成している。 

(5) ྍ 学修の目ᶆを㐩成していない。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

  

1122  国国際際人人間間科科学学部部㛤㛤ㅮㅮののᤵᤵᴗᴗ科科目目ににࡅࡅ࠾࠾るる学学⏕⏕ࡽࡽのの
ᡂᡂ⦼⦼ホホ౯౯ににᑐᑐすするる⏦⏦ࡋࡋ❧❧࡚࡚ᡭᡭ⥆⥆ࡁࡁにに関関すするる⏦⏦ྜྜࡏࡏ  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

この⏦合ࡏは，学生から成績ホ౯にᑐする⏦し❧てがあࡗた場合に，成績ホ౯の㏱᫂ᛶ，

ཝ格ᛶを☜ಖするため，必要なᡭ⥆きについて定めるものとする。 

 
 （⏤⌮の࡚❧ࡋ⏦）

１ 学生は，ཷ講した国際人間科学部が開講する授業科目の成績ホ౯について，当該授業科

目の成績ホ౯基‽等に↷らして義がある場合は，学部㛗に⏦し❧てを行い，成績ホ౯に

ついて授業ᢸ当教ဨにㄝ᫂をồめることができるものとする。 

 （ࡁ⥆のᡭ࡚❧ࡋ⏦）

２ 成績ホ౯にᑐする⏦し❧ては，成績Ⓨ⾲後，ཎ則として１㐌間以内に行うこととし，⏦

し❧てを行う授業科目ྡ，ᢸ当教ဨྡ，⏦し❧ての内ᐜ及びࡑの⌮⏤等をᡤ定のᵝᘧによ

りグ入し，教ົ学生係にᥦฟすることとする。 

 （のᑐᛂ࡚❧ࡋ⏦）

３ ⏦し❧てをཷけた当該授業科目のᢸ当教ဨは，⏦し❧てた学生にᑐし成績ホ౯について

 。ᅇ⟅を行うものとする，ࡌかに教ົ学生係を㏻ࡸ㏿

 。の⤖ᯝについては，授業ᢸ当教ဨ等が᭩㠃により学部㛗にሗ࿌することとするࡑ，たࡲ
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1133  国国際際人人間間科科学学部部ににࡅࡅ࠾࠾るるᡂᡂ⦼⦼学学⏕⏕のの修修学学ᣦᣦᑟᑟにに  
  ࡏࡏྜྜ⏦⏦のの࡚࡚࠸࠸ࡘࡘ

 

（平成 31 年３月㸴日制定） 

 

（趣  旨） 

第１ この⏦合ࡏは，国際人間科学部において成績学生の修学指導を行うための基‽及

び指導᪉ἲを定めるものとする。 
（ᡂ⦼学⏕の基準） 

第２ 国際人間科学部では，GPA が 2.00 以下ཪは神戸大学国際人間科学部規則第 11 条の履

修要件に規定する修得単位数が次の基‽に‶たない場合は，成績学生として修学指導

のᑐ㇟とする。 

(1) １年次終了時 20 単位 

(2) ２年次終了時 40 単位 

(3) ３年次終了時以㝆 各学科の「卒業研究」資格ุ定基‽ 

(4) 前３号の規定に㛵ࢃらࡎ，␃学後の単位認定が終了していない学生は，␃学

開ጞ時に㐳りࡑの学年の基‽を㐺⏝する。なお，前ᮇ終了時に␃学した場合は，当該学

年の基‽から 10 単位を除いた単位数を基‽とする。 

（ᡂ⦼学⏕のᣦᑟᮇ） 

第３ 成績学生の指導時ᮇは，次のとおりとする。 

(1) ３年次ࡲでは，学年ᮎに修学指導を行うこととする。 

(2) ４年次及びᶆ‽修業年限を超㐣している学生については，学ᮇᮎに修学指導を行うこ

ととする。 

(3) 前２号の規定に㛵ࢃらࡎ，ఇ学中の学生は学時に，␃学中の学生はᖐ国後に 

修学指導を行うこととする。 

（ᡂ⦼学⏕のᣦᑟ᪉ἲ） 

第㸲 成績学生の修学指導は，次のとおり実施する。 

(1) 成績学生の学業成績⾲を指導教ဨ㓄し，指導教ဨが㠃ㄯのうえ修学指導を行

う。たࡔし，指導教ဨがᮍ定の場合は，教ົጤဨ会が指定する教ဨが行うものとする。 

(2) 教ົጤဨ会から成績学生のಖㆤ者等次のᩥ᭩を㏦する。 

イ 成績に㛵するὀពႏ㉳ᩥ᭩ 

ロ 学業成績⾲（たࡔし，学ኈㄢ⛬における学業成績のಖㆤ者等の㏻▱に㛵する⏦

合ࡏ（平成30年11月28日学教ົጤဨ会Ỵ定）に基づき，学業成績の㏻▱を行うこ

とについて事前に学生ᮏ人のᢎㅙが得られている場合に限る。） 

（適 用） 

第㸳 この⏦合ࡏは，2019年度入学者から㐺⏝する。 
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1133  国国際際人人間間科科学学部部ににࡅࡅ࠾࠾るるᡂᡂ⦼⦼学学⏕⏕のの修修学学ᣦᣦᑟᑟにに  
  ࡏࡏྜྜ⏦⏦のの࡚࡚࠸࠸ࡘࡘ

 

（平成 31 年３月㸴日制定） 

 

（趣  旨） 

第１ この⏦合ࡏは，国際人間科学部において成績学生の修学指導を行うための基‽及

び指導᪉ἲを定めるものとする。 
（ᡂ⦼学⏕の基準） 

第２ 国際人間科学部では，GPA が 2.00 以下ཪは神戸大学国際人間科学部規則第 11 条の履

修要件に規定する修得単位数が次の基‽に‶たない場合は，成績学生として修学指導

のᑐ㇟とする。 

(1) １年次終了時 20 単位 

(2) ２年次終了時 40 単位 

(3) ３年次終了時以㝆 各学科の「卒業研究」資格ุ定基‽ 

(4) 前３号の規定に㛵ࢃらࡎ，␃学後の単位認定が終了していない学生は，␃学

開ጞ時に㐳りࡑの学年の基‽を㐺⏝する。なお，前ᮇ終了時に␃学した場合は，当該学

年の基‽から 10 単位を除いた単位数を基‽とする。 

（ᡂ⦼学⏕のᣦᑟᮇ） 

第３ 成績学生の指導時ᮇは，次のとおりとする。 

(1) ３年次ࡲでは，学年ᮎに修学指導を行うこととする。 

(2) ４年次及びᶆ‽修業年限を超㐣している学生については，学ᮇᮎに修学指導を行うこ

ととする。 

(3) 前２号の規定に㛵ࢃらࡎ，ఇ学中の学生は学時に，␃学中の学生はᖐ国後に 

修学指導を行うこととする。 

（ᡂ⦼学⏕のᣦᑟ᪉ἲ） 

第㸲 成績学生の修学指導は，次のとおり実施する。 

(1) 成績学生の学業成績⾲を指導教ဨ㓄し，指導教ဨが㠃ㄯのうえ修学指導を行

う。たࡔし，指導教ဨがᮍ定の場合は，教ົጤဨ会が指定する教ဨが行うものとする。 

(2) 教ົጤဨ会から成績学生のಖㆤ者等次のᩥ᭩を㏦する。 

イ 成績に㛵するὀពႏ㉳ᩥ᭩ 

ロ 学業成績⾲（たࡔし，学ኈㄢ⛬における学業成績のಖㆤ者等の㏻▱に㛵する⏦

合ࡏ（平成30年11月28日学教ົጤဨ会Ỵ定）に基づき，学業成績の㏻▱を行うこ

とについて事前に学生ᮏ人のᢎㅙが得られている場合に限る。） 

（適 用） 

第㸳 この⏦合ࡏは，2019年度入学者から㐺⏝する。 

 
 

1144  ヨヨ㦂㦂➼➼ににࡅࡅ࠾࠾るるṇṇ⾜⾜ⅭⅭ➼➼ににᑐᑐすするるᡂᡂ⦼⦼ののᥐᥐ⨨⨨にに  
  ࠸࠸ののྲྀྲྀᢅᢅ࡚࡚࠸࠸ࡘࡘ

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

国際人間科学部のṇ行Ⅽ等に㛵するྲྀᢅいについては，下グのとおりとする。 

（ᐃ  ⩏） 

第１ このྲྀᢅいにおいて，次の各号に掲げる⏝ㄒのព義は，当該各号に定めるとこࢁによ

る。 

(1) ヨ㦂 授業科目の定ᮇヨ㦂（授業内で行ࢃれるものࡸ，➹グヨ㦂以እのᙧែで実施ࡉ

れるものをྵࡴ。）をいう。 

(2) レポート等 授業科目の成績ホ౯のためにㄢすᥦฟ≀をいう。 

(3) ヨ㦂におけるṇ行Ⅽ 次に掲げる行Ⅽをいう。 

・ᮏ人に௦ࡗࢃてཷ㦂すること，ཪはࡑのように౫㢗すること。 

・ᣢ㎸ࡳが許ྍࡉれている≀ရ以እ（㟁子ᶵჾࡸ༳ๅ≀，ヨ㦂に㛵㐃した内ᐜの⣬∦な

ど）を⏝いること，ཪはᣢ㎸ࡴこと。 

 。成績ホ౯をጉげる行Ⅽをすることࡸの，ヨ㦂のබ平ᛶをᦆなう行Ⅽࡑ・

(4) レポート等におけるṇ行Ⅽ 次に掲げる行Ⅽをいう。 

・者のⴭస≀（᭩⡠ࢧࣈ࢙࢘ࡸイトなどのᩥ❶ࡸᅗ⾲など）の部ཪは୍部を，ฟ

を᫂グࡎࡏに⏝し，ᨾពにᥦฟ者のస成したものであるかのようにぢࡏることによ

る，┐⏝ࡸ✼行Ⅽをすること。 

・者のస成したレポート等の部ཪは୍部を，ᥦฟ者のస成したものであるかのよう

にぢࡏること。ࡲたࡑのようなពᅗを▱りながら，レポート等を㈚すること。 

 。成績ホ౯をጉげる行Ⅽをすることࡸの，レポート等のබ平ᛶをᦆなう行Ⅽࡑ・

（ṇ⾜Ⅽࢀࢃる⾜Ⅽのᑐᛂ） 

第２ ṇ行Ⅽとࢃれる行ⅭがⓎ生した場合，次のとおりᑐᛂすることとする。 

(1) ṇ行Ⅽとࢃれる行ⅭがⓎ生した場合，ヨ㦂┘╩教ဨཪは授業ᢸ当教ဨ（以下    

「ᢸ当教ဨ」という。）は，当該行Ⅽに㛵するドᣐಖを┤ちに行う。 

(2) ᢸ当教ဨによる学生の事⫈ྲྀによりṇ行Ⅽとุ᩿ࡉれた場合は，┤ちにᮏ人⮬⨫

による事実☜認᭩をᥦฟࡏࡉる。なお，事⫈ྲྀには，第୕者の教⫋ဨをྠᖍࡏࡉるも

のとする。 

(3) 教ົጤဨ会ጤဨ㛗は，前号に定める事実☜認᭩に基づき，ᢸ当教ဨྠᖍにより，学生

の事⫈ྲྀを行う。ṇ行Ⅽが☜認ࡉれた場合は，学生に㢭ᮎ᭩及び┬᭩をᥦฟࡏࡉ，

ṇ行Ⅽに㛵する事実経㐣を，事実☜認᭩，㢭ᮎ᭩及び┬᭩とともに，国際人間科学

部㛗にሗ࿌する。 

（適ᙜ࡞⾜Ⅽのᑐᛂ） 

第３ 第２第２号及び第３号による事⫈ྲྀཪはᢸ当教ဨのุ᩿により，ṇ行Ⅽは☜認 

れたࡉれないが，当該授業科目のᑓ㛛ศ㔝における規⠊に↷らして㐺当な行Ⅽと☜認ࡉ
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場合，次のとおりᑐᛂすることとする。 

(1) 当該ศ㔝における規⠊に基づき，ᢸ当教ဨによる教育ⓗ指導を行うとともに，教ົ 

ጤဨ会ጤဨ㛗によるཝ㔜ὀពを行う。たࡔし，ᢸ当教ဨのุ᩿により，㐺当な行Ⅽが

㍍ᚤであると☜認ࡉれた場合は，この限りでない。 

(2) 前号によるὀពをཷけ，なお㐺当な行Ⅽが⧞り㏉ࡉれた場合は，ṇ行Ⅽとࡳなし，

ṇ行Ⅽが☜認ࡉれた場合のᥐ⨨に‽ࡌてฎศすることがある。 

（ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡓࢀࡉሙྜのᥐ⨨） 

第㸲 国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の学生によるṇ行Ⅽにᑐしては，事実経

㐣を教授会にሗ࿌し，次のฎ⨨をとる。 

(1) ṇ行Ⅽが行ࢃれた学ᮇの授業科目（卒業研究ࡸ㏻年科目をྵࡴ）の成績は，すて

↓ຠとする。 

(2) ṇ行Ⅽが行ࢃれた年度の実習等の単位ྲྀ得は，認めない。 

(3) ṇ行Ⅽが行ࢃれた年度に大学等で修得した単位は，認定しない。 

(4) ṇ行Ⅽが行ࢃれた時Ⅼ以㝆当該年度の実習等は，ཷけࡏࡉない。 

(5) 事実経㐣をᮏ学部内にබ⾲する。たࡔし，Ặྡは，බ⾲しない。 

(6) ಖㆤ者等にᑐし，第１号から前号ࡲでのฎ⨨をᩥ᭩で㏻࿌する。 

第㸳 ᮏ学部以እの学生によるṇ行Ⅽにᑐし，事実経㐣を教授会にሗ࿌し，次のฎ⨨をと

る。 

(1) ṇ行Ⅽが行ࢃれた学ᮇのᮏ学部開講授業科目（㏻年科目をྵࡴ）の成績は，すて

↓ຠとする。 

(2) 学生のᡤᒓ部ᒁにᑐし，前号のฎ⨨をᩥ᭩で㏻࿌する。 

（㞧  則） 

第６ このྲྀᢅいに定めるもののか，このྲྀᢅいの実施に㛵し必要な事項は，教ົጤဨ会

が定める。 
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場合，次のとおりᑐᛂすることとする。 

(1) 当該ศ㔝における規⠊に基づき，ᢸ当教ဨによる教育ⓗ指導を行うとともに，教ົ 

ጤဨ会ጤဨ㛗によるཝ㔜ὀពを行う。たࡔし，ᢸ当教ဨのุ᩿により，㐺当な行Ⅽが

㍍ᚤであると☜認ࡉれた場合は，この限りでない。 

(2) 前号によるὀពをཷけ，なお㐺当な行Ⅽが⧞り㏉ࡉれた場合は，ṇ行Ⅽとࡳなし，

ṇ行Ⅽが☜認ࡉれた場合のᥐ⨨に‽ࡌてฎศすることがある。 

（ṇ⾜Ⅽࡀ☜ㄆࡓࢀࡉሙྜのᥐ⨨） 

第㸲 国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）の学生によるṇ行Ⅽにᑐしては，事実経

㐣を教授会にሗ࿌し，次のฎ⨨をとる。 

(1) ṇ行Ⅽが行ࢃれた学ᮇの授業科目（卒業研究ࡸ㏻年科目をྵࡴ）の成績は，すて

↓ຠとする。 

(2) ṇ行Ⅽが行ࢃれた年度の実習等の単位ྲྀ得は，認めない。 

(3) ṇ行Ⅽが行ࢃれた年度に大学等で修得した単位は，認定しない。 

(4) ṇ行Ⅽが行ࢃれた時Ⅼ以㝆当該年度の実習等は，ཷけࡏࡉない。 

(5) 事実経㐣をᮏ学部内にබ⾲する。たࡔし，Ặྡは，බ⾲しない。 

(6) ಖㆤ者等にᑐし，第１号から前号ࡲでのฎ⨨をᩥ᭩で㏻࿌する。 

第㸳 ᮏ学部以እの学生によるṇ行Ⅽにᑐし，事実経㐣を教授会にሗ࿌し，次のฎ⨨をと

る。 

(1) ṇ行Ⅽが行ࢃれた学ᮇのᮏ学部開講授業科目（㏻年科目をྵࡴ）の成績は，すて

↓ຠとする。 

(2) 学生のᡤᒓ部ᒁにᑐし，前号のฎ⨨をᩥ᭩で㏻࿌する。 

（㞧  則） 

第６ このྲྀᢅいに定めるもののか，このྲྀᢅいの実施に㛵し必要な事項は，教ົጤဨ会

が定める。 
  
  

1155  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部㌿㌿学学科科にに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 
（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）第 23 条に

定める㌿学科に㛵し必要な事項を定めるものとする。 
（㌿学科のᮇ） 

第２条  ㌿学科の時ᮇは，第２年次以㝆の学ᮇの初めとする。 
（チ  ྍ） 

第３条  ㌿学科をᚿᮃする者（以下「㌿学科ᚿᮃ者」という。）があるときは，㑅⪃の上，

神戸大学国際人間科学部教授会（以下「教授会」という。）の議を経て，許ྍすることがあ

る。 
（チྍせ௳） 

第㸲条  ㌿学科ᚿᮃ者は，次の各号のいࡎれにも該当する者とする。たࡔし，⥲合ᆺ㑅ᢤ，

学ᰯ᥎⸀ᆺ㑅ᢤ，♫会人特別㑅ᢤ，「ᚿ」特別㑅ᢤ及び編入学ヨ㦂などの特別㑅ᢤによる入

学者については，㌿学科は許ྍしない。 

(1) ㌿学科ᚿᮃに特別の事があると認められるとき。 

(2) ༑ศな学ຊがあると認められるとき。なお，学ຊのุ定については，入学ヨ㦂の成績，

入学後の成績等を⥲合ⓗに຺して行うものとする。 

(3) ᚿᮃ学科のཷ入ྍ⬟人数にవ⿱があるとき。 

（㌿学科のᡭ⥆） 

第㸳条  ㌿学科ᚿᮃ者は，㌿学科しようとする学ᮇの３月前ࡲでに，ᡤᒓ学科㛗のᢎ認を

得て，ᡤ定の᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 
（㑅⪃᪉ἲ） 

第６条  ㌿学科ᚿᮃ者にᑐする㑅⪃は，ᚿᮃ学科において㠃᥋等により行う。 
 

附 則  

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（௧２年３月 27 日）  

この内規は，௧２年４月１日から施行する。 
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1166  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部᪩᪩ᮇᮇ༞༞ᴗᴗにに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規

則」という。）第 22 条第２項の規定に基づき，᪩ᮇ卒業の認定の基‽等に㛵し必要な事項

を定めるものとする。 
（᪩ᮇ༞ᴗのㄆᐃの基準） 

第２条  ᪩ᮇ卒業の認定をཷけることができる学生は，次の各号のいࡎれにも該当する者

とする。 

(1) ᮏ学部に３年間ᅾ学すること。 

(2) 規則別⾲第２に定めるとこࢁにᚑい，124 単位以上を修得すること。 

(3) 前号の修得単位におけるグレード・ポイント・アベレージ（以下「GPA」という。）が，

4.0 以上であること。 

(4) 卒業研究の成績が㺀秀㺁ཪは㺀優㺁であること。 

（᪩ᮇ༞ᴗの⏦ㄳのせ௳） 

第３条  ᪩ᮇ卒業の⏦ㄳを行うことができる学生は，次の各号のいࡎれにも該当する者と

する。 

(1) ᮏ学部に２年間ᅾ学していること。 

(2) 規則別⾲第２に定めるとこࢁにᚑい，100 単位以上を修得していること。 

(3) ２年間の修得単位における GPA が，4.0 以上であること。 

(4) 㺀卒業研究㺁資格ุ定基‽を‶たしていること。 

（᪩ᮇ༞ᴗのᡭ⥆） 

第㸲条  ᪩ᮇ卒業は，次のᡭ⥆にᚑࡗて行うものとする。 

(1) ᪩ᮇ卒業の⏦ㄳ者（以下㺀⏦ㄳ者㺁という。）は，２年次の２月ᮎࡲでに，ᡤᒓ学科㛗

のᢎ認を得て，ᡤ定の᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦ

ฟしなけれࡤならない。 

(2) 学部㛗は，教授会の議を経て，⏦ㄳをᢎ認したときは，卒業研究の開ጞ及び４年次㓄

当の授業科目の履修を許ྍする。 

(3) 学部㛗は，教授会の議を経て，⏦ㄳ者の卒業ุ定を３年次終了時に行う。 

（༞ᴗのᮇ） 

第㸳条  ᪩ᮇ卒業の時ᮇは，３年次の３月とする。 
 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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1166  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部᪩᪩ᮇᮇ༞༞ᴗᴗにに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規

則」という。）第 22 条第２項の規定に基づき，᪩ᮇ卒業の認定の基‽等に㛵し必要な事項

を定めるものとする。 
（᪩ᮇ༞ᴗのㄆᐃの基準） 

第２条  ᪩ᮇ卒業の認定をཷけることができる学生は，次の各号のいࡎれにも該当する者

とする。 

(1) ᮏ学部に３年間ᅾ学すること。 

(2) 規則別⾲第２に定めるとこࢁにᚑい，124 単位以上を修得すること。 

(3) 前号の修得単位におけるグレード・ポイント・アベレージ（以下「GPA」という。）が，

4.0 以上であること。 

(4) 卒業研究の成績が㺀秀㺁ཪは㺀優㺁であること。 

（᪩ᮇ༞ᴗの⏦ㄳのせ௳） 

第３条  ᪩ᮇ卒業の⏦ㄳを行うことができる学生は，次の各号のいࡎれにも該当する者と

する。 

(1) ᮏ学部に２年間ᅾ学していること。 

(2) 規則別⾲第２に定めるとこࢁにᚑい，100 単位以上を修得していること。 

(3) ２年間の修得単位における GPA が，4.0 以上であること。 

(4) 㺀卒業研究㺁資格ุ定基‽を‶たしていること。 

（᪩ᮇ༞ᴗのᡭ⥆） 

第㸲条  ᪩ᮇ卒業は，次のᡭ⥆にᚑࡗて行うものとする。 

(1) ᪩ᮇ卒業の⏦ㄳ者（以下㺀⏦ㄳ者㺁という。）は，２年次の２月ᮎࡲでに，ᡤᒓ学科㛗

のᢎ認を得て，ᡤ定の᭩㢮を神戸大学国際人間科学部㛗（以下「学部㛗」という。）にᥦ

ฟしなけれࡤならない。 

(2) 学部㛗は，教授会の議を経て，⏦ㄳをᢎ認したときは，卒業研究の開ጞ及び４年次㓄

当の授業科目の履修を許ྍする。 

(3) 学部㛗は，教授会の議を経て，⏦ㄳ者の卒業ุ定を３年次終了時に行う。 

（༞ᴗのᮇ） 

第㸳条  ᪩ᮇ卒業の時ᮇは，３年次の３月とする。 
 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

  

1177  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部㧗㧗ᗘᗘᩍᩍ㣴㣴科科目目にに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）における㧗度教

㣴科目の履修に㛵し必要な事項を定めるものとする。 

（㧗ᗘᩍ㣴科目及び༢ᩘ） 
第２条  神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規則」という。）

別⾲第２の定めにより，ᮏ学部学生は，㧗度教㣴科目の修得を要しない。たࡔし，㧗度教

㣴科目として修得が必要な４単位ศは，規則別⾲第１に定める学科ᑓ㛛科目から修得する

ものとする。 

２ ᮏ学部が開設する㧗度教㣴科目及び単位数は，別⾲のとおりとする。 

３ 前項に規定するもののか，⮫時に㧗度教㣴科目を開設することがある。 

４ 前項の授業科目及び単位数は，開設の㒔度定める。 

（㧗ᗘᩍ㣴科目のᖺḟ㓄ᙜ） 

第３条  ᮏ学部が開設する㧗度教㣴科目の各年次の㓄当は，別⾲のとおりとする。 
 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，௧３年４月１日から施行する。 

 

 
  ู⾲（第２条㸪第３条関ಀ）国際人間科学部㧗ᗘᩍ㣴科目  

授業科目 単位数 㓄当年次 ഛ  ⪃ 

グローバルṇ義論 ２ ２年次以上 
国際人間科学部生は 
履修ྍ 

࣓ディア論 ２ ３年次以上 
国際人間科学部生は 
履修ྍ 

グローバル平論 ２ ２年次以上 
国際人間科学部生は 
履修ྍ（㝸年開講） 

Aspects of EU Culture and 
Society(Lecture)A 

１ ３年次以上 
国際人間科学部生は 
履修ྍ 

Aspects of EU Culture and 
Society(Lecture)B 
 

１ ３年次以上 
国際人間科学部生は 
履修  ྍ
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1188  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部ࣉࣉࢵࢵࢩࢩ࣮࣮ࣥࣥࢱࢱࣥࣥᐇᐇ⩦⩦にに  
関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）別⾲第１

に定める授業科目「インターンシࢵプ実習㸿」（１単位）及び「インターンシࢵプ実㹀」   

（２単位）の単位認定に㛵し必要な事項を定めるものとする。 

（༢の⏦ㄳ） 

第２条  神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）が認定したインターンシࢵプ

にཧຍしたᮏ学部学生は，インターンシࢵプにཧຍした時ᮇ及び実習時間にᛂࡌて，前ᮇ

ཪは後ᮇの学ᮇの単位として⏦ㄳすることができる。たࡔし，グローバル・スタディーズ・

プログラムとしてཧຍしたインターンシࢵプ及び学生がఇ学ᮇ間中にཧຍしたインターン

シࢵプについては，⏦ㄳを認めない。 

（⏦ㄳの基準） 

第３条  ⏦ㄳの基‽については，次に掲げるとおりとする。 

(1) 「インターンシࢵプ実習㸿」は，実習時間が 30 時間以上のもの。 

(2) 「インターンシࢵプ実習㹀」は，実習時間が 60 時間以上のもの。 

（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第㸲条  ⏦ㄳをᕼᮃする学生は，インターンシࢵプ終了後，㏿ࡸかに次の各号に掲げる᭩

㢮を神戸大学国際人間科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) インターンシࢵプ実習単位認定⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) ཷけ入れඛのホ定᭩（ᡤ定のᵝᘧ）及びእ国ㄒの場合はࡑの日ᮏㄒヂ 

(3) インターンシࢵプの内ᐜ，実習時間をド᫂できる᭩㢮及びእ国ㄒの場合はࡑの日ᮏ 

ㄒヂ 

（༢のㄆᐃ） 

第㸳条  ᮏ学部教授会は，前条に定める⏦ㄳ᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂᰝする。 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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1188  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部ࣉࣉࢵࢵࢩࢩ࣮࣮ࣥࣥࢱࢱࣥࣥᐇᐇ⩦⩦にに  
関関すするる内内規規  

 

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）別⾲第１

に定める授業科目「インターンシࢵプ実習㸿」（１単位）及び「インターンシࢵプ実㹀」   

（２単位）の単位認定に㛵し必要な事項を定めるものとする。 

（༢の⏦ㄳ） 

第２条  神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）が認定したインターンシࢵプ

にཧຍしたᮏ学部学生は，インターンシࢵプにཧຍした時ᮇ及び実習時間にᛂࡌて，前ᮇ

ཪは後ᮇの学ᮇの単位として⏦ㄳすることができる。たࡔし，グローバル・スタディーズ・

プログラムとしてཧຍしたインターンシࢵプ及び学生がఇ学ᮇ間中にཧຍしたインターン

シࢵプについては，⏦ㄳを認めない。 

（⏦ㄳの基準） 

第３条  ⏦ㄳの基‽については，次に掲げるとおりとする。 

(1) 「インターンシࢵプ実習㸿」は，実習時間が 30 時間以上のもの。 

(2) 「インターンシࢵプ実習㹀」は，実習時間が 60 時間以上のもの。 

（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第㸲条  ⏦ㄳをᕼᮃする学生は，インターンシࢵプ終了後，㏿ࡸかに次の各号に掲げる᭩

㢮を神戸大学国際人間科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) インターンシࢵプ実習単位認定⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) ཷけ入れඛのホ定᭩（ᡤ定のᵝᘧ）及びእ国ㄒの場合はࡑの日ᮏㄒヂ 

(3) インターンシࢵプの内ᐜ，実習時間をド᫂できる᭩㢮及びእ国ㄒの場合はࡑの日ᮏ 

ㄒヂ 

（༢のㄆᐃ） 

第㸳条  ᮏ学部教授会は，前条に定める⏦ㄳ᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂᰝする。 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 

  

1199  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部ᾏᾏ外外外外国国ㄒㄒᐇᐇ⩦⩦にに関関すするる内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定）別⾲第 1

に定める授業科目「እ国ㄒ実習㸿」（１単位）及び「እ国ㄒ実習㹀」（２単位）の単位認定

に㛵し必要な事項を定めるものとする。 
（༢の⏦ㄳ） 

第２条  神戸大学国際人間科学部（以下「ᮏ学部」という。）が認定したᾏእ大学等におい

て実施ࡉれている▷ᮇㄒ学実習（以下「ㄒ学実習」という。）にཧຍしたᮏ学部学生は，ㄒ

学実習にཧຍした時ᮇ及び時間にᛂࡌて，前ᮇཪは後ᮇの学ᮇの単位として⏦ㄳすること

ができる。たࡔし，グローバル・スタディーズ・プログラムとしてཧຍしたㄒ学実習及び

学生がఇ学ᮇ間中にཧຍしたㄒ学実習については，⏦ㄳを認めない。 

（⏦ㄳの基準） 

第３条  ⏦ㄳの基‽については，次に掲げるとおりとする。 

(1) 「እ国ㄒ実習㸿」は，実習時間が 30 時間以上のもの。 

(2) 「እ国ㄒ実習㹀」は，実習時間が 60 時間以上のもの。 

（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第㸲条  ⏦ㄳをᕼᮃする学生は，ㄒ学実習終了後，㏿ࡸかに次の各号に掲げる᭩㢮を神戸

大学国際人間科学部㛗にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) እ国ㄒ実習単位認定⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

(2) 成績ド᫂᭩ཪはཷ講᭩及びࡑの日ᮏㄒヂ 

(3) ㄒ学実習の内ᐜ，実習時間をド᫂できる᭩㢮及びࡑの日ᮏㄒヂ 

（༢のㄆᐃ） 

第㸳条  ᮏ学部教授会は，前条に定める⏦ㄳ᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂᰝする。 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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2200  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部フフィィーールルドドワワーークク実実習習にに関関すす
るる内内規規  

 
（平成 29年３月 31日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29年３月 31日制定）別表第１

に定める授業科目「フィールドワーク実習Ａ」（１単位）及び「フィールドワーク実Ｂ」（２

単位）の単位認定に関し必要な事項を定めるものとする。 
（単位の申請） 

第２条  神戸大学国際人間科学部（以下「本学部」という。）が認定する国内フィールドワ

ーク実習及び海外フィールドワーク実習（以下「フィールドワーク実習」という。）に参加

した本学部学生は，フィールドワーク実習に参加した時期及び実習時間に応じて，前期又

は後期の学期の単位として申請することができる。ただし，グローバル・スタディーズ・

プログラムとして参加したフィールドワーク実習及び学生が休学期間中に参加したフィー

ルドワーク実習については，申請を認めない。 
（申請の基準） 

第３条  申請の基準については，次に掲げるとおりとする。 

(1) 「フィールドワーク実習Ａ」は，実習時間が 30時間以上のもの。 

(2) 「フィールドワーク実習Ｂ」は，実習時間が 60時間以上のもの。 

（申請の方法） 

第４条  申請を希望する学生は，フィールドワーク実習終了後，速やかに次の各号に掲げ 

る書類を神戸大学国際人間科学部長に提出しなければならない。 

(1) フィールドワーク実習単位認定申請書（所定の様式） 

(2) 実習した大学等の受講証明書などの公的文書及び外国語の場合はその日本語訳 

(3) フィールドワーク実習の内容，実習時間を証明できる書類及び外国語の場合はその日

本語訳 

（単位の認定） 

第５条  本学部教授会は，前条に定める申請書類に基づき，単位認定について審査する。 
 

附 則 

この内規は，平成 29年４月１日から施行する。 
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2200  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部フフィィーールルドドワワーークク実実習習にに関関すす
るる内内規規  

 
（平成 29年３月 31日制定） 

 

（趣  旨） 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29年３月 31日制定）別表第１

に定める授業科目「フィールドワーク実習Ａ」（１単位）及び「フィールドワーク実Ｂ」（２

単位）の単位認定に関し必要な事項を定めるものとする。 
（単位の申請） 

第２条  神戸大学国際人間科学部（以下「本学部」という。）が認定する国内フィールドワ

ーク実習及び海外フィールドワーク実習（以下「フィールドワーク実習」という。）に参加

した本学部学生は，フィールドワーク実習に参加した時期及び実習時間に応じて，前期又

は後期の学期の単位として申請することができる。ただし，グローバル・スタディーズ・

プログラムとして参加したフィールドワーク実習及び学生が休学期間中に参加したフィー

ルドワーク実習については，申請を認めない。 
（申請の基準） 

第３条  申請の基準については，次に掲げるとおりとする。 

(1) 「フィールドワーク実習Ａ」は，実習時間が 30時間以上のもの。 

(2) 「フィールドワーク実習Ｂ」は，実習時間が 60時間以上のもの。 

（申請の方法） 

第４条  申請を希望する学生は，フィールドワーク実習終了後，速やかに次の各号に掲げ 

る書類を神戸大学国際人間科学部長に提出しなければならない。 

(1) フィールドワーク実習単位認定申請書（所定の様式） 

(2) 実習した大学等の受講証明書などの公的文書及び外国語の場合はその日本語訳 

(3) フィールドワーク実習の内容，実習時間を証明できる書類及び外国語の場合はその日

本語訳 

（単位の認定） 

第５条  本学部教授会は，前条に定める申請書類に基づき，単位認定について審査する。 
 

附 則 

この内規は，平成 29年４月１日から施行する。 

  
  

2211  外外国国人人␃␃学学⏕⏕ののࡵࡵࡓࡓのの᪥᪥ᮏᮏㄒㄒ科科目目修修ᚓᚓにに࡚࡚࠸࠸ࡘࡘのの内内規規  

  

（平成 29 年３月 31 日制定） 

 

第１条  この内規は，神戸大学国際人間科学部規則（平成 29 年３月 31 日制定。以下「規

則」という。）第 11 条第２項に定めるእ国人␃学生のための日ᮏㄒ科目修得に㛵し必要な

事項を定めるものとする。 

第２条  እ国人␃学生が，神戸大学日ᮏㄒ等授業科目履修規則別⾲に掲げる授業科目の単

位を修得したときは，これらの単位数を，㸴単位を限度として，神戸大学国際人間科学部

規則（平成 29 年３月 31 日制定）規則別⾲第２に定めるእ国ㄒ科目の単位数に算入するこ

とができる。 

 
附 則 

この内規は，平成 29 年４月１日から施行する。 
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2222  神神戸戸大大学学ＥＥＳＳＤＤココーースス実実施施要要領領  

 

（趣 旨） 

第１ 神ᡞ大学のྛ学部つ๎➼のつᐃࡾࡼ神ᡞ大学ＥＳＤ（Education for Sustainable 

Development㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨのࡵࡓの教育）ࢥーࢫ（以ୗࢥࠕーࠖࢫとࠋ࠺࠸）ࡁ⨨ࢆ㸪

 ࠋࡿࡵᐃࢆ㡯࡞必要ࡋ関の実ࡑ

 

（設置目的） 

第２ ࢥーࡣࢫ㸪ྛ学部ࡀアࣙࢩࢡン・ࣜࢧーࢆ➼ࢳඹ㏻のᡭ法とྛࡽࡀ࡞ࡋ学部間ཬࡧ学

ෆእの⤌⧊と㐃ᦠ࡚ࡋ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡾࡃ㈨ࡿࡍ人ᮦࢆ養ᡂࡇࡿࡍとࢆ目ⓗとࠋࡿࡍ 

 

（授業科目名及び単位数） 

第３ ࢥーࡿࡅ࠾ࢫᤵ業科目ྡ㸪単位数㸪㛤ㅮ期ཬࡧ㛤ㅮ学部➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ู⾲のと

 ࠋࡿࡍとࡾ࠾

 

（修了要件） 

第４ ࢥーࢆࢫ修࠺ࡼࡋとࡿࡍ学生ࡣ㸪ู⾲ᐃࡿࡵとࢁࡇᚑ࠸㸪13単位以上ࢆ修得ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

  
（修了認定証の授与） 

第５ ࢥーࢫ修ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᙜヱࢥーࢆࢫᒚ修ࡓࡋ学生ࡀᡤᒓࡿࡍ学部の教ᤵ会の㆟ࢆ経

࡚ㄆᐃ࠸⾜ࢆ㸪修ࢆㄆᐃࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡋ㸪修ㄆᐃドࢆᤵࠋࡿࡍ 

２ 修ㄆᐃドのᵝᘧࡣ㸪ู⣬のとࡾ࠾とࠋࡿࡍ 

３ 修ㄆᐃドࡣ㸪ཎ๎と࡚ࡋ学位グᤵᘧの日ࠋࡿࡍ 

 

（雑 則） 

第６ ࡇの要㡿ᐃࡶࡿࡵのの㸪ࢥーࢫの実関ࡋ必要࡞㡯ࡣ㸪ＥＳＤࢥーࢫᑓ門

ጤဨ会ࡀᐃࠋࡿࡵ 

 

附 則 

 ࠋࡿࡍ実ࡽ㸪ᖹᡂ20年４᭶１日ࡣの要㡿ࡇ  １

（୰間㝃๎ࡣ┬␎） 

附 則 

 ࠋࡿࡍ実ࡽ㸪௧３年４᭶１日ࡣの要㡿ࡇ １

௧３年４᭶１日以ࡧཬ（ࠋ࠺࠸ᅾ学⪅ࠖとࠕ以ୗ）⪅ࡿࡍᅾ学の要㡿実の際現ࡇ ２

ᚋ࡚࠸࠾ᅾ学⪅のᒓࡿࡍ年次⦅入学,㌿入学ཪࡣ入学ࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡿࡍ,ᨵṇᚋの要

㡿࠾࡞,ࡎࡽࢃᚑ๓のࠋࡿࡼ 
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2222  神神戸戸大大学学ＥＥＳＳＤＤココーースス実実施施要要領領  

 

（趣 旨） 

第１ 神ᡞ大学のྛ学部つ๎➼のつᐃࡾࡼ神ᡞ大学ＥＳＤ（Education for Sustainable 

Development㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨのࡵࡓの教育）ࢥーࢫ（以ୗࢥࠕーࠖࢫとࠋ࠺࠸）ࡁ⨨ࢆ㸪

 ࠋࡿࡵᐃࢆ㡯࡞必要ࡋ関の実ࡑ

 

（設置目的） 

第２ ࢥーࡣࢫ㸪ྛ学部ࡀアࣙࢩࢡン・ࣜࢧーࢆ➼ࢳඹ㏻のᡭ法とྛࡽࡀ࡞ࡋ学部間ཬࡧ学

ෆእの⤌⧊と㐃ᦠ࡚ࡋ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡾࡃ㈨ࡿࡍ人ᮦࢆ養ᡂࡇࡿࡍとࢆ目ⓗとࠋࡿࡍ 

 

（授業科目名及び単位数） 

第３ ࢥーࡿࡅ࠾ࢫᤵ業科目ྡ㸪単位数㸪㛤ㅮ期ཬࡧ㛤ㅮ学部➼ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ู⾲のと

 ࠋࡿࡍとࡾ࠾

 

（修了要件） 

第４ ࢥーࢆࢫ修࠺ࡼࡋとࡿࡍ学生ࡣ㸪ู⾲ᐃࡿࡵとࢁࡇᚑ࠸㸪13単位以上ࢆ修得ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

  
（修了認定証の授与） 

第５ ࢥーࢫ修ࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᙜヱࢥーࢆࢫᒚ修ࡓࡋ学生ࡀᡤᒓࡿࡍ学部の教ᤵ会の㆟ࢆ経

࡚ㄆᐃ࠸⾜ࢆ㸪修ࢆㄆᐃࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡋ㸪修ㄆᐃドࢆᤵࠋࡿࡍ 

２ 修ㄆᐃドのᵝᘧࡣ㸪ู⣬のとࡾ࠾とࠋࡿࡍ 

３ 修ㄆᐃドࡣ㸪ཎ๎と࡚ࡋ学位グᤵᘧの日ࠋࡿࡍ 

 

（雑 則） 

第６ ࡇの要㡿ᐃࡶࡿࡵのの㸪ࢥーࢫの実関ࡋ必要࡞㡯ࡣ㸪ＥＳＤࢥーࢫᑓ門

ጤဨ会ࡀᐃࠋࡿࡵ 

 

附 則 

 ࠋࡿࡍ実ࡽ㸪ᖹᡂ20年４᭶１日ࡣの要㡿ࡇ  １

（୰間㝃๎ࡣ┬␎） 

附 則 

 ࠋࡿࡍ実ࡽ㸪௧３年４᭶１日ࡣの要㡿ࡇ １

௧３年４᭶１日以ࡧཬ（ࠋ࠺࠸ᅾ学⪅ࠖとࠕ以ୗ）⪅ࡿࡍᅾ学の要㡿実の際現ࡇ ２

ᚋ࡚࠸࠾ᅾ学⪅のᒓࡿࡍ年次⦅入学,㌿入学ཪࡣ入学ࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡿࡍ,ᨵṇᚋの要

㡿࠾࡞,ࡎࡽࢃᚑ๓のࠋࡿࡼ 

 ู⾲ ᤵ業科目ྡ㸪単位数㸪必要修得単位数㸪㓄ᙜ年次ཬࡧ㛤ㅮ学部➼ 

ᤵ業科目༊ศ➼ ᤵ 業 科 目 ྡ 単位数 必要修得
単位数 

㓄ᙜ年次 㛤ㅮ学部➼ 

基礎科目 

Ⅰ

⩌ 

実践農学入門 ２ 

１ 

１年次 農学部 
ＥＳＤ基礎（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙１ࡾࡃ） 

ＥＳＤボランティア論 

ＥＳＤ実践論 

１ 

１ 

２ 

１年次 

１年次 

３年次 

国際教養教育院 
国際教養教育院 

国際人間科学部 

Ⅱ

⩌ 

ＥＳＤ論（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙２ࡾࡃ）Ａ 

ＥＳＤ論（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙２ࡾࡃ）Ｂ 

ＥＳＤ生ᾭ学習論Ａ 

ＥＳＤ生ᾭ学習論Ｂ 

１ 
１ 
１ 
１ 

２ 

１年次 

１年次 

１年次 

１年次 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

関㐃科目 

環境人文学ㅮ⩏Ⅰ 
環境人文学ㅮ⩏Ⅱ 

２ 

２ 

㸴 

２年次 

２年次 

文学部 
文学部 

ẚ㍑政社会論 

 ティᙧᡂ論ࢽミࣗࢥࢶー࣏ࢫ

ᗂඣᚰ理学演習 

初➼理科論 

生活✵間計⏬論 

⥳地環境論 

▱ぬと⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ理学） 

 ル㛤Ⓨ政策論ࣂーࣟࢢ

生物ከᵝᛶ科学 

環境社会学 

環境経済学 

途上国農ᮧ地域㛤Ⓨ論 

 ィア論ࢹ࣓

ラフࢥーࢫのᚰ理学（Ⓨ㐩ᚰ理学） 

ᕷẸ科学教育論 

㞀ᐖඹ生教育論 

 ー論ࢲン࢙ࢪ・ティࢽミࣗࢥ

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

２年次 

３年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

１年次 

２年次 

２年次 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際法Ⅰ 
国際政経済 
環境法 
社会保㞀法 
国際法Ⅱ 
国際法Ϫ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

２年次 

３年次 

法学部 
法学部 
法学部 
法学部 
法学部 
法学部 

社会ࢥミࣗࢣࢽーࣙࢩン入門 ２ ２年次 経済学部 

社会環境会計 ２ ２年次 経Ⴀ学部 

地域医療学 

地域医療ࢫࢩテ࣒学 

⾜動科学 

බ⾗⾨生学 

１ 

１ 

１ 

３ 

1㹼3年次 

２年次 

２年次 

３年次 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

国際保健 

災ᐖ保健 
⦆ࢣア論 
 ンᕤ学・⚟♴用ල学ࣙࢩテーࣜࣅࣁࣜ
現代医療と生理 

ＩＰＷ概論 

බ⾗⾨生学 

環境・食ရ・産業⾨生学 

ᑠඣ論 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２年次 

３年次 

４年次 

３年次 

１年次 

１年次 

２年次 

２年次 

２年次 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

地⌫環境論 

Ἑᕝ・Ỉ文学 

国際関係論 

㒔ᕷ地域計⏬ 

合ពᙧᡂ論 

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

１年次 

３年次 

３年次 

３年次 

３年次 

ᕤ学部 

ᕤ学部 

ᕤ学部 

ᕤ学部 

ᕤ学部 
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農と植物医科学入門 
熱帯有用植物学１ 
熱帯有用植物学２ 
樹木学 
食料生産管理学 
森林生態学 
土壌と環境 
森林保護学 
食料産業論 
途上国経済論 

２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１年次 

３年次 

３年次 

１年次 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

３年次 

３年次 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

農学部 

現代海洋政策概論�１ 
現代海洋政策概論�２ 

１ 

１ 

２年次 

２年次 

海洋政策科学部 

海洋政策科学部 

阪神・淡路大震災Ａ 

阪神・淡路大震災Ｂ 

ボランティアと社会貢献活動Ａ 

ボランティアと社会貢献活動Ｂ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２年次 

１年次 

１年次 

１年次 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

国際教養教育院 

フィールド 

演習科目 

ＥＳＤ演習Ⅰ（環境人文学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ（環境人文学） 
２ 
２ 

４ 

２年次 

２年次 
文学部 
文学部 

ＥＳＤ演習Ⅰ１（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅰ２（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ１（国際人間科学） 

ＥＳＤ演習Ⅱ２（国際人間科学） 

１ 
１ 
１ 
１ 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

国際人間科学部 

環境法演習 

国際法演習 

国際関係論演習 

２ 

２ 

２ 

３年次 

３年次 

３年次 

法学部 

法学部 

法学部 

ＥＳＤ演習Ⅰ（環境経済学Ⅰ） 

ＥＳＤ演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ） 

２ 

２ 
３年次 

３年次 

経済学部 

経済学部 

初期体験臨床実習 

早期臨床実習１ 

早期臨床実習２ 

地域社会実習 

ＩＰＷ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１年次 

２年次 

３年次 

４年次 

４年次 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

医学部医学科 

初期体験実習 

ＩＰＷ統合演習 

研究ゼミナール 

看護研究方法論 

寄生虫検査学実習 

検査統合演習 

日常生活活動学実習 

理学療法地域医療実習 

基礎作業学実習Ⅰ 

基礎作業学実習Ⅱ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１年次 

４年次 

２年次 

３年次 

３年次 

３年次 

２年次 

３年次 

２年次 

３年次 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

医学部保健学科 

兵庫県農業環境論Ａ 
兵庫県農業環境論Ｂ 
実践農学 
ＥＳＤ総合演習 

１ 
１ 
２ 
２ 

２年次 
２年次 
２年次 
３年次 

農学部 

農学部 

農学部 

国際教養教育院 

必要修得単位数の合計 １３単位

以上 
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（ู⣬） 

 

➨ ྕ 

 

 

神ᡞ大学ＥＳＤࢥーࢫ修ㄆᐃド 

Ẋ 

   年    ᭶    日生 

 

 

 

上グの⪅ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡾࡃ㈨ࡿࡍ人ᮦࢆ養ᡂࡿࡍ神ᡞ大学

ＥＳＤ（(GXFDWLRQ IRU 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ  

のࡵࡓの教育）ࢥーࢫのᡤᐃの単位ࢆ修得ࡓࡋの࡛ྠࢥーࢫ             

修⪅とㄆᐃࡿࡍ 

 

 

○○○○年○○᭶○○日 

 

 

 

国❧大学法人神ᡞ大学㛗 

○ ○ ○ ○ 
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2233  神神戸戸大大学学ᩘᩘ⌮⌮࣭࣭ࢫࢫ࢚࢚ࣥࣥࢧࢧࢱࢱ࣮࣮ࢹࢹᶆᶆ準準࣮࣮ࢥࢥ࣒࣒ࣛࣛࣗࣗ࢟࢟ࣜࣜ࢝࢝
  ᐇᐇせせ㡿㡿ࢫࢫ

 

（平成29年12月22日 神戸大学数⌮・データࢧイ࢚ンスࢭンター㐠Ⴀጤဨ会Ỵ定） 

                           ᭱終ᨵṇ ௧3年2月2日 

 

（趣  旨） 

第１ 神戸大学の各学部規則等の規定により神戸大学数⌮・データࢧイ࢚ンスᶆ‽カリキュ

ラムࢥース（以下「ࢥース」という。）を⨨き，ࡑの実施に㛵し必要な事項を定める。 

 
（タ⨨目ⓗ） 

第２ ࢥースは，学ኈㄢ⛬において，数⌮ⓗᛮ⪃，データศᯒ・ά⏝ຊを᭷する人ᮦの育成

を目ⓗとする。 

 

（ᤵᴗ科目ྡ及び༢ᩘ） 

第３ ࢥースにおける授業科目ྡ，単位数，開講時ᮇ及び開講学部等については，別⾲のと

おりとする。 

 

（修せ௳） 

第㸲 ࢥースを修了しようとする学生は，別⾲に定めるとこࢁにᚑい，14単位以上を修得し

なけれࡤならない。 

  
（修ㄆᐃドのᤵ） 

第㸳 ࢥース修了については，当該ࢥースを履修した学生がᡤᒓする学部の教授会の議を経

て年度ᮎࡈとに認定を行い，修了を認定した者については，修了認定ドを授する。 

２ 修了認定ドのᵝᘧは，別⣬のとおりとする。 

 
（㞧  則） 

第６ この要㡿に定めるもののか，ࢥースの実施に㛵し必要な事項は，別に定める。 

 
附 則 

この要㡿は，平成30年４月１日から実施する。 

（中間㝃則は┬␎） 

附 則 

１ この要㡿は，௧３年４月１日から実施する。たࡔし，修了認定ドのᵝᘧに係るᨵ定規

定は，௧３年２月２日から実施する。 

２ この要㡿実施の際⌧にᅾ学する者（以下「ᅾ学者」という。）及び௧３年４月１日以㝆

においてᅾ学者のᒓする年次に編入学，㌿入学ཪは入学する者については，修了認定ド

のᵝᘧに係るᨵṇ規定を除き，なおᚑ前のによる。   
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  ᐇᐇせせ㡿㡿ࢫࢫ

 

（平成29年12月22日 神戸大学数⌮・データࢧイ࢚ンスࢭンター㐠Ⴀጤဨ会Ỵ定） 

                           ᭱終ᨵṇ ௧3年2月2日 

 

（趣  旨） 

第１ 神戸大学の各学部規則等の規定により神戸大学数⌮・データࢧイ࢚ンスᶆ‽カリキュ

ラムࢥース（以下「ࢥース」という。）を⨨き，ࡑの実施に㛵し必要な事項を定める。 

 
（タ⨨目ⓗ） 

第２ ࢥースは，学ኈㄢ⛬において，数⌮ⓗᛮ⪃，データศᯒ・ά⏝ຊを᭷する人ᮦの育成

を目ⓗとする。 

 

（ᤵᴗ科目ྡ及び༢ᩘ） 

第３ ࢥースにおける授業科目ྡ，単位数，開講時ᮇ及び開講学部等については，別⾲のと

おりとする。 

 

（修せ௳） 

第㸲 ࢥースを修了しようとする学生は，別⾲に定めるとこࢁにᚑい，14単位以上を修得し

なけれࡤならない。 

  
（修ㄆᐃドのᤵ） 

第㸳 ࢥース修了については，当該ࢥースを履修した学生がᡤᒓする学部の教授会の議を経

て年度ᮎࡈとに認定を行い，修了を認定した者については，修了認定ドを授する。 

２ 修了認定ドのᵝᘧは，別⣬のとおりとする。 

 
（㞧  則） 

第６ この要㡿に定めるもののか，ࢥースの実施に㛵し必要な事項は，別に定める。 

 
附 則 

この要㡿は，平成30年４月１日から実施する。 

（中間㝃則は┬␎） 

附 則 

１ この要㡿は，௧３年４月１日から実施する。たࡔし，修了認定ドのᵝᘧに係るᨵ定規

定は，௧３年２月２日から実施する。 

２ この要㡿実施の際⌧にᅾ学する者（以下「ᅾ学者」という。）及び௧３年４月１日以㝆

においてᅾ学者のᒓする年次に編入学，㌿入学ཪは入学する者については，修了認定ド

のᵝᘧに係るᨵṇ規定を除き，なおᚑ前のによる。   

別表　授業科目ྡ，༢ᩘ，開講時期及び開講学部等

授業科目༊分等 授 業 科 目 ྡ ༢ᩘ ᚲせ修ᚓ༢ᩘ 㓄ᙜ年次 開講学部等

ᩘ⌮科目 ⥺ᙧ௦ᩘ入㛛１ 1 4༢以上 1年次 国際教養教⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ入㛛２ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ１ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ２ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ䠏 1 1年次 国際教養教⫱㝔

⥺ᙧ௦ᩘ４ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分入㛛１ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分入㛛２ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分１ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分２ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分䠏 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᚤ分✚分４ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

ᩘ⌮科学基礎 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

ᩘ⌮科学入㛛（௦ᩘ⣔） 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

ᩘ学㻭 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

ᩘ学㻮 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

ᩘ学㻯 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

ᩘ学䠠 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

⤒῭ᩘ学 2 2年次 ⤒῭学部

⤫計科目 ᩘ⌮⤫計１ 1 2༢以上 1ཪ䛿2年次 国際教養教⫱㝔

ᩘ⌮⤫計２ 1 1ཪ䛿2年次 国際教養教⫱㝔

総合科目䊡（⤫計学基礎㻭） 1 1～２年次 国際教養教⫱㝔

総合科目䊡（⤫計学基礎㻮） 1 1～２年次 国際教養教⫱㝔

ᚰ⌮⤫計䊠 2 2～3年次 文学部人文学科ᚰ⌮学ᑓ修

ᚰ⌮⤫計䊡 2 4年次 文学部人文学科ᚰ⌮学ᑓ修

♫⤫計学 2 3～4年次 文学部人文学科♫学ᑓ修

㔞ⓗㄪᰝ法 2 2～3年次 文学部人文学科♫学ᑓ修

⤫計報ฎ⌮ 2 2年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

生≀⤫計学 2 2年次 国際人間科学部発㐩コ䝭䝳䝙䝔䜱学科

⤫計ⓗၥ㢟ゎỴ法 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

ᩘ⌮科学入㛛（⤫計⣔） 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

ᨻ䝕ー䝍分ᯒ 2 2～3年次 法学部

⤫計学 2 1年次 ⤒῭学部

計㔞⤒῭学 2 2～4年次 ⤒῭学部

⤒῭⤫計学 2 2～4年次 ⤒῭学部

⤒Ⴀ⤫計 2 2～4年次 ⤒Ⴀ学部

≀⌮実験学 2 2年次 ⌮学部

学⇕ຊ学䊢䠉１ 1 3年次 ⌮学部

学⇕ຊ学䊢䠉２ 1 3年次 ⌮学部

生≀学実験䊠㻭 2 2年次 ⌮学部

生≀学実験䊠㻮 2 2年次 ⌮学部

ᝨᫍ学実験実⩦の基礎䊡 2 2～4年次 ⌮学部

生≀⤫計学 2 2年次 ་学部་学科

⤫計学 1 2年次 ་学部ಖ学科

計 ᕤ学 2 3～4年次 ᕤ学部ᶵᲔᕤ学科

≀⌮学実験㻭 1 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

≀⌮学実験㻮 1 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

⛣ື現象・䝥ロ䝉スᕤ学実験 1㻚5 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

䝕ー䝍ゎᯒ 2 2年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

☜⋡と⤫計 2 2～4年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

㣗ᩱ報学 2 2年次 ㎰学部

実験⤫計学 2 2年次 ㎰学部

ᛂ⏝ື≀学₇⩦ 1 2年次 ㎰学部

ከ変㔞ゎᯒ2 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部

ከ変㔞ゎᯒ3 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部

ከ変㔞ゎᯒ1-1 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部

ከ変㔞ゎᯒ1-2 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部
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報科目 報科学１ 1 2༢以上 1年次 国際教養教⫱㝔

報科学２ 1 1年次 国際教養教⫱㝔

報学㻭 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

報学㻮 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

報科学ᴫ論 1 1年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

報䝸䝔䝷䝅ー₇⩦１ 1 1年次 国際人間科学部

報䝸䝔䝷䝅ー₇⩦２ 1 1年次 国際人間科学部

報発ಙ₇⩦１ 1 2年次 国際人間科学部

報発ಙ₇⩦２ 1 2年次 国際人間科学部

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾基礎₇⩦１ 1 2年次 国際人間科学部

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾基礎₇⩦２ 1 2年次 国際人間科学部

♫䝅ス䝔䝮科学 2 2年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

現௦䠥䠰入㛛 2 1年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

䝕ー䝍䝬䝛䝆䝯ン䝖 2 2年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

䠥䠰コ䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵ン䝕䝄イン 2 2年次 国際人間科学部䜾ロー䝞ル文学科

計⟬ᶵ科学入㛛 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

ᩘ⌮䝰䝕ル䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

⎔ቃᩘ್ゎᯒ 2 2年次 国際人間科学部⎔ቃඹ生学科

䝭䜽ロ䝕ー䝍分ᯒ䊠 2 2年次 ⤒῭学部

䝭䜽ロ䝕ー䝍分ᯒ䊡 2 2年次 ⤒῭学部

≀⌮学報ฎ⌮₇⩦ 2 2年次 ⌮学部

計⟬ᶵ学実験 1 3年次 ⌮学部

ᝨᫍ学実⩦䠞 2 3年次 ⌮学部

報科学 2 2年次 ་学部་学科

ᩘ್計⟬実⩦ 1 3年次 ᕤ学部ᕷẸᕤ学科

䝕ー䝍ᵓ㐀と䜰ル䝂䝸䝈䝮䊠 2 2年次 ᕤ学部㟁気㟁Ꮚᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊡 1 2年次 ᕤ学部㟁気㟁Ꮚᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊠 1 3年次 ᕤ学部ᶵᲔᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊡 1 3年次 ᕤ学部ᶵᲔᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊢 1 3年次 ᕤ学部ᶵᲔᕤ学科

䝥ロ䝉スᕤ学 1 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

䝥ロ䝉ス䝅ス䝔䝮ᕤ学 1 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

䝥ロ䝉スᕤ学₇⩦ 0㻚5 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

学ᕤ学ᩘ学 1 2～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

ὶయ༢᧯స 1 3～4年次 ᕤ学部ᛂ⏝学科

計⟬ᶵᴫ論 2 1年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

報・㏻ಙ䝛䝑䝖䝽ー䜽 2 1年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊠 1 1年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾₇⩦䊡 1 1年次 ᕤ学部報▱能ᕤ学科

ᩘ್ゎᯒ 2 3年次 ㎰学部

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾-1 1 2年次 海ὒᨻ⟇科学部

䝥ロ䜾䝷䝭ン䜾-2 1 2年次 海ὒᨻ⟇科学部

人ᕤ▱能-1 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部

人ᕤ▱能-2 1 3年次 海ὒᨻ⟇科学部

䝕ー䝍䝃イ䜶ンス科目 䝕ー䝍䝃イ䜶ンス入㛛䠝 1 2༢以上 1～2年次 国際教養教⫱㝔

䝕ー䝍䝃イ䜶ンス入㛛䠞 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

䝕ー䝍䝃イ䜶ンスᴫ論䠝 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

䝕ー䝍䝃イ䜶ンスᴫ論䠞 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

総合科目䊡（䝕ー䝍䝃イ䜶ンス基礎₇⩦䠝） 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

総合科目䊡（䝕ー䝍䝃イ䜶ンス基礎₇⩦䠞） 1 1～2年次 国際教養教⫱㝔

䝕ー䝍䝃イ䜶ンス䠬䠞䠨₇⩦䠝 1 2～4年次 国際教養教⫱㝔

䝕ー䝍䝃イ䜶ンス䠬䠞䠨₇⩦䠞 1 2～4年次 国際教養教⫱㝔

ᚲせ修ᚓ༢ᩘの合計 １４༢以上

（備⪃）ᡤᒓ学部（学科）以እの授業科目䜢履修する場合䛿、開講学部等のチ可がᚲせな場合䜔履修ไ限がタ䛡䜙䜜
ている場合があります。
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（別⣬） 
第        号 

 
 
 

神戸大学数⌮・データࢧイ࢚ンス 
 

ᶆ‽カリキュラムࢥース修了認定ド 
 
 

ᡤᒓ学部 

学⡠␒号 

Ặ    ྡ 
生年月日 

 

 

上グの者は数⌮・データࢧイ࢚ンスᶆ‽カリキュラムࢥースのᡤ

定の単位を修得したのでྠࢥース修了者と認定する 

 
 
 
 
 
 
 
 

௧ۑۑ年ۑۑ月ۑۑ日 
 
 

国❧大学ἲ人神戸大学㛗 

 ۑ ۑ  ۑ ۑ
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2244  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部第第３３ᖺᖺḟḟ⦅⦅ධධ学学ににಀಀるる  
᪤᪤修修ᚓᚓ༢༢ののㄆㄆᐃᐃにに関関すするる内内規規  

 

（平成 31 年３月 19 日制定） 

 

（趣  旨) 

第１条  この内規は，神戸大学教学規則第37条の規定に基づき，国際人間科学部の第３年

次に編入した学生が，ᮏ学に入学する前に大学等において修得した単位（以下「᪤修得単

位」という。）を，ᮏ学における授業科目の履修により修得したものとࡳなすに当たり，

必要な事項を定めるものとする。 

（ㄆᐃ༢ᩘの上限） 

第２条  ᪤修得単位のうちᮏ学において修得した単位とࡳなすことのできる認定単位数の

上限は，次条から第5条ࡲでに規定する授業科目の単位数を合ࡏࢃて74単位とする。 

(学ඹ㏻ᤵᴗ科目➼のㄆᐃ） 

第３条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれる次の学ඹ㏻授業科目等については，各学科の必要

修得単位数にᛂࡌてこれをࡲとめて認定することができるものとする。 

(1) 基♏教㣴科目 

(2) ⥲合教㣴科目 

(3) እ国ㄒ科目 

(4) ᗣ・スポーࢶ科学 

(5) ሗ科目 

(6) 学部ඹ㏻基♏科目（初年次ࢼ࣑ࢭーを除く。） 

(7) 学部ඹ㏻Ⓨ展科目 

(8) ඹ㏻ᑓ㛛基♏科目 

２ 前項の規定により認定する単位数の上限は，次のとおりとする。 

(1) Ⓨ㐩࣑ࢥュࢸࢽィ学科  32単位 

(2) ⎔ቃඹ生学科      36単位 

(3) 子ども教育学科     29単位 

 （科目のㄆᐃ（㹅㹑㹎）࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ）

第㸲条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれるグローバル・スタディーズ・プログラム（㹅㹑㹎）

科目については，ཎ則として認定しないものとする。 

（学科ᑓ㛛科目➼のㄆᐃ) 

第㸳条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれる学科ᑓ㛛科目（卒業研究を除く。）及び⮬⏤㑅ᢥ科

目については，各学科の必要修得単位数にᛂࡌて認定することができるものとする。 

（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第６条  ᪤修得単位の認定をཷけようとする者は，指定のᮇ日ࡲでに，次の᭩㢮を学部㛗

にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) ⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 
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2244  神神戸戸大大学学国国際際人人間間科科学学部部第第３３ᖺᖺḟḟ⦅⦅ධධ学学ににಀಀるる  
᪤᪤修修ᚓᚓ༢༢ののㄆㄆᐃᐃにに関関すするる内内規規  

 

（平成 31 年３月 19 日制定） 

 

（趣  旨) 

第１条  この内規は，神戸大学教学規則第37条の規定に基づき，国際人間科学部の第３年

次に編入した学生が，ᮏ学に入学する前に大学等において修得した単位（以下「᪤修得単

位」という。）を，ᮏ学における授業科目の履修により修得したものとࡳなすに当たり，

必要な事項を定めるものとする。 

（ㄆᐃ༢ᩘの上限） 

第２条  ᪤修得単位のうちᮏ学において修得した単位とࡳなすことのできる認定単位数の

上限は，次条から第5条ࡲでに規定する授業科目の単位数を合ࡏࢃて74単位とする。 

(学ඹ㏻ᤵᴗ科目➼のㄆᐃ） 

第３条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれる次の学ඹ㏻授業科目等については，各学科の必要

修得単位数にᛂࡌてこれをࡲとめて認定することができるものとする。 

(1) 基♏教㣴科目 

(2) ⥲合教㣴科目 

(3) እ国ㄒ科目 

(4) ᗣ・スポーࢶ科学 

(5) ሗ科目 

(6) 学部ඹ㏻基♏科目（初年次ࢼ࣑ࢭーを除く。） 

(7) 学部ඹ㏻Ⓨ展科目 

(8) ඹ㏻ᑓ㛛基♏科目 

２ 前項の規定により認定する単位数の上限は，次のとおりとする。 

(1) Ⓨ㐩࣑ࢥュࢸࢽィ学科  32単位 

(2) ⎔ቃඹ生学科      36単位 

(3) 子ども教育学科     29単位 

 （科目のㄆᐃ（㹅㹑㹎）࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢬ࣮ࢹࢱࢫ࣭ࣝࣂ࣮ࣟࢢ）

第㸲条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれるグローバル・スタディーズ・プログラム（㹅㹑㹎）

科目については，ཎ則として認定しないものとする。 

（学科ᑓ㛛科目➼のㄆᐃ) 

第㸳条  ᮏ学部の履修要件にྵࡲれる学科ᑓ㛛科目（卒業研究を除く。）及び⮬⏤㑅ᢥ科

目については，各学科の必要修得単位数にᛂࡌて認定することができるものとする。 

（⏦ㄳの᪉ἲ） 

第６条  ᪤修得単位の認定をཷけようとする者は，指定のᮇ日ࡲでに，次の᭩㢮を学部㛗

にᥦฟしなけれࡤならない。 

(1) ⏦ㄳ᭩（ᡤ定のᵝᘧ） 

 (2) 成績ド᫂᭩及び講義内ᐜを᫂♧できる᭩㢮（シラバス等）୪びにእ国ㄒの場合はࡑ

の日ᮏㄒヂ 

 の必要と認められる᭩㢮ࡑ (3) 

（༢のㄆᐃ） 

第㸵条  国際人間科学部教授会は，前条に定める⏦ㄳ᭩㢮に基づき，単位認定についてᑂ

ᰝする。 

２ 認定に当たࡗては，⏦ㄳをした授業科目ࡈとにヨ㦂（➹グཪはཱྀ㢌）を実施することが

ある。 

３ 認定した成績の⾲♧は，「認定」とする。 

 

附 則  

この内規は，平成31年３月19日から施行する。 

附 則  

この内規は，௧３年４月１日から施行する。 
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2255  ㏻㏻ᶵƫ関関のの㐠㐠ఇఇ㸪㸪ẼẼ㇟㇟㆙㆙ሗሗののⓎⓎ⾲⾲㸪㸪㑊㑊㞴㞴່່࿌࿌࣭࣭㑊㑊㞴㞴ᣦᣦ♧♧（（⥭⥭ᛴᛴ））࣭࣭
⅏⅏ᐖᐖⓎⓎ⏕⏕ሗሗののⓎⓎ௧௧ににࡅࡅ࠾࠾るるᤵᤵᴗᴗ㸪㸪ᐃᐃᮇᮇヨヨ㦂㦂ののఇఇㅮㅮᥐᥐ⨨⨨にに࡚࡚࠸࠸ࡘࡘ  

  
 
１㸬㏻ᶵ㛵の㐠ఇの場合 

  භ⏥ྎ地༊において開講する授業 

次の(1)ཪは(2)のいࡎれかに該当する場合，当日のࡑの後に開ጞする授業（定ᮇヨ㦂を

 。をఇ講とする（ࡴྵ

(1) JR す日ᮏ（神戸⥺（大㜰㥐㹼ጲ㊰㥐）），㜰ᛴ㟁㕲（神戸ᮏ⥺（大㜰ᱵ⏣㥐㹼神戸୕

ᐑ㥐））及び㜰神㟁Ẽ㕲㐨（㜰神ᮏ⥺（大㜰ᱵ⏣㥐㹼ඖ⏫㥐））のうち 2 ⥺がྠ時に㐠

ఇした場合 

(2) 神戸ᕷバス 16 ⣔⤫及び 36 ⣔⤫がྠ時に㐠ఇした場合 

 たࡔし，次の場合は授業を実施する。 

ձ ༗前㸴時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，１時限目の授業から実施する。 

ղ ༗前 10 時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，༗後１時以㝆に開ጞする授業から

実施する。 

ճ ༗後２時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，༗後㸳時以㝆に開ጞする授業から

実施する。 

 

２㸬Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲の場合 

神戸ᕷに㆙ሗ（たࡔしᭀ㢼，大㞷，ᭀ㢼㞷に限る）ཪは特別㆙ሗがⓎ⾲ࡉれた場合，当

日のࡑの後に開ጞする授業（定ᮇヨ㦂をྵࡴ）をఇ講とする。 

なお，Ẽ㇟㆙ሗがᗈᇦにⓎ⾲ࡉれた場合は，神戸ᕷがྵࡲれている場合にこのྲྀᢅいを

㐺⏝する。 

たࡔし，次の場合は授業を実施する。 

ձ ༗前㸴時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，１時限目の授業から実施する。 

ղ ༗前 10 時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，༗後１時以㝆に開ጞする授業か

ら実施する。 

ճ ༗後２時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，༗後㸳時以㝆に開ጞする授業か

ら実施する。 

 

３㸬㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗのⓎ௧の場合 

භ⏥ྎ地༊のᡤᅾ地にᕷ⏫ᮧ等から㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗがⓎ௧ࡉ

れた場合，当該地༊で当日のࡑの後に開ጞするての授業（定ᮇヨ㦂をྵࡴ）をఇ講とす

る。たࡔし，༗前㸴時ࡲでに㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗがゎ除ࡉれた場合

は，１時限目の授業から実施する。 
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⅏⅏ᐖᐖⓎⓎ⏕⏕ሗሗののⓎⓎ௧௧ににࡅࡅ࠾࠾るるᤵᤵᴗᴗ㸪㸪ᐃᐃᮇᮇヨヨ㦂㦂ののఇఇㅮㅮᥐᥐ⨨⨨にに࡚࡚࠸࠸ࡘࡘ  

  
 
１㸬㏻ᶵ㛵の㐠ఇの場合 

  භ⏥ྎ地༊において開講する授業 

次の(1)ཪは(2)のいࡎれかに該当する場合，当日のࡑの後に開ጞする授業（定ᮇヨ㦂を

 。をఇ講とする（ࡴྵ

(1) JR す日ᮏ（神戸⥺（大㜰㥐㹼ጲ㊰㥐）），㜰ᛴ㟁㕲（神戸ᮏ⥺（大㜰ᱵ⏣㥐㹼神戸୕

ᐑ㥐））及び㜰神㟁Ẽ㕲㐨（㜰神ᮏ⥺（大㜰ᱵ⏣㥐㹼ඖ⏫㥐））のうち 2 ⥺がྠ時に㐠

ఇした場合 

(2) 神戸ᕷバス 16 ⣔⤫及び 36 ⣔⤫がྠ時に㐠ఇした場合 

 たࡔし，次の場合は授業を実施する。 

ձ ༗前㸴時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，１時限目の授業から実施する。 

ղ ༗前 10 時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，༗後１時以㝆に開ጞする授業から

実施する。 

ճ ༗後２時ࡲでに，㏻ᶵ㛵が㐠行した場合は，༗後㸳時以㝆に開ጞする授業から

実施する。 

 

２㸬Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲の場合 

神戸ᕷに㆙ሗ（たࡔしᭀ㢼，大㞷，ᭀ㢼㞷に限る）ཪは特別㆙ሗがⓎ⾲ࡉれた場合，当

日のࡑの後に開ጞする授業（定ᮇヨ㦂をྵࡴ）をఇ講とする。 

なお，Ẽ㇟㆙ሗがᗈᇦにⓎ⾲ࡉれた場合は，神戸ᕷがྵࡲれている場合にこのྲྀᢅいを

㐺⏝する。 

たࡔし，次の場合は授業を実施する。 

ձ ༗前㸴時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，１時限目の授業から実施する。 

ղ ༗前 10 時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，༗後１時以㝆に開ጞする授業か

ら実施する。 

ճ ༗後２時ࡲでに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除ࡉれた場合は，༗後㸳時以㝆に開ጞする授業か

ら実施する。 

 

３㸬㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗのⓎ௧の場合 

භ⏥ྎ地༊のᡤᅾ地にᕷ⏫ᮧ等から㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗがⓎ௧ࡉ

れた場合，当該地༊で当日のࡑの後に開ጞするての授業（定ᮇヨ㦂をྵࡴ）をఇ講とす

る。たࡔし，༗前㸴時ࡲでに㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗがゎ除ࡉれた場合

は，１時限目の授業から実施する。 

 

 

４㸬ఇ講の࿘▱᪉ἲ 

㏻ᶵ㛵の㐠ఇ，Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲，㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗのⓎ௧が

事前にணࡉれる場合は，学内掲♧ᯈ，うりࡰーࢵࢿト，各学部及び各研究科の࣍ーム࣌

ージ等により，あらかࡌめ࿘▱するものとする。 

 

（ὀ） １㸬㏻ᶵ㛵の㐠ఇとは，事ᨾ，Ẽ㇟⌧㇟，地㟈，ࡑのの⌮⏤により㕲㐨ࡸ㐨㊰が㐽

 。れて㏻ᶵ㛵が㐠行ఇṆになり，㏻学がᅔ㞴な場合をいうࡉ᩿

 ２㸬Ẽ㇟㆙ሗは，「神戸地᪉Ẽ㇟ྎがⓎ⾲する㆙ሗ」によるものとする。 

 ３㸬Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲及びゎ除，㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗのⓎ௧及びゎ除

の☜認は，ࢸレࣅ・ラジ࢜・インターࢵࢿト等のሗ㐨による。 

 ４㸬演習ཪは研究指導等のᑡ人数の授業については，授業を行うことがある。たࡔし，

㑊㞴່࿌・㑊㞴指♧（⥭ᛴ）・⅏ᐖⓎ生ሗのⓎ௧の場合は除く。 

 㸳㸬このྲྀᢅいは，௧ඖ年 10 月１日から㐺⏝する。 
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１ ᒚಟ᪉ἲཬࡧᒚಟ㛵ࡿࡍᚰᚓ 

 
はࡵࡌに 

学生は，「⚄ᡞ学教学つ則」，「⚄ᡞ学学ඹ通授業科目履修つ則」，「⚄ᡞ学ᅜ㝿ே間

科学部（以下「ᮏ学部」という。）つ則及びḟに㏙る各㡯を⇍ㄞし，ᐃࡵられた単位を

修得し，༞業㈨格を得なࡅればなりません。 

 
(1) 履修のあり᪉について 

ձ単位制度の⪃え᪉について 

⚄ᡞ学では，各授業科目の単位数は，授業間እのຮᙉ間もྵࡵて，45間の学

修を必せとする内容をもって１単位の授業をᵓ成することとなっています（⚄ᡞ学教

学つ則第32᮲）。その原則にᇶ࡙いて，ᮏ学部では，授業ᙧែにᛂࡌて授業間あたり

の単位数をᐃࡵています。例えば，講義および₇習については，15間の授業をもっ

て，ᐇ㦂やᐇ習等については，30間の授業をもって１単位とするとᐃࡵています

（ᮏ学部つ則第10᮲）。 

授業間にຍえ，自ศ自㌟でのຮᙉの間なもྵࡵて，45間ศの学修の成果を 

るヨ㦂に合格して，ึࡵて1単位が修得できるものと理ゎしてください。 

 
ղ年間に履修できる単位数の上限について 

ᮏ学部では，１年間に履修できる単位数の上限（㹁㸿㹎制）をタࡅています（ᮏ学部

つ則第12᮲）。 

これは，上で㏙た単位制度の⪃え᪉にᇶ࡙くと，１㐌間に一ேのேがຮᙉにえる

間に上限があるので，その上限を㉸えてຮᙉするような計画を立てても，そのᐇ⌧は

≀理ⓗに不可能だからです。自学自習の間も⪃៖に入れた学習計画にᇶ࡙いて，授業

科目の履修申ㄳを行うようにしてください。 

 
(2) 授業科目及び履修せ௳について 

ᮏ学部つ則別表第２履修せ௳（第11᮲㛵係）をཧ照してください。 

  

(3) 科目ࣥࢼバࣜࣥࢢのᑟ入について 

⚄ᡞ学では，各学部および研究科におࡅる教⫱ㄢ⛬の⣔⤫ᛶ，㡰ḟᛶ及び科目のỈ‽

を᫂らかにし，学生の履修計画，学修άືのᡭຓࡅとなるように，科目ࣥࢼバࣜࣥࢢをᑟ

入しています。（詳細についてはᮏ学部ࢧࣈ࢙࢘トཧ照） 

 
各授業科目のࣥࢼバࣜࣥࢥࢢーࢻは，以下のとおり㸵᱆のⱥ数Ꮠでᵓ成されます。 
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（例）Ｈ １ Ｈ Ｚ １ ０ ２（「ึ年ḟࢼ࣑ࢭー」の場合） 

   
第１᱆ 第２᱆ 第３㹼第４᱆ 第㸳᱆ 第㸴㹼第㸵᱆ 

 ット 数Ꮠ 数Ꮠ࣋ࣇࣝ ット 数Ꮠ࣋ࣇࣝ

科目ᥦ౪ẕయの部ᒁ ㄢ⛬ 学科，ᑓᨷ等 科目のࣜࢦࢸ࢝ー 科目のࣥࢼバー 

 １：学ኈㄢ⛬ 開講部ᒁでタᐃ  開講部ᒁ毎にタᐃ 

（例）Ｈ １ ＨＺ １ ０２ 

ᅜ㝿ே間科学部 学ኈㄢ⛬ 学部ඹ通科目 ึ⣭ࣞࣝ࣋の科目 ₇習 

 

 

第３㹼４᱆ 学科・ࢢࣟࣉラ࣒㸭ࢥース 
 

学科 ࢢࣟࣉラ࣒㸭ࢥース 

HZ（学部ඹ通科目） 

 ーバࣝᩥ学科 GZ（学科ඹ通科目）ࣟࢢ

GY（学科ࢥ科目） 

GD（ᆅᇦᩥ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

GE（␗ᩥࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

GF（⌧௦ᩥシス࣒ࢸ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

GG（ゝㄒሗࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科 DZ（学科ඹ通科目） 

DY（学科ࢥ科目） 

DA（♫会࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥトࢢࣟࣉラ࣒） 

DB（ᚰの᥈究ࢢࣟࣉラ࣒） 

DC（クࣈࢸラࢢࣟࣉࣇラ࣒） 

DD（࣑ࣗーࢪックࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥࢢࣟࣉラ࣒） 

DE（ートࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥࢢࣟࣉラ࣒） 

⎔ቃඹ生学科 EZ（学科ඹ通科目） 

EY（学科ࢥ科目） 

EA（⎔ቃ自↛科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

EB（⎔ቃ数理科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

EC（生άඹ生科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

ED（♫会ඹ生科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

Ꮚも教⫱学科 CZ（学科ඹ通科目） 

CY（学科ࢥ科目） 

CA（学ᰯ教⫱学ࢥース） 

CB（ஙᗂඣ教⫱学ࢥース） 

HL（㈨格චチのたࡵの科目） 
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（例）Ｈ １ Ｈ Ｚ １ ０ ２（「ึ年ḟࢼ࣑ࢭー」の場合） 
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GF（⌧௦ᩥシス࣒ࢸ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

GG（ゝㄒሗࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥ⣔ࢢࣟࣉラ࣒） 

Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科 DZ（学科ඹ通科目） 

DY（学科ࢥ科目） 

DA（♫会࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥトࢢࣟࣉラ࣒） 

DB（ᚰの᥈究ࢢࣟࣉラ࣒） 

DC（クࣈࢸラࢢࣟࣉࣇラ࣒） 

DD（࣑ࣗーࢪックࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥࢢࣟࣉラ࣒） 

DE（ートࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙࣥࢢࣟࣉラ࣒） 

⎔ቃඹ生学科 EZ（学科ඹ通科目） 

EY（学科ࢥ科目） 

EA（⎔ቃ自↛科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

EB（⎔ቃ数理科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

EC（生άඹ生科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

ED（♫会ඹ生科学ࢢࣟࣉラ࣒） 

Ꮚも教⫱学科 CZ（学科ඹ通科目） 

CY（学科ࢥ科目） 

CA（学ᰯ教⫱学ࢥース） 

CB（ஙᗂඣ教⫱学ࢥース） 

HL（㈨格චチのたࡵの科目） 
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第㸳᱆ 科目のࣜࢦࢸ࢝ー 
 

１  

学ኈㄢ⛬ 

 
学ඹ通授業科目・ᑓ㛛授業科目 

ึ⣭ࣞࣝ࣋の科目 

２ 中⣭ࣞࣝ࣋の科目 

３ 上⣭ࣞࣝ࣋の科目 

４ 最上⣭ࣞࣝ࣋の科目（༞業ㄽᩥ㛵㐃科目をྵࡴ） 

㸳 㧗度教㣴科目  

 
第㸴᱆㹼第㸵᱆ 開講部ᒁでタᐃ 

・講義 .......................... 01 

・₇習 .......................... 02 

・ᐇ㦂・ᐇ習 ................ 03 

・その ...................... 04 

・༞業研究 .................... 05 

 
(4) 履修ᡭ⥆きについて 

学生は，毎学期ึࡵにබ表する授業間表及びシラバスをཧ照して，履修しようと

する授業ᩱ目を㑅ᢥし，授業開始後，ᐃࡵられた期間内に，指ᐃする᪉ἲにより登録し

てください。登録後の履修科目の㏣ຍኚ᭦は一ษ認ࡵられません。 

「履修登録」に㛵する注意㡯について 

・授業間表に学年・クラスを指ᐃされている授業科目は，その指ᐃにしたがって履

修しなࡅればならない。なお，ྠ一限内にあるつの授業科目を履修申ㄳするこ

とはできない。 

・いったん修得した単位は，取り消すことはできない。 

 
(5) ヨ㦂及び単位修得について 

ヨ㦂は各授業科目につきその授業の終了した学期ᮎ又はクォーターᮎに行われますが，

ヨ㦂によっては㝶行われることもあります。不合格の場合は，ᨵࡵて履修しなࡅれば

ヨ㦂を受ࡅることはできません。 

履修登録をしていない授業科目については，ヨ㦂を受ࡅることはできません。な

お，࣏ࣞートをもってヨ㦂に௦えるは，そのᥦ出期限をཝᏲしてください。 

 
(6) ᐃ期ヨ㦂受㦂上の注意㡯 

ᐃ期ヨ㦂を受㦂するときはḟの㡯に注意してください。

ヨ㦂の間及びヨ㦂ᐊの指ᐃはその㒔度，掲示します。 

ձヨ㦂開始20ศ以後は，ヨ㦂ᐊの入ᐊを認ࡵない。 

ղヨ㦂開始後は20ศ以上⤒㐣しないと㏥ᐊを認ࡵない。 

ճ⟅には，成ྰにかかわらず必ず学部・学⡠␒ྕ・Ặྡを記入すること。 
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④答案は成否にかかわらず提出すること。 

⑤試験中他人に迷惑になる行為，並びに不正行為をしてはならない。不正行為があっ

た場合は，学部の取扱いに従う。 

⑥学生証は必ず携帯すること。 

 
(7) 追試験について 

試験に欠席した者の追試験は，行わない。ただし，一定の条件を満たす場合に限り行

うことがある。 

① 全学共通授業科目については，｢追試験に関する内規｣を参照すること（82ページ）。 

② 本学部の授業科目については，全学共通授業科目の「追試験に関する内規」の内

容に準じて行うことがある。 

 
(8) 成績評価について 

① 各担当教員は， 

・定期試験の成績 

・小テスト評価 

・中間テスト評価 

・平常点（宿題・レポート・質疑応答内容・提案・発言等）

等を用いて総合的に評価します。 

② 学業成績は，秀，優，良，可，不可（可以上を合格），又は合格・不合格で評価

します。 

【合格・不合格で評価する科目】 

全学共通授業科目・・・情報基礎，物理学入門 

専門科目・・・初年次セミナー，GSP演習（オリエンテーション），留学型GSコース， 

実践型GSコース，研修型GSコース，GSP演習（リフレクション）， 

Oxbridge English Summer Camp 1及び2 

資格免許のための科目・・・博物館実習 

③ 成績は，Webにより各個人で成績情報を表示し，PDF形式で出力できます。 

 
(9) 「GPA」及び履修取消制度について 

神戸大学では，「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し， 

「単位の実質化」を進めるため，平成24年度入学生 (*)から「GPA（Grade Point 

 Average）」を通知しています。 

（*学部編入学生や一部の大学院学生は含みません。） 
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④答案は成否にかかわらず提出すること。 
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試験に欠席した者の追試験は，行わない。ただし，一定の条件を満たす場合に限り行

うことがある。 

① 全学共通授業科目については，｢追試験に関する内規｣を参照すること（82ページ）。 

② 本学部の授業科目については，全学共通授業科目の「追試験に関する内規」の内
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(8) 成績評価について 

① 各担当教員は， 
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・小テスト評価 

・中間テスト評価 
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等を用いて総合的に評価します。 

② 学業成績は，秀，優，良，可，不可（可以上を合格），又は合格・不合格で評価

します。 

【合格・不合格で評価する科目】 

全学共通授業科目・・・情報基礎，物理学入門 
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(9) 「GPA」及び履修取消制度について 

神戸大学では，「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し， 

「単位の実質化」を進めるため，平成24年度入学生 (*)から「GPA（Grade Point 

 Average）」を通知しています。 

（*学部編入学生や一部の大学院学生は含みません。） 
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҇．GPAについて 

「GPA」とは，下記「成績評価ᇶ‽」（⚽，ඃ，Ⰻ，可，不可）にᇶ࡙いて評価した成

績の単位数に，それࡒれのGP（Grade Point）をࡅて合計したものを，履修登録を行

った単位数の合計でって計算した，１単位あたりのGP平均値（Average）です。 

「成績評価ᇶ‽」 

評ㄒྡ 
（ᩥ） 

評ㄒྡ 
（ⱥᩥ） 

最ᑠⅬ 最Ⅼ 㹅㹎 

⚽ 㹑 90 100 4.3 

ඃ 㸿 80 89 ４ 

Ⰻ 㹀 70 79 ３ 

可 㹁 60 69 ２ 

不可 㹄 0 59 㸮 

※「可」以上が「合格」となり，単位が取得できる。 

҈．GPA計算について 

㹙履修登録した科目の単位数×ᙜヱ科目の㹅㹎㹛の合計履

修登録した科目の単位数合計（不可をྵࡴ） 

１．履修登録した科目のうࡕ，GPA計算式に入らない科目があります。 

ձ成績を「合格」で評価する科目 

ղ学等で単位修得し，⚄ᡞ学が「認ᐃ」とした科目 

ճ履修取り消しをした科目（以下「҉．履修取消制度について」ཧ照） 

մ㈨格චチのたࡵの科目（教⫋科目，学ⱁဨ㛵㐃科目）(*) 

（*一部の学部・研究科では計算式に入る科目があります。所属学部，研

究科毎にお知らせします。） 

յ所属学部・研究科で指ᐃした科目（所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

 
２．再履修をした場合，㐣ཤの「不可」の成績は，原則としてGPA計算式に入りませ

ん。 

・「不可」（不合格）と成績評価された科目を，再び履修登録した場合，再履修し

たの「不可㹼⚽」（GP㸻㸮㹼4.3）の成績がGPA計算式に入り，ᙜヱ科目につ

いて㐣ཤにいた「不可」（GP㸻㸮）の成績が，再履修した学期以㝆の 

GPA計算式から㝖እされます。ただし，㐣ཤに計算されたGPA（学期）の値はኚ

᭦されません。 

 
҉．履修取消制度について 

学期ึࡵに履修登録を行った科目について，途中で履修を中止したい場合，クォー

ター毎にタࡅられる履修取消期間中に，履修を取り消すことができます。 

GPA = 
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〔履修取消期間〕 

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

なお，集中講義の履修取消については，授業の最終日の前日までに教務学生

係に申し出てください。 

〔取消の対象となる科目〕 

  以下のとおり，授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

 取消の対象となる開講科目 

第１クォーター履修取消期間 第１クォーター開講科目，前期開講科目，通年開講科目 

第２クォーター履修取消期間 第２クォーター開講科目 

第３クォーター履修取消期間 第３クォーター開講科目，後期開講科目 

第４クォーター履修取消期間 第４クォーター開講科目 

☆履修登録や履修取消は，原則として学生自らが「うりぼーネット」（Web）で行い

ます。 

・取り消した科目は，「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき，GPA計算式に入り

ません。 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は，成績評価の対象となります。取り消さず

に途中で履修を中止した場合，成績評価は「不可」（不合格）となり，GPA計算式に

入りますので，注意してください。 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（CAP制）」(*)の単位数に入ります。 

履修登録前までに，各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し，年間の履修計画

をしっかりと立てた上で，履修登録と履修取消を行ってください。 

（「*履修登録単位の上限（CAP制）」とは，年間又は学期毎に履修登録できる単位数 

の上限のことです。上限の単位数については，所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

・取り消した科目は，履修取消期間終了後，その開講期間中に再び受講（履修）するこ

とはできません。 

※修学上の理由から，「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない

科目」があります。詳細については，所属学部・研究科毎にお知らせします。 

 
Ⅳ．GPAの通知について 

・成績評価はクォーター毎，「GPA」は学期毎に通知されます。併せて「科目GP（単位数

×GP）」と「GPA（学期）」も通知されます。 

・通知されたGPAにより，学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し，学習成果の

指標とすることができます。 

☆成績評価とGPAは，学生自ら「うりぼーネット」（Web）で確認できます。 

例えば，下記の成績照会画面（例）では，GPAは「3.11」です。2021年度前期の

GPAは「3.00」でしたが，2021年度後期のGPAは「3.22」でしたので，後期の成績評

価（平均）が，前期の成績評価（平均）より上昇したことがわかります。 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Web）単位修得状況照会 
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〔履修取消期間〕 

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

なお，集中講義の履修取消については，授業の最終日の前日までに教務学生

係に申し出てください。 

〔取消の対象となる科目〕 

  以下のとおり，授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

 取消の対象となる開講科目 

第１クォーター履修取消期間 第１クォーター開講科目，前期開講科目，通年開講科目 

第２クォーター履修取消期間 第２クォーター開講科目 

第３クォーター履修取消期間 第３クォーター開講科目，後期開講科目 

第４クォーター履修取消期間 第４クォーター開講科目 

☆履修登録や履修取消は，原則として学生自らが「うりぼーネット」（Web）で行い

ます。 

・取り消した科目は，「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき，GPA計算式に入り

ません。 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は，成績評価の対象となります。取り消さず

に途中で履修を中止した場合，成績評価は「不可」（不合格）となり，GPA計算式に

入りますので，注意してください。 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（CAP制）」(*)の単位数に入ります。 

履修登録前までに，各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し，年間の履修計画

をしっかりと立てた上で，履修登録と履修取消を行ってください。 

（「*履修登録単位の上限（CAP制）」とは，年間又は学期毎に履修登録できる単位数 

の上限のことです。上限の単位数については，所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

・取り消した科目は，履修取消期間終了後，その開講期間中に再び受講（履修）するこ

とはできません。 

※修学上の理由から，「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない

科目」があります。詳細については，所属学部・研究科毎にお知らせします。 

 
Ⅳ．GPAの通知について 

・成績評価はクォーター毎，「GPA」は学期毎に通知されます。併せて「科目GP（単位数

×GP）」と「GPA（学期）」も通知されます。 

・通知されたGPAにより，学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し，学習成果の

指標とすることができます。 

☆成績評価とGPAは，学生自ら「うりぼーネット」（Web）で確認できます。 

例えば，下記の成績照会画面（例）では，GPAは「3.11」です。2021年度前期の

GPAは「3.00」でしたが，2021年度後期のGPAは「3.22」でしたので，後期の成績評

価（平均）が，前期の成績評価（平均）より上昇したことがわかります。 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Web）単位修得状況照会 
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Ϯ GPA 
GPA 科目GP合計 計算単位数 計算日 

3.11 118 38 2022年3᭶15日 

Ϯ GPA（学期） 

年度 
前期 後期 

GPA（学期） 科目GP合計 計算単位数 計算日 GPA（学期） 科目GP合計 計算単位数 計算日 

2021年度 3.00 60 20 2021年㸷᭶15日 3.22 58 18 2022年３᭶15日 

※GPAはᑡ数Ⅼ第３位をᅄᤞ入して表示されます。 

 

No ༊ศ ༊ศ 中༊ศ 科目ྡ 単位数 修得年度 修得学期 評ㄒ 科目㹅㹎 合ྰ 

1 学ඹ通授業科目 ᇶ♏教㣴科目  ϤϤϤϤϤ 2 2021 前期 ⚽ 8.6 合 

 

(10) ༞業研究について 

༞業研究は，学部つ則第20᮲にᇶ࡙いて༞業ㄽᩥをస成・ᥦ出し，༞業ㄽᩥ等ヨ㦂に

合格しなࡅればなりません。 

༞業研究を行う㝿には４年ḟ以㝆の各学期のᐃࡵられた期日までに༞業研究ᒆをᥦ出

してください。その㝿，下記のࠗ「༞業研究」㈨格ุᐃᇶ‽について࠘に示されたᇶ‽に

‶たない場合には，༞業研究ᒆをᥦ出することができません。 

స成した༞業ㄽᩥは最終学期においてᐃࡵられた期日（３᭶༞業の場合には１᭶20日，

㸷᭶༞業の場合は㸵᭶20日）までにᥦ出しなࡅればなりません。 

 

「༞業研究」㈨格ุᐃᇶ‽について 

４年ḟ以㝆において༞業研究を開始するたࡵには，３年ḟ終了Ⅼ（在学期間３年以

上）において，以下の単位を修得する必せがあります。 

ุᐃᇶ‽に‶たない場合には「༞業研究ᒆ」をᥦ出することができません。 
 

 学科 単位数ࢸࢽ࣑ࣗࢥーバࣝᩥ学科 単位数 Ⓨ㐩ࣟࢢ

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目は㸴単位，⥲合教㣴科目は 

 㸶単位を上限とします。） 

 

ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目41単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

ሗࣜࢸラシー₇習１及び２, 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 ，シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

12単位 

 
 

 

41単位 

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目はそれࡒれ 

 㸶単位を上限とします。） 

 

ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目55単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 ，シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

14単位 

 
 

 

55単位 

 63単位以上  79単位以上 
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⎔ቃඹ生学科 単位数 Ꮚも教⫱学科 単位数 

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目はそれࡒれ 

 㸴単位を上限とします。） 

 
ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目59単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

10単位 

 
 

 

59単位 

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目はそれࡒれ 

 㸴単位を上限とします。） 

 
ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目59単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

ሗࣜࢸラシー₇習１及び２, 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 ，シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

10単位 

 
 

 

59単位 

 79単位以上  79単位以上 

 
 

㹙༞業ㄽᩥస成せ㡿㹛 

1.  ㄽᩥは，前に指ᑟ教ဨのⅬ᳨を受ࡅ，༞業ㄽᩥᥦ出⚊とともに，１部を指ᐃされ

た期限までに教務学生係にᥦ出すること。（༞業ㄽᩥᥦ出⚊は，ᮏ学部Web࣌ーࢪから

 （。するࢻーࣟࣥ࢘ࢲ

2. ㄽᩥは，A4ุࢬࢧで⦪位⨨，ᶓ᭩きをᇶᮏとする。 

3.  ㄽᩥには，下記のཧ⪃例のとおり，ㄽᩥ㢟目，༞業研究指ᑟ教ဨྡ，所属学科，学

⡠␒ྕ，Ặྡを᫂記した表⣬をして，௬⥛りにしてᥦ出すること。 

4. ᵝ式等に㛵するそのの㡯については，指ᑟ教ဨの指示にᚑうものとする。 

 
ཧ⪃例 

 

༞ 業 ㄽ ᩥ 

 
ㄽ ᩥ 㢟 目 

༞業研究指ᑟ教ဨ 

所属学科・ࢢࣟࣉラ࣒㸭ࢥース・学⡠␒ྕ

Ặ ྡ 
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⎔ቃඹ生学科 単位数 Ꮚも教⫱学科 単位数 

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目はそれࡒれ 

 㸴単位を上限とします。） 

 
ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目59単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

10単位 

 
 

 

59単位 

学ඹ通授業科目 

・እᅜㄒ科目 

・ሗ科目 

・ᗣ・ス࣏ーࢶ科学 

・ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目 

（ᇶ♏教㣴科目，⥲合教㣴科目はそれࡒれ 

 㸴単位を上限とします。） 

 
ᑓ㛛科目 

（ᑓ㛛科目59単位には

ึ年ḟࢼ࣑ࢭー， 

ሗࣜࢸラシー₇習１及び２, 

，シࣗーᴫㄽーバࣝࣟࢢ

 ，シࣗー₇習ーバࣝࣟࢢ

Academic Communication（ⱥ） 

をྵんでいなࡅればならない。） 

 
㸶単位 

１単位 

１単位 

10単位 

 
 

 

59単位 

 79単位以上  79単位以上 

 
 

㹙༞業ㄽᩥస成せ㡿㹛 

1.  ㄽᩥは，前に指ᑟ教ဨのⅬ᳨を受ࡅ，༞業ㄽᩥᥦ出⚊とともに，１部を指ᐃされ

た期限までに教務学生係にᥦ出すること。（༞業ㄽᩥᥦ出⚊は，ᮏ学部Web࣌ーࢪから

 （。するࢻーࣟࣥ࢘ࢲ

2. ㄽᩥは，A4ุࢬࢧで⦪位⨨，ᶓ᭩きをᇶᮏとする。 

3.  ㄽᩥには，下記のཧ⪃例のとおり，ㄽᩥ㢟目，༞業研究指ᑟ教ဨྡ，所属学科，学

⡠␒ྕ，Ặྡを᫂記した表⣬をして，௬⥛りにしてᥦ出すること。 

4. ᵝ式等に㛵するそのの㡯については，指ᑟ教ဨの指示にᚑうものとする。 

 
ཧ⪃例 

 

༞ 業 ㄽ ᩥ 

 
ㄽ ᩥ 㢟 目 

༞業研究指ᑟ教ဨ 

所属学科・ࢢࣟࣉラ࣒㸭ࢥース・学⡠␒ྕ

Ặ ྡ 
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(11) わからないことやᅔったことがあるとき 

・入学したばかりでわからないことやᅔったことがあれば，まずはึ年ḟࢼ࣑ࢭーやࢢ

ࣟーバࣝシࣗー₇習のᢸᙜ教ဨに┦ㄯしてください（࣏ࢧート教ဨ）。２年ḟ以㝆

はࢢࣟࣉラ࣒やࢥースの₇習ᢸᙜ教ဨに┦ㄯしてください。 

・シラバスに᫂記されている㺀ࣇ࢜ス࣡ー㺁をいにά⏝して，教ဨの研究ᐊにゼࡡ

て行くことをお່ࡵします。 

・教務㡯のᡭ⥆きでわからないことがあれば，教務学生係の❆ཱྀに᮶てください。 

・㔜せなሗはࢧࣈ࢙࢘トや掲示でお知らせしますので，ᐃ期ⓗにሗを࢙ࢳックす

るようにしてください。 
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２２  学学科科ࡈࡈのの履履修修せせ௳௳	
  

��11�� グロ࣮ᩥࣝࣂ学科 

 学科の目ᶆە

国ቃࢆ㉺ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓ࠼᥎㐍࡛ࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡁプࢆഛࡓ࠼人ᮦࢆ育ᡂࠋࡿࡍ 

 
ᮏᏛ⛉࡛ࡣ㸪ከᩥ㛫ࡢቃ⏺ࢆࡾ㉺ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿ࠼ඹ⏕♫ࢆᐇ⌧ࡵࡓࡿࡍ㸪㧗ᗘ࡞

እᅜㄒࡢ㐠⏝⬟ຊ㹇㹁㹒ᩍ⫱ᇶ࡙ࡃሗศᯒຊࡸⓎಙຊࢆ㥑࡚ࡋ㸪␗ᩥ㛫࣑ࢥࡢ

ࡵࢆ➼᧿㸪ከᩥ≧ἣ㸪ᩥὶ㸪ᩥᦶࡵ㐍ࡋ᥎࡚ࡋඛ⋠ࢆ⌮ゎ┦ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ

ࢆࡇࡿࡍ㣴成ࢆேᮦࡘࡶࢆຊ⬟ࡿࡍⓎಙ♫ࢆ➽㐨ࡢゎỴࡢㄢ㢟࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࡄ

┠ᶆࡢࡇࠋࡍࡲࡋ┠ᶆࢆ㐩成ࡵࡓࡿࡍ㸪ᩥ㸪♫㸪ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㍈㸪

ᆅᇦᩥ⛉⣔ࠕ 㸪ࠖࠕ␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⣔ 㸪ࠖࠕ⌧௦ᩥ࣒ࢸࢫࢩ⣔ 㸪ࠖࠕゝㄒሗ࣑ࢥ

ࡿࡅ࠾ே㛫♫ࡽཱྀࡾษࡢࡽࢀࡇ㸪ࡁ⨨ࢆᰕࡢ✲◊⫱ᩍࡢࡘ㸲ࡢ⣔ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ

ከᵝࢆ࣮ࣗࢩࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡞ゎỴࡿࡍ⣒ཱྀࢆ᥈ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ�

�

 のᴫせࡑプログラムە�

࣭ᆅᇦᩥ科⣔プログラム 

21ୡ⣖ࡢୡ⏺Ꮡᅾࡿࡍከᵝᩥ࡞ࡸ౯್ほࢆᆅᇦูࡓࡋ࠺ࡑࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ✲◊ᆅ

ᇦᩥࡢࡸ౯್ほ࠺ࡼࡢࡀᙧ成ࠊࢀࡉᣢ⥆࣭ኚᐜ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࢆࡢࡓࡁ࡚ࡋᏛၥ

�ࠋࡍࡲࡅ㌟ࢆຊࡿࡍゎ⌮ࢆᆅᇦᩥࡽどⅬ࡞ẚ㍑ⓗ࣭┦ᑐⓗࠊ࠼ᤊࡽࢳ࣮ࣟࣉ

�

࣭␗ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⣔プログラム 

♫⤒῭ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢకࠊ࠸␗ᩥ㛫┦ࡢศࠊࡀྜ⤫ᅜෆࡧࡼ࠾ᅜቃࢆ㉺࠼

࡚ᣑ࠺࠸ࡿ࠸࡚ࡋୡ⏺ࢆࡁືࡢ㋃ࠊ࠼ࡲ␗ᩥ㛫ࡾ࠶ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪉ࢆ᫂ࡽ

�ࠋࡍࡲࡅ㌟ࢆຊ⬟ࡿࡍᐹ⪄ࢆ᪉ἲ࡞࠺ࡼࡿ࡞⬟ᑐヰྍࡀᩥࡿ࡞␗ࠊࡋ

�

࣭⌧௦ᩥࢸࢫࢩム⣔プログラム 

㏆௦ⓗ࡞ไᗘࡸᛮ⪃ࡢᯟ⤌ࡀࡳ᰿ᗏࡽᦂ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡛࡞ࡄࡽつᶍ࡛ᣑࡿࡀ日

ⓗ࡞ၥ㢟⩌↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ⌧௦ୡ⏺ࡿ࠸࡚ࡋືࢆ♫࣭ᩥࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢከゅⓗศᯒ

�ࠋࡍࡲࡅ㌟ࢆຊࡿࡍὝᐹᢈุⓗ࡚࠸ࡘ௦࠺࠸௦⌧ࠊࡋ

�

࣭ゝㄒሗࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⣔プログラム 

ゝㄒ࣭ឤᛶྍࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ⬟ᛶၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡋゎᯒࡿࡍ⬟ຊ7&,ࠊࡸ

ࣟࢢࢆ成ᯝ✲◊ࡢࡽࢀࡇࠊࡋ成⫱ࢆຊ⬟ࡿࢃ㛵㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙࡢሗ࡞ከᙬࡓ࠸⏝ࢆ

�ࠋࡍࡲࡅ㌟ࢆຊ⬟ࡿࡍ⏝άㄢ㢟ゎỴ࡞ࣝࣂ࣮

 

 プログラムの㑅ᢥە

㑅ᢥࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࢀࡎ࠸㸪ࡾࡼ࣮ࢱ࣮࢛ࢡ㸰年ḟ➨１ࡣ⏕Ꮫࡢ⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
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䠷基礎教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目
䛾䛖䛱䠈ேᩥ⣔䛾ᚰ⌮Ꮫ䠈⌮Ꮫ
䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目䠈♫
科Ꮫ⣔䛾ᨻᏛ䠈♫Ꮫ䛾༊ศ
䛻ᒓす䜛授業科目୪䜃䛻⮬↛科
Ꮫ⣔䛾ሗ科Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛
授業科目を㝖䛟ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

䠷総合教養科目䠹
別表➨㻝䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛ྛ授業科
目 講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

䠷እ国ㄒ科目䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮１
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎
（㑅ᢤ上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝（㑅ᢤ
上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞（㑅ᢤ
上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝
䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭１
୰ᅜㄒึ⣭㻭１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭１ ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮１
୰ᅜㄒึ⣭㻮１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮１ ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭
䠏䠈୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭
䠐䠈୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮
䠏䠈୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮
䠐䠈୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯１䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯１䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯㻝䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯䠎䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀１䠈➨୕እᅜ
ㄒ㻔䝣䝷䞁スㄒ㻕㼀１ ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜ
ㄒ㻔䝣䝷䞁スㄒ㻕㼀䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

3年

㓄ᙜ学期

後 後

༢

ᩘ

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻢

㻤

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

履修䝥ロ䜾䝷䝮

ᆅ
ᇦ
文
科
⣔

現
௦
文

䝅
ス
䝔
䝮

⣔

ゝ
ㄒ

報
コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

␗
文

コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

1年

選
ᢥ

前 前 後科目ྡ⛠ 前 後

4年
備⪃

選
ᢥ
ᚲ
修

ᚲ修・選ᢥの別

ᚲ
修

前

授
業
ᙧ
ែ

2年
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3年

㓄ᙜ学期

後 後

༢

ᩘ

履修䝥ロ䜾䝷䝮

ᆅ
ᇦ
文
科
⣔

現
௦
文

䝅
ス
䝔
䝮

⣔

ゝ
ㄒ

報
コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

␗
文

コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

1年

選
ᢥ

前 前 後科目ྡ⛠ 前 後

4年
備⪃

選
ᢥ
ᚲ
修

ᚲ修・選ᢥの別

ᚲ
修

前

授
業
ᙧ
ែ

2年

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜ
ㄒ㻔䝣䝷䞁スㄒ㻕㼀䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜ
ㄒ㻔䝣䝷䞁スㄒ㻕㼀䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷報科目䠹
ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
䠷ᗣ・スポーツ科学䠹
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠝 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠞 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠟 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦１ ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
䠷㧗度教養科目䠹

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目
䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶は別䛻定䜑
䜛。

講⩏
ཪは
₇⩦

ྛ㻝
ཪは
㻞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㼇学部ඹ㏻基礎科目㼉※６༢ᚲせ

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 講⩏ 㻝 䚽 㻝

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ඹྠయㄽ１ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

䠷学部ඹ㏻発ᒎ科目䠹※８༢ᚲせ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞

7HVW�3UHSDUDWLRQ ₇⩦ 㻞

$FDGHPLF�6NLOOV ₇⩦ 㻞

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� ₇⩦ 㻞

(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� ₇⩦ 㻞

:RUOG�(QJOLVKHV ₇⩦ 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

䚽
䚽
䚽

○
○

䚽

䚽

䚽

䚽

○

○

○

○

○

○

○
○

○

㻠

○

㻠
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1年

選
ᢥ

前 前 後科目ྡ⛠ 前 後

4年
備⪃

選
ᢥ
ᚲ
修

ᚲ修・選ᢥの別

ᚲ
修

前

授
業
ᙧ
ែ

2年

履修䝥ロ䜾䝷䝮

ᆅ
ᇦ
文
科
⣔

現
௦
文

䝅
ス
䝔
䝮

⣔

ゝ
ㄒ

報
コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

␗
文

コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

3年

㓄ᙜ学期

後 後

༢

ᩘ

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 ₇⩦ 㻝 ○

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 ₇⩦ 㻝 ○
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ ₇⩦ 㻝 ○
&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% ₇⩦ 㻝 ○
日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

እᅜㄒᐇ⩦㸿 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾ロー䝞ル・ス䝍䝕䜱ー䝈・䝥ロ䜾䝷䝮（㻳㻿P）科目䠹※７༢ᚲせ

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ーᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ー₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

䠣䠯䠬₇⩦（䜸䝸䜶䞁䝔ー
䝅䝵䞁）

₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◊ಟᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
䠣䠯䠬₇⩦（䝸䝣䝺ク䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ 㻝
䠷学科ඹ㏻科目䠹※４༢以上ᚲせ

ሗ科Ꮫᴫㄽ 講⩏ 㻝 䚽 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᆅᇦᩥᴫㄽ 講⩏ 㻝 䚽 䚽 ○ ○ ○
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ ○ 䚽 ○ ○
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ ○ ○ 䚽 ○
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᴫㄽ 講⩏ 㻝 䚽 ○ ○ ○ 䚽
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻝 ᐇ⩦ 㻝 䚽 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻻㼤㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㻯㼍㼙㼜㻌㻞 ᐇ⩦ 㻝 䚽 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠝 ₇⩦ 㻝 䚽 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊠䠞 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠝 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊡䠞 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠝 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
日Ḣẚ㍑セ䝭䝘ー䊢䠞 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻭

講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㻕㻌㻮

講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻭

₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽

㻭㼟㼜㼑㼏㼠㼟㻌㼛㼒㻌㻱㼁㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐
㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌㻔㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻕㻌㻮

₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽

䠡䠱䜶䜻ス䝟ー䝖ேᮦ㣴ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮≉別講⩏ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㻰㼥㼚㼍㼙㼕㼏㼟 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌㻲㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㼟 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼟㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
㻿㼠㼡㼐㼥㻌㼛㼚㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㼟 １䠉䠎䠔 １䠉䠎䠔 ㄆ定科目 䚽 䚽 䚽 䚽

㻝

㻟

○

㻟
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3年

㓄ᙜ学期

後 後

༢

ᩘ

履修䝥ロ䜾䝷䝮

ᆅ
ᇦ
文
科
⣔

現
௦
文

䝅
ス
䝔
䝮

⣔

ゝ
ㄒ

報
コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

␗
文

コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

1年

選
ᢥ

前 前 後科目ྡ⛠ 前 後

4年
備⪃

選
ᢥ
ᚲ
修

ᚲ修・選ᢥの別

ᚲ
修

前

授
業
ᙧ
ែ

2年

日ᮏ♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᮾ䜰䝆䜰ᨻ♫ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔すὒᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᩥே㢮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㉺ቃᩥᙧᡂㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᅜ㝿㛵ಀㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦♫ᛮㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⌧௦♫⌮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᩥᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㠀ゝㄒ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⌧௦䠥䠰ධ㛛 講⩏ 㻞 㻞 ○

日ᮏᛮᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
日ᮏᩥὶㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
日ᮏメ䝕䜱䜰ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
日ᮏṔྐᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜸セ䜰䝙䜰♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜰䝆䜰Ṕྐ♫ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᮾ༡䜰䝆䜰♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᮾ༡䜰䝆䜰ᨻᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜰メ䝸䜹♫ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜰メ䝸䜹ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ⱥ⡿䝔クス䝖ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
᐀ᩍᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝶ー䝻䝑䝟♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⌧௦♫ே㢮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⌧௦Ẹ᪘ㄅᏛ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ẚ㍑Ẹ᪘Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᩥΰㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
科Ꮫᢏ⾡ᩥ᫂ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ẚ㍑ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᩥ⩻ヂㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㉺ቃ♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ከᩥᨻ♫ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ẚ㍑ᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ẚ㍑ᨻ♫ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᖹᵓ⠏ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦表㇟ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⌧௦つ⠊ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
どぬᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
表㇟ᩥᙧᡂㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ⱁ⾡ᩥ⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ゝㄒᶵ⬟ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁表⌧ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⩻ヂ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㡢ኌ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ᵓ㐀ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ẚ㍑ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

講⩏ 㻞 㻞 ○

䠥䠰䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁䝕䝄䜲䞁 講⩏ 㻞 㻞 ○
♫䝅ス䝔䝮科Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝕ータ䝬䝛ー䝆メ䞁䝖 講⩏ 㻞 㻞 ○
⤫ィሗฎ⌮ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜾䝻ー䝞䝹・䜲䞁䜾䝸䝑䝅䝳・䝠ス䝖䝸ー 講⩏ 㻞 㻞 ○
日ᮏㄒ・日ᮏ₇⩦ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 講⩏ 㻞 㻞 ○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○

○

○
○

○

䠷学科ᒎ開科目䠹※２２༢以上ᚲせ

○
○
○

䠷学科コ䜰科目䠹※６༢以上ᚲせ

○
○

○
○

○
○

○

○
○
○

○
○

○
○

○

○
○
○

○
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3年

㓄ᙜ学期

後 後

༢

ᩘ

履修䝥ロ䜾䝷䝮

ᆅ
ᇦ
文
科
⣔

現
௦
文

䝅
ス
䝔
䝮

⣔

ゝ
ㄒ

報
コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

␗
文

コ
䝭

吼
䝙

䜿
呎

䝅

吾
ン
⣔

1年

選
ᢥ

前 前 後科目ྡ⛠ 前 後

4年
備⪃

選
ᢥ
ᚲ
修

ᚲ修・選ᢥの別

ᚲ
修

前

授
業
ᙧ
ែ

2年

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 講⩏ 㻞 㻞 䖣 ○
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 講⩏ 㻞 㻞 ○
メ䝕䜱䜰ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䖣 ○
♫ㄪᰝἲ㻭 講⩏ 㻝 ○ 㻞 䖣 ○ ○
♫ㄪᰝἲ㻮 講⩏ 㻝 ○ 㻞 䖣 ○ ○
䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 ○
බ⾗⾨⏕Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃ⤒῭Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ 䖣
⎔ቃᛮྐ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ປാ⎔ቃྐ 講⩏ 㻞 㻞 䖣 ○
ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
ᆅᇦᩥㄽᇶ♏₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽᇶ♏₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽᇶ♏₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 ○
ᆅᇦᩥㄽⓎᒎ₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
␗ᩥ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
⌧௦ᩥ䝅ス䝔䝮ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
ゝㄒሗ䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽⓎᒎ₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 ○
䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊠 ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○ ○ ○
䜾䝻ー䝞䝹ᩥ≉別₇⩦䊡 ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○ ○ ○
༞業◊✲ 㻝㻜 㻝㻜 䚽 䚽 䚽 䚽

䛭䜜䛮䜜
ྠ䛨科目
ྡ䛾₇⩦
を㻞䛴䜎
䛷㔜」ᒚ
ಟྍ⬟䛸
す䜛。

䛭䜜䛮䜜
ྠ䛨科目
ྡ䛾₇⩦
を㻞䛴䜎
䛷㔜」ᒚ
ಟྍ⬟䛸
す䜛。

○
○

䖂

○
○
○
○
○

㻠

㻠

○
○

○
○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○
○

○
○

○
○

○
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(�) Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科 

●学科の目標 

人㛫のⓎ㐩とそࢀを支えるࢸࢽ࣑ࣗࢥのᐇ⌧ྲྀり⤌ࡴ人材を養成する。 

 
人間の多様な発㐩と，その発㐩をᨭえる࣑ࣗࢥニティを実現するために必要な能力を身

に付けた人材の養成を目指します。この目的を踏まえ，人間のᚰ理的発㐩や身体的発㐩，

⾲現や行動のᶵ能発㐩など，人間の生ᾭ体に関ࢃる課題解決を行うために必要な基礎的

な専門教育を行う「発㐩基礎」，人間の多様な発㐩の┦関係に╔目し，グローバル社会とಶ

人をつな࣑ࣗࢥࡄニティに関する理論のᵓ⠏と実践的な課題解決を行うために必要な専門

教育を行う「࣑ࣗࢥニティ形成」という２本の柱を設定します。 

●プログラムとその概要 

・社会ࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥプログラム 

社会の様々なᒁ㠃で生ࡌる課題を発見する能力，࢚ンࣃワメンࢺに対する理解力，対人

ᨭや࣑ࣗࢥニティᨭに関する幅広い知識や技術を学び，社会࢚ンࣃワメンࢺを通して

グローバル課題を解決と導く専門的能力を身に付けます。 

・ᚰの᥈✲プログラム 

人々のᚰの発㐩の諸┦における課題を発見しその解決と導くために，人のᚰとその発

㐩を㐺ษな方法で理解・ 定する基礎的能力，現௦社会の多様なᨭニーズの対ᛂ方法

についての実践的な専門的能力を身に付けます。 

 プログラムࣇラࣈࢸࢡ・

人々がᗣで活動的なライフスタイルを実現するために，人のᚰ身や㐠動行動を理解・

分析する基礎的能力，ᚰ身のᗣや࢚イࢪング，ス࣏ーࢶ活動などに関ࢃる実践的な専門

的能力を身に付けます。 

 プログラムࣥࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥࢡࢵࢪー࣑ࣗ・

人々の文化的で㇏かな生活のため，ⱁ術の実践とὶによࡗて社会における多様な人々

をつなࡄሙをᵓ⠏することを目指し，㡢ᴦの発ಙとཷಙについて多㠃的に理解・᥈✲する

⥲ྜ的能力，㡢ᴦの㐀的実践的な専門能力を身に付けます。 

 プログラムࣥࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥࢺー・

人々の文化的で㇏かな生活のため，ⱁ術の実践とὶによࡗて社会における多様な人々

をつなࡄሙをᵓ⠏することを目指し，文化ⱁ術の発ಙとཷಙについて多㠃的に理解・᥈✲

する⥲ྜ的能力，⨾術の㐀的実践的な専門能力を身に付けます。 

●プログラムの選択 

発㐩࣑ࣗࢥニティ学科の学生は，２年次第１クォーターより，いずれかのプログラムを

選択しなければならない。 
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䠷基礎教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖
䛱䠈ேᩥ⣔䛾ྛ༊ศ䛻ᒓす䜛授業
科目を㝖䛟ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻤

䠷総合教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈
㻔㻝㻕ከᩥ⌮ゎ䛾ⱁ⾡䛸ᩥ䠈ⱁ⾡ྐ䠈䜹
タ䝏䛾ᩥᏛ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目
୪䜃䛻㻔㻞㻕⮬↛⏺䛾ᡂ䜚❧䛱䛾䜹タ䝏䛾
⮬↛Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目を㝖䛟
ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻤

䠷እ国ㄒ科目䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮１（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝（㑅ᢤ上⣭
ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞（㑅ᢤ上⣭
ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭１
୰ᅜㄒึ⣭㻭１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮１
୰ᅜㄒึ⣭㻮１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈
୰ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯１䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯１䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯㻝䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯㻝

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯䠎䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀１䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
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吼
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㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

－ 207 －



1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

༢

ᩘ

ᚲ
修

後前前
備⪃

1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期 ᚲ修・選ᢥの別

2年 選
ᢥ
ᚲ
修

科目ྡ⛠ 選
ᢥ

前 後

履修䝥ロ䜾䝷䝮
♫

䜶
ン
䝟
䝽

䝯
ン
䝖

ᚰ
の
᥈
究

䜰
䜽
䝔

叺
䝤

䝷
イ
䝣

䝭

吼
呎

䝆

吚
䜽

コ
䝭

吼
䝙
䜿
呎

䝅

吾
ン

䜰
呎

䝖
コ
䝭

吼

䝙
䜿
呎

䝅

吾
ン

後

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜㄒ
㻔䝣䝷䞁スㄒ㻕㼀䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷報科目䠹
ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

䠷ᗣ・スポーツ科学䠹
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠝 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠞 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠟 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦１ ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷㧗度教養科目䠹

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

講⩏
ཪは
₇⩦

ྛ㻝
ཪは
㻞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻠

䠷学部ඹ㏻基礎科目䠹※䠏༢ᚲせ

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 講⩏ 㻝 䚽 㻝

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ඹྠయㄽ１ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

䠷学部ඹ㏻発ᒎ科目䠹※４༢ᚲせ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

7HVW�3UHSDUDWLRQ ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�6NLOOV ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� ₇⩦ 㻞 㻞

:RUOG�(QJOLVKHV ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

䚽
䚽

䚽
䚽

䚽
䚽
䚽

○
○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

○
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ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

እᅜㄒᐇ⩦㸿 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾ロー䝞ル・ス䝍䝕䜱ー䝈・䝥ロ䜾䝷䝮（㻳㻿P）科目䠹※７༢ᚲせ

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ーᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ー₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

䠣䠯䠬₇⩦（䜸䝸䜶䞁䝔ー䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 㻌 㻌 㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 㻌 㻌㻌 㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◊ಟᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
䠣䠯䠬₇⩦（䝸䝣䝺ク䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ 㻝

䠷学科ඹ㏻科目䠹※７༢ᚲせ

Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᴫㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦１ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩䝁䝭䝳䝙䝔䜱₇⩦䠎 ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
ᆅᇦ♫Ꮫ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
䠷学科コ䜰科目䠹※８༢以上ᚲせ

♫ᩍ⫱ィ⏬ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱・䝆䜵䞁䝎ーㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽

ᚰ⌮Ꮫ䛾ᇶ♏䛸Ṍ䜏（ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽

ᗣᚰ⌮Ꮫ（ᗣ・་⒪ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫㄪᰝἲ（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠝 ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ᐇ㊶䠞（ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣ᴫㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽

䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟
（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃）

講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽

ຍ㱋䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 ○ 䚽
㐠ືᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ス䝫ー䝒䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
㌟య㐠ື䛾ᩥྐ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
⏕≀⤫ィᏛ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ 䚽
㡢ᴦᩥྐ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽

䕧

㻟

○
○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○

○

○
○

○

○
○
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㡢ᴦᩥྐ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
䜶ス䝜䝭䝳ー䝆䝁䝻䝆ー䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
䝃䜴䞁䝗䝕䝄䜲䞁 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
䝭䝳ー䝆䝑クセ䝷䝢ー 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
㡢ᴦసရ◊✲ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
日ᮏᩥὶㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㡢ᴦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
ே䛸䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
ᩥᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠝 ₇⩦ 㻝 䚽 㻝 䚽
㐀䛾Ⓨ䛸䝥䝻セス䠞 ₇⩦ 㻝 䚽 㻝 䚽
▱ぬ䛸⾜Ⅽ（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
㌟య表⌧ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸表㇟ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
✵間㐀ᙧㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
⤮⏬䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛸㒔ᕷ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
メ䝕䜱䜰ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
䠷学科ᒎ開科目䠹※２１༢以上ᚲせ

♫ㄪᰝἲ㻭 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽
♫ㄪᰝἲ㻮 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝪䝷䞁䝔䜱䜰Ꮫ⩦ㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝸スク䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（䝆䜵䞁䝎ーၥ㢟Ꮫ⩦ㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（⮬↛ඹ⏕ᆅᇦᨭㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
♫ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲（Ꮚ䛹䜒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᨭㄽ） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ１） 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠎（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ１） 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᚰ䛾Ⓨ㐩䛸ᩍ⫱䠏（ᩍ⫱・Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ䠎） 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
㟷ᖺᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
♫ᛶ䛾Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ（⚄⤒・⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ（⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
ᚰ⌮㠃᥋ㄽ（ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽
῝ᒙᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽
䝷䜲䝣䝁ース䛾ᚰ⌮Ꮫ（Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
ឤ・ே᱁ᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
୰➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫᐇ験ἲ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫほᐹἲ㻌 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
Ⓨ㐩䜰セスメ䞁䝖（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᚰ⌮᳨ᰝἲ（ᚰ⌮ⓗ䜰セスメ䞁䝖） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᢞᙳἲᚰ⌮᳨ᰝ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠝 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ䠞 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦（ᚰ⌮₇⩦） ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
බㄆᚰ⌮ᖌ䛾⫋㈐ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
⚟♴ᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
ྖἲ・≢⨥ᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽

○

○
○

○

○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○
○

○

○
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⏘業・⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
㛵ಀ⾜ᨻㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㻌（ᚰ⌮ᐇ⩦） ᐇ⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 講⩏ 㻞 㻝 䚽 䚽
ᗣ㐠ື科Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ຍ㱋䛾ᗣ⾜ື科Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
㐠ື᪉ἲᏛ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
බ⾗⾨⏕Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
セー䝣䝔䜱䝥䝻䝰ー䝅䝵䞁ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
㌟య㐠ື䛾䝎䜲䝘䝭クス 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 䚽 ○ 䚽
㌟య䝬䝛䝆メ䞁䝖◊✲ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
⢭⚄⏕⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
⎔ቃಖᏛ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
䜰ク䝔䜱䝤䝷䜲䝣₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᛂ⏝㌟య㐠ື科Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ᗣᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
ス䝫ー䝒䝬䝛䝆メ䞁䝖 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ス䝫ー䝒䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
㌟య㐠ື科Ꮫᐇ験 ᐇ験 㻝 㻝 䚽
䝞䜲䜸メ䜹䝙クスᐇ験 ᐇ験 㻞 㻞 䚽
䝖䝷䝑ク㻒䝣䜱ー䝹䝗ᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 䚽
⮬↛య験άືᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 䚽
ス䜲䝭䞁䜾㻒䜰ク䜰䝔䜱䝑クス䝫ー䝒ᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 㝸ᖺ 䚽
䝪ー䝹䝀ー䝮䝈ᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 㝸ᖺ 䚽
ᰂ㐨ᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 㝸ᖺ 䚽
䝆䝮䝘ス䝔䜱クスᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻝 㻝 㝸ᖺ 䚽
ኌ䛾表⌧ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
䝅䜰䝖䝸䜹䝹・䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ≉別₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽
ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ჾᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
䝭䝳ー䝆䝑クセ䜸䝸ー䠃䜰䝘䝸䝅ス 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ኌᴦ表⌧₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
䝢䜰䝜₇ዌ₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹１ ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ኌᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䠎 ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ 䚽
ኌᴦకዌ表⌧₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
㑥ᴦḷၐἲ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
㑥ᴦჾ₇ዌἲ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
ⱁ⾡表⌧₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽
䜰ー䝖・䝭䝳ー䝆䝑ク䝥䝻䝆䜵ク䝖ᐇ㊶ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
✵間䜰ー䝖ᐇ㊶ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
⤮⏬䜰ー䝖ᐇ㊶ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
㏆⌧௦䜰ー䝖ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
表㇟ᩥᙧᡂㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
どぬᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽
㏆⌧௦ᩥゝㄝㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽

○
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○
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○

○
○

○
○
○
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○

○
○
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○
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䕧
䕧 䕧

○

○
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○
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䚽
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○
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○

○
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ⱁ⾡ᩥ表㇟ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
ㄆ▱䝁䝭䝳䝙䜿ー䝅䝵䞁ㄽ
（▱ぬ・ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ）

講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽

䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
メ䝕䜱䜰♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽
䜾䝷䝣䜱䝑ク䝃䜲䜶䞁ス 講⩏ 㻞 䚽 㻞 䚽
䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽
䝁䞁䝔䞁䝫䝷䝸ー䝎䞁ス䠎 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽
䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽
ⱁ⾡ᢈホ₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝 䚽
䜰䝣ォー䝎䞁スㄽ₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
ᗄఱ䝕䝄䜲䞁䛸どぬఏ㐩 講⩏ 㻞 㻞 䚽
ᫎീ・メ䝕䜱䜰ㄽ₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽
㻱㻿㻰ᐇ㊶ㄽ ₇⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽
༞業◊✲ 㻝㻜 㻝㻜 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽䖂

○
䚽

○
○

○

○
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－ 212 －



 

(3) 環境共生学科 

●学科の目標 

グローバル共生社会を支える環境を創り出す文理融合型人材を養成する。 

 
人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し，身近な環境

から地球環境に至る幅広い環境について，様々な問題を発見・立論し，解決に導くために

必要な能力を身に付けた人材を養成します。この目的を踏まえ，本学科は，環境の成り立

ちを解析し，課題を発見・立論するために必要な基礎科学の専門教育を行う「環境基礎科

学」，環境改善のための技術・システム，政府・自治体の政策，教育と市民参加，企業・ 

ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動に関する専門教育を行う「環境形成科学」という２本の柱を設定

しています。 

 
●プログラムとその概要 

・環境自然科学プログラム 

地球規模の環境問題を引き起こす多様な要因や問題が顕在化するまでの複雑なメカニズ

ムを解明し，解決策を提案するために，自然の成り立ちや法則の理解を基礎として，フィ

ールドワーク・科学実験・データ解析などの調査・分析・解析手法について学びます。 

 
・環境数理科学プログラム 

環境に潜む様々な現象を数理的な手法で解明し，人間と環境のよい共生関係を論理的か

つ緻密にデザインするために，数理科学に関する基礎知識を身に付け，諸問題に対する新

しい分析方法について学びます。 

 
・生活共生科学プログラム 

日常生活における人と人，人と環境のよりよい共生関係をデザインするために，フィー

ルドワーク，各種調査，科学実験の基礎的な技能を身に付け，幅広い問題を発見・立論す

るとともに，課題解決に向け，実践的な技術開発，環境設計，政策立案について学びます。 

 
・社会共生科学プログラム 

文化・政治・経済・社会・地域等における様々な対立を乗り越えるために，グローバル

社会における共生のあるべき姿を考えます。身近な環境からグローバルな環境にいたる

様々な課題を発見し，その原因と解決について学びます。国内外でのフィールド調査・文

献調査を通して，実践力を身に付けます。 

 
●プログラムの選択 

環境共生学科の学生は，２年次第１クォーターより，いずれかのプログラムを選択しな

ければならない。 

 

1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

［基礎教養科目］

別表第１のイに掲げる授業科目のうち，社
会科学系の法学，社会学の区分に属する
授業科目並びに自然科学系の数学，物理
学，化学の区分に属する授業科目を除く
各授業科目

講義 各１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

［総合教養科目］

別表第１のイに掲げる授業科目のうち，(1)
多文化理解の現代社会論，生活環境と技
術の区分に属する授業科目並びに(3)グ
ローバルイシューの政治と社会の区分に属
する授業科目を除く各授業科目

講義 各１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

［外国語科目］
Academic English Communication A1 演習 0.5 ○ 0.5

Academic English Communication A2 演習 0.5 ○ 0.5

Academic English Communication B1 演習 0.5 ○
Academic English Communication B１（選
抜上級クラス)

演習 0.5 ○

Academic English Communication B２ 演習 0.5 ○
Academic English Communication B２（選
抜上級クラス)

演習 0.5 ○

Academic English Literacy A1 演習 0.5 ○ 0.5

Academic English Literacy A2 演習 0.5 ○ 0.5

Academic English Literacy B1 演習 0.5 ○
Academic English Literacy B1（選抜上級ク
ラス)

演習 0.5 ○

Academic English Literacy B2 演習 0.5 ○
Academic English Literacy B2（選抜上級ク
ラス)

演習 0.5 ○

Autonomous English 1 演習 0.5 ○ 0.5

Autonomous English 2 演習 0.5 ○ 0.5

Advanced English Online 1 演習 0.5 ○ ○ 0.5

Advanced English Online 2 演習 0.5 ○ ○ 0.5

Advanced English（海外研修） 演習 1 ○ ○ 1
ドイツ語初級A１，フランス語初級A１
中国語初級A１，ロシア語初級A１

演習 0.5 ○ 0.5

ドイツ語初級A２，フランス語初級A２
中国語初級A２，ロシア語初級A２

演習 0.5 ○ 0.5

ドイツ語初級B１，フランス語初級B１
中国語初級B１，ロシア語初級B１

演習 0.5 ○ 0.5

ドイツ語初級B２，フランス語初級B２
中国語初級B２，ロシア語初級B２

演習 0.5 ○ 0.5

ドイツ語初級A３，フランス語初級A３
中国語初級A３，ロシア語初級A３

演習 0.5 ○

ドイツ語初級㻿A３，フランス語初級㻿A３，中
国語初級㻿A３

演習 0.5 ○

ドイツ語初級A４，フランス語初級A４
中国語初級A４，ロシア語初級A４

演習 0.5 ○

ドイツ語初級㻿A４，フランス語初級㻿A４，中
国語初級㻿A４

演習 0.5 ○

ドイツ語初級B３，フランス語初級B３
中国語初級B３，ロシア語初級B３

演習 0.5 ○

ドイツ語初級㻿B３，フランス語初級㻿B３，中
国語初級㻿B３

演習 0.5 ○

ドイツ語初級B４，フランス語初級B４
中国語初級B４，ロシア語初級B４

演習 0.5 ○

ドイツ語初級㻿B４，フランス語初級㻿B４，中
国語初級㻿B４

演習 0.5 ○

ドイツ語中級C１，フランス語中級C１，
中国語中級C1，ロシア語中級C1

演習 0.5 ○ 0.5

ドイツ語中級C２，フランス語中級C２，
中国語中級C２，ロシア語中級C２

演習 0.5 ○ 0.5

第三外国語(ドイツ語)㼀１，第三外国語(フラ
ンス語)㼀１，第三外国語(韓国語)㼀１，第三
外国語(スペイン語)Ｔ１，第三外国語(イタリ
ア語)㼀１

演習 0.5 ○ 0.5

第三外国語(ドイツ語)㼀２，第三外国語(フラ
ンス語)㼀２，第三外国語(韓国語)㼀２，第三
外国語(スペイン語)㼀２，第三外国語(イタリ
ア語)㼀２

演習 0.5 ○ 0.5

第三外国語(ドイツ語)Ｔ３，第三外国語(フ
ランス語)㼀３，第三外国語(韓国語)㼀３，第
三外国語(スペイン語)㼀３，第三外国語(イ
タリア語)㼀３

演習 0.5 ○ 0.5

第三外国語(ドイツ語)㼀４，第三外国語(フラ
ンス語)㼀４，第三外国語(韓国語)㼀４，第三
外国語(スペイン語)㼀４，第三外国語(イタリ
ア語)㼀４

演習 0.5 ○ 0.5

［情報科目］

単
位
数 後

3年2年

0.5

後

0.5

0.5

前 後

0.5

0.5

配当学期

前 後 前

4年

0.5

0.5

選
必

0.5

1年
授
業
形
態

必修・選択の別

前

履修プログラム

環
境
自
然

科
学

環
境
数
理

科
学

生
活
共
生

科
学

社
会
共
生

科
学

備考必
修

選
択

科目名称
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䠷基礎教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈♫
科Ꮫ⣔䛾ἲᏛ䠈♫Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛
授業科目୪䜃䛻⮬↛科Ꮫ⣔䛾≀⌮Ꮫ䠈
Ꮫ䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目を㝖䛟ྛ授業
科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻢

䠷総合教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖䛱䠈㻔㻝㻕
ከᩥ⌮ゎ䛾⌧௦♫ㄽ䠈⏕ά⎔ቃ䛸ᢏ
⾡䛾༊ศ䛻ᒓす䜛授業科目୪䜃䛻㻔㻟㻕䜾
䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ー䛾ᨻ䛸♫䛾༊ศ䛻
ᒓす䜛授業科目を㝖䛟ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻢

䠷እ国ㄒ科目䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮１（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝（㑅ᢤ上⣭ク
䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞（㑅ᢤ上⣭ク
䝷ス㻕

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡

㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝
䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭１
୰ᅜㄒึ⣭㻭１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮１
୰ᅜㄒึ⣭㻮１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯１䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯１䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯㻝䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯㻝

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯䠎䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀１䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷報科目䠹

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㓄ᙜ学期

前 後 前

4年

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

選
ᚲ

㻜㻚㻡

後

3年2年

㻜㻚㻡

後

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

前

1年
授
業
ᙧ
ែ

ᚲ修・選ᢥの別

前

履修䝥ロ䜾䝷䝮

⎔
ቃ
⮬
↛

科
学

⎔
ቃ
ᩘ
⌮

科
学

生
ά
ඹ
生

科
学

♫

ඹ
生

科
学

備⪃ᚲ
修

選
ᢥ

科目ྡ⛠
༢

ᩘ 後
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㓄ᙜ学期

前 後 前

4年
選
ᚲ

後

3年2年

後前

1年
授
業
ᙧ
ែ

ᚲ修・選ᢥの別

前

履修䝥ロ䜾䝷䝮

⎔
ቃ
⮬
↛

科
学

⎔
ቃ
ᩘ
⌮

科
学

生
ά
ඹ
生

科
学

♫

ඹ
生

科
学

備⪃ᚲ
修

選
ᢥ

科目ྡ⛠
༢

ᩘ 後

ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

䠷ᗣ・スポーツ科学䠹
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠝 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠞 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠟 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦１ ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷㧗度教養科目䠹

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

講⩏
ཪは
₇⩦

ྛ㻝
ཪ
は
㻞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻠

䠷学部ඹ㏻基礎科目䠹※䠏༢ᚲせ

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 講⩏ 㻝 䚽 㻝

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ඹྠయㄽ１ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

䠷学部ඹ㏻発ᒎ科目䠹※４༢ᚲせ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

7HVW�3UHSDUDWLRQ ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�6NLOOV ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� ₇⩦ 㻞 㻞

:RUOG�(QJOLVKHV ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

እᅜㄒᐇ⩦㸿 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

○

○
○

○
○

○

䚽
䚽

䚽
䚽

䚽
䚽
䚽

○
○

○
○

○
○

○
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㓄ᙜ学期

前 後 前

4年
選
ᚲ

後

3年2年

後前

1年
授
業
ᙧ
ែ

ᚲ修・選ᢥの別

前

履修䝥ロ䜾䝷䝮

⎔
ቃ
⮬
↛

科
学

⎔
ቃ
ᩘ
⌮

科
学

生
ά
ඹ
生

科
学

♫

ඹ
生

科
学

備⪃ᚲ
修

選
ᢥ

科目ྡ⛠
༢

ᩘ 後

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾ロー䝞ル・ス䝍䝕䜱ー䝈・䝥ロ䜾䝷䝮（㻳㻿P）科目䠹※７༢ᚲせ

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ーᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ー₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

䠣䠯䠬₇⩦（䜸䝸䜶䞁䝔ー䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝

␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◊ಟᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
䠣䠯䠬₇⩦（䝸䝣䝺ク䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ 㻝

䠷ඹ㏻ᑓ㛛基礎科目䠹※８༢ᚲせ

≀⌮Ꮫධ㛛 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ຊᏛᇶ♏１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
ຊᏛᇶ♏䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
㟁☢ẼᏛᇶ♏１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
㟁☢ẼᏛᇶ♏䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
㐃⥆యຊᏛᇶ♏ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⇕ຊᏛᇶ♏ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
㔞ᏊຊᏛᇶ♏ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
┦ᑐㄽᇶ♏ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
≀⌮Ꮫᐇ験 ᐇ験 㻞 㻞 ○
ᇶ♏↓ᶵᏛ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᇶ♏↓ᶵᏛ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᇶ♏᭷ᶵᏛ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
ᇶ♏᭷ᶵᏛ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
⏕≀Ꮫᴫㄽ䠝䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⏕≀Ꮫྛㄽ䠝䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⏕≀Ꮫྛㄽ䠟䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᇶ♏ᆅᏛ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᇶ♏ᆅᏛ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⥺ᙧ௦数ධ㛛１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
⥺ᙧ௦数ධ㛛䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
⥺ᙧ௦数１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⥺ᙧ௦数䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⥺ᙧ௦数䠏 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
⥺ᙧ௦数䠐 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᚤศ✚ศධ㛛１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
ᚤศ✚ศධ㛛䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
ᚤศ✚ศ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᚤศ✚ศ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᚤศ✚ศ䠏 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
ᚤศ✚ศ䠐 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○
数⌮⤫ィ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
数⌮⤫ィ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○ ○ ○
ἲᚊᏛ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
⤒῭Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
ᨻᏛ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
ேᩥᆅ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
እᅜྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
♫Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
日ᮏྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
䠷学科ඹ㏻科目䠹※䠏༢ᚲせ

⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
⎔ቃඹ⏕Ꮫᴫㄽ䠏 講⩏ 㻝 ○ 㻝 䚽 䚽 䚽 䚽
ᆅ⌫⎔ቃᏛ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽
㏵上ᅜ㎰ᮧᆅᇦ開Ⓨㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ 䚽 䚽 䚽 䚽
⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 講⩏ 㻞 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠝 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○

䠷学科コ䜰科目䠹※１䠌༢以上ᚲせ

䕧

○

㻟

○

○
䕧

○

䕧 䕧
䕧 䕧

䕧 䕧

䕧 䕧
䕧 䕧
䕧 䕧

䕧 䕧
䕧 䕧
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㓄ᙜ学期

前 後 前

4年
選
ᚲ

後

3年2年

後前

1年
授
業
ᙧ
ែ

ᚲ修・選ᢥの別

前

履修䝥ロ䜾䝷䝮

⎔
ቃ
⮬
↛

科
学

⎔
ቃ
ᩘ
⌮

科
学

生
ά
ඹ
生

科
学

♫

ඹ
生

科
学

備⪃ᚲ
修

選
ᢥ

科目ྡ⛠
༢

ᩘ 後

⎔ቃ≀⌮Ꮫ䠞 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠝 講⩏ 㻞 ○ 㻞 㻌○ ○
⎔ቃ≀㉁科Ꮫ䠞 講⩏ 㻞 ○ 㻞 㻌○ ○
⎔ቃ⏕科Ꮫ䠝 講⩏ 㻞 ○ 㻞 㻌○ ○
⎔ቃ⏕科Ꮫ䠞 講⩏ 㻞 ○ 㻞 㻌○ ○
⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠝 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
⎔ቃᆅ⌫科Ꮫ䠞 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
数⌮科Ꮫᇶ♏ 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
数⌮科Ꮫධ㛛㻔⤫ィ⣔㻕 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
数⌮科Ꮫධ㛛㻔௦数⣔㻕 講⩏ 㻞 㻞 ○
数⌮科Ꮫධ㛛㻔ᗄఱ⣔㻕 講⩏ 㻞 㻞 ○
数⌮科Ꮫධ㛛㻔ゎᯒ⣔㻕 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
ィ⟬ᶵ科Ꮫධ㛛 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
数⌮䝰䝕䝹䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 講⩏ 㻞 㻞 㻌○ ○
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠝（䛻ᆅᏛ） ᐇ験 㻞 㻞 㻌○
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠞（䛻⏕≀Ꮫ） ᐇ験 㻞 㻞 㻌○
⎔ቃᇶ♏科Ꮫᐇ験䠟（䛻Ꮫ） ᐇ験 㻞 㻞 㻌○
⎔ቃ⤒῭Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
ᆅᇦ⎔ቃ㈨※ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⏕ά✵間ィ⏬ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⥳ᆅ⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠝 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○ ○
䝷䜲䝣スタ䜲䝹ㄽ䠞 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○ ○
㧗㱋⪅⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○ ○
䛣䛹䜒⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○ ○
⎔ቃ♫Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○ ○
⎔ቃᛮྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
බᐖ・⎔ቃྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○ ○
䜾䝻ー䝞䝹開Ⓨᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
䜾䝻ー䝞䝹㒔ᕷᆅᇦㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
ᕷẸ科Ꮫᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○

Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
Ẽ⎔ቃᏛ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠝 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ䠞 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᆅ⌫Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⏕≀ከᵝᛶ科Ꮫ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
⏕ែᏛ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
⎔ቃ㈨※᳜≀科Ꮫ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
⎔ቃ⏕⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
ศᏊ⏕≀Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃ㧗ศᏊᏛ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃ⏕Ꮫ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
⎔ቃ↓ᶵᏛ 講⩏ 㻞 ○ 㻞 ○
⎔ቃ䜲䞁䝣ォ䝬䝔䜱クス 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
⎔ቃ数್ゎᯒ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦１ ₇⩦ 㻝 㻝 ○
⎔ቃ≀⌮Ꮫ≉別₇⩦䠎 ₇⩦ 㻝 㻝 ○
ィ⟬௦数䠝 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
ィ⟬௦数䠞 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
」㞧⣔䛾ᗄఱᏛ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠝 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
⎔ቃ䝰䝕䝹ゎᯒ䠞 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
ከኚ㔞ゎᯒ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
ᐇ験ィ⏬ἲ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
䛛䛯䛱䛾数⌮䠝 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
䛛䛯䛱䛾数⌮䠞 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
数⌮科Ꮫ◊✲䠝 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
数⌮科Ꮫ◊✲䠞 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
㔝እ⏕≀Ꮫᐇ⩦ ᐇ⩦ 㻞 ○ 㻞 ○
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠝（ᆅ⌫⎔ቃ） ᐇ験 㻞 㻞 ○
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠞（⏕≀⎔ቃ） ᐇ験 㻞 㻞 ○

䠷学科ᒎ開科目䠹※２䠌༢以上ᚲせ

○
○

○
○

○

○
○

○
○
○
○
○

○
○

○
○

○

䕧 䕧
䕧 䕧

○

䕧
䕧

䕧
䕧

䕧 䕧

○

○
○

䕧 䕧

○
○

○
○

○

䕧 䕧
○
䕧 䕧

○
○

○
䕧 䕧

䕧 䕧

○
○

䕧 䕧
○
○
䕧 䕧
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㓄ᙜ学期

前 後 前

4年
選
ᚲ

後

3年2年

後前

1年
授
業
ᙧ
ែ

ᚲ修・選ᢥの別

前

履修䝥ロ䜾䝷䝮

⎔
ቃ
⮬
↛

科
学

⎔
ቃ
ᩘ
⌮

科
学

生
ά
ඹ
生

科
学

♫

ඹ
生

科
学

備⪃ᚲ
修

選
ᢥ

科目ྡ⛠
༢

ᩘ 後

⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠟（≀㉁⎔ቃ） ᐇ験 㻞 㻞 ○
⎔ቃᛂ⏝科Ꮫᐇ験䠠（⎔ቃ≀⌮） ᐇ験 㻞 㻞 ○
⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦１ ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃᇶ♏科Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○
⾰⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜰䝟䝺䝹タィㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㣗⎔ቃㄽ䠝 講⩏ 㻞 㻞 ○
㣗⎔ቃㄽ䠞 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜰䝥䝷䜲䜰䞁ス⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ス䝬ー䝖・䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁ス 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠝 ᐇ験 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠞 ᐇ験 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠟 ᐇ験 㻝 ○ 㻝 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ験䠠 ᐇ験 㻝 ○ 㻝 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠝 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫᐇ⩦䠞 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃ䝅ス䝔䝮タィㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
ྜពᙧᡂ䝥䝻セスㄽ 講⩏ 㻝 䚽 㻝 ○
ᆅᇦᬒほ⏕ែㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
ఫ⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫㄪᰝἲ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
⎔ቃಖᏛ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⎔ቃ・ᗣ䝸スクㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
♫⎔ቃኚືྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
⎔ቃἲ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
䜾䝻ー䝞䝹ᖹㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
ປാ⎔ቃྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
䜾䝻ー䝞䝹⤒῭⎔ቃྐ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
⚟♴⎔ቃ䝅ス䝔䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
ᆅᇦ✵間䝅ス䝔䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
♫ᩥ⎔ቃㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
䝣䜱ー䝹䝗䝽ークᐇ⩦ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○
ᩥே㢮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᅜ㝿㛵ಀㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦ᨻᛮㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㏆⌧௦⤒῭ᛮㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝆䜵䞁䝎ー♫ᩥㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
䜾䝻ー䝞䝹ṇ⩏ㄽ 講⩏ 㻞 㻞 ○
㌟యᶵ⬟䛾㐺ᛂ 講⩏ 㻞 㻞 ○
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮１（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１） 講⩏ 㻝 䚽 㻝 ○
ᐙ᪘䛾Ⓨ㐩䛸⌮䠎（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠎） 講⩏ 㻝 䚽 㻝 ○
ຍ㱋䛾♫ᚰ⌮Ꮫ（♫・㞟ᅋ・ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞 ○
䝣䜯䝑䝅䝵䞁ᩥㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝 ○
㒔ᕷ䛸ᘓ⠏䛾㻞㻜ୡ⣖ 講⩏ 㻞 㻞 ○
⏕≀⤫ィᏛ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ ○ ○
䛛䜙䛰䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟（ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟ཬ䜃） 講⩏ 㻞 㻞 ○
Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○
බ⾗⾨⏕Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻭 ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻮 ₇⩦ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦１㻯 ₇⩦ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻭 ₇⩦ 㻞 㻞 ○ ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻮 ₇⩦ 㻞 㻞 ○
⎔ቃᙧᡂ科Ꮫ₇⩦䠎㻯 ₇⩦ 㻞 㻞 ○
༞業◊✲ 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 ○ ○ ○ ○䖂

○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

○
○
䕧 䕧

䕧 䕧

○

○
○

○

○
○

䕧 䕧
䕧 䕧
䕧 䕧

䕧 䕧
䕧 䕧
䕧 䕧

○
○

○
○

○

䕧 䕧
䕧 䕧
䕧 䕧

○

○
䕧

○
○

○

○
○

○

䕧

○

○
○
○

○
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(�) Ꮚࡶᩍ⫱学科 

●学科の目標 

現௦社会の文化的多様ᛶをᑛ㔜したᏊども教育にྲྀり⤌む人材を養成する。 

 
次ୡ௦育成を通したグローバル共生社会の実現を目指し，グローバル社会に関ࢃる幅広

いど㔝を持ちながら，Ꮚどもと学ᰯがᢪえる課題を多㠃的にㄆ識し，実践的に解決してい

く能力を身に付けたึ等教育教ဨ等を養成します。 

この目的を踏まえ，本学科は，ึ等教育をᵓ成する「学ᰯ教育学」と「ஙᗂඣ教育学」

の�つのࢥースを設け，ୡ⏺と日本の学ᰯ教育，国㝿文化理解教育など，グローバル共生

社会の実現に向けた教育の現≧と課題について理解を῝めたᚋ，ࢥースࡈとの体⣔的な教

育◊✲を行ࡗていきます。 

 
とその概要ࢫーࢥ●

学ᰯᩍ⫱学ࢥーࢫ 

に教育学，教科内ᐜ・指導論，ᚰ理学の専門ᛶに基࡙いて，⩏ົ教育の基┙であるᑠ

学ᰯを୰ᚰとした教育理ᛕ，ไᗘ，教育内ᐜと方法に関する教育◊✲を行います。あࡏࢃ

て，インクルーシࣈ教育のほⅬから，㞀ᐖのあるᏊどもに対する≉ูᨭ教育に関する教

育◊✲を行います。 

 
ஙᗂඣᩍ⫱学ࢥーࢫ 

に教育学，ಖ育内ᐜ・指導論，ᚰ理学の専門ᛶに基࡙き，生ᾭにࢃたる人᱁形成の基

┙であるஙᗂඣᮇを୰ᚰとした教育理ᛕ，ไᗘ，ಖ育内ᐜと方法に関する教育◊✲を行い

ます。あࡏࢃて，ᗂᑠ㐃ᦠ教育のほⅬから，ᑠ学ᰯ教育の内ᐜと方法等に関する教育◊✲

を行います。 

 
 の選択ࢫーࢥ●

Ꮚども教育学科の学生は，２年次第１クォーターより，いずれかのࢥースを選択しなけ

ればならない。 
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䠷基礎教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖
䛱䠈ேᩥ⣔䛾ྛ༊ศ䛻ᒓす䜛授業科
目を㝖䛟ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻢

䠷総合教養科目䠹

別表➨１䛾䜲䛻ᥖ䛢䜛授業科目䛾䛖
䛱䠈㻔㻝㻕ከᩥ⌮ゎ䛾ᩍ⫱䛸ே間ᙧᡂ
䛾༊ศ䛾授業科目を㝖䛟ྛ授業科目

講⩏ ྛ１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻢

䠷እ国ㄒ科目䠹
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮１（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻮䠎（㑅
ᢤ上⣭ク䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻭㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻝（㑅ᢤ上⣭ク
䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○
㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌㻮㻞（㑅ᢤ上⣭ク
䝷ス㻕 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼡㼠㼛㼚㼛㼙㼛㼡㼟㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻞 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ ○ ○ 㻜㻚㻡
㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔（ᾏእ◊ಟ） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝
䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭１
୰ᅜㄒึ⣭㻭１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭１ ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮１䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮１
୰ᅜㄒึ⣭㻮１䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮１ ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠎䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠎
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠎䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠏䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻭䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻭䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻭䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻭䠐䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻭䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠏
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠏䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠏䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠏 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻮䠐
୰ᅜㄒึ⣭㻮䠐䠈䝻䝅䜰ㄒึ⣭㻮䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈䝣䝷䞁スㄒึ⣭㻿㻮䠐䠈୰
ᅜㄒึ⣭㻿㻮䠐 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯１䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯１䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯㻝䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯㻝 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䝗䜲䝒ㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝣䝷䞁スㄒ୰⣭㻯䠎䠈
୰ᅜㄒ୰⣭㻯䠎䠈䝻䝅䜰ㄒ୰⣭㻯䠎 ₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀１䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀１䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀１䠈➨
୕እᅜㄒ㻔ス䝨䜲䞁ㄒ㻕䠰１䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
タ䝸䜰ㄒ㻕㼀１

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

㻜㻚㻡

後

－ 220 －



1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後後

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠎䠈➨
୕እᅜㄒ㻔ス䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠎䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
タ䝸䜰ㄒ㻕㼀䠎

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕䠰䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠏䠈➨
୕እᅜㄒ㻔ス䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠏䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
タ䝸䜰ㄒ㻕㼀䠏

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

➨୕እᅜㄒ㻔䝗䜲䝒ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䝣
䝷䞁スㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔㡑ᅜㄒ㻕㼀䠐䠈➨
୕እᅜㄒ㻔ス䝨䜲䞁ㄒ㻕㼀䠐䠈➨୕እᅜㄒ㻔䜲
タ䝸䜰ㄒ㻕㼀䠐

₇⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡

䠷報科目䠹
ሗᇶ♏ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
䠷ᗣ・スポーツ科学䠹
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠝 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠞 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫ講⩏䠟 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦１ ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
ᗣ・ス䝫ー䝒科Ꮫᐇ⩦䠎 ᐇ⩦ 㻜㻚㻡 ○ 㻜㻚㻡
䠷㧗度教養科目䠹

ᅜ㝿ே間科Ꮫ㒊㧗ᗘᩍ㣴科目䛾ྲྀ
ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶は別䛻定䜑䜛。

講⩏
ཪは
₇⩦

ྛ㻝
ཪは
㻞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻠

䠷学部ඹ㏻基礎科目䠹※４༢ᚲせ

ึ年ḟ࣮ࢼ࣑ࢭ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿㛤Ⓨຓㄽ㸦㹈㹇㹁㸿㸧 講⩏ 㻝 䚽 㻝

成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ᇶ♏ㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

␗ᩥ㛫ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

ㄽࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ඹྠయㄽ１ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

ඹྠయㄽ㸰ࢪ 講⩏ 㻝 䚽 㻝

䠷学部ඹ㏻発ᒎ科目䠹※４༢ᚲせ

ඹ⏕♫ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

᪉ἲㄽࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

7HVW�3UHSDUDWLRQ ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�6NLOOV ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV� ₇⩦ 㻞 㻞

(QJOLVK�IRU�3URIHVVLRQDO�3XUSRVHV� ₇⩦ 㻞 㻞

:RUOG�(QJOLVKHV ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦⊂㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦㸧 ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢥ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥ࣌ࢫ ₇⩦ 㻞 㻞

䚽
䚽

○
○

○
○

○

䚽
䚽
䚽

○

○
○

○

䚽
䚽
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1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後後

ㄒධ㛛１ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣜࢱ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛１ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ㄒධ㛛㸰ࣥࢸࣛ ₇⩦ 㻞 㻞

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㸿 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᅜ㝿₇ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⩦㹀 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�$ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

&XOWXUHV�DQG�6RFLHWLHV�LQ�-DSDQ�% ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒ１ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

日ᮏㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦１ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ሗⓎಙ₇⩦㸰 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦１ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

ᇶ♏₇⩦㸰ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦Ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ１㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

㹃㹑㹂₇⩦ϩ㸰㸦ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㸧 ₇⩦ 㻝 ○ 㻝

እᅜㄒᐇ⩦㸿 ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

እᅜㄒᐇ⩦㹀 ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

ᐇ⩦㸿ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻝 㻝 ㄆ定科目

ᐇ⩦㹀ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ ᐇ⩦ 㻞 㻞 ㄆ定科目

日ᮏㄒᩥἲᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

ᐇ㊶日ᮏㄒᇶ♏ 講⩏ 㻝 㻝

日ᮏㄒ࣭日ᮏᩥᇶ♏₇⩦ ₇⩦ 㻝 㻝

䠷䜾ロー䝞ル・ス䝍䝕䜱ー䝈・䝥ロ䜾䝷䝮（㻳㻿P）科目䠹※７༢ᚲせ

䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ーᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
䜾䝻ー䝞䝹䜲䝅䝳ー₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
䠣䠯䠬₇⩦（䜸䝸䜶䞁䝔ー䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 㻝
␃Ꮫᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 㻌 㻌 㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ᐇ㊶ᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 㻌 㻌 㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◊ಟᆺ䠣䠯䝁ース ₇⩦ 㻟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
䠣䠯䠬₇⩦（䝸䝣䝺ク䝅䝵䞁） ₇⩦ 㻝 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 ○ ○ ○ ○ 㻝
䠷学科ඹ㏻科目䠹※１２༢ᚲせ

Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ 講⩏ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦１ ₇⩦ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠎 ₇⩦ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠏 ₇⩦ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒ᩍ⫱Ꮫ₇⩦䠐 ₇⩦ 㻞 㻞
ᩍ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾Ꮫᰯᩍ⫱） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ཎ⌮（ୡ⏺䛸日ᮏ䛾ஙᗂඣᩍ⫱） 講⩏ 㻞 㻞
学ᰯ教⫱学コース

ᩍ⫋ㄽ（ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
日ᮏᩍ⫱ྐ 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ඣ❺䛾Ⓨ㐩䛸Ꮫ⩦ 講⩏ 㻞 㻞
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᅜㄒ科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞

䠷学科コ䜰科目䠹※１䠌༢以上ᚲせ

○
○

○

㻟

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○

○
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1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後後

ึ➼♫科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⟬数科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⌮科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⏕ά科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼㡢ᴦ科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᅗᕤ科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᐙᗞ科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼య⫱科ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ� 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼≉別άືᣦᑟㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ（㐍㊰ᣦᑟを含む） 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᅜㄒㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼♫科ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⟬数ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⌮科ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⏕ά科ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼㡢ᴦㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᅗᕤㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᐙᗞ科ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼య⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ⱥㄒㄽ 講⩏ 㻞 㻞

䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） ₇⩦ 㻞 㻞
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） ₇⩦ 㻞 㻞
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） ₇⩦ 㻞 㻞
ஙᗂඣ䛸ᗣ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ 講⩏ 㻞 㻞
ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
≉別ᨭᩍ⫱Ꮫ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖඹ⏕ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞
▱ⓗ㞀ᐖ䛾⏕⌮・⌮ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
⫥య⮬⏤⪅ᚰ⌮・⏕⌮・⌮ 講⩏ 㻞 㻞
▱ⓗ㞀ᐖᨭᏛ 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩㞀ᐖᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
⫥య⮬⏤ᩍ⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ᨭᩍ⫱⮫ᗋᏛ 講⩏ 㻞 㻞
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
⮫ᗋⓎ㐩ᨭᏛ䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫ（⢭⚄ᝈ䛸䛭䛾⒪） 講⩏ 㻞 㻞
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱１（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠎） 講⩏ 㻝 ○ 㻝
ゝㄒⓎ㐩䛸ᩍ⫱䠎（Ꮫ⩦・ゝㄒᚰ⌮Ꮫ䠏） 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖ䛸䝸䝝䝡䝸䝔ー䝅䝵䞁 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖඣᨭᏛᴫㄽ 講⩏ 㻝 ○ 㻝

䠷学科ᒎ開科目䠹※２５༢以上ᚲせ

○
○

○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○
○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

○

○

○
○
○
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1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後後

♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻝 䚽 㻝
科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞
ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸ゝⴥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
ほᐹᐇ⩦䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ほᐹᐇ⩦䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ ᐇ⩦ 㻝 㻝
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻠 㻠
≉別ᨭᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻟 㻟
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） ₇⩦ 㻞 㻞
༞業◊✲ 㻝㻜 㻝㻜
ஙᗂඣ教⫱学コース

ᩍᖌධ㛛 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ᩍ⫱⾜ᨻᏛ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ᩍ⫱⤒ႠᏛ（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊠） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ᗣ䊡） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ே間㛵ಀ） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（⎔ቃ） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㐀ᙧ表⌧） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（㡢ᴦ表⌧） 講⩏ 㻞 㻞
ಖ⫱ෆᐜ◊✲（ඣ❺ᩥ䛸ゝⴥ） 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ・᪉ἲㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣ⌮ゎ䛸ᩍ⫱┦ㄯ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 講⩏ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒䛾ಖ䛸ᗣ 講⩏ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒䛾㣗䛸ᰤ㣴 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
ึ➼ᅜㄒㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⟬数ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼⏕ά科ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼㡢ᴦㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼ᅗᕤㄽ 講⩏ 㻞 㻞
ึ➼య⫱ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
䠷学科ᒎ開科目䠹※２５༢以上ᚲせ

䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱ᩥ⊩₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱ไᗘ） ₇⩦ 㻞 㻞
䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（ᩍ⫱᪉ἲᏛ） ₇⩦ 㻞 㻞

䠷学科コ䜰科目䠹※１䠌༢以上ᚲせ

䖂
䖂

䖂

䖂

○

○

○
○
○

○

○

䕧 䕧

䕧 䕧
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

䕧 䕧

○
○
○
○

○

○

○
○
○

○
○

○
○

○
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1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

1年

前 後

4年3年
授
業
ᙧ
ែ

㓄ᙜ学期

前

ᚲ修・選ᢥの別

前 後 ᚲ
修

༢

ᩘ

選
ᢥ

科目ྡ⛠
選
ᢥ
ᚲ
修

2年
備⪃

前 後後

䜾䝻ー䝞䝹ᩍ⫱₇⩦（科Ꮫᩍ⫱） ₇⩦ 㻞 㻞
ஙᗂඣ䛸ᗣ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
すὒᩍ⫱ᛮྐ 講⩏ 㻞 㻞
ẚ㍑ᩍ⫱䝅ス䝔䝮ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
≉別ᨭᩍ⫱⥲ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫１ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
Ⓨ㐩㞀ᐖ䛸ඹ⏕♫䠎 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ（㞀ᐖ⪅・㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ） 講⩏ 㻞 㻞
≉別ᨭᩍ⫱ධ㛛（ᗂ・ᑠ） 講⩏ 㻝 ○ 㻝
㞀ᐖඣಖ⫱₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
♫⚟♴ㄽ 講⩏ 㻞 㻞
♫ⓗ㣴ㆤ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
♫ⓗ㣴ㆤෆᐜ₇⩦ ₇⩦ 㻝 䕧 䕧 㻝 㝸ᖺ
♫ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞
ஙᗂඣ䛸⎔ቃ 講⩏ 㻝 ○ 㻝
数⌮ㄆ㆑ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻝 䚽 㻝
科Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞
ⱥㄒ科ᐇ㊶◊✲ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
ᩍ⫱・ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦（ஙᗂඣᩍ⫱） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸ゝⴥ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸表⌧（㡢ᴦ） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸表⌧（㐀ᙧ） ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙᗂඣ䛸ே間㛵ಀ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ஙඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ ₇⩦ 㻝 ○ 㻝
ᗂඣᚰ⌮Ꮫ₇⩦ ₇⩦ 㻞 㻞
Ꮚ䛹䜒䛸ᐙᗞ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
Ꮚ䛹䜒ᐙᗞᨭㄽ 講⩏ 㻞 㻞 㝸ᖺ
ほᐹᐇ⩦䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ほᐹᐇ⩦䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ึ➼ᩍ⫱๓・ᚋᣦᑟ ᐇ⩦ 㻝 㻝
ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ ᐇ⩦ 㻠 㻠
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊠 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊡 ᐇ⩦ 㻝 㻝
Ꮫᰯ䜲䞁ター䞁䝅䝑䝥䊢 ᐇ⩦ 㻝 㻝
ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦（ᗂ・ᑠ） ₇⩦ 㻞 㻞
༞業◊✲ 㻝㻜 㻝㻜䖂

䖂
䖂

○

○
䕧 䕧

○

○

○
○
○

○

○

○

○

䕧 䕧
○

○
○

䕧 䕧

䕧 䕧
䚽

䖂
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㸱㸱	 ㈨㈨᱁᱁免免許許ののࡵࡵࡓࡓのの科科目目	
  

⛉┠ྡ⛠� ᤵᴗ
ᙧែ�

༢ᩘ� 㓄ᙜ年ḟ� ഛ� ⪃�

日ᮏᅜ᠇ἲ１� ㅮ⩏� １� 㸰年１㹏� ᩍဨචチࡢᚲಟ⛉┠�

日ᮏᅜ᠇ἲ㸰� ㅮ⩏� １� 㸰年㸰㹏� ᩍဨචチࡢᚲಟ⛉┠�

ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧� ㅮ⩏� 㸰� １年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩍ⫱ཎ⌮� ㅮ⩏� 㸰� １年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩍ⫱ྐ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧� ㅮ⩏� 㸰� １年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼≉ูᨭᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�୰࣭㧗�� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼≉ูάືᣦᑟㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸱年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼Ꮫ⩦ᣦᑟㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼⏕ᚐᣦᑟㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸱年ḟ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ� ᐇ⩦� １� 㸱࣭㸲年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㸿� ᐇ⩦� 㸰� 㸱࣭㸲年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀� ᐇ⩦� 㸰� 㸱࣭㸲年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲� ᐇ⩦� 㸰� 㸱࣭㸲年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦୰࣭㧗㸧� ₇⩦� 㸰� 㸲年ᚋᮇ� ᩍဨචチ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᕤⱁᐇ㊶₇⩦� ₇⩦� 㸰� 㸰年ᚋᮇ� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰㸧ࡢ⛉┠�

�ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ ₇⩦� 㸰� １年ᚋᮇ� ᩍဨචチ㸸㡢ᴦ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ඛ➃⾲⌧₇⩦� ₇⩦� 㸰� 㸱年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦D㸧� ㅮ⩏� １� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪ᆅ⌮Ṕྐ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ㸦E㸧� ㅮ⩏� １� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪ᆅ⌮Ṕྐ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᆅㄅ㸦D㸧� ㅮ⩏� １� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪ᆅ⌮Ṕྐ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᆅㄅ㸦E㸧� ㅮ⩏� １� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪ᆅ⌮Ṕྐ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰࣭㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ⱥㄒ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰࣭㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ⱥㄒ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 㸰࣭㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ⱥㄒ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 㸰࣭㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ⱥㄒ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃� ㅮ⩏� 㸰� 㸰࣭㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ⱥㄒ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸸ಖయ⫱㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ᚋᮇ� ᩍဨචチ㸸ಖయ⫱㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 3㺃4年ḟ๓ᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ಖయ⫱㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 3㺃4年ḟ๓ᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ಖయ⫱㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸸㡢ᴦ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ᚋᮇ� ᩍဨචチ㸸㡢ᴦ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟ๓ᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸㡢ᴦ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟᚋᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸㡢ᴦ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟ๓ᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟ๓ᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟᚋᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 2㺃3年ḟᚋᮇ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⨾⾡㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⌮⛉㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⌮⛉㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⌮⛉㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸⌮⛉㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� ᩍဨචチ㸸ᩘᏛ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�
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ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ᐙᗞ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ᐙᗞ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年�� ᩍဨචチ㸸ᐙᗞ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂� ㅮ⩏� 㸰� 㸰㺃㸱年ḟ�㝸年� ᩍဨචチ㸸ᐙᗞ㸦୰࣭㧗㸧ࡢ⛉┠ 
♫⛉ᩍ⫱ㄽ㸿� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧ࡢ⛉┠�

♫⛉ᩍ⫱ㄽ㹀� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧ࡢ⛉┠�

බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸බẸ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪බẸ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸ᆅṔ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� ᩍဨචチ㸸♫㸦୰㸧㸪ᆅṔ㸦㧗㸧ࡢ⛉┠�

༤≀㤋ᴫㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋⤒Ⴀㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ᚋᮇ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋㈨ᩱㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸱年ᚋᮇ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋ᒎ♧ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年๓ᮇ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ḟ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ� ㅮ⩏� 㸰� 㸰年ᚋᮇ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

༤≀㤋ᐇ⩦� ᐇ⩦� 㸱� 㸱㹼㸲年ḟ� Ꮫⱁဨࡢᚲಟ⛉┠�

�
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４ 教育職員免許状取得に関する履修要項 

本学部において，教育職員免許状を取得しようとするものは，卒業に必要な単位を修得

するほか，教育職員免許法及び同法施行規則に定めるそれぞれの免許状に必要な科目の単

位を併せて修得しなくてはならない。 

 
Ⅰ．本学部で取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科 

学科名 免許状の種類 免許教科 

グ ロ ー バ ル 文 化 学 科 
中学校教諭一種免許状 英 語 

高等学校教諭一種免許状 英 語 

発 達 コ ミ ュ ニ テ ィ 学 科 

中学校教諭一種免許状 保 健 体 育 

高等学校教諭一種免許状 保 健 体 育 

中学校教諭一種免許状 音 楽 

高等学校教諭一種免許状 音 楽 

中学校教諭一種免許状 美 術 

高等学校教諭一種免許状 美 術 

環 境 共 生 学 科 

中学校教諭一種免許状 理 科 

高等学校教諭一種免許状 理 科 

中学校教諭一種免許状 数 学 

高等学校教諭一種免許状 数 学 

中学校教諭一種免許状 家 庭 

高等学校教諭一種免許状 家 庭 

中学校教諭一種免許状 社 会 

高等学校教諭一種免許状 地 理 歴 史 

高等学校教諭一種免許状 公 民 

子 ど も 教 育 学 科 

幼稚園教諭一種免許状  

小学校教諭一種免許状  

特別支援学校教諭一種免許状  

備 考 

幼稚園教諭一種免許状及び小学校教諭一種免許状は，子ども教育学科に所属する学生の

みが取得可能である。 
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ۑ

ۑ
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ὀ㸬ۑ༳ࡣචチἲୖࡢᣦᐃ⛉┠㸦ᚲಟ㸧ࠋࡍ♧ࢆ

ᩍ⫱⫋ဨචチἲ⾜つ๎➨66᮲6ࡢᐃࡿࡵ⛉┠

┠⛉࡞ᚲせࡀඹ㏻࡛ྲྀᚓ⛉�Ꮫࠚ⾲ู࠙

　ୖグࡢ㸪ู⾲ᐃࠕࡿࡵ日ᮏᅜ᠇ἲࠖ㸪ࠕయ⫱ࠖ㸪ࠕእᅜㄒࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥཬࠕࡧሗᶵ

ჾࡢ᧯సࠖࢆಟᚓࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

≉ูᨭᏛᰯᩍㅍ

ᑓಟචチ≧ ୍✀චチ≧

ಟኈࡢᏛࢆ᭷
ࡧཬࡇࡿࡍ
ᑠ࣭୰࣭㧗ཪࡣ
ᗂ⛶ᅬࡢᬑ㏻ච
チ≧ࢆ᭷ࡇࡿࡍ


ᏛኈࡢᏛࢆ᭷
ࡧཬࡇࡿࡍ
ᑠ࣭୰࣭㧗ཪࡣ
ᗂ⛶ᅬࡢᬑ㏻ච
チ≧ࢆ᭷ࡇࡿࡍ


50 26

ᇶ♏㈨᱁

　　　　　　　　　චチ≧ࡢ✀㢮
　ᡤせ㈨᱁

චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ⛉┠༊ศ➼ ᕥグᑐᛂࡿࡍ㛤タᤵᴗ⛉┠

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ ᤵ　ᴗ　⛉　┠ ༢ᩘ
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ಟኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

ᏛኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

24 24

10 10

8 8

5 5

ಟኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

ᏛኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

28 28

10 10

10 10

7 7

ϩ��ᇶ♏㈨᱁ཬࡧᩍ⫱⫋ဨචチἲ࡛ᐃࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ最పಟᚓ༢ᩘ

　　　　　　　　　චチ≧ࡢ✀㢮
　ᡤせ㈨᱁

୰Ꮫᰯᩍㅍ

ᑓಟචチ≧ ୍✀චチ≧

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ

ᑓಟචチ≧ ୍✀චチ≧

ᗂ⛶ᅬᰯᩍㅍ ᑠᏛᰯᩍㅍ

ᑓಟචチ≧ ୍✀චチ≧ ᑓಟචチ≧ ୍✀චチ≧


Ꮫ

࠾
ࡅ
ࡿ
最
ప
ಟ
ᚓ
༢

ᩘ

ᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡍ
㸦ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㸸㡿ᇦཬ┠⛉ࡿ
ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢಖ⫱ෆᐜࡧ
⛉┠㸧

ᇶ♏㈨᱁

ᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ⌮ゎ㛵ࡿࡍ⛉
┠

㐨ᚨࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫➼
⫱ᩍࠊᚐᣦᑟ⏕ࡧᣦᑟἲཬࡢ
┦ㄯ➼㛵ࡿࡍ⛉┠

4 4 10 10

ᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡿࡍ⛉┠ 7 7 7 7

Ꮫ⮬⊃ࡀタᐃࡿࡍ⛉┠ 26 2

ಟኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

ᏛኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

ಟኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

ᏛኈࡢᏛ
ࢆ᭷ࡍ
ࡇࡿ

16 16 30

28 4 36 1238 14

య　　　⫱ 2

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦ᇶ♏ 1

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦１ 0�5

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ⛉Ꮫᐇ⩦㸰 0�5

日ᮏᅜ᠇ἲ 2
日ᮏᅜ᠇ἲ１ 1

日ᮏᅜ᠇ἲ㸰 1

　　　　　ྜ　　ィ 75 51 83 59 83 59 83 59

ሗᶵჾࡢ᧯స 2
ሗࣜ１⩦₇࣮ࢩࣛࢸ 1

ሗࣜ₇࣮ࢩࣛࢸ⩦㸰 1

እᅜㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 2

$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$1 0�5

$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�$2 0�5

$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%1 0�5

$FDGHPLF�(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ�%2 0�5

≉ูᨭᩍ⫱㛵ࡿࡍ⛉┠
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ࣥ 㸦ࠖ 㸰 ༢  㸪ࠕ $FDGHPLF� (QJOLVK� &RPPXQLFDWLRQ� $1 㸪ࠖࠕ $FDGHPLF� (QJOLVK�
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㸱年ḟ㸪ࡣ⛉Ꮫᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸪ࡣ࡚࠸࠾㸧ᮏᏛ㒊ࠋࡿ࠶せ࡛ࡣ㸪ㆤ➼య㦂ࡣ

Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉㸪⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉ཬࡧᏊࡶᩍ⫱Ꮫ⛉ࡣ㸰年ḟㆤ➼య㦂ࢆ

�ࠋ࠺⾜

�4� ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬࡧᗂ⛶ᅬ୍ࡢ✀චチ≧ྲྀᚓᚲせࡢࢀࡒࢀࡑ࡞Ꮫᰯ✀

ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ㛤ㅮ㸪ᇶᮏⓗࡣ࡚࠸ࡘᒚಟࡢࠖ┠⛉ࡿࡍタᐃ⮬⊃ࡀᏛࠕࡢู

࡛㸪ࡢࢀࡒࢀࡑᏛᰯ✀ཬࡧᩍ⛉ูࠕࡢᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡢ➼ࠖ┠⛉ࡿࡍ最

పಟᚓ༢ᩘࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ�

�5� ᑓಟචチ≧ྲྀᚓᚲせ࡞㸪ࡢࢀࡒࢀࡑᏛᰯ✀ูࠕࡢᏛ⮬⊃ࡀタᐃࡢࠖ┠⛉ࡿࡍ

ᚲせ࡞༢ࡢᒚಟࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᑓಟචチ≧ᚲせ࡞ᇶ♏㈨᱁ࢆᚓࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿㄢ

⛬㸦Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬➼㸧ࠕ࡚࠸࠾ᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࢆ➼ࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ

≦චチ✀୍ࡢู✀Ꮫᰯࡢࢀࡒࢀࡑࡣ༢ᩘ࡞㸪ᚲせࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡿࡍ

24ࡣ༢ᩘ࡞ᚲせࡶ࡚࠸࠾ู✀Ꮫᰯࡢࢀࡎ࠸㸦ࠋࡿ࠶༢ᩘ࡛ࡓ࠸ᘬࢆ༢ᩘࡢ

༢࡛ࠋࡿ࠶㸧�

�6� ᩍ⫱ᐇ⩦ࡣ㸪ཎ๎ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡚ࡋᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸲年ḟ㸪Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉㸪� � � �

⎔ቃඹ⏕Ꮫ⛉ཬࡧᏊࡶᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸱年ḟᐇࠋࡿࡍ�

�7� ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯᩍㅍචチ≧ྲྀࢆᚓࡣࡿࡍ㸪ึࠕ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟࠖึࠕ➼ᩍ

⫱ᐇᆅ◊✲ࠖࡢ㸰⛉┠㸦ィ㸳༢㸧୍ྠࢆ年ᗘ࡚࠸࠾ᒚಟࡣࢀࡇࠋࡿࡍᏊࡶᩍ

⫱Ꮫ⛉ࡿࡅ࠾ᚲಟ⛉┠࡛ࡾ࠶㸪Ꮫ⛉⏕ࡣᒚಟࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

�8� ୰Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧ྲྀࢆᚓࡣࡿࡍ㸪ࠕ୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟࠖࠕ୰Ꮫᰯᩍ⫱�

ᐇᆅ◊✲㸿ࠖࠕ୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐇᆅ◊✲㹀ࠖࡢ㸱⛉┠㸦ィ㸳༢㸧୍ྠࢆ年ᗘ࡚࠸࠾

ᒚಟࠋࡿࡍ�

�9� 㧗ᰯᩍㅍ୍✀චチ≧ྲྀࢆᚓࡣࡿࡍ㸪ࠕ୰➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟࠖࠕ㧗ᰯᩍ⫱ᐇᆅ

㸪୰Ꮫᰯᩍㅍ୍ࡋࡔࡓࠋࡿࡍᒚಟ࡚࠸࠾年ᗘ୍ྠࢆ㸰⛉┠㸦ィ㸱༢㸧ࡢࠖ✲◊

✀චチ≧ྲྀࢆᚓࡵࡓࡿࡍᒚಟࡿࡍ㸱⛉┠ࡾࡼ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧ྲྀᚓࡶ

�ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ
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Ϫ㸬ᩍ⫱⫋ဨචチ≧ྲྀᚓ㛵ࡿࡍ⛉┠ㄆᐃ୍ぴ

１㸬ᗂ⛶ᅬ

㸦ᗂ⛶ᅬ୍✀චチ≧㸧┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢಖ⫱ෆᐜࡧ㡿ᇦཬࠚ⾲１➨࠙

　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ14࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせ2ࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞༢ࡋ㛤タࡵࡓ࠸࡞ࡋ�
　　　࠙➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࠕࡧ㡿ᇦཬࡧಖ⫱ෆᐜࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠࡛ࠖᡤᐃࡢ༢ࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ᩘ࡛
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ　　　

࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢಖ⫱ෆᐜࡧ㡿ᇦཬࠕ
Ꮫ⩦ࡢ㛫➼ࡢᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢
ᩘྜࡢィ51ࡀ༢௨ୖᚲせ

ಖ⫱ෆᐜࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϨ㸧 2

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ᗣϩ㸧 2

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ඣ❺ᩥゝⴥ㸧 2

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦⎔ቃ㸧

2

2

2

2

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㐀ᙧ⾲⌧㸧

1
ஙᗂඣ⾲⌧�㐀ᙧ㸧 1

ே㛫㛵ಀ

ゝⴥ

1

1

1

1

⾲⌧

㡿
ᇦ

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

ᗣ

20

⎔ቃ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦㡢ᴦ⾲⌧㸧

ஙᗂඣᗣ

ஙᗂඣே㛫㛵ಀ

ஙᗂඣ⎔ቃ

ஙᗂඣゝⴥ

ಖ⫱ෆᐜ◊✲㸦ே㛫㛵ಀ㸧

ஙᗂඣ⾲⌧�㡢ᴦ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ
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ᚲ
ಟ

㑅
ᢥ

2

2

࣭
2

2

2

2

2

1

࣭
2

2

2

࣭
2

࣭
2

1

4

࣭ 2

2
Ꮫ⮬⊃ࡀタ
ᐃࡿࡍ⛉┠

Ꮚࡢࡶಖᗣ

࠙➨㸰⾲ࠕ�ࠚᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࢆࠖ┠⛉ࡿࡍ㝖ࡃ⛉┠㸦ᗂ⛶ᅬ୍✀චチ≧㸧

චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ⛉┠༊ศ➼ ᕥグᑐᛂࡿࡍ㛤タᤵᴗ⛉┠

ಟᚓ᪉ἲ➼
⛉　┠ ᚲせ㡯ࡿࡵྵ┠⛉ྛ ༢ᩘ ᤵ　ᴗ　⛉　┠

༢ᩘ

ᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ⌮
ゎ㛵ࡿࡍ⛉┠

࣭ ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ୪ࡧᩍ⫱㛵ࡿࡍṔྐཬࡧ
ᛮ

10

ಖ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺日ᮏࡢஙᗂඣᩍ⫱㸧

࣭ ᩍ⫱㛵ࡿࡍ♫ⓗࠊไᗘⓗཪࡣ⤒Ⴀⓗ
㡯㸦Ꮫᰯᆅᇦࡢ㐃ᦠཬࡧᏛᰯᏳ
㸧ࠋࡴྵࢆᑐᛂࡢ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢព⩏ཬࡧ⦅成ࡢ᪉ἲ㸦ࣜ࢝
㸧ࠋࡴྵࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟

ஙᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽ

2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ཎ⌮㸦ୡ⏺日ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱㸧

ᩍ⫋ࡢព⩏ཬࡧᩍဨࡢᙺ࣭⫋ົෆᐜ
㸦࣒࣮ࢳᏛᰯ㐠Ⴀࡢᑐᛂࠋࡴྵࢆ㸧

ᩍᖌධ㛛 2༢ᚲಟ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

࣭ ࡧඣ❺ཬࠊᗂඣࡿࡍᚲせࢆᨭࡢู≉
⏕ᚐᑐࡿࡍ⌮ゎ

≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛㸦ᗂ࣭ᑠ㸧 1༢ᚲಟ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

࣭ ᗂඣࠊඣ❺ཬࡧ⏕ᚐࡢᚰ㌟ࡢⓎ㐩ཬࡧᏛ
⛬ㄢࡢ⩦

ஙᗂඣᚰ⌮Ꮫ 2༢ᚲಟ

࣭ ᩍ⫱ࡢ᪉ἲཬࡧᢏ⾡㸦ሗᶵჾཬࡧᩍᮦ
㸧ࠋࡴྵࢆ⏝άࡢ

ஙᗂඣᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲㄽ

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ

2༢ᚲಟ

2༢ᚲಟ

4
ᗂඣ⌮ゎࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲ

ஙᗂඣ⌮ゎᩍ⫱┦ㄯ 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱┦ㄯ㸦ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝㛵ࡿࡍᇶ♏
ⓗ࡞▱㆑ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 　　

㐨ᚨࠊ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ㛫➼ࡢ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐ
ᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ
┠⛉ࡿࡍ㛵➼

ྜ　　　　ィ 21 ྜ　　　　ィ 22

㸦චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ最పಟᚓ༢ᩘ㸧 㸦ᮏᏛ࡛ࡢ最పಟᚓ༢ᩘ㸧

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ 2 ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡍ
┠⛉ࡿ

࣭ ᩍ⫱ᐇ⩦ 5

ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ 1༢ᚲಟ

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 4༢ᚲಟ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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㸰㸬ᑠᏛᰯ

㸦ᑠᏛᰯ୍✀චチ≧㸧┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠚ⾲１➨࠙

　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

እᅜㄒ ึ➼ⱥㄒᩍ⫱ㄽ 2

య⫱ ึ➼య⫱⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ᐙᗞ ึ➼ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ᅗ⏬ᕤస ึ➼ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ྛ
ᩍ
⛉
ࡢ
ᣦ
ᑟ
ἲ

䥹


ሗ
ᶵ
ჾ
ཬ
ࡧ
ᩍ
ᮦ
ࡢ
ά
⏝
ࢆ
ྵ
ࡴ
䣎
䥺

ᅜㄒ
㸦᭩ࠋࡴྵࢆ㸧

ึ➼ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

⌮⛉ ึ➼⌮⛉ᩍ⫱ㄽ 2

⟬ᩘ ึ➼⟬ᩘ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

㡢ᴦ ึ➼㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ᅗ⏬ᕤస

ึ➼⏕ά⛉ㄽ 2

♫

ึ➼ᅗᕤㄽ 2

ึ➼♫⛉ᩍ⫱ㄽ 2

⏕ά ึ➼⏕ά⛉ᩍ⫱ㄽ 2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ2࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タࡢࠚ⾲2➨࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ
　　　⛉┠ཬࠕࡧᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠࡛ࠖᡤᐃࡢ༢ࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ᩘ࡛ࢆࢀࡇࡍࡓᚲせ
ࠋࡿ࠶ࡀ　　　

ึ➼ᐙᗞ⛉ㄽ 2

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

ᅜㄒ
㸦᭩ࠋࡴྵࢆ㸧

30

ึ➼ᅜㄒㄽ 2

ᐙᗞ

2

ึ➼⌮⛉ㄽ 2

㡢ᴦ

2

ึ➼⟬ᩘㄽ

ึ➼㡢ᴦㄽ 2

⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ಟᚓ༢ᩘࡢࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵㊶ᩍ⫱ᐇࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵➼ᩍ⫱┦ㄯࠊᚐᣦᑟ⏕ࡧᣦᑟἲཬࡢ➼㛫ࡢ
60༢௨ୖᚲせࡀィྜࡢ

♫

⟬ᩘ

⌮⛉

⏕ά

እᅜㄒ ึ➼ⱥㄒㄽ 2

య⫱ ึ➼య⫱ㄽ 2

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
１㸮༢㑅ᢥᚲಟ

ึ➼♫⛉ㄽ

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ
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ᚲ
ಟ

㑅
ᢥ

2

2

࣭
2

2

2

2

2

1

࣭
2

࣭ 2

࣭ 2

࣭ 2

࣭
2

࣭
࣭ 2

࣭
2

1

4

࣭ 2

㸦චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ最పಟᚓ༢ᩘ㸧 㸦ᮏᏛ࡛ࡢ最పಟᚓ༢ᩘ㸧

ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ 2 ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦ᗂ࣭ᑠ㸧 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡍ
┠⛉ࡿ

ึ➼ᩍ⫱ᐇᆅ◊✲ 4༢ᚲಟ

1༢ᚲಟ

ྜ　　　　ィ 27 ྜ　　　　ィ 30

࣭ ᩍ⫱ᐇ⩦ 5

ึ➼ᩍ⫱๓࣭ᚋᣦᑟ 1༢ᚲಟ

⏕ᚐᣦᑟࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲ
㐍㊰ᣦᑟཬࣜࣕ࢟ࡧᩍ⫱ࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲ

ึ➼⏕ᚐᣦᑟㄽ㸦㐍㊰ᣦᑟ
㸧ࡴྵࢆ

2༢ᚲಟ

ᩍ⫱┦ㄯ㸦ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝㛵ࡿࡍᇶ♏ⓗ࡞
▱㆑ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲ

ึ➼Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯ 2༢ᚲಟ

≉ูάືࡢᣦᑟἲ ึ➼≉ูάືᣦᑟㄽ 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ࡢ᪉ἲཬࡧᢏ⾡㸦ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά
㸧ࠋࡴྵࢆ⏝

ึ➼ᩍ⫱᪉ἲᏛ 2༢ᚲಟ

⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫➼ࡢᣦᑟἲ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟἲ�ᑠ� 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢព⩏ཬࡧ⦅成ࡢ᪉ἲ㸦ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
㸧ࠋࡴྵࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒

ㄽ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝➼ึ 2༢ᚲಟ

Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

㐨ᚨࠊ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ㛫➼ࡢ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐ
ᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ
┠⛉ࡿࡍ㛵➼

㐨ᚨࡢ⌮ㄽཬࡧᣦᑟἲ

10

ึ➼㐨ᚨᩍ⫱ㄽ

ඣ❺ࡢⓎ㐩Ꮫ⩦

࣭ ᚐ⏕ࡧඣ❺ཬࠊᗂඣࡿࡍᚲせࢆᨭࡢู≉
ゎ⌮ࡿࡍᑐ

≉ูᨭᩍ⫱ධ㛛㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

ᩍ⫱ࡢᇶ♏ⓗ⌮
ゎ㛵ࡿࡍ⛉┠

࣭
ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ୪ࡧᩍ⫱㛵ࡿࡍṔྐཬࡧᛮ

2༢ᚲಟ

ᩍ⫋ࡢព⩏ཬࡧᩍဨࡢᙺ࣭⫋ົෆᐜ㸦࣮ࢳ
㸧ࠋࡴྵࢆᑐᛂࡢᏛᰯ㐠Ⴀ࣒

ᩍ⫋ㄽ㸦ᑠ㸧 2༢ᚲಟ

࣭ ᩍ⫱㛵ࡿࡍ♫ⓗࠊไᗘⓗཪࡣ⤒Ⴀⓗ㡯
㸦Ꮫᰯᆅᇦࡢ㐃ᦠཬࡧᏛᰯᏳࡢᑐᛂ
㸧ࠋࡴྵࢆ

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

10

ᩍ⫱ཎ⌮�ୡ⏺日ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱� 2༢ᚲಟ

日ᮏᩍ⫱ྐ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧

࣭ ᗂඣࠊඣ❺ཬࡧ⏕ᚐࡢᚰ㌟ࡢⓎ㐩ཬࡧᏛ⩦ࡢ
ㄢ⛬

࠙➨㸰⾲ࠕ�ࠚᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࢆࠖ┠⛉ࡿࡍ㝖ࡃ⛉┠㸦ᑠᏛᰯ୍✀චチ≧㸧

චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ⛉┠༊ศ➼ ᕥグᑐᛂࡿࡍ㛤タᤵᴗ⛉┠

ಟᚓ᪉ἲ➼
⛉　┠ ᚲせ㡯ࡿࡵྵ┠⛉ྛ ༢ᩘ ᤵ　ᴗ　⛉　┠

༢ᩘ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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㸱㸬୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ
࠙➨㸰⾲ࠚᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠

　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

ᑓ㛛ࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
ⓗ㡯ࠖཬྛࠕࡧᩍ
ᣦᑟἲ㸦ሗᶵࡢ⛉
ჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࢆ
⛉㑅ᢥࡢ㸧ࠖࠋࡴྵ
㸶༢㑅ᢥᚲࡽ┠
ಟ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

ࢫࣄ࣭ࣗࢩࢵࣜࢢ࣭ࣥࣝࣂ࣮ࣟࢢ
࣮ࣜࢺ

2

2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃 2

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

ⱥㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

␗ᩥ⌮ゎ

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂

ⱥㄒᏛ

ⱥㄒᩥᏛ

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀

㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ

ㄽ♫࣓࢝ࣜ

2

ẚ㍑ᩥㄽ 2

ㄽᩥ࣓࢝ࣜ 2

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧

2

᐀ᩍᩥㄽ 2

2

2

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV 2

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 2

⩻ヂࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ

ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ 2

2

➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ

2

2

2

28

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ⱥㄒ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

2

㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ

ㄽ⌧⾲ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㸴༢㑅ᢥ

ᚲಟ
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　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

ᑓࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㛛ⓗ㡯ࠖཬࡧ
ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍྛࠕ
㸦ሗᶵჾཬࡧᩍ
ᮦࡢά⏝ྵࢆ
⛉㑅ᢥࡢ㸧ࠖࠋࡴ
㸶༢㑅ᢥࡽ┠
ᚲಟ

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

ⱥㄒᏛ

ㄽ⌧⾲ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

ࢫࣄ࣭ࣗࢩࢵࣜࢢ࣭ࣥࣝࣂ࣮ࣟࢢ
࣮ࣜࢺ

➨ゝㄒ⩦ᚓㄽ 2

2

㡢ኌࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ 2

⩻ヂࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ⱥㄒ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

2

2

ⱥㄒᩥᏛ
ⱥ⡿ᩥࢺࢫࢡࢸㄽ 2

ㄽᩥ࣓࢝ࣜ 2

ⱥㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

$FDGHPLF�&RPPXQLFDWLRQ㸦ⱥ㸧 2

$FDGHPLF�:ULWLQJ㸦ⱥ㸧 2

(QJOLVK�3UHVHQWDWLRQ�6NLOOV 2

㏆⌧௦⾲㇟ᩥㄽ

ㄽ♫࣓࢝ࣜ 2

2

᐀ᩍᩥㄽ 2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

24

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

␗ᩥ⌮ゎ

ẚ㍑ᩥㄽ 2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ⱥㄒ⛉ᩍ⫱ㄽ㹃 2

䠎༢㑅ᢥ

ᚲಟ
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　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ಖయ⫱㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

⩦ᐇࢫࢡࢸࢫࢼ࣒ࢪ 1

2
Ꮫᰯಖ㸦ᑠඣಖࠊ⢭⚄ಖࠊᏛ

ᰯᏳࡧࡼ࠾ᩆᛴฎ⨨ࡴྵࢆ㸧

㌟య㐠ືࢫࢡ࣑ࢼࢲࡢ

1

య⫱⤒Ⴀࠊయ⫱ᚰ⌮Ꮫࠊ⌮య⫱ཎࠕ
⟶⌮Ꮫࠊయ⫱♫Ꮫࠊయ⫱ྐ࣭ࠖ㐠

ືᏛ㸦㐠ື᪉ἲᏛࡴྵࢆ㸧

1

1

⩦ᐇࢻ࣮ࣝࣇ	ࢡࢵࣛࢺ

⮬↛య㦂άືᐇ⩦
㐠ືᚰ⌮Ꮫ

⩦ᐇࢬ࣒࣮ࢤ࣮ࣝ࣎
ᰂ㐨ᐇ⩦

㐠ື᪉ἲᏛ
㌟యࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐◊✲

1
1

１ࢫࣥࢲ࣮࣏ࣜࣛࣥࢸࣥࢥ

⾨⏕Ꮫ࣭බ⾗⾨⏕Ꮫ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ61ࡀ༢௨ୖᚲせ

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ㄽࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢸࣇ࣮ࢭ 1

⎔ቃಖᏛ

2

2

⢭⚄⏕⌮Ꮫ 2

බ⾗⾨⏕Ꮫ 2

ᗣᩍ⫱ㄽ

⏕⌮Ꮫ㸦㐠ື⏕⌮Ꮫࡴྵࢆ㸧

2

ᵓࡢᶵ⬟㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ
㐀ᶵ⬟ཬࡧ㸧

2

2
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ

30

య⫱ᐇᢏ

ᙧ成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥࢶ࣮࣏ࢫ
㌟య㐠ືᩥࡢྐ

ࢫࢡࢵࢸࢡ	ࢢ࣑ࣥࢫ
⩦ᐇࢶ࣮࣏

1

2

2
2
2

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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　㸺ᚲせྜィ༢ᩘ㸼

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹂

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ಖయ⫱㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

1

య⫱⤒Ⴀࠊయ⫱ᚰ⌮Ꮫࠊ⌮య⫱ཎࠕ
⟶⌮Ꮫࠊయ⫱♫Ꮫࠊయ⫱ྐ࣭ࠖ㐠

ືᏛ㸦㐠ື᪉ἲᏛࡴྵࢆ㸧

㐠ືᚰ⌮Ꮫ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ಖయ⫱⛉ᩍ⫱ㄽ㹁

2
ᙧ成ㄽࢸࢽ࣑ࣗࢥࢶ࣮࣏ࢫ 2

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

య⫱ᐇᢏ

⩦ᐇࢫࢡࢸࢫࢼ࣒ࢪ 1
⩦ᐇࢻ࣮ࣝࣇ	ࢡࢵࣛࢺ 1
ࢫࢡࢵࢸࢡ	ࢢ࣑ࣥࢫ
⩦ᐇࢶ࣮࣏

1

⩦ᐇࢬ࣒࣮ࢤ࣮ࣝ࣎ 1
ᰂ㐨ᐇ⩦ 1
１ࢫࣥࢲ࣮࣏ࣜࣛࣥࢸࣥࢥ 1
⮬↛య㦂άືᐇ⩦

⏕⌮Ꮫ㸦㐠ື⏕⌮Ꮫࡴྵࢆ㸧

ᵓࡢᶵ⬟㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ
㐀ᶵ⬟ཬࡧ㸧

2

㌟య㐠ືࢫࢡ࣑ࢼࢲࡢ 2
ᗣ㐠ື⛉Ꮫ 2

2
㌟యࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐◊✲ 2
㐠ື᪉ἲᏛ 2

Ꮫᰯಖ㸦ᑠඣಖࠊ⢭⚄ಖࠊᏛ
ᰯᏳࡧࡼ࠾ᩆᛴฎ⨨ࡴྵࢆ㸧

ᗣᩍ⫱ㄽ 2
⢭⚄⏕⌮Ꮫ 2
ㄽࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢸࣇ࣮ࢭ 1

26

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

2

2

㌟య㐠ືᩥࡢྐ

⾨⏕Ꮫ࣭බ⾗⾨⏕Ꮫ
බ⾗⾨⏕Ꮫ 2
⎔ቃಖᏛ 2

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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ᣦἲ

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
㸰༢㑅ᢥᚲಟ

㡢ᴦ⌮ㄽ࣭స᭤ἲ㸦⦅᭤ἲྵࢆ
ఏ⤫㡢ᴦཬࡢ㸧࣭㡢ᴦྐ㸦日ᮏࠋࡴ

㸧ࠋࡴྵࢆ㡢ᴦࡢㅖẸ᪘ࡧ

2

⩦₇ዌ₇ࣀࣆ

2

1

28

2

ჾᴦ㸦ྜዌཬࡧకዌ୪ࡧᴦჾࢆ
ࠋࡴྵ

2

㡢ᴦᩥྐ㸰

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀

ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

1

ჾᴦࣝࣈࣥࢧࣥ㸰

ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

1

ࣥࢨࢹࢻࣥ࢘ࢧ 1

2

1

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

日ᮏᩥὶㄽ

2

１࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ 1

㡢ᴦࢸࢽ࣑ࣗࢥ

1

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

2

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ㸰
�㸤࣮ࣜ࢜ࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ
ࢫࢩࣜࢼ

2

ኌᴦకዌ⾲⌧₇⩦
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦１
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦㸰
㑥ᴦჾ₇ዌἲ

1

ㄽࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ

㸰࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚

1

㡢ᴦసရ◊✲ 2

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦㡢ᴦ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ
ኌᴦ１ࣝࣈࣥࢧࣥ 1
ኌᴦࣝࣈࣥࢧࣥ㸰

1

2

㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ１ 1

࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ

1
ኌᴦ⾲⌧₇⩦

㡢ᴦᩥྐ１ 1

1

㑥ᴦḷၐἲ

ኌᴦ㸦ྜၐཬࡧ日ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ḷၐ
ࠋࡴྵࢆ

1
ჾᴦ１ࣝࣈࣥࢧࣥ
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ࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖ
ᚲせ

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦㡢ᴦ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠
　　　ཬࠕࡧᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠࡛ࠖᡤᐃࡢ༢ࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ᩘ࡛ࢆࢀࡇࡍࡓᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ

24

ࣗࢪ࣮࢙ࣇࣝࢯ 2

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
㸰༢㑅ᢥᚲಟ

ኌᴦ㸦ྜၐཬࡧ日ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞
ḷၐࠋࡴྵࢆ

ኌᴦ１ࣝࣈࣥࢧࣥ 1
ኌᴦࣝࣈࣥࢧࣥ㸰 1
ኌᴦ⾲⌧₇⩦ 2
㑥ᴦḷၐἲ 1

ჾᴦ㸦ྜዌཬࡧకዌ୪ࡧᴦ
ჾࠋࡴྵࢆ

ჾᴦ１ࣝࣈࣥࢧࣥ 1
ჾᴦࣝࣈࣥࢧࣥ㸰 1
⩦₇ዌ₇ࣀࣆ 2
ኌᴦకዌ⾲⌧₇⩦ 1
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦１ 1
Ẹ᪘㡢ᴦ₇ዌ₇⩦㸰 1
㑥ᴦჾ₇ዌἲ 1

ᣦἲ
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ１ 1
㡢ᴦ㞟ᅋάືㄽ㸰 1

㡢ᴦ⌮ㄽ࣭స᭤ἲ㸦⦅᭤ἲྵࢆ
ఏ⤫㡢ࡢ㸧࣭㡢ᴦྐ㸦日ᮏࠋࡴ
ᴦཬࡧㅖẸ᪘ࡢ㡢ᴦࠋࡴྵࢆ㸧

�㸤࣮ࣜ࢜ࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ
ࢫࢩࣜࢼ

2

ࣥࢨࢹࢻࣥ࢘ࢧ 1
㡢ᴦసရ◊✲ 2
㡢ᴦᩥྐ１ 1
㡢ᴦᩥྐ㸰 1
ㄽࢺ࣮࣭ࣝ࢝ࣜࢺࢩ 2
１࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ 1
㸰࣮ࢪࣟࢥࢪ࣮࣑ࣗࣀࢫ࢚ 1
㡢ᴦࢸࢽ࣑ࣗࢥ 2
࣮ࣆࣛࢭࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ 2
日ᮏᩥὶㄽ 2

2

2

2
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁

㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦⨾⾡㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

⤮⏬㸦ᫎീ࣓ྵࢆ⌧⾲ࢹ
㸧ࠋࡴ

᙮้

ࢫ࢚ࣥࢧࢡࢵࣇࣛࢢ

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

㊶ᐇࢺ࣮⏬⤮
ඛ➃⾲⌧₇⩦

ᫎീ࣭࣓ࢹㄽ₇⩦

ᗄఱࣥࢨࢹどぬఏ㐩

ⱁ⾡ᢈホ₇⩦

▱ぬ⾜Ⅽ㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸧
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ%

✵㛫ࢺ࣮ᐇ㊶

✵㛫㐀ᙧㄽ

ࢆ⌧⾲ࢹ㸦ᫎീ࣓ࣥࢨࢹ
㸧ࠋࡴྵ

⨾⾡⌮ㄽ࣭⨾⾡ྐ㸦㚷㈹୪ࡧ
日ᮏࡢఏ⤫⨾⾡ཬࡢࢪࡧ⨾

㸧ࠋࡴྵࢆ⾡

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ$ 1

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

28
ᕤⱁ

2

1

2
㒔ᕷࢸࢽ࣑ࣗࢥ 2
㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

1

ㄽࢺ࣮⏬⤮ 2

ᕤⱁᐇ㊶₇⩦

2

2

2

ᑓࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㛛ⓗ㡯ࠖࡢ㑅ᢥ
㸰༢㑅ࡽ┠⛉
ᢥᚲಟ

2

2
2

2

2
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ᣦࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦⨾⾡㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖཬྛࠕࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟ
ἲ㸦ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢ
ά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧ࠖࡢ㑅ᢥ
㸲༢㑅ᢥᚲಟࡽ┠⛉

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

⤮⏬㸦ᫎീ࣓ࢆ⌧⾲ࢹ
㸧ࠋࡴྵ

24

㊶ᐇࢺ࣮⏬⤮

᙮้

⾲ࢹ㸦ᫎീ࣓ࣥࢨࢹ
㸧ࠋࡴྵࢆ⌧ 㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ% 1

▱ぬ⾜Ⅽ㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸧

✵㛫ࢺ࣮ᐇ㊶ 2
ᗄఱࣥࢨࢹどぬఏ㐩 2
ࢫ࢚ࣥࢧࢡࢵࣇࣛࢢ 2

ඛ➃⾲⌧₇⩦ 2
㐀ࡢⓎࢫࢭࣟࣉ$ 1

2

2

⨾⾡⌮ㄽ࣭⨾⾡ྐ㸦㚷㈹୪
ࡧఏ⤫⨾⾡ཬࡢ日ᮏࡧ

㸧ࠋࡴྵࢆ⾡⨾ࡢࢪ

ⱁ⾡ᢈホ₇⩦ 1
✵㛫㐀ᙧㄽ 2
ㄽࢺ࣮⏬⤮ 2
㇟⾲ࢸࢽ࣑ࣗࢥ 2
㒔ᕷࢸࢽ࣑ࣗࢥ 2
ᫎീ࣭࣓ࢹㄽ₇⩦ 2

2

2
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹁

⨾⾡⛉ᩍ⫱ㄽ㹂
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⎔ቃ⏕⛉Ꮫ㹀 2
2

⎔ቃ⏕⌮Ꮫ

⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ㸿

2
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ㹀

2

2

⎔ቃ≀⌮Ꮫ㹀 2

Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ

⎔ቃ㧗ศᏊᏛ

2

⎔ቃ↓ᶵᏛ

2

⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ㸿 2

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ㸿

ศᏊ⏕≀Ꮫ

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦⌮⛉㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

2

⏕ែᏛ 2
⏕≀ከᵝᛶ⛉Ꮫ 2

⎔ቃ㈨※᳜≀⛉Ꮫ

2

2

⎔ቃ⏕⛉Ꮫ㸿

⎔ቃ⏕Ꮫ

ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ

2
⏕≀Ꮫᐇ㦂

㸦ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧

≀�⌮�Ꮫ

≀⌮Ꮫᐇ㦂
㸦ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧

≀⌮Ꮫᐇ㦂 2

ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
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2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
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　　　ཬࠕࡧᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠࡛ࠖᡤᐃࡢ༢ࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ᩘ࡛ࢆࢀࡇࡍࡓᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

　　Ꮫ

⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㹁
㸦Ꮫ㸧

Ꮫᐇ㦂
㸦ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧

2

2

2

⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ㹀

2

2

ᆅᏛᐇ㦂
㸦ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧

2

2
2
2
2

⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㸿
㸦ᆅᏛ㸧

⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ㹀
⎔ቃᆅ⌫Ꮫ
ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ
Ẽ⎔ቃᏛ
⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸿

ᆅ　　Ꮫ

2

30
⏕�≀�Ꮫ

⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㹀
㸦⏕≀Ꮫ㸧
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㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦⌮⛉㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
㑅ᢥ

⎔ቃ⏕⌮Ꮫ 2

2
⎔ቃ↓ᶵᏛ 2

⎔ቃ⏕⛉Ꮫ㹀
⎔ቃ㈨※᳜≀⛉Ꮫ 2

2
Ᏹᐂ⎔ቃ≀⌮Ꮫ 2

ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
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　　Ꮫ

⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ㸿
⎔ቃ≀㉁⛉Ꮫ㹀
⎔ቃ⏕Ꮫ

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㸿

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀

2
2

⏕�≀�Ꮫ

⎔ቃ⏕⛉Ꮫ㸿

2

2
⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㸿
㸦ᆅᏛ㸧

2
2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
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　　　ཬࠕࡧᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࡿࡍ⛉┠࡛ࠖᡤᐃࡢ༢ࢆ㉸࡚࠼ಟᚓࡓࡋ༢ᩘ࡛ࢆࢀࡇࡍࡓᚲせࠋࡿ࠶ࡀ

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖཬྛࠕࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟ
ἲ㸦ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢ
ά⏝ࠋࡴྵࢆ㸧ࠖࡢ㑅ᢥ
㸲༢㑅ᢥᚲಟࡽ┠⛉

ศᏊ⏕≀Ꮫ 2

2

2

⎔ቃᆅ⌫Ꮫ 2
ᆅ⌫⎔ቃኚືྐ 2

2

⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ㸿 2
⎔ቃᇶ♏≀⌮Ꮫ㹀 2

⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ㹀

2

⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㹀
㸦⏕≀Ꮫ㸧

⎔ቃᇶ♏⛉Ꮫᐇ㦂㹁
㸦Ꮫ㸧

≀⌮Ꮫᐇ㦂

Ẽ⎔ቃᏛ 2
⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸿 2

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

ᚲಟ
2

2
2

2
2

άࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥᏛᐇ㦂㸦⌮≀ࠕ
ࣥࢥᏛᐇ㦂㸦ࠊ㸧ࠋࡴྵࢆ⏝
≀⏕ࠊ㸧ࠋࡴྵࢆ⏝άࢱ࣮ࣗࣆ
Ꮫᐇ㦂㸦ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥά⏝ྵࢆ
࣮ࣗࣆࣥࢥᆅᏛᐇ㦂㸦ࠊ㸧ࠋࡴ

㸧ࠖࠋࡴྵࢆ⏝άࢱ

ᆅ　　Ꮫ

⏕ែᏛ

⎔ቃ㧗ศᏊᏛ

≀�⌮�Ꮫ

⎔ቃ≀⌮Ꮫ㹀

24

⏕≀ከᵝᛶ⛉Ꮫ

2

⎔ቃᆅ⌫⛉Ꮫ㸿

ᆅ⌫⎔ቃ≀⌮Ꮫ

⌮⛉ᩍ⫱ㄽ㹀ཪ

ᩍ⫱ㄽ㹂⛉⌮ࡣ

㑅ࢆ㸰༢ࡽ

ᢥᚲಟ

䠎༢

㑅ᢥᚲಟ
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　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
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」㞧⣔ࡢᗄఱᏛ 2

2
2

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦ゎᯒ⣔㸧 2

ィ⟬ᶵ⛉Ꮫධ㛛
ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࣝࢹࣔ⌮ᩘ
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦⤫ィ⣔㸧 2

⛉　┠　༊　ศ

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ᩘᏛ㸧

2
2௦　ᩘ　Ꮫ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ༢ᩘ

ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂

ᗄ　ఱ　Ꮫ

ゎ　ᯒ　Ꮫ

ㄽ㸪⤫ィᏛࠖ⋠☜ࠕ

ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ

2

2

28

ᐇ㦂ィ⏬ἲ

2

⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 2

ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
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59༢௨ୖᚲせ

༢ᩘ
㑅ᢥ

㛤タᤵᴗ⛉┠

2ከኚ㔞ゎᯒ

ᚲಟ

2
2

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦௦ᩘ⣔㸧
ィ⟬௦ᩘ㸿
ィ⟬௦ᩘ㹀
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦ᗄఱ⣔㸧

ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
10༢㑅ᢥᚲಟ

⎔ቃࣔࣝࢹゎᯒ㸿
⎔ቃࣔࣝࢹゎᯒ㹀

2

2

2
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ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂
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⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

௦　ᩘ　Ꮫ
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦௦ᩘ⣔㸧

ᗄ　ఱ　Ꮫ
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦ᗄఱ⣔㸧

⎔ቃࣔࣝࢹゎᯒ㸿

ㄽ㸪⤫ィᏛࠖ⋠☜ࠕ

ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦⤫ィ⣔㸧

ゎ　ᯒ　Ꮫ

ᐇ㦂ィ⏬ἲ

ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ
ィ⟬ᶵ⛉Ꮫධ㛛

ィ⟬௦ᩘ㸿 2
ィ⟬௦ᩘ㹀 2

2

」㞧⣔ࡢᗄఱᏛ 2
ᩘ⌮⛉Ꮫධ㛛㸦ゎᯒ⣔㸧 2

2

2

2
⎔ቃࣔࣝࢹゎᯒ㹀 2

⤫ィⓗၥ㢟ゎỴἲ 2
ከኚ㔞ゎᯒ 2

2

2
ࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࣝࢹࣔ⌮ᩘ 2

2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
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ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀

24

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖཬྛࠕࡧᩍ⛉ࡢ
ᣦᑟἲ㸦ሗᶵჾཬࡧ
ᩍᮦࡢά⏝ྵࢆ
┠⛉㑅ᢥࡢ㸧ࠖࠋࡴ
10༢㑅ᢥᚲಟࡽ

2
ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

ᩘᏛ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2
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ఫᒃᏛ

ಖ⫱Ꮫ㸦ᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧

ఫ⎔ቃㄽ
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ᐙᗞ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᐙᗞ⤒ႠᏛ㸦ᐙ᪘㛵ಀᏛཬࡧᐙ
ᗞ⤒῭Ꮫࠋࡴྵࢆ㸧

ㄽ㸿ࣝࢱࢫࣇࣛ

㣗⎔ቃㄽ㸿
㣗⎔ቃㄽ㹀

⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ㦂㸿

㣗≀Ꮫ㸦ᰤ㣴Ꮫࠊ㣗ရᏛཬࡧㄪ
⌮ᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧

ᑓࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㛛ⓗ㡯ࡢ㑅ᢥ⛉
2༢㑅ᢥࡽ┠
ᚲಟ

ㄽ㹀ࣝࢱࢫࣇ2ࣛ
㧗㱋⪅⎔ቃㄽ

2

2

2

2

2

2

⿕᭹Ꮫ㸦⿕᭹〇సᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧
⾰⎔ቃㄽ 2

⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ⩦㸿 2

2
⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ㦂㹀
⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ⩦㹀 2

28

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯 2

ቃㄽ⎔ࡶࡇ 2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁 2

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2
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ᣦᑟࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

2
ቃㄽ⎔ࢫࣥࣛࣉ
⎔ቃᙧ成⛉Ꮫㄪᰝἲ１

2

2

ಖ⫱Ꮫ㸦ᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧 ቃㄽ⎔ࡶࡇ

ᐙᗞ㟁Ẽ࣭ᶵᲔ࣭ሗฎ⌮

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹂 2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㸿 2

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹀 2

ㄽ㹀ࣝࢱࢫࣇࣛ 2

⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ㦂㹀 2

2

2

⾰⎔ቃㄽ 2
⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ㦂㸿

㣗⎔ቃㄽ㸿
⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ⩦㸿 2

㧗㱋⪅⎔ቃㄽ

㣗≀Ꮫ㸦ᰤ㣴Ꮫࠊ㣗ရᏛཬࡧㄪ
⌮ᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧

2⎔ቃᙧ成⛉Ꮫᐇ⩦㹀
25

ఫᒃᏛ
ఫ⎔ቃㄽ 2
⏕ά✵㛫ィ⏬ㄽ

ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ㄽ㹁

2

⿕᭹Ꮫ㸦⿕᭹〇సᐇ⩦ࠋࡴྵࢆ㸧

㣗⎔ቃㄽ㹀

1

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ᐙᗞ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

2

2

ᐙᗞ⤒ႠᏛ㸦ᐙ᪘㛵ಀᏛཬࡧᐙ
ᗞ⤒῭Ꮫࠋࡴྵࢆ㸧

ㄽ㸿ࣝࢱࢫࣇࣛ 2
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2

2༢㑅ᢥᚲಟ

2༢㑅ᢥᚲಟ

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
4༢㑅ᢥᚲಟ

2
2
2
2
2

2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
♫ᩥ⎔ቃㄽ 2

ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ

⌮Ꮫ

Ꮫࠖ῭⤒ࠊᏛ♫ࠕ

2
⚟♴⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩㄽ

2

2

ࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖ
ᚲせ

♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ� ♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

♫⛉ᩍ⫱ㄽ$ 2

2♫⛉ᩍ⫱ㄽ%

28

ேᩥᆅ⌮Ꮫ 2

♫⎔ቃኚືྐ 2
බᐖ࣭⎔ቃྐ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ4࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ᩍᏛࠖ᐀ࠊ⌮ᏛࠊᏛဴࠕ

2
⎔ቃ♫Ꮫ

1
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ�E� 1

㛤Ⓨᨻ⟇ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ
平ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ

♫Ꮫ

㒔ᕷᆅᇦㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ
ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ
⩦ᐇࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ
ᆅㄅ�D�
ᆅㄅ�E�

⎔ቃᨻ⟇ㄽ
⎔ቃἲ

1

ᩍ
　
⛉
　

　
㛵
　
ࡍ
　
ࡿ
　
ᑓ
　
㛛
　
ⓗ
　

　
㡯

日ᮏྐ 2

እᅜྐ 2

ᆅᇦ✵㛫࣒ࢸࢫࢩㄽ

ἲᚊᏛ
ᨻᏛ

⤒῭Ꮫ

2

ປാ⎔ቃྐ
ቃྐ⎔῭⤒ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
⎔ቃᛮྐ

日ᮏྐ࣭እᅜྐ

ᆅ⌮Ꮫ㸦ᆅㄅࠋࡴྵࢆ㸧

ᨻᏛࠖࠊἲᚊᏛࠕ

1

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ�D�

୰Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦♫㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ
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ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

日ᮏྐ 2

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦ᆅ⌮Ṕྐ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

እᅜྐ 2

1

ປാ⎔ቃྐ

♫⎔ቃኚືྐ 2
2

2
ቃྐ⎔῭⤒ࣝࣂ࣮ࣟࢢ 2

1ᆅㄅ�D�

ேᩥᆅ⌮Ꮫ 2
⮬↛ᆅ⌮Ꮫ�D� 1

⎔ቃᛮྐ 2

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
10༢㑅ᢥᚲಟ

ᆅᇦ✵㛫࣒ࢸࢫࢩㄽ 2
㒔ᕷᆅᇦㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ 2
㏵ୖᅜ㎰ᮧᆅᇦ㛤Ⓨㄽ 2

⮬↛ᆅ⌮Ꮫ�E�

2
2

ᆅㄅ�E�
ᆅㄅ

1

2

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖ
ᚲせ

24

日ᮏྐ

እᅜྐ

ᆅᇦ♫ඹ⏕ㄽ
⩦ᐇࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ

ேᩥᆅ⌮Ꮫ࣭⮬↛ᆅ⌮Ꮫ

බᐖ࣭⎔ቃྐ

ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ
�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

♫⛉࣭ᆅṔ⛉ᩍ⫱ㄽ
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ᣦᑟἲࡢ➼㛫ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠊ㐨ᚨࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᇶ♏ⓗ⌮ゎࡢ⫱ᩍࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ
ཬࡧ⏕ᚐᣦᑟࠊᩍ⫱┦ㄯ➼㛵ࠕ�ࠖ┠⛉ࡿࡍᩍ⫱ᐇ㊶㛵ࡢࠖ┠⛉ࡿࡍಟᚓ༢ᩘྜࡢィ59ࡀ༢௨ୖᚲせ

2

♫⛉࣭බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2
ྛᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ

�ሗᶵჾཬࡧᩍᮦࡢά⏝ࠋࡴྵࢆ�

බẸ⛉ᩍ⫱ㄽ 2

ᑓ㛛ⓗࡿࡍ㛵⛉ᩍࠕ
㡯ࠖࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡽ
14༢㑅ᢥᚲಟ

　ὀ１㸬༢ᩘḍࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࡣᩍဨචチྲྀᚓࡢࡵࡓࡢᚲಟ࣭㑅ᢥࠋࡍ♧ࢆ
　ὀ㸰㸬ࠕᏛ⮬⊃ࡀタᐃ12࡚ࡋࠖ┠⛉ࡿࡍ༢ࡢಟᚓࡀᚲせࡣ┠⛉ྠ�ࡀࡿ࡞㛤タ࠙�ࡵࡓ࠸࡞ࡋ➨㸰⾲ࡢࠚ⛉┠ཬࡧ
ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡓࢆࢀࡇ༢ᩘ࡛ࡓࡋಟᚓ࡚࠼㉸ࢆ༢ࡢᡤᐃ࡛ࠖ┠⛉ࡿࡍ㛵ᣦᑟἲࡢ⛉ᩍࡧᩍ⛉ཬࠕ　　　

ࠊᩍᏛ᐀�ࠊ�⌮ᏛࠊᏛဴࠕ2
ᚰ⌮Ꮫࠖ

⌮Ꮫ

2

2
⎔ቃ♫Ꮫ

2

2
♫ᩥ⎔ቃㄽ 2

2

⎔ቃἲ

2༢㑅ᢥᚲಟ

2༢㑅ᢥᚲಟ

2
2

2
2
2

2
2

㛤Ⓨᨻ⟇ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ
平ㄽࣝࣂ࣮ࣟࢢ

⎔ቃᨻ⟇ㄽ
♫Ꮫ
⤒῭Ꮫ

㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ➨୍✀චチ≧㸦බẸ㸧

⛉　┠　༊　ศ ༢ᩘ 㛤タᤵᴗ⛉┠
༢ᩘ

ᒚ�ಟ�᪉�ἲ
ᚲಟ 㑅ᢥ

ᩍ
⛉

㛵
ࡍ
ࡿ
ᑓ
㛛
ⓗ

㡯

ࠊ㸧ࠋࡴྵࢆἲᚊᏛ㸦ᅜ㝿ἲࠕ
ᨻᏛ㸦ᅜ㝿ᨻࠋࡴྵࢆ㸧ࠖ

ἲᚊᏛ

ྵࢆ῭⤒Ꮫ㸦ᅜ㝿῭⤒ࠊᏛ♫ࠕ
㸧ࠖࠋࡴ

24 ⚟♴⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩㄽ

⌮ᚰ⌮Ꮫ㸦Ⓨ㐩ᚰࡢࢫ࣮ࢥࣇࣛ
Ꮫ㸧

ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏Ṍࡳ㸦ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸧

ᨻᏛ

ᆅᇦ⯆ᨻ⟇ㄽ
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ᚲ
ಟ

㑅
ᢥ

2

2

࣭
2

2

2

1

1

2

࣭
2

࣭
2

࣭ 2

࣭ 2

࣭ 2

࣭
2

࣭
࣭ 2

࣭
2

1

2

2

2

࣭ 2

࠙➨㸰⾲ࠕ�ࠚᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉ࡢᣦᑟἲ㛵ࢆࠖ┠⛉ࡿࡍ㝖ࡃ⛉┠㸦୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ୍✀චチ≧㸧

චチἲ⾜つ๎ᐃࡿࡵ⛉┠༊ศ➼ ᕥグᑐᛂࡿࡍ㛤タᤵᴗ⛉┠

ಟᚓ᪉ἲ➼
⛉　┠ ᚲせ㡯ࡿࡵྵ┠⛉ྛ ༢ᩘ ᤵ　ᴗ　⛉　┠

༢ᩘ

࣭ ᩍ⫱㛵ࡿࡍ♫ⓗࠊไᗘⓗཪࡣ⤒Ⴀⓗ
㡯㸦Ꮫᰯᆅᇦࡢ㐃ᦠཬࡧᏛᰯᏳࡢ
ᑐᛂࠋࡴྵࢆ㸧

ᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦୰࣭㧗㸧 2༢ᚲಟ

10

ᩍ⫱ཎ⌮ 2༢ᚲಟ

ᩍ⫱ྐ

2༢ᚲಟ

ᩍ⫱⤒ႠᏛ㸦୰࣭㧗㸧

࣭ 2༢ᚲಟ
ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸰
㸦ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ１㸧

ᩍ⫋ࡢព⩏ཬࡧᩍဨࡢᙺ࣭⫋ົෆᐜ
㸦࣒࣮ࢳᏛᰯ㐠Ⴀࡢᑐᛂࠋࡴྵࢆ㸧

ᩍ⫋ㄽ㸦୰࣭㧗㸧 2༢ᚲಟ

㐨ᚨࠊ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ㛫➼ࡢ
ᣦᑟἲཬࡧ⏕ᚐ
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５５  教教育育職職員員免免許許以以外外のの資資格格ににつついいてて  

((11))  学学芸芸員員のの資資格格にに関関すするる科科目目  
 

博物館法施行規則に定める科目 本学で開講する授業科目 

科目名 単位数 科目名 単位数 備考 

生涯学習概論 ２ 

ＥＳＤ生涯学習論Ａ １ 国際教養教育院開講 

ＥＳＤ生涯学習論Ｂ １ 国際教養教育院開講 

社会教育計画論 ２  

博物館概論 ２ 博物館概論 ２  

博物館経営論 ２ 博物館経営論 ２  

博物館資料論 ２ 博物館資料論 ２  

 
博物館資料保存論 

 
２ 

博物館資料保存論（a） １ 文学部 

博物館資料保存論（b） １ 文学部 

博物館資料保存論 ２ 理学部 

博物館展示論 ２ 博物館展示論 ２  

博物館教育論 ２ 博物館教育論 ２  

博物館情報・メディア論 ２ 博物館情報・メディア論 ２  

博物館実習 ３ 博物館実習 ３  

＊博物館実習には，事前指導・学内実習・館園実習及び事後実習を含む。

学内実習には原則２年次以降，館園実習は原則３年次以降に行う。 

館園実習に伴う事前指導及び事後指導は館園実習の前後に行う。 

博物館実習全体の事前指導は，原則２年次，事後指導は館園実習終了後に行う。 

＊博物館法第５条により，大学において博物館に関する科目を修得し，学士の学位

を得た者には学芸員の資格が発生する。この証明を必要とする者は，教務学生係

に証明書発行願を提出し，交付を受けること。 

＊開講科目でＡ，Ｂ及び（a），（b）と分割しているものについては，両科目を修

得することが必要である。 
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((22))  ♫♫教教育育のの資資格格にに関関すするる科科目目  

  

 社会教育事に࡞るための資格を得ようとする学生は，本学に２年以ୖᅾ学して62単位以

ୖ修得し，つ，本学部において開講するୗグの社会教育に関する科目を必ࡎ修得する必要

がありࡲす。࡞お，本資格を得たሙྜは，ࠕ社会教育士ࠖの⛠ྕをྲྀ得することに࡞りࡲす。 
 

社会教育事講習➼ 
規定に定める科目 

単位数 本学部ㄆ定授業科目 
単位数 

必修 㑅ᢥ 

生涯学習概論 㸲 

ＥＳＤ生涯学習論Ａ １  

ＥＳＤ生涯学習論Ｂ １  

社会教育計画論 ２  

生涯学習ᨭ論 㸲 

ＥＳＤ論（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡃり２）Ａ １  

ＥＳＤ論（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡃり２）Ｂ １  

㞀ᐖඹ生教育論 ２  

社会教育経営論 㸲 

教育経営学（ᗂ・ᑠ） 
Ａ 

 ２ 

教育行ᨻ学（ᗂ・ᑠ）  ２ 

社会ㄪᰝ法Ａ 

Ｂ 

 １ 

社会ㄪᰝ法Ｂ  １ 

 ィᡂ論  １ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

༠ാᆺ࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲ論  １ 

社会教育≉講 㸶 

発㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥィ概論  ２ 

 論  ２࣮ࢲ࢙ࣥࢪ・ィࢸࢽ࣑ࣗࢥ

 論  １ࢺメࣥ࣡ࣃ࢚ࣥࣝࣕࢩ࣮ࢯ

博物館教育論  ２ 

 ィと㡢ᴦ  ２ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

 論  ２ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢶ࣮࣏ࢫ

ＥＳＤࢸࣥࣛ࣎ィア論  １ 

ＥＳＤᇶ♏（ᣢ⥆ྍ⬟࡞社会࡙ࡃり１）  １ 
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＊社会教育事講習➼規定に定める科目ࠕ社会教育経営論ࠖについては，ࠕＡࠖ及びࠕＢࠖࡑ

 。２単位を修得することࡽࢀࡒࢀ

＊社会教育事講習➼規定に定める科目ࠕ社会教育実習ࠖは１単位とࡗ࡞ているが，本学部の

開講する科目２単位を修得すること。 

＊開講科目でＡ，Ｂと分割しているものについては，両科目を修得することが必要である。 

  

    

社会教育実習 １ ＥＳＤ実㊶論 ２  

社会教育₇習 

社会教育実習 

社会教育ㄢ㢟◊✲ 

のう୍ࡕ以ୖの科目 

３ 

社会教育ㄢ㢟◊✲（ࢸࣥࣛ࣎ィア学習論）  ２ 

社会教育ㄢ㢟◊✲（࣮ࢲ࢙ࣥࢪၥ㢟学習論）  ２ 

社会教育ㄢ㢟◊✲（ࣜࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢡࢫ論）  ２ 

社会教育ㄢ㢟◊✲（㞀ᐖඹ生教育論）  ２ 

社会教育ㄢ㢟◊✲（⮬↛ඹ生ᆅᇦᨭ論）  ２ 
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((33))  ♫♫⚟⚟♴♴௵௵⏝⏝資資格格にに関関すするる科科目目  
 

社会⚟♴事のタ⨨に 

関する法ᚊに定める科目 
本学部で開講する科目 単位数 

社会⚟♴概論 社会⚟♴論 ２ 

社会⚟♴事業ྐ   

社会⚟♴ຓᢏ⾡論 

社会⚟♴ㄪᰝ論 

社会⚟♴施タ経営論 

社会⚟♴行ᨻ論 

社会保㞀論 

බⓗᢇຓ論 

ඣ❺⚟♴論 

ᐙᗞ⚟♴論 

保育理論 

㌟体㞀ᐖ者⚟♴論 

▱ⓗ㞀ᐖ者⚟♴論 

⢭⚄㞀ᐖ者保⚟♴論 

⪁ே⚟♴論 

་⒪社会事業論 

ᆅᇦ⚟♴論 

法学 法ᚊ学 ２ 

Ẹ法   

行ᨻ法 

経῭学 経῭学 ２ 

社会ᨻ⟇   

経῭ᨻ⟇ 

ᚰ理学 

社会学 社会学 ２ 

教育学   

理学 理学 ２ 

බ⾗⾨生学 බ⾗⾨生学 ２ 

་学୍⯡   

 論ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜ

┳ㆤ学 

ㆤ概論 

ᰤ養学 

ᐙᨻ学 

※社会⚟♴事のタ⨨に関する法ᚊに定める科目３ࡽ科目以ୖᒚ修すること。 
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2��⤫ィ㛵ࡿࡍᇶ♏ⓗ࡞▱㆑

ն ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࠖࠕ
1��ᐇ㦂ࡢィ⏬❧ ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ἲ 1 2年ḟ࣭14 ᚲಟ
2��⤫ィ㛵ࡿࡍᇶ♏ⓗ࡞▱㆑

շ ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࠖ▱ࠕ
1��ேࡢឤぬ࣭▱ぬ➼ࡢᶵᗎཬࡢࡑࡧ㞀ᐖ ຍ㱋ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 1年ḟ࣭ᚋᮇ 2༢㑅ᢥᚲಟ
2��ேࡢㄆ▱࣭ᛮ⪃➼ࡢᶵᗎཬࡢࡑࡧ㞀ᐖ ㄆ▱ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥㄽ㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭๓ᮇ

▱ぬ⾜Ⅽ㸦▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭ᚋᮇ
ո Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫࠖࠕ

1��ேࡀື⾜ࡢኚࡿࡍ㐣⛬ ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱１㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ１㸧 1 1年ḟ࣭34 ᚲಟ
2��ゝㄒࡢ⩦ᚓࡿࡅ࠾ᶵᗎ ゝㄒⓎ㐩ᩍ⫱１㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 1 2年ḟ࣭34 ᚲಟ

ゝㄒⓎ㐩ᩍ⫱㸰㸦Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ㸱㸧 1 2年ḟ࣭44 ᚲಟ
չ ឤ࣭ே᱁ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ

1��ឤ㛵ࡿࡍ⌮ㄽཬࡧឤႏ㉳ࡢᶵᗎ ឤ࣭ே᱁ᚰ⌮Ꮫ 2 3年ḟ࣭๓ᮇ ᚲಟ
2��ឤື⾜ࡀཬࡍࡰᙳ㡪

3��ே᱁ࡢᴫᛕཬࡧᙧ成㐣⛬

4��ே᱁ࡢ㢮ᆺࠊ≉ᛶ➼

պ ᚰ⌮Ꮫࠖ⌮⏕࣭⤒⚄ࠕ
1��⬻⚄⤒⣔ࡢᵓ㐀ཬࡧᶵ⬟ ⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸦⚄⤒࣭⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭๓ᮇ ᚲಟ
2��グ᠈ࠊឤ➼ࡢ⏕⌮Ꮫⓗᛂࡢᶵᗎ

3��㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢᴫせ

ջ ࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫࠖ♫ࠕ
1��ᑐே㛵ಀ୪ࡧ㞟ᅋࡿࡅ࠾ேࡢព㆑ཬࡧ⾜
⛬㐣ࡢᚰࡢ࡚࠸ࡘື

ຍ㱋ࡢ♫ᚰ⌮Ꮫ㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭ᚋᮇ 2༢㑅ᢥᚲಟ

2��ேࡢែᗘཬࡧ⾜ື ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮１㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ１㸧 1 2年ḟ࣭14

3��ᐙ᪘ࠊ㞟ᅋཬᩥࡧࡀಶேཬࡍࡰᙳ㡪 ᐙ᪘ࡢⓎ㐩⌮㸰㸦♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 1 2年ḟ࣭24

ռ Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ
1��ㄆ▱ᶵ⬟ࡢⓎ㐩ཬࡧឤ࣭♫ᛶࡢⓎ㐩 ᚰ⌮Ꮫ㸦Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸧ࡢࢫ࣮ࢥࣇࣛ 2 3年ḟ࣭๓ᮇ 2༢㑅ᢥᚲಟ
2��⮬ᕫ⪅ࡢ㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ᚰ⌮ⓗⓎ㐩 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸦ᗂ࣭ᑠ㸧 2 1年ḟ࣭ᚋᮇ
3��ㄌ⏕ࡽṚࡢ࡛ࡲࡿ⮳⏕ᾭࡿࡅ࠾ᚰ㌟ࡢⓎ㐩

4��Ⓨ㐩㞀ᐖ➼㠀ᐃᆺⓎ㐩ࡢ࡚࠸ࡘᇶ♏ⓗ࡞▱
㆑ཬ࠼⪄ࡧ᪉
5��㧗㱋⪅ࡢᚰ⌮

ս 㞀ᐖ⪅㸦ඣ㸧ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ
1��㌟య㞀ᐖࠊ▱ⓗ㞀ᐖཬࡧ⢭⚄㞀ᐖࡢᴫせ Ⓨ㐩㞀ᐖᚰ⌮Ꮫ㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭๓ᮇ 2༢㑅ᢥᚲಟ
2��㞀ᐖ⪅㸦ඣ㸧ࡢᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬࡧᚲせ࡞ᨭ


㞀ᐖඣⓎ㐩Ꮫ㸦㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭ᚋᮇ

վ ࠖࢺ࣓ࣥࢫࢭᚰ⌮ⓗࠕ
1��ᚰ⌮ⓗࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ┠ⓗཬࡧ⌮ Ⓨ㐩ࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸧 2 2年ḟ࣭๓ᮇ 2༢㑅ᢥᚲಟ
2��ᚰ⌮ⓗࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭほⅬཬࡧᒎ㛤 ᚰ⌮᳨ᰝἲ㸦ᚰ⌮ⓗࢺ࣓ࣥࢫࢭ㸧 2 3年ḟ࣭๓ᮇ
3��ᚰ⌮ⓗࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ᪉ἲ㸦ほᐹࠊ㠃᥋ཬࡧ
ᚰ⌮᳨ᰝ㸧
4��㐺ษ࡞グ㘓ཬࡧሗ࿌

տ ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲࠖࠕ
1��௦⾲ⓗ࡞ᚰ⌮⒪ἲ୪ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡧṔ
⏺㝈ࡧ㐺ᛂཬࠊ⩏ពࠊᴫᛕࠊྐ

ᚰ⌮㠃᥋ㄽ㸦ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ㸧 2 2年ḟ࣭๓ᮇ ᚲಟ

2��ゼၥࡿࡼᨭࡸᆅᇦᨭࡢព⩏

3��Ⰻዲ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⠏࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡵࡓࡃ
᪉ἲࡢࣥࣙࢩ
㓄៖ࡢ࣮ࢩࣂࣛࣉ��4

5��ᚰ⌮㛵ࡿࡍᨭࢆせࡢ⪅ࡿࡍ㛵ಀ⪅ᑐࡿࡍᨭ

6��ᚰࡢᗣᩍ⫱

⑯ ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ
㛵ಀࡢࡢᚰ㌟ࢫࣞࢺࢫ��1 ᗣᚰ⌮Ꮫ㸦ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ㸧 2 2年ḟ࣭ᚋᮇ ᚲಟ
2��་⒪⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬࡧᚲせ࡞ᨭ

3��ಖάືࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⌮♫
ⓗㄢ㢟ཬࡧᚲせ࡞ᨭ
4��⅏ᐖ➼ᚲせ࡞ᚰ⌮㛵ࡿࡍᨭ

䐯 ᚰ⌮Ꮫࠖ♴⚟ࠕ
1��⚟♴⌧ሙࡿࡌ⏕࡚࠸࠾ၥ㢟ཬࡢࡑࡧ⫼ᬒ ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ 1 3年ḟ࣭24 ᚲಟ
2��⚟♴⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬࡧᚲせ࡞ᨭ

3��ᚅࡢ࡚࠸ࡘᇶᮏⓗ▱㆑

科科目目ࡿࡿࡍࡍ㛵㛵බබㄆㄆᚰᚰ⌮⌮ᖌᖌཷྲཱྀ㦂㦂㈨㈨᱁᱁ࠉࠉ��44��

　�බㄆᚰ⌮ᖌཷࡢ㦂㈨᱁ྲྀᚓࢆᕼᮃࡿࡍᏛ⏕㸦Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ⛉ࠕࡢᚰࡢ᥈ồࢆ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉ㑅ᢥࡿࡍᏛ⏕ࡀࠋ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ㸪
ᅜ㝿ே㛫⛉Ꮫ㒊つ๎➨11᮲ᐃࡿࡵᡤᐃࡢᒚಟせ௳ࡶࡍࡓ‶ࢆ㸪බㄆᚰ⌮ᖌࡵࡓࡿ࡞ᚲせ┠⛉࡞ᑐᛂࡿࡍᮏᏛ㒊ࡢᤵᴗ⛉
ࡍಟࡋᒚಟࢆ┠⛉࡞ᚲせᏛ㝔࡛බㄆᚰ⌮ᖌ㸪༞ᴗᚋࡣࡵࡓࡿᚓࢆ㦂㈨᱁ཷࡢ㸪බㄆᚰ⌮ᖌ࠾࡞ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㅮཷࡎᚲࢆ┠
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡍࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢ➼ࡿࡍ᭷ࢆᐇົ⤒㦂ࡢ㸪୍ᐃᮇ㛫ࡿ

࡛ࢺࢵࢭ
ಟᚓ

බබㄆㄆᚰᚰ⌮⌮ᖌᖌཷྲཱྀ㦂㦂㈨㈨᱁᱁㸸㸸ᏛᏛࡿࡿࡅࡅ࠾࠾ᚲᚲせせ࡞࡞⛉⛉┠┠

Ꮫࡿࡅ࠾ᚲせࡿࢀࡲྵ┠⛉࡞㡯

－ 258 －



䐰 ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫࠖࠕ
1��ᩍ⫱⌧ሙࡿࡌ⏕࡚࠸࠾ၥ㢟ཬࡢࡑࡧ⫼ᬒ ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸰㸦ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ１㸧 1 1年ḟ࣭44 ᚲಟ
2��ᩍ⫱⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⌮♫ⓗㄢ㢟ཬࡧᚲせ࡞ᨭ ᚰࡢⓎ㐩ᩍ⫱㸱㸦ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ㸰㸧 1 3年ḟ࣭24 ᚲಟ

䐱 ἲ࣭≢⨥ᚰ⌮Ꮫࠖྖࠕ
1��≢⨥࣭㠀⾜ࠊ≢⨥⿕ᐖཬࡧᐙ௳࡚࠸ࡘ
ᇶᮏⓗ▱㆑ࡢ

ྖἲ࣭≢⨥ᚰ⌮Ꮫ 1 3年ḟ࣭24 ᚲಟ

2��ྖἲ࣭≢⨥ศ㔝ࡿࡅ࠾ၥ㢟ᑐ࡚ࡋᚲせ࡞
ᚰ⌮㛵ࡿࡍᨭ

䐲 ᴗ࣭⤌⧊ᚰ⌮Ꮫࠖ⏘ࠕ
1��⫋ሙࡿࡅ࠾ၥ㢟㸦ࣜࣕ࢟ᙧ成㛵ࡇࡿࡍ
ᨭࡿࡍ㛵⌮ᚰ࡞ᚲせ࡚ࡋᑐ㸧ࠋࡴྵࢆ

⏘ᴗ࣭⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ 1 3年ḟ࣭24 ᚲಟ

ື⾜ࡢேࡿࡅ࠾⧊⤌��2

䞡 ࠖࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢேయࠕ
1��ᚰ㌟ᶵ⬟㌟యᵓ㐀ཬ࡞ࡲࡊࡲࡉࡧࡸ㞀
ᐖ

㸧ࡧᶵ⬟ཬᵓ㐀ࡢᶵ⬟㸦ேయᵓ㐀ࡢࡔࡽ 2 1年ḟ࣭ᚋᮇ ᚲಟ

࡞ᚲせࡀᨭࡿࡍ㛵⌮ᚰࡢ➼㞴ࠊࢇࡀ��2
࡞

䞢 ⒪ࠖࡢࡑ⢭⚄ᝈࠕ
1��⢭⚄ᝈ⥲ㄽ ඣ❺㟷年⢭⚄་Ꮫ㸦⢭⚄ᝈࡢࡑ⒪㸧 2 2年ḟ࣭ᚋᮇ ᚲಟ
2��ྥ⢭⚄⸆ࡿࡍࡵࡌࡣࢆ⸆ࡿࡼᚰ㌟ࡢኚ

3��་⒪ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ

䞣 㛵ಀ⾜ᨻㄽࠖࠕ
1��ಖ་⒪ศ㔝㛵ಀࡿࡍἲᚊࠊไᗘ 㛵ಀ⾜ᨻㄽ 1 3年ḟ࣭24 ᚲಟ
2��⚟♴ศ㔝㛵ಀࡿࡍἲᚊࠊไᗘ

3��ᩍ⫱ศ㔝㛵ಀࡿࡍἲᚊࠊไᗘ

4��ྖἲ࣭≢⨥ศ㔝㛵ಀࡿࡍἲᚊࠊไᗘ

5��⏘ᴗ࣭ປാศ㔝㛵ಀࡿࡍἲᚊࠊไᗘ

䞤 ࠖ⩦ᚰ⌮₇ࠕ
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ₇⩦㸦ᚰ⌮₇⩦㸧 2 3年ḟ࣭ᚋᮇ ᚲಟ

䞥 ࠖ⩦ᚰ⌮ᐇࠕ
ᚰ⌮Ꮫⓗຓᨭ㸦ᚰ⌮ᐇ⩦㸧 2 4年ḟ࣭㏻年 ᚲಟ
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１１  学学生生生生活活上上のの周周知知事事項項ににつついいてて  

(1) 学生への通知等について 

学生への通知及び連絡は，すべて公用掲示板により行いますので，常に掲示の内容に

留意してください。また，神戸大学及び国際人間科学部のウェブサイト，うりぼーポー

タル（大学ウェブサイトよりリンク）も定期的にチェックしてください。 

〈1〉  大学教育推進機構国際教養教育院関係掲示板（鶴甲第一キャンパスK棟１階） 

① 全学共通授業科目等に関する事項 

② 鶴甲第１キャンパスの学生生活に関する事項 

〈2〉  学生センター掲示板（鶴甲第一キャンパスB棟１階） 

〈3〉  本学部掲示板（鶴甲第一キャンパスE棟１階・鶴甲第二キャンパスA棟２階） 

 
(2) 諸手続について 

授業料の納付，証明書の交付・手続き，願出，届出等の手続きについては，「令和３ 

年度 学生生活案内９～15ページ」を参照してください。 

手続きには，大学から掲示等による通知に従い，一定期間内に手続きをとらなければ

ならないもの，学生自身が必要となったときに自発的に手続きをしなければならないも

のがあります。 

怠ったり，期間を過ぎると不利益になったり，修学にも支障を来すことがあるので十

分注意してください。 

不明な点がある場合は，教務学生係に問い合わせてください。 

 
〔主な証明書〕 

所属学部等（担当係）で交付するもの……学生証，通学証明書 

 
証明書自動発行機により交付するもの……通学証明書交付願，学割証，在学証明書 

（和文・英文），卒業・修了（見込）証明書，学業成績証明書（和文・英文），仮受験票 

 
願出，届出等手続一覧については「令和３年度 学生生活案内14～15ページ」を参照

し，必要なときは請求してください。 

 
(3) 遵守事項・注意事項について 

神戸大学学生として快適で楽しく，実りある学生生活を送っていただくための一般的

な遵守事項・注意事項については，「令和３年度 学生生活案内16～31ページ」に詳し

く記載していますので参照してください。 
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〔主な記載事項〕⸆≀，࢝ルトᅋయ，ಶ人ሗ，ᝏ㉁ၟἲ，インターࢿットୖでのሗ

発ಙ，㌴୧ධれ，ࣂイク通学，⚗↮，┐㞴，㣧㓇，キャンパス内で

の事ᨾ，学生࢝ウント利用ୖの注意な 

 
㸨鶴甲第二キャンパスの㌴୧ධれ・༢㌴での通学について 

鶴甲第二キャンパスの㌴୧による構内へのධれについても鶴甲第一キャンパスと

ྠᵝにཎ๎として⚗Ṇしています。 

身యୖの⌮⏤により，㌴୧の構内ධれを必要とする⪅は「㌴୧ධ構チྍ願」を教

務学生係にᥦ出してチྍを受けてください。 

また，ࣂイクによる通学についても，常に༴㝤をకうため，自⢔するよう要ᮃして

いますが，ࡴࡸをᚓない⌮⏤により༢㌴による通学をするものは，ḟのᣦ定の㥔㍯場

に㥔㌴してください。 

 間 ༗๓㸴30分から༗ᚋ９45分まで（ࣛࢢンࢻすഃ） 

ኪ 間 ༗ᚋ㸶から⩣ᮅ༗๓㸶まで（C棟すഃኪ間ᑓ用㥔㍯場） 

 
(4) キャンパス内のタの利用について 

鶴甲第一キャンパス 

① 学生交ὶルー࣒㸭ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼー 

学生交ὶルー࣒㸭ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼーは，鶴甲第一キャンパスE棟１階にタ⨨されて

 。ています࠼り，ḟの３つの機⬟をഛ࠾

・学生交ὶルー࣒㸸学生┦の交ὶの場 

・ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼー㸸学生のᑵ⫋支のためのሗᥦ౪の場 

・Inter Cultural Café（ICࣇ࢝ェ）㸸交留学生の支

の場利用がྍ⬟な間ᖏはḟのと࠾りです。 

༗๓㸶30分から༗ᚋ㸳15分までとし，ᅵ᭙᪥，᪥᭙᪥，国Ẹの⚃᪥に関するἲᚊ

に定めるఇ᪥，12᭶29᪥から１᭶３᪥までの᪥及びࡑの学部㛗がᣦ定する᪥は利用

できませࢇ。 

 
② 教ᐊ（F・K・L・N棟を㝖く。），య育タの用については，「令和３年度学生生活

案内63～66ページ」を参照してください。 

 
鶴甲第二キャンパス 

① 発㐩࣍ール 

発㐩࣍ール（Dルー࣒）は，学⩦⎔ቃᨵၿの一⎔として，学生┦୪びに学生・教

⫋ဨの交ὶを῝め，かつ学生・教⫋ဨの⚟利ཌ生のቑ進をᅗるため，A棟１階（⋞関

すഃ）にタ⨨されています。利用がྍ⬟な間ᖏはḟのと࠾りです。 
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〔主な記載事項〕⸆≀，࢝ルトᅋయ，ಶ人ሗ，ᝏ㉁ၟἲ，インターࢿットୖでのሗ

発ಙ，㌴୧ධれ，ࣂイク通学，⚗↮，┐㞴，㣧㓇，キャンパス内で

の事ᨾ，学生࢝ウント利用ୖの注意な 

 
㸨鶴甲第二キャンパスの㌴୧ධれ・༢㌴での通学について 

鶴甲第二キャンパスの㌴୧による構内へのධれについても鶴甲第一キャンパスと

ྠᵝにཎ๎として⚗Ṇしています。 

身యୖの⌮⏤により，㌴୧の構内ධれを必要とする⪅は「㌴୧ධ構チྍ願」を教

務学生係にᥦ出してチྍを受けてください。 

また，ࣂイクによる通学についても，常に༴㝤をకうため，自⢔するよう要ᮃして

いますが，ࡴࡸをᚓない⌮⏤により༢㌴による通学をするものは，ḟのᣦ定の㥔㍯場

に㥔㌴してください。 

 間 ༗๓㸴30分から༗ᚋ９45分まで（ࣛࢢンࢻすഃ） 

ኪ 間 ༗ᚋ㸶から⩣ᮅ༗๓㸶まで（C棟すഃኪ間ᑓ用㥔㍯場） 

 
(4) キャンパス内のタの利用について 

鶴甲第一キャンパス 

① 学生交ὶルー࣒㸭ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼー 

学生交ὶルー࣒㸭ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼーは，鶴甲第一キャンパスE棟１階にタ⨨されて

 。ています࠼り，ḟの３つの機⬟をഛ࠾

・学生交ὶルー࣒㸸学生┦の交ὶの場 

・ᑵ⫋活動㈨料ࢥーࢼー㸸学生のᑵ⫋支のためのሗᥦ౪の場 

・Inter Cultural Café（ICࣇ࢝ェ）㸸交留学生の支

の場利用がྍ⬟な間ᖏはḟのと࠾りです。 

༗๓㸶30分から༗ᚋ㸳15分までとし，ᅵ᭙᪥，᪥᭙᪥，国Ẹの⚃᪥に関するἲᚊ

に定めるఇ᪥，12᭶29᪥から１᭶３᪥までの᪥及びࡑの学部㛗がᣦ定する᪥は利用

できませࢇ。 

 
② 教ᐊ（F・K・L・N棟を㝖く。），య育タの用については，「令和３年度学生生活

案内63～66ページ」を参照してください。 

 
鶴甲第二キャンパス 

① 発㐩࣍ール 

発㐩࣍ール（Dルー࣒）は，学⩦⎔ቃᨵၿの一⎔として，学生┦୪びに学生・教

⫋ဨの交ὶを῝め，かつ学生・教⫋ဨの⚟利ཌ生のቑ進をᅗるため，A棟１階（⋞関

すഃ）にタ⨨されています。利用がྍ⬟な間ᖏはḟのと࠾りです。 

 

༗๓㸶20分から༗ᚋ９30分までとし，ᅵ᭙᪥，᪥᭙᪥，国Ẹの⚃᪥に関するἲ

ᚊに定めるఇ᪥，12᭶29᪥から１᭶３᪥までの᪥及びࡑの学部㛗がᣦ定する᪥は利

用できませࢇ。 

 
 ェࣇ࢝・ルࣂーࣟࢢ ②

 

（F棟252） 

  
ճ ሗ教育タഛᐊ（RIE） 

RIE（リ࢚）とばれるሗ教育タഛᐊは，自⏤にPC（iMac）を利用できる教ᐊです。

この教ᐊで授業も行われますが，ࣞポートస成ࡸ༳ๅにも用でき，PCに詳しいスタ

ッࣇがᚅ機しています。PCࢿࡸット࣡ークに関すること，神戸大学キャンパスのྛ所

で࠼る「全学用↓⥺LANサーࣅス」の᥋続᪉ἲな，Ẽ㍍に┦ㄯすることができます。

（F棟158） 

 
մ キャリサポートセンター 

キャリサポートセンターは，学生一人ࡦとりの進㊰・⫋業㑅ᢥに関連したきめ⣽か

い支をᥦ౪し，ಶᛶにᑐᛂしたキャリᙧ成をサポートしています。 

場所は㸿棟１階発㐩࣍ール（㹂ルー࣒）のすഃにあり，キャリᙧ成ࡸᑵ⫋に関する

ྛ✀㈨料も㜀覧できます。ලయ的なサポート内容はḟのと࠾りです。 

・キャリに関する┦ㄯࡸ㉁問（ண⣙によるಶู㠃ㄯ） 

※㠃ㄯはண⣙ไですが，ᛴࡄ場合はࡑの᪨⏦し出てください。 

・求人票㜀覧，書⡠，࢜ࢹࣅ，DVD㜀覧（㈚し出しもྍ） 

・ྛ✀セࢼ࣑ー࢞ࡸイࢲンスの㛤ദ 

・進㊰に関するሗ案内 

 
յ ࣛࢢウンࢻ，య育㤋，ࢽࢸスࢥート 

授業，大学行事，タ⟶⌮等に支障のない㝈り，◊✲，㞟，スポーࢶ活動等のた

め，ࣛࢢウンࢻ，య育㤋，ࢽࢸスࢥートを用することができます。ࡑの場合，用㈐

௵⪅は，用する᪥の３᪥๓までに所定の用チྍ願を学務部学生支ㄢへᥦ出し，チྍを

ᚓなければなりませࢇ。ただし，እ部ᅋయと共ദするദしについては，３か᭶๓までに願い

出なければなりませࢇ。 

 
ն 教ᮦ用༳ๅ機の用について 

A棟２階に༳ๅ機をഛ࠼ていますので，用する場合はୗ記の注意事項に従って用

してください。 

（教ᮦ用༳ๅ機用ୖの注意） 

1. 教ᮦ用ࣉリント௨እの目的には用できませࢇ。 
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2. 用できる⪅は，本学部学生に㝈ります。用⣬㢮はྛ自で‽ഛしてください。 

3. 用間は，༗๓９30分から༗ᚋ㸲30分までとします。ただし，ᅵ᭙，᪥

᭙，⚃᪥及び年ᮎ年ጞ（12᭶29᪥～１᭶３᪥）は用できませࢇ。 

4. 用する場合は，鶴甲第二キャンパス事務ㄢ教務学生係で用⏦込⪅ྎᖒに所

要事項を記ධし，用⪅の学生証を㡸けてください。 

5. 共用の≀ရなので，用については分に注意し，Ύ₩・ᩚ㡻・ᚋጞᮎ等には

≉にẼをつけてください。 

 
 のࡑ (5)

学生生活に関するḟの項目については，「令和３年度 学生生活案内」を参照してく

ださい。 

１ ዡ学ไ度・授業料ච㝖………（32～35ページ） 

 イトの⤂………（68ページ）ࣂル ２

３ ᚰ身のᗣ⟶⌮………（37～43ページ） 

㸲 学生教育◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤ไ度………（48ページ） 

㸳 ࣛࣁス࣓ント………（44～47ページ） 

㸴 ㄢእ活動………（55ページ） 

㸵 ⚟利ཌ生タ………（56～71ページ） 
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